
昭和五十年労働省令第三号

雇用保険法施行規則

雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）及び雇用保険法施行令（昭和五十年政令第二十五号）の規定に基づき、並びに同法及び同令

を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。
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附則

第一章　総則

（事務の管轄）

第一条　雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。）第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項、第

三十七条の五第一項、第二項及び第四項並びに第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

２　前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項の規定により、公共職業安定所長に委任する。

３　雇用保険に関する事務（労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和四十七年労働省令第八号）第一条第一項に規定する労

働保険関係事務を除く。以下同じ。）のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業（以下「適用事業」とい

う。）の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

４　雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄

する都道府県労働局長が行う。

５　雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を

管轄する公共職業安定所（厚生労働省組織規則（平成十三年厚生労働省令第一号）第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない

公共職業安定所を除く。以下同じ。）の長（次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長）が行う。

一　法第十四条第二項第一号に規定する受給資格（以下「受給資格」という。）を有する者（以下「受給資格者」という。）、法第三十七

条の三第二項に規定する高年齢受給資格（以下「高年齢受給資格」という。）を有する者（以下「高年齢受給資格者」という。）及び高

年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの（第

五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。）、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格（以下「特例受給資格」という。）

を有する者（以下「特例受給資格者」という。）及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日

から起算して六箇月を経過していないもの（第五号において「特例一時金受給者」という。）並びに法第六十条の二第一項各号に掲げ

る者について行う失業等給付（法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。）に関する事務、

法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者（以下「特例高年齢被保険者」という。）について行う雇用保険に関

する事務（失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。）並びに法第四十三条第一項に規定

する日雇労働被保険者（以下「日雇労働被保険者」という。）について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基

づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務　その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所

（以下「管轄公共職業安定所」という。）の長

二　法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者（以下「日雇受給資格者」という。）について行う就業促進手当の支給に

関する事務　同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長

三　日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項の規定に基づく事務　その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は

継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長

四　第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事

務　その者の選択する公共職業安定所の長（厚生労働省職業安定局長（以下「職業安定局長」という。）が定める者にあつては、職業

安定局長の定める公共職業安定所の長）

五　法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務　当該失業等給付に係る

受給資格者、高年齢受給資格者（高年齢求職者給付金受給者を含む。）、特例受給資格者（特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第

二項第二号において同じ。）、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄

する公共職業安定所（以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。）の長
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（通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価）

第二条　法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定

所長が定めるところによる。

２　前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。

（事務の処理単位）

第三条　適用事業の事業主（第百三十条を除き、以下「事業主」という。）は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法

第四条第一項に規定する被保険者（第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。）に関

する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。

第二章　適用事業等

（法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者）

第三条の二　法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。

一　卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの

二　休学中の者

三　定時制の課程に在学する者

四　前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの

（令第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの）

第三条の三　雇用保険法施行令（昭和五十年政令第二十五号。以下「令」という。）第二条第一号の厚生労働省令で定める漁業は、次に掲

げるものとする。

一　以西底びき網漁業　北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁

船（漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。次号及び第三号において同じ。）により

底びき網を使用して行う漁業

イ　北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線

ロ　北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒

の点に至る直線

ハ　北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に

至る直線

ニ　北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線

ホ　北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線

二　遠洋底びき網漁業　北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数十五トン以

上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

イ　北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線

ロ　北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る

直線

ハ　前号ニの直線

ニ　前号ホの線

三　基地式捕鯨業　動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業（次号に掲げるものを除く。）

四　母船式捕鯨業　製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となつて行う漁業であつて、もりづつを使用し

て鯨をとるもの

２　前項の規定の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド

諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカ

ナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。

（法第六条第六号の厚生労働省令で定める者）

第四条　法第六条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一　国又は独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人（以下「行政執行法人」という。）の

事業に雇用される者（国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第二条第一項に規定する常時勤務に服することを要す

る国家公務員以外の者であつて、同条第二項の規定により職員とみなされないものを除く。）

二　都道府県、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百八十四条第二項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入す

るもの又は地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人（以下「特定地方独立行

政法人」という。）であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの（以下この号及び次条第一項にお

いて「都道府県等」という。）の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に

申請し、その承認を受けたもの

三　市町村又は地方自治法第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しない

もの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立

行政法人以外の者で学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条の学校、同法第百三十四条第一項の各種学校若しくは就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。）第

二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの（以下この号において「学校等」と

いう。）その他市町村に準ずるもの（以下この号及び次条第一項において「市町村等」という。）の事業（学校等が法人である場合に

は、その事務所を除く。）に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、

厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの

２　前項第二号又は第三号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から

法を適用しない。ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼ

つて法を適用する。

（法を適用しないことの承認の申請）

第五条　都道府県等の長は、前条第一項第二号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第三号の承認を受

けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書（様式第一号）を提出しなければならない。

２　前項の申請書には、当該承認の申請に係る被保険者が離職した場合に法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を

支給することを規定した法令、条例、規則等を添えなければならない。
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（被保険者となつたことの届出）

第六条　事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該

事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届（様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」とい

う。）をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

２　前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届（様式第二号によるものに限る。）は、年

金事務所を経由して提出することができる。

３　第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届（様式第二号の二によるものに限る。）

は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。

４　事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、

賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなけ

ればならない。

一　その事業主において初めて資格取得届を提出する場合

二　第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合

三　第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項（法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。）の

規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合

四　前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができ

ない場合として職業安定局長が定める場合

５　事業主は、その同居の親族（婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）その他特に確認を

要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に

係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年

月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。

６　事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。

７　第十条第一項の雇用保険被保険者証（同項を除き、以下「被保険者証」という。）の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速

やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。

８　事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確

認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に

第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

９　第一項の届出は、特定法人（事業年度（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。）

開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律

（平成十三年法律第百三十一号）第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売

却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投

資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律（平成十年法

律第百五号）第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。）にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべ

き事項を電子情報処理組織（政府の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項において同じ。）と特定法人の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百四十五条を除き、以下同じ。）を使用して提出することにより行う

ものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合

で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

１０　特定法人は、第四項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第五項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規

定する事項と併せて、それぞれ第四項又は第五項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならな

い。

１１　第六項の規定は、前二項の場合について準用する。

１２　第八項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべ

き事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子

情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると

認められる場合は、この限りでない。

（被保険者でなくなつたことの届出）

第七条　事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、

当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届（様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失

届」という。）に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたこ

との事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出し

なければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、

次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

一　次号に該当する者以外の者　雇用保険被保険者離職証明書（様式第五号。以下「離職証明書」という。）及び賃金台帳その他の離職

の日前の賃金の額を証明することができる書類

二　第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者　前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者で

あること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類

２　前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することが

できる。

３　事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票（様式第六号。以下「離職票」

という。）の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において

五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。

４　公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間（法第十三条第三項に規定する特定理由離

職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者（法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を

有することとなる者を除く。）にあつては一年間）に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けるこ

とができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類

の提出を命ずることができる。

５　事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたこと

の確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格
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喪失届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなら

ない。

６　事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

７　第一項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報

処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使

用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合

は、この限りでない。

８　第五項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき

事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情

報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認

められる場合は、この限りでない。

９　第三項及び第六項の規定は、第七項の場合について準用する。

（確認の請求）

第八条　法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。

２　前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用してい

た事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添

えなければならない。

一　請求者の氏名、住所及び生年月日

二　請求の趣旨

三　事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地

四　被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因

五　請求の理由

３　第一項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があると

きはこれを提出しなければならない。

４　前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。

５　法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた

日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第二項の規定にかかわらず、第

二項に規定する請求書に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在

地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

６　法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があ

つた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第二項の規定にかかわ

らず、第二項に規定する請求書に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業

所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

７　法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた

日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第三項の規定にかかわらず、第

二項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。

８　法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があ

つた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第三項の規定にかかわ

らず、第二項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければなら

ない。

９　前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならな

い。

１０　第二項、第三項、第五項及び第七項の場合において、被保険者となつたことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を

受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない。

（確認の通知）

第九条　公共職業安定所長は、法第九条第一項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたと

きは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書（様式第六号の二）又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（様式第六号の

三）により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、

当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。

２　公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合

においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。

３　前項の規定による掲示があつた日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。

（被保険者証の交付）

第十条　公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証

（様式第七号）を交付しなければならない。

２　前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

３　被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書（様式第八号）に

運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができ

る書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。

（被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知）

第十一条　公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつ

たことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当

該届出をした事業主に通知しなければならない。

２　第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。

第十二条　公共職業安定所長は、法第八条の規定による確認の請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、そ

の旨を当該請求をした者に通知しなければならない。この場合において、当該請求をした者であつて被保険者となつたことの確認に係る

ものが被保険者証の交付を受けた者であるときは、提出を受けた被保険者証をその者に返付しなければならない。
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２　第九条第二項及び第三項の規定は、前項前段の通知について準用する。

（雇用継続交流採用職員に関する届出）

第十二条の二　事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第二十

一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員（以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。）でなくなつたときは、当該事実

のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届（様式第九号の二）に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実

及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提

出しなければならない。

（被保険者の転勤の届出）

第十三条　事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日か

ら起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届（様式第十号。以下「転勤届」という。）を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業

安定所の長に提出しなければならない。

２　前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができ

る。

３　事業主は、第一項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならな

い。

４　事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

５　被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなけ

ればならない。

６　第一項の届出は、特定法人にあつては、転勤届及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処

理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用

することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、

この限りでない。

７　第四項の規定は、前項の場合について準用する。

（被保険者の個人番号の変更の届出）

第十四条　事業主は、その雇用する被保険者（日雇労働被保険者を除く。）の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）が変更されたときは、

速やかに、個人番号変更届（様式第十号の二）をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

（被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出）

第十四条の二　事業主は、その雇用する被保険者（法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者（以下「短期雇用特例被保険者」

という。）及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。）が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したとき

は第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日まで

に、法第六十一条の七第一項（同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六及

び第百一条の三十において同じ。）に規定する休業（同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合に

あつては、初回の休業に限る。）を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第

百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定す

る育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書（様

式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。）に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃

金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならな

い。

２　事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

３　公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成し

た雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票（様式第十号の三。次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業開始時賃金

証明票」という。）を当該被保険者に交付しなければならない。

４　第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。

（被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出）

第十四条の三　事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族（法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除

き、以下同じ。）を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子（法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第

百一条の二十五（第三号に限る。）、第百一条の二十九の二（第一号イに限る。）、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。）

を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達する

までの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する

特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者（以下「特定受給資格者」という。）として受給資格の決定を受ける

こととなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者

休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書（様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。）に育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。）

第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十

一条第三項の介護休業申出に係る書面（第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。）、育児・介護休業法第二十三条第一

項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮（以下この項に

おいて「休業等」という。）を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することが

できる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

２　事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

３　公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間

短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票（様式第十号の三）を当該被保険

者に交付しなければならない。

４　第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。

（被保険者に関する台帳の保管）

第十五条　公共職業安定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければなら

ない。
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（離職証明書の交付）

第十六条　事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求

するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を

提出した場合は、この限りでない。

（離職票の交付）

第十七条　公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなけ

ればならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないとき

は、この限りでない。

一　資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。

二　資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書

を添えて請求があつたとき。

三　第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者

から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。

２　前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うこと

ができる。

３　第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由

があるときは、離職証明書を添えないことができる。

４　離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとす

る者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請

することができる。

一　申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日

二　離職前の事業所の名称及び所在地

三　滅失又は損傷の理由

５　離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷

した離職票を添えなければならない。

６　公共職業安定所長は、離職票を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。

７　離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。

第三章　失業等給付

第一節　通則

（未支給失業等給付の請求手続）

第十七条の二　法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者（以下「未支給給付請求者」という。）は、死亡

した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給

を受けることができる者（以下この節において「受給資格者等」という。）が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業

等給付請求書（様式第十号の四）に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と

死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたこ

とを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給

付が次の各号に該当するとき（当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金

の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通

知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたとき

を除く。）は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

一　基本手当　死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証（様式第十一号。以下「受給資格者証」という。）

二　高年齢求職者給付金　死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証（様式第十一号の二。以下「高年齢受給資格者証」

という。）

三　特例一時金　死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証（様式第十一号の三。以下「特例受給資格者証」という。）

四　日雇労働求職者給付金　死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳（様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。）

五　教育訓練給付金　死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証

六　就職促進給付　死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳

２　前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えな

いことができる。

３　未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合

に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。

４　未支給給付請求者は、この条の規定による請求（第四十七条第一項（第六十五条、第六十五条の五、第六十九条及び第七十七条におい

て準用する場合を含む。）に該当する場合を除く。）を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明

する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。

（未支給失業等給付の支給手続）

第十七条の三　死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起

算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。

（未支給失業等給付に関する事務の委嘱）

第十七条の四　死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失

業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。

２　前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る未支給給付請求者について行う失業等給付に関する事務は、第一条第五項第

五号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

３　前項の場合における前二条の規定の適用については、これらの規定中「死亡者に係る公共職業安定所」とあるのは、「委嘱を受けた公

共職業安定所」とする。

（失業等給付の返還等）

第十七条の五　法第十条の四第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険

特別会計歳入徴収官（次条において「歳入徴収官」という。）は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
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２　前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行（本店、支店、代理

店及び歳入代理店をいう。）又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏（第十七条の七において「収入官吏」という。）に納入しなけ

ればならない。

第十七条の六　歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四

号。以下「徴収法」という。）第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定

しなければならない。

第十七条の七　法第十条の四第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、

その身分を示す証明書（様式第十一号の五）を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第二節　一般被保険者の求職者給付

第一款　基本手当

（法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由）

第十八条　法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一　事業所の休業

二　出産

三　事業主の命による外国における勤務

四　国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用

五　前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

（受給資格の決定）

第十九条　基本手当の支給を受けようとする者（未支給給付請求者を除く。）は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本

手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。）を提示して離職票（当該基

本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明す

ることができる書類）を提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六

項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出し

なければならない。

２　管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認め

るときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。

３　管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項（同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日（以下この節にお

いて「失業の認定日」という。）を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証（個人番号カードを提示して第一項の規定による提

出をした者であつて、雇用保険受給資格通知（当該者の氏名、被保険者番号（直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番

号をいう。以下同じ。）、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額（法第十六条の規定による基本手当の日額をいう。以下同じ。）、所定

給付日数（法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。）、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を

記載した通知をいう。以下「受給資格通知」という。）の交付を希望するものにあつては、受給資格通知）に必要な事項を記載した上、

交付しなければならない。

４　管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第十三条第一項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、

返付しなければならない。

（法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者）

第十九条の二　法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。

一　期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと（その者が当該更新を希望したにもかかわらず、

当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。）

二　法第三十三条第一項の正当な理由

（受給期間内に再就職した場合の受給手続）

第二十条　受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間（以下「受給期間」という。）内に就職し

たときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければなら

ない。

２　受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようと

するときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合に

あつては、個人番号カードを提示して）離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。この場合におい

て、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付（当該受給資格

者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付）しなければならない。

（公共職業訓練等を受講する場合における届出）

第二十一条　受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等（以下「公共職業訓練等」とい

う。）を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届（様式第十二号。以下「受講届」という。）及び公共職業訓練等通

所届（様式第十二号。以下「通所届」という。）に受給資格者証（当該受給資格者が法第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿す

る場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証）を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由

して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当

該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができ

る。

２　受給資格者は、前項の規定にかかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者

証を添えないことができる。

３　管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき（前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受

けたとき（当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。）を除

く。）は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付（当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格

通知に必要な事項を記載した上、交付）しなければならない。
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４　受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通

知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）変更の事実を証明することができる書類及び受講届又は通所届の記載事

項に変更があつたことを記載した届書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

５　管轄公共職業安定所の長は、前項の届書の提出を受けたとき（次項の規定により準用する第二項の規定により受給資格者証を添えない

で当該届書の提出を受けたとき（当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をし

たときを除く。）を除く。）は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付（当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつ

ては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付）しなければならない。

６　第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、第二項の規定は第四項の場合に準用する。この場合において、第二項中「か

かわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか」とあるのは「かかわらず」と、「添えない」とあるのは「添えない（当該受給資格

者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない）」と読み替えるものとする。

（失業の認定）

第二十二条　受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて

（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）失業認定申告書（様式第十四号）を提出

した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあ

つては、個人番号カードを提示して）提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない（当該受

給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない）ことができる。

２　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返

付（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付）しなけ

ればならない。

（法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者）

第二十三条　法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。

一　職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を

管轄公共職業安定所の長に申し出たもの

二　管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律（昭和六十三年法律第九十一号）第一条第一項に規定する行政機関の休

日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者

２　管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第一号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得

ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

（失業の認定日の特例等）

第二十四条　公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日

（既に失業の認定の対象となつた日を除く。）について行うものとする。

２　前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。

一　当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のう

ち、当該申出を受けた日前の各日

二　当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び

当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日

３　前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における 初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日か

ら当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。

（証明書による失業の認定）

第二十五条　法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理

由がやんだ後における 初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交

付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出

しなければならない。

一　受給資格者の氏名及び年齢

二　傷病の状態又は名称及びその程度

三　初診の年月日

四　治ゆの年月日

２　第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第二十六条　法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者

に面接した後における 初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交

付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を提出しなければならな

い。

一　受給資格者の氏名及び年齢

二　求人者の氏名及び住所（法人の場合は、名称及び事務所の所在地）

三　面接した日時

２　第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第二十七条　法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職

業訓練等受講証明書（様式第十五号。以下「受講証明書」という。）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

２　第十七条の二第四項の規定は、前項の場合に準用する。

第二十八条　法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理

由がやんだ後における 初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交

付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長

が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。

一　受給資格者の氏名及び住所又は居所

二　天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間

三　失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間

２　第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
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（失業の認定の方法等）

第二十八条の二　管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第二十二条第一項の規定により提出された失業認定申告書に記載

された求職活動の内容を確認するものとする。

２　管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給

を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。

３　管轄公共職業安定所の長は、第一項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。

（法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率）

第二十八条の三　法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率は、百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を

減じた率とする。

一　百分の三十

二　法第十七条第一項に規定する賃金日額（四千九百二十円以上一万二千九十円以下のもの（その額が法第十八条の規定により変更され

たときは、その変更された額）に限る。）から四千九百二十円（その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以

下この号において同じ。）を減じた額を一万二千九十円（その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。）から四千

九百二十円を減じた額で除して得た率

２　受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第十六条

第一項」とあるのは「第十六条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率（当該率を

法第十七条第一項に規定する賃金日額（以下この項において「賃金日額」という。）に乗じて得た金額が百分の五を賃金日額に乗じて得

た金額に百分の四十を一万八百八十円（その額が法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同

じ。）に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率）」と、「百分の三十」とあるのは「百分

の三十五」と、「法第十七条第一項に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「一万二千九十円」とあるのは「一万八百八十円」

とする。

（年度の平均給与額の算定）

第二十八条の四　法第十八条第一項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額

を十二で除して得た額とする。

（ 低賃金日額の算定方法）

第二十八条の五　法第十八条第三項に規定する 低賃金日額は、同条第一項及び第二項の規定により変更された自動変更対象額が適用され

る年度の四月一日に効力を有する 低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第九条第一項に規定する地域別 低賃金の額について、

一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に二十を乗じて得た額を七で除して得た額とする。

（自己の労働による収入の届出）

第二十九条　受給資格者が法第十九条第三項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における

初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。

２　管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法第十九条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認

するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基

本手当を支給すべき日（以下この節において「支給日」という。）まで延期することができる。

（法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由）

第三十条　法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一　疾病又は負傷（法第三十七条第一項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。）

二　前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

（受給期間延長の申出）

第三十一条　法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる

書類及び受給資格者証（受給資格者証の交付を受けていない場合（受給資格通知の交付を受けた場合を除く。）には、離職票（二枚以上

の離職票を保管するときは、その全ての離職票）。以下この条において同じ。）を添えて（当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受け

た場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して）受給期間延長等申請書（様式第十

六号）を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

２　受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局

長が定めるところにより、受給資格者証を添えない（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを

提示しない）ことができる。

３　第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日

の直前の同項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日までの間（同項の規定により加算された期間が四年に満たな

い場合は、当該期間の 後の日までの間）にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由

があるときは、この限りでない。

４　前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

５　第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理

由を証明することができる書類を添えなければならない。

６　管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延

長等通知書（様式第十七号）を交付しなければならない。この場合（第二項又は第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書

の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき（当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給

資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。）を除く。）において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載

した上、返付（当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付）しなければなら

ない。

７　前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共

職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出（当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人

番号カードを提示）しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した

上、返付（第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書

に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付）しなければならない。

一　その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合　交付を受けた受給期間延長等通知書
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二　法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合　受給資格者証（当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。）及び交付を受

けた受給期間延長等通知書

８　第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし

書の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。

（法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由）

第三十一条の二　法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢は、六十歳とする。

２　法第二十条第二項の厚生労働省令で定める理由は、六十歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されること

となつている場合に、当該期限が到来したこととする。

（定年退職者等に係る受給期間延長の申出）

第三十一条の三　法第二十条第二項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票（二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票）

を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

２　前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつた

ことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

３　管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第二項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延

長等通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

４　第十七条の二第四項の規定は、第一項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第三十一条第四項及び第五項の規定

は、第二項ただし書の場合における申出について準用する。

（法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業）

第三十一条の四　法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一　その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、法第二十条第一項各号に掲げる受給資

格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

二　その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する就業手当又は第八十二条の七第一項に規定する

再就職手当の支給を受けたもの

三　その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの

（法第二十条の二の厚生労働省令で定める者）

第三十一条の五　法第二十条の二の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一　法第二十条第一項第一号に規定する基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者

二　その他事業を開始した者に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた者

（支給の期間の特例の申出）

第三十一条の六　法第二十条の二の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及

び受給資格者証（受給資格者証の交付を受けていない場合（受給資格通知の交付を受けた場合を除く。）には、離職票（二枚以上の離職

票を保管するときは、その全ての離職票）。以下この条において同じ。）を添えて（当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合

にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して）受給期間延長等申請書を管轄公共職業安

定所の長に提出することによつて行うものとする。

２　受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局

長が定めるところにより、受給資格者証を添えない（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを

提示しない）ことができる。

３　第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条の二に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算し

て、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りで

ない。

４　管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条の二に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長

等通知書を交付しなければならない。この場合（第二項又は第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資

格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき（当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えない

で当該提出をしたときを除く。）を除く。）において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付（当該

者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付）しなければならない。

５　前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共

職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出（当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人

番号カードを提示）しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した

上、返付（第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書

に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付）しなければならない。

一　その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合　交付を受けた受給期間延長等通知書

二　法第二十条の二に規定する事業を廃止し、又は休止した場合　受給資格者証（当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。）

及び交付を受けた受給期間延長等通知書

６　第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし

書の規定は、第一項及び前項の場合に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第三項ただし書の場合における申出について準用する。

（法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者）

第三十二条　法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。

一　障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。）第二条第二号に規定す

る身体障害者（以下「身体障害者」という。）

二　障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者（以下「知的障害者」という。）

三　障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者（以下「精神障害者」という。）

四　更生保護法（平成十九年法律第八十八号）第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせん

に関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの

五　社会的事情により就職が著しく阻害されている者

（法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日）

第三十三条　法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当

する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる も古い日とする。
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２　次条各号に定める書類に基づき前項の も古い日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべ

き額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる も古い月の初日を、前項に規定する も古い日と

みなす。

３　前項の規定により、当該 も古い月の初日を第一項の も古い日とみなした場合に、当該 も古い月の初日が直前の被保険者でなくな

つた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を第一項の も古い日とみなす。

４　法第二十二条第五項に規定する者は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払

われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。

５　次条各号に定める書類に基づく確認において、前項の直近の日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険

者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の月の末日の翌日に被保険

者でなくなつたこととみなす。

６　前項の規定により、当該直近の月の末日の翌日をその者が被保険者でなくなつた日とみなした場合に、当該直近の月のうちに被保険者

となつた日があるときは、前項の規定にかかわらず、当該被保険者となつた日に被保険者でなくなつたこととみなす。

７　第四項から第六項までの規定は、法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前までの時期について

は、適用しない。

（法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類）

第三十三条の二　法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

一　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百八条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料（徴収法第十条第二項に

規定する労働保険料をいう。以下同じ。）として控除されていることが証明される書類

二　所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則（昭和四十年大蔵省令第

十二号）第六十七条第一項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの

（法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由）

第三十四条　法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金

融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。

（法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの）

第三十五条　法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一　倒産（破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。）に伴い離職した者

二　事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三

十二号）第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険

者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。）の数を三で除して得た数を超える被保険者が離

職したため離職した者

三　事業所の廃止（当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該

期間が終了したことによるものを除く。）に伴い離職した者

四　事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者

（法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由）

第三十六条　法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一　解雇（自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。）

二　労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。

三　賃金（退職手当を除く。）の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。

四　次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。

イ　離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金（ 低賃金法第二条第三号に規定する賃金（同法第四条第三項

第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。）をいう。以下この号において同じ。）の額が当該月の前

六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。

ロ　離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃

金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。

五　次のいずれかに該当することとなつたこと。

イ　離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した三箇月以上の期間において労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間

に相当する時間数（当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者で

あつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象

家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合

にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数）を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

ロ　離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月において一月当たり百時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

ハ　離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した二箇月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり八

十時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

ニ　事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康

障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。

ホ　事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれ

らの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用

の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。

六　事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。

七　期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつ

たこと。

七の二　期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されない

こととなつたこと。

八　事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。

九　事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。

十　事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。

十一　事業所の業務が法令に違反したこと。

11



（訓練延長給付に係る失業の認定手続）

第三十七条　受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業

の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。

（訓練延長給付の通知）

第三十八条　管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当

該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあ

つては、受給資格通知）に記載するものとする。

（法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者）

第三十八条の二　法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

（法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準）

第三十八条の三　法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。

一　特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに

職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。

二　当該受給資格に係る離職後 初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業

に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業

指導を受けることを拒んだことがないこと。

（法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準）

第三十八条の四　法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとす

る。

一　難治性疾患を有するものであること。

二　発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）第二条に規定する発達障害者（以下「発達障害者」という。）であること。

三　前二号に掲げるもののほか、障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者であること。

（法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害）

第三十八条の五　法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。

一　激
じん

甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百五十号）第二条の規定により激甚災害として政令

で指定された災害

二　災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）に基づく救助が行われた災害

三　前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害

（法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知）

第三十八条の六　管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給するこ

ととしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証（当該受給資格者が受給資格通知の交

付を受けた場合にあつては、受給資格通知）に記載するものとする。

（広域延長給付の通知）

第三十九条　管轄公共職業安定所の長は、法第二十五条第一項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住す

る受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対して

その旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通

知）に記載するものとする。ただし、法第二十六条第一項の規定に該当する者については、この限りでない。

（住所又は居所を移転した者の申出）

第四十条　法第二十五条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく

基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければならな

い。

２　前項の申出を受けた管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、その申出に係る事実を証明することができる書類の提出

を命ずることができる。

（全国延長給付の通知）

第四十一条　管轄公共職業安定所の長は、法第二十七条第一項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受

けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証（当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつて

は、受給資格通知）に記載するものとする。

（基本手当の支給日の決定及び通知）

第四十二条　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したとき

は、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。

２　第二十四条第二項の規定により行つた失業の認定に係る日分の基本手当を支給すべき日は、管轄公共職業安定所の長が別に定める日と

する。

（基本手当の支給の特例）

第四十三条　公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。

２　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その

者に通知するものとする。

（基本手当の支給手続）

第四十四条　基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金（出納官吏事務規程（昭和

二十二年大蔵省令第九十五号）第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。）

への振込みの方法により支給する。

２　前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者（以下「口座振込受給資格者」という。）は、受給資格者証を添えて

（当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）払渡希望金融機関指定届（様式

第十八号）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

３　口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、受給資格者証を添えて（当該口座振込受給資格者が受給資格通

知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）払渡希望金融機関変更届（様式第十八号）を管轄公共職業安定所の長に

提出しなければならない。

４　第二十二条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
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第四十五条　管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において

基本手当を支給することができる。

２　受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提

出（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示）しなければならない。ただし、受給資格者

証を提出（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示）することができないことについて正

当な理由があるときは、この限りでない。

３　第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。

（代理人による基本手当の受給）

第四十六条　受給資格者（口座振込受給資格者を除く。）が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安

定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合

において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その

資格を証明する書類）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

２　第二十二条第一項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。

（未支給基本手当に係る失業の認定）

第四十七条　未支給給付請求者が法第三十一条第一項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給

付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長が

やむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書

類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。

２　死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載し

た上、返付（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交

付）しなければならない。

３　第十七条の四第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

（給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等）

第四十八条　管轄公共職業安定所の長は、法第三十三条第一項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業

紹介又は職業指導を行うものとする。

（法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数）

第四十八条の二　法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。

（法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整）

第四十八条の三　法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する

法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法

第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項

中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあ

るのは「同条第三項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあ

るのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。

２　前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とある

のは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」

とあるのは「法第三十三条第三項」とする。

（受給資格者の氏名変更等の届出）

第四十九条　受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとすると

きは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資

格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）氏名を変更した場合にあ

つては受給資格者氏名変更届（様式第二十号）を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届（様式第二十号）を管

轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

２　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をし

た上、返付（当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付）しなけ

ればならない。

３　第十七条の二第四項及び第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。

（受給資格者証又は受給資格通知の再交付）

第五十条　受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けるこ

とができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確

認することができる書類を提示しなければならない。

２　受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければなら

ない。

３　第十七条第六項の規定は、第一項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。この場合において、同条第六項中「公共職業

安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。

４　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期す

ることができる。

５　第一項の規定は、受給資格通知の再交付について準用する。この場合において、同項中「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を

申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする。

第五十一条から第五十三条まで　削除

（事務の委嘱）

第五十四条　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事

務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。

２　前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第一条第五項第一

号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

３　前項の場合におけるこの款の規定（第十九条及び第二十条の規定を除く。）の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所

の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
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第五十五条　削除

第二款　技能習得手当及び寄宿手当

（技能習得手当の種類）

第五十六条　技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。

（受講手当）

第五十七条　受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日（基本手当の支給の対象となる日（法第十

九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。）に限る。）について、四十日分を限度として支給するものとす

る。

２　受講手当の日額は、五百円とする。

第五十八条　削除

（通所手当）

第五十九条　通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。

一　受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設（第八十六条第二号及び附則第二条において「訓練等施設」という。）へ

の通所（以下この条において「通所」という。）のため、交通機関又は有料の道路（以下この条及び附則第二条第二項において「交通

機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以下この条及び附則第二条第二項において「運賃等」という。）を負担することを常

例とする者（交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩によ

り通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。）

二　通所のため自動車その他の交通の用具（以下「自動車等」という。）を使用することを常例とする者（自動車等を使用しなければ通

所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道

二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。）

三　通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者（交通機関等を利用し、又は

自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで

徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。）

２　通所手当の月額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超

えるときは、四万二千五百円とする。

一　前項第一号に該当する者　次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額

（以下この条において「運賃等相当額」という。）

二　前項第二号に該当する者　自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあ

つては五千八百五十円（厚生労働大臣の定める地域（以下この条及び附則第二条第二項第一号ロにおいて「指定地域」という。）に居

住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては八千十円）

三　前項第三号に該当する者（交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によること

が例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。）のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上

である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者　第一号に掲

げる額と前号に掲げる額との合計額

四　前項第三号に該当する者（前号に掲げる者を除く。）のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上である者　第一号に掲げる額

五　前項第三号に該当する者（第三号に掲げる者を除く。）のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満である者　第二号に掲げる額

３　運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、 も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運

賃等の額によつて行うものとする。

４　運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

一　交通機関等が定期乗車券（これに準ずるものを含む。次号において同じ。）を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係

る通用期間一箇月の定期乗車券の価額（価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、 も低廉となる定期乗車券の価額）

二　交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、

も低廉となるもの

５　次の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定

による額に乗じて得た額を減じた額とする。

一　公共職業訓練等を受ける期間に属さない日

二　基本手当の支給の対象となる日（法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。）以外の日

三　受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかつた日

６　通所を常例としない公共職業訓練等を受講する場合の通所手当の月額は、前五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の

区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

一　通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する者（交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外

の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び

第三号に該当する者を除く。）　当該交通機関等の利用区間についての一日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得

た額

二　通所のため自動車等を使用する者（自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使

用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。）　自

動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円（指定地

域に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であつては八千十円）を当該通所のある日の

月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額

三　通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する者（交通機関等を利用し、又は自動車等を使用し

なければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通

所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。）　第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額

（交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内において

のみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を

使用する距離が片道二キロメートル未満であるものにあつては、第一号に掲げる額が前号に掲げる額以上である場合には第一号に掲げ

る額、同号に掲げる額が前号に掲げる額未満である場合には前号に掲げる額）
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７　前項に規定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、 も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法に

よる運賃等の額とする。

（寄宿手当）

第六十条　寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族（以下「親族」という。）と別居

して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。

２　寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第五項各号に掲げる日のある

月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。

（技能習得手当及び寄宿手当の支給手続）

第六十一条　技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日ま

での分を支給する。

２　受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の

交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

３　第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

（準用）

第六十二条　第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第五十四条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給

について準用する。

第三款　傷病手当

（傷病手当の認定手続）

第六十三条　法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における 初の支給

日（口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日）（支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による

期間（法第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者について

は同項の規定による期間とする。）の 後の日から起算して一箇月を経過した日）までに受けなければならない。ただし、天災その他認

定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

２　前項の認定を受けようとする者は、受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号

カードを提示して）傷病手当支給申請書（様式第二十二号）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

３　第三十一条第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十二条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。

（傷病手当の支給手続）

第六十四条　傷病手当は、法第三十七条第一項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超え

るに至つたものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。

２　前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出なければならない。

（準用）

第六十五条　第二十二条第二項、第二十九条、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条、第四十七条、第四十九条並びに第

五十四条の規定は、傷病手当の支給について準用する。

第三節　高年齢被保険者の求職者給付

（法第三十七条の三第一項の厚生労働省令で定める理由）

第六十五条の二　法第三十七条の三第一項の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。

第六十五条の三　削除

（失業の認定）

第六十五条の四　管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者

であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日（以下この条において「失

業の認定日」という。）及び高年齢求職者給付金を支給すべき日（以下この条において「支給日」という。）を定め、その者に知らせると

ともに、高年齢受給資格者証（個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇

用保険高年齢受給資格通知（当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理

状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「高年齢受給資格通知」という。）の交付を希望するものにあつて

は、高年齢受給資格通知）に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

２　管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。

３　管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせな

ければならない。

（準用）

第六十五条の五　第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五

十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受

給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格通

知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」

と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書（様式第十四号）」

とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書（様式第二十二号の三）」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資

格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定（第十九

条及び第二十条の規定を除く。）」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定（第十九条及び第二十条の規定を除く。）

及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。

（法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出）

第六十五条の六　法第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台

帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届（様式第十号の二）と併せて管轄公共職業安定所の長に提出

することによつて行うものとする。

一　当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日

二　当該申出に係る事業所の名称及び所在地

三　当該申出に係る適用事業における一週間の所定労働時間

四　前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
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２　前項の申出を行う者は、当該申出に係る事業主が同居の親族（婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に該当する場合には、同項に規定する届書に、同項に規定する

書類のほか、登記事項証明書その他の職業安定局長が定める書類を添えなければならない。

３　第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないこ

とができる。

４　事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならな

い。

５　第十一条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保

険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者となつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。

（法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数）

第六十五条の七　法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数は、五時間とする。

（法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出）

第六十五条の八　法第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあ

つた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事

項証明書その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職

業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

一　当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日

二　当該申出に係る事業所の名称及び所在地

三　法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由

四　前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの

２　前項の申出を行う者は、法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同

項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項に規定する

届書を提出する際に当該特例高年齢被保険者が離職票の交付を希望しないときは、この限りでない。

一　次号に該当する者以外の者　離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類

二　第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者　前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者で

あること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類

３　第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないこ

とができる。

４　第一項の規定にかかわらず、特例高年齢被保険者を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由と

して職業安定局長が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、同

項に規定する届書を提出しなければならない。

５　事業主は、第一項の規定による申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなけ

ればならない。

６　第十一条及び第十七条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつた

こと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者でなくなつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み

替えるものとする。

（特例高年齢被保険者に対する確認の通知の特例）

第六十五条の九　特例高年齢被保険者に対する第九条第一項の規定の適用については、同項中「雇用保険被保険者資格取得確認通知書（様

式第六号の二）又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（様式第六号の三）」とあるのは、「職業安定局長が定める様式」とする。

（特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例）

第六十五条の十　特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌

日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書

に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しな

ければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十三条第一項の規定は、適用しない。

２　特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

３　事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなけ

ればならない。

（特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例）

第六十五条の十一　特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提

出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の規定は、適用しない。

（特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例）

第六十五条の十二　特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により

第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業（同一の子

について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。）を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百

一条の三十三第一項の規定により第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書又

は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始

時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書

類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主について

は、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。

２　特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

３　公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成し

た休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。

４　事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなけ

ればならない。

（特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例）

第六十五条の十三　特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条

の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百
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一条の二十二及び第百一条の三十一中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第

百一条の三十第一項及び第四項並びに第百一条の三十三第一項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長

に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業

主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及

び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受

ける者」と」とする。

（特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例）

第六十五条の十四　第四章において、特例高年齢被保険者は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第三条に規定する被保険者でない

ものとみなす。

第四節　短期雇用特例被保険者の求職者給付

（短期雇用特例被保険者の確認）

第六十六条　法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたこ

との確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に

行うものとする。

２　第九条の規定は、前項の規定による確認について準用する。

（法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由）

第六十七条　法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。

（失業の認定）

第六十八条　管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者である

と認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日（以下この条において「失業の認定日」

という。）及び特例一時金を支給すべき日（以下この条において「支給日」という。）を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格

者証（個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険特例受給資格通知

（当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長

が定める事項を記載した通知をいう。以下「特例受給資格通知」という。）の交付を希望するものにあつては、特例受給資格通知）に必

要な事項を記載した上、交付しなければならない。

２　管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。

３　管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなけ

ればならない。

（準用）

第六十九条　第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四

条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受

給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六

十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法

第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書（様式第十四号）」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告

書（様式第二十四号）」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四

十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定（第十九条及び第二十条の規定を除く。）」とあるのは「第六十九

条において準用するこの款の規定（第十九条及び第二十条の規定を除く。）並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替える

ものとする。

（特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続）

第七十条　法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第

二節の規定を適用する。

２　特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄

公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した

上、その者に交付しなければならない。

３　特例受給資格通知の交付を受けた者が法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、管轄公共職業安定所の長は、必要な事項

を記載した受給資格通知をその者に交付しなければならない。

第五節　日雇労働被保険者の求職者給付

（日雇労働被保険者となつたことの届出）

第七十一条　日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた

日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届（様式第二十五号）に住民票の写し（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六

年政令第三百十九号）第十九条の三に規定する中長期在留者（以下この項において「中長期在留者」という。）にあつては、住民票の写

し（在留資格（同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。）を記載したものに限る。次項及び次条第

一項において同じ。）又は住民票記載事項証明書（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第七条第一号から第三号まで及び第

七号に掲げる事項（中長期在留者にあつては、同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格）を記載したものに限

る。次項及び次条第一項において同じ。）（出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証す

る書類の写し。次項及び次条第一項において同じ。）を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、

第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。

２　日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カー

ド又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかか

わらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。

３　第一項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法第四十二条各号のいずれか

及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずる

ことができる。
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（日雇労働被保険者任意加入の申請）

第七十二条　日雇労働者は、法第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者

任意加入申請書（様式第二十六号）に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならな

い。

２　前条第一項後段及び第二項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。

３　第一項の規定による申請を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該申請をした日雇労働者に対し、法第四十二条各号のいずれかに該当

することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。

（日雇労働被保険者手帳の交付）

第七十三条　管轄公共職業安定所の長は、第七十一条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき（当該日雇労働被保険

者資格取得届を提出した者が法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当すると認めら

れる場合に限る。）、又は前条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第四十三条第一項第四号の認可をしたときは、当該日

雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない。

２　日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業

安定所長（厚生労働省組織規則第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同

じ。）に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の

被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。

３　第十七条第五項から第七項まで及び第五十条第四項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合にお

いて、第五十条第四項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。

４　事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第一項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第七十一条第一項

後段（前条第二項の規定により準用する場合を含む。）の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。

（日雇労働被保険者資格継続の認可申請）

第七十四条　日雇労働被保険者は、法第四十三条第二項の認可を受けようとするときは、その者が前二月の各月において十八日以上雇用さ

れた又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日

雇労働被保険者資格継続認可申請書（様式第二十八号）に被保険者手帳を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出しなければならな

い。ただし、やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは、当該事業主を経由しないで

提出することができる。

２　日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に法第四十三条第二項の認可をした旨又はし

なかつた旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。

（失業の認定）

第七十五条　法第四十五条の規定に該当する者が受ける法第四十七条第一項の失業していることについての認定（以下この節において「失

業の認定」という。）は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。この場合において、公共職業安定所長は、当

該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする。

２　失業の認定を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは、前項の規定にかかわらず、その日（その日が引き続く場合には、

その 後の日）の後一箇月以内にその日に職業に就くことができなかつたことを届け出て失業の認定を受けることができる。

一　行政機関の休日に関する法律第一条第一項に規定する行政機関の休日（当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を

行う場合は、その日を除く。）

二　降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に

就くことができなかつた日

三　当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日

３　前二項の規定により失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することが

できないときは、前二項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内の日において、失業の認定を受けること

ができる。

４　前項の規定により失業の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と

認める者の証明書を提出しなければならない。

一　氏名及び住所又は居所

二　天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日

５　第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、

当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき 初の日であるときは、その週に

おいてその日前に職業に就かなかつた日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。この場合において、第一条第五項第

四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。

６　公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法第四十五

条の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。

７　事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けるため第五

項後段（第七十九条第六項の規定により準用する場合を含む。）の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならな

い。

（日雇労働求職者給付金の支給）

第七十六条　日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。

２　職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受

けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別

に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方

法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。

３　前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第四十四条第二項

に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

４　前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、第四十四条第三項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添

えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

（準用）

第七十七条　第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「第三十一条第

一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の
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支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保

険者手帳」と、「返付（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載し

た上、交付）」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。

（日雇労働求職者給付金の特例の申出）

第七十八条　法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならな

い。

２　管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせると

ともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

３　第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場

合において、第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第五十

四条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、

個人番号カードを提示して）」とあるのは「被保険者手帳を添えて」と、第四十九条第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手

帳」と、「返付（当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付）」と

あるのは「返付」と読み替えるものとする。

（日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定）

第七十九条　前条第一項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して四週間に

一回ずつ行うものとする。

２　前項の規定により失業の認定を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により管轄公共職業安定所に出頭することがで

きないときは、前項の規定にかかわらず、その理由を記載した証明書を提出し、当該理由のやんだ後における 初の失業の認定を受ける

べき日に失業の認定を受けることができる。

３　前二項の規定により失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならない。

４　前条第一項の申出をした者は、職業に就くためその他やむを得ない理由のため第一項の規定により失業の認定を受けようとする日以外

の日に失業の認定を受けようとするときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出なければならない。

５　管轄公共職業安定所の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。

６　第二十三条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、第七十五条第五項後段の規定は、第三項の被保険者手帳の提出につい

て準用する。

（準用）

第八十条　第五十四条、第七十六条及び第七十七条の規定は、法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。

この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「受給資格者」とあるのは「法第五十三条第一項の申出をした者」と、同条第三項中

「この款の規定（第十九条及び第二十条の規定を除く。）」とあるのは「第七十六条、第七十八条及び第七十九条の規定」と読み替えるも

のとする。

（受給資格の調整）

第八十一条　法第五十六条第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第

十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その二月の翌々月の末日までに、当該同一

の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨

を届け出なければならない。

２　前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

３　第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢

求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項（第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を

含む。）の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。

４　法第五十六条第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。

第八十一条の二　法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用

された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当

該期間の 後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管

轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。

２　前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

３　第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢

求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項（第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を

含む。）の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。

４　法第五十六条の二第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。

第六節　就職促進給付

（法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準）

第八十二条　法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当

する者であることとする。

一　離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

二　法第二十一条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。

三　受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇

月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等（職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第四条第九項に規定す

る特定地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）及び同条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。）の紹介によ

り職業に就いたこと。

四　雇入れをすることを法第二十一条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

２　法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者で

あることとする。

一　公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。

二　離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

三　法第二十一条（法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。）の規定による期間が経過した後職業に

就いたこと。
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四　法第三十二条第一項本文若しくは第二項若しくは第三十三条第一項本文（これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四

項において準用する場合を含む。）又は第五十二条第一項本文（法第五十五条第四項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受

けた場合において、これらの規定に規定する期間（法第三十三条第一項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間

を除く。）が経過した後職業に就いたこと。

（法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者）

第八十二条の二　法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、一年を超えて引き続き雇用される

ことが確実であると認められる職業に就き、又は事業（当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認

めたものに限る。）を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められる

ものとする。

（法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者）

第八十二条の三　法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等（同条第二項に規定する受給

資格者等をいう。以下同じ。）は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就

業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。

２　法第五十六条の三第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一　四十五歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十

四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画（同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画を

いう。第八十四条第一項及び第百二条の五第二項において同じ。）に係る援助対象労働者（同法第二十六条第一項に規定する援助対象

労働者をいう。第八十四条第一項において同じ。）又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第十

七条第一項に規定する求職活動支援書（第百二条の五第二項第二号において「求職活動支援書」という。）若しくは同法第十七条第一

項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度（同法第九条第一項第二号の継続雇用制度をいう。）がある場合における当該制度の

定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面の対象と

なる者（第八十四条第一項において「高年齢支援対象者」という。）に該当するもの

二　季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇

用に係るもの

三　日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの

四　駐留軍関係離職者等臨時措置法（昭和三十三年法律第百五十八号）第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者

五　沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳（同法の規定により効力を有して

いるものに限る。）を所持している者

六　本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法（昭和五十六年法律第七十二号）第十六条第一項若しくは

第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令（昭和五十六年

労働省令第三十八号）第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳（同法の規定により効力を有しているものに限る。）

を所持している者

七　第三十二条各号に掲げる者

（法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間）

第八十二条の四　法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。

（就業手当の支給申請手続）

第八十二条の五　受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当（以下「就業手当」という。）の支給

を受けようとするときは、給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて（当該受給資格

者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して）就

業手当支給申請書（様式第二十九号）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が

七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる

書類を添えなければならない。

２　受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局

長が定めるところにより、前項に定める書類及び受給資格者証を添えない（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつて

は、前項に定める書類の添付をせず、かつ、個人番号カードを提示しない）ことができる。

３　第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日（法第二十一

条に規定する求職の申込みをした日以後 初の失業の認定においては、法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととさ

れる期間内の日を含む。以下この条及び第百条の八第三項において同じ。）について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。

４　失業の認定日（第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。）に現に職業に就いている場合（第二十三

条第一項第一号の規定により申出を行つた場合を除く。）における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日

における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。

５　受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定によ

る出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をし

た日の前日までの日（既に就業手当の支給を受けた日を除く。）について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなけれ

ばならない。

６　第二十二条第一項ただし書の規定は第一項の場合における提出について準用する。

（就業手当の支給）

第八十二条の六　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内

に就業手当を支給するものとする。

（再就職手当の支給申請手続）

第八十二条の七　受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当（第八十三条の四に規定する就業促進

定着手当を除く。以下「再就職手当」という。）の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して

一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の

交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して）再就職手当支給申請書（様式第二十九

号の二）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一　第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者　第八十二条第

一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
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二　第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者　登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することがで

きる書類

２　受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長

が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあ

つては、前項第二号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない）ことができる。

３　第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。

（再就職手当の支給）

第八十三条　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に

再就職手当を支給するものとする。

（法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者）

第八十三条の二　法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業（以下

「同一事業主の適用事業」という。）にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の

規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額（次条において「みなし賃金日額」という。）が当該再就職手当に係

る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額（次条において「算定基礎賃金日額」という。）を下回つた者とする。

（法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額）

第八十三条の三　法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同

一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とす

る。

（就業促進定着手当の支給申請手続）

第八十三条の四　受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引

き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当（以下「就業促進定着手当」という。）

の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受

給資格者証を添えて（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カ

ードを提示して）就業促進定着手当支給申請書（様式第二十九号の二の二）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一　賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金の額を証明することができ

る書類

二　出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明す

ることができる書類

２　受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長

が定めるところにより、受給資格者証を添えない（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提

示しない）ことができる。

３　第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。

（就業促進定着手当の支給）

第八十三条の五　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して

七日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。

（常用就職支度手当の額）

第八十三条の六　法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニ

までに定める額に九十（当該受給資格者（受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。）に係る法第五十六条の三

第一項第一号に規定する支給残日数（以下この条において「支給残日数」という。）が九十日未満である場合には、支給残日数（その数

が四十五を下回る場合にあつては、四十五））に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。

（常用就職支度手当の支給申請手続）

第八十四条　受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当（以下「常用就職支度手当」という。）の

支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当するこ

との事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳（以下この節におい

て「受給資格者証等」という。）を添えて（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資

格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提

示して）常用就職支度手当支給申請書（様式第二十九号の三）を管轄公共職業安定所の長（日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二

号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。）に提出しなければならない。この場合に

おいて、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画

に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。

２　第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格

通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード）について準用する。

（常用就職支度手当の支給）

第八十五条　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七

日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。

（法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数）

第八十五条の二　法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。

（法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの）

第八十五条の三　法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。

（法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由）

第八十五条の四　法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十六条各号に掲げる理由とする。

（法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整）

第八十五条の五　法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する

法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法

第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項

中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあ
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るのは「同条第一項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあ

るのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。

２　前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とある

のは「法第五十七条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」

とあるのは「法第五十七条第一項」とする。

（移転費の支給要件）

第八十六条　移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者（職業安定法施行規則（昭和二十二年

労働省令第十二号）第十三条の二第二項に規定する者を除く。第九十四条及び第九十五条において同じ。）の紹介した職業に就くため、

又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であつて、次の各号のいずれにも該当

するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が一年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。

一　法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項（これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場

合を含む。）又は法第五十二条第一項（法第五十五条第四項において準用する場合を含む。）の規定による期間が経過した後に就職し、

又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。

二　当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用（以下「就職支度費」という。）が就職先の事業

主、訓練等施設の長その他の者（以下「就職先の事業主等」という。）から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たな

いとき。

（移転費の種類及び計算）

第八十七条　移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。

２　移転費（着後手当を除く。）は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。

（鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額）

第八十八条　鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額

とする。

一　普通急行列車を運行する線路による場合（その線路ごとに、その線路の距離が五十キロメートル以上（その線路が特別急行列車を運

行する線路である場合には、五十キロメートル以上百キロメートル未満）である場合に限る。）　当該線路ごとの普通急行料金相当額

二　特別急行列車を運行する線路による場合（職業安定局長が定める条件に該当する場合に限る。）　当該線路ごとの特別急行料金相当額

２　船賃は、二等運賃相当額（鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額）とする。

３　航空賃は、現に支払つた旅客運賃の額とする。

４　車賃は、一キロメートルにつき三十七円とする。

５　前四項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。

６　受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあつては、

第一項から第四項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払つた費用

に基づき算定した額（以下この項及び第九十二条第二項第一号において「実費相当額」という。）とする。ただし、実費相当額が第一項

から第四項までの規定により計算した額（以下この項において「計算額」という。）を超えるときは、計算額を上限とする。

（移転料の額）

第八十九条　移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当

する額とする。

鉄 道 賃 の

額 の 計 算

の 基 礎 と

なる距離

五十キロ

メートル

未満

五十キロメー

トル以上百キ

ロメートル未

満

百キロメート

ル以上三百キ

ロメートル未

満

三百キロメー

トル以上五百

キロメートル

未満

五百キロメー

トル以上千キ

ロメートル未

満

千キロメート

ル以上千五百

キロメートル

未満

千五百キロメ

ートル以上二

千キロメート

ル未満

二千キロ

メートル

以上

移転料 九三、〇

〇〇円

一〇七、〇〇

〇円

一三二、〇〇

〇円

一六三、〇〇

〇円

二一六、〇〇

〇円

二二七、〇〇

〇円

二四三、〇〇

〇円

二八二、

〇〇〇円

２　船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四

倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。

（着後手当の額）

第九十条　着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては七万六千円（鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である

場合は、九万五千円）とし、親族を随伴しない場合にあつては三万八千円（鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上で

ある場合は、四万七千五百円）とする。

（移転費の差額支給）

第九十一条　就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算し

た額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。

（移転費の支給申請）

第九十二条　受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、受給資格者証等を添え

て（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受

けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）移転費支給申請書（様式第三十号）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければなら

ない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる

書類を添えなければならない。

２　受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業

安定所の長に届け出なければならない。

一　就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合　実費相当額

二　就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合　就職支度費の額

３　第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資

格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード）について準用する。

（移転費の支給）

第九十三条　移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支

給決定書（様式第三十一号）を交付した上、移転費を支給するものとする。
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（移転費の支給を受けた場合の手続）

第九十四条　公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者

等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。

２　移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書（様式第三十二号）を作成し、移転費を支給した

公共職業安定所長に送付しなければならない。

（移転費の返還）

第九十五条　移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かな

かつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以

内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならな

い。

２　移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき、又は前項に規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する

額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。

（求職活動支援費）

第九十五条の二　求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。

一　法第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合　広域求職活動費

二　法第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合　短期訓練受講費

三　法第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合　求職活動関係役務利用費

（広域求職活動費の支給要件）

第九十六条　広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動（以下「広域求職活動」とい

う。）をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。

一　法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項（これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場

合を含む。）又は法第五十二条第一項（法第五十五条第四項において準用する場合を含む。）の規定による期間が経過した後に広域求職

活動を開始したとき。

二　広域求職活動に要する費用（以下「求職活動費」という。）が広域求職活動のために訪問する事業所（以下「訪問事業所」という。）

の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。

（広域求職活動費の種類及び計算）

第九十七条　広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

２　広域求職活動費（宿泊料を除く。）は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで

の順路によつて計算する。

（広域求職活動費の額）

第九十八条　鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。

２　宿泊料は、八千七百円（訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十

四号）別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円）に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の

下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。

鉄道賃の額の計算の基礎となる距離 宿泊数

訪問事業所の数が三カ所以上 訪問事業所の数が二カ所以下

四百キロメートル以上八百キロメートル未満 ２ １

八百キロメートル以上千二百キロメートル未満 ３ ２

千二百キロメートル以上千六百キロメートル未満 ４ ３

千六百キロメートル以上二千キロメートル未満 ５ ４

二千キロメートル以上 ６ ５

３　船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四

倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。

（広域求職活動費の差額支給）

第九十八条の二　訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満た

ないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。

（広域求職活動費の支給申請）

第九十九条　受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の

翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、

高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して）求職活動支援費（広域求職活動

費）支給申請書（様式第三十二号の二）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

２　管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明すること

ができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。

３　受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、

その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

４　第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資

格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード）について準用する。

（広域求職活動費の支給）

第百条　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内

に広域求職活動費を支給するものとする。

（短期訓練受講費の支給要件）

第百条の二　短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練

を受け、当該教育訓練を修了した場合（法第二十一条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る。）において、

当該教育訓練の受講のために支払つた費用（入学料（受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。）及び受講料に限る。次条及び

第百条の四において同じ。）について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するもの

とする。
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（短期訓練受講費の額）

第百条の三　短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に百分の二十を乗じて得た

額（その額が十万円を超えるときは、十万円）とする。

（短期訓練受講費の支給申請）

第百条の四　受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の

翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格

者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に

併せて個人番号カードを提示して）求職活動支援費（短期訓練受講費）支給申請書（様式第三十二号の三）を管轄公共職業安定所の長に

提出しなければならない。

一　当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類（当該教育訓練を行う者により証明がされた

ものに限る。）

二　当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類

三　その他職業安定局長が定める書類

２　第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格

通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード）について準用する。

（短期訓練受講費の支給）

第百条の五　管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日

以内に短期訓練受講費を支給するものとする。

（求職活動関係役務利用費の支給要件）

第百条の六　求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係

る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に

関する法律（平成二十三年法律第四十七号）第四条第二項に規定する認定職業訓練（次条及び第百条の八において「求職活動関係役務利

用費対象訓練」という。）を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務（以下「保育等サービス」という。）を利用する場合

（法第二十一条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。）に支給するものとする。

一　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こ

ども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育

二　子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第二号、第五号、第六号及び第十号から第十二号までに規定する

事業における役務

三　その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの

（求職活動関係役務利用費の額）

第百条の七　求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額（次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日

に係る費用の額（一日当たり八千円を限度とする。）をいい、一日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用

の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによつて計算して得た額（一日当たり八千円を限度とする。）に限る。）に百分の八十を乗

じて得た額とする。

一　求人者との面接等をした日　十五日

二　求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日　六十日

（求職活動関係役務利用費の支給申請）

第百条の八　受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添え

て（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受

けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して）求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）支

給申請書（様式第三十二号の四）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一　当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類

二　求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類

三　その他職業安定局長が定める書類

２　第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等（受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格

通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード）について準用する。

３　第一項の規定による求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業

の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日

雇受給資格者が求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給

に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。

第百一条　削除

（準用）

第百一条の二　第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第五十条第四項及び第五十四条の規定は、就職促進給付

の支給について準用する。

第六節の二　教育訓練給付

（法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等）

第百一条の二の二　厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書

を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者（法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。）に通知するもの

とする。

一　教育訓練施設の名称

二　教育訓練講座名

三　第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練、同条第一号の二に規定する特定一般教育訓練又は同条第二号に規定する専門実践

教育訓練のいずれであるかの別

四　訓練の実施方法

五　訓練期間
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六　入学料及び受講料（第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受

講料を除く。第百一条の二の六において同じ。）の額

七　指定番号

八　その他必要と認められる事項

２　厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネットを

利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

（法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合）

第百一条の二の三　法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受けて

いる場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。

（法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明）

第百一条の二の四　法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

証明とする。

一　第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者　教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したこ

との証明（当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という。）

二　第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者　教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練

を修了したことの証明（当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修

了証明書」という。）

三　第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者（当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。）　教育訓

練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明（当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がさ

れたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。）（教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者

にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成して

いることの証明（当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。））

（法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間）

第百一条の二の五　法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年（当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その

他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始する

ことができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者（被保険者のうち、

法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者（以下「高年齢被保険者」という。）、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以

外のものをいう。以下同じ。）又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間（この項の規定により加算

された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の 後の日までの間）に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理

由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるときは、二十年とす

る。）とする。

２　前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書（様式第十六号）に前項の理由により引き続き三十日以上教育

訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

３　管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期

間延長通知書（様式第十七号）を交付しなければならない。

（法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲）

第百一条の二の六　法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

一　入学料及び受講料（短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。）

二　次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント（職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第

六十四号）第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。）が行うキャリアコンサルティング（同法第二条第五

項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。）を受けた場合は、その費用（その額が二万円を超えるときは、二万円）

（法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率）

第百一条の二の七　法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率

とする。

一　法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間（以下この条において「支給要件期間」という。）が三年以上である者であつて、雇

用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練（次号及び第二号に規定す

る教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。）を受け、修了した者　百分の二十

一の二　支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やか

な再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練（次号に規定する教育訓練を除く。以下

「特定一般教育訓練」という。）を受け、修了した者　百分の四十

二　支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的な

キャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練（以下「専門実践教育訓練」という。）を

受け、修了した者（当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。）（次号に掲げる者を除く。）　百分の五十

三　支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、か

つ、一般被保険者又は高年齢被保険者（特例高年齢被保険者を除く。以下この号及び第百一条の二の十二第六項において同じ。）とし

て雇用された者（当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者（当該専門実践教育訓練を受

け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。）に限る。）又は雇用

されている者（当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつ

て、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。）　百分の七十

（法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額）

第百一条の二の八　法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。

一　前条第一号に掲げる者　十万円

一の二　前条第一号の二に掲げる者　二十万円

二　前条第二号に掲げる者　百二十万円（連続した二支給単位期間（第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下こ

の条において同じ。）（当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期

間）ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。）
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三　前条第三号に掲げる者　百六十八万円（連続した二支給単位期間（当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給

単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間）ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額

は、百六十八万円を限度とする。）

２　前項の支給限度期間とは、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日（専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項及び次項

において「基準日」という。）から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準

日（以下この項において「二回目以降基準日」という。）がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期

間を除く。

３　専門実践教育訓練のうち栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号）第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われ

る教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練（以下この条において「長期専門実践教育訓練」とい

う。）を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同

項第二号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、同号及び同項第三号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」とす

る。

一　当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三年が経過していること。

二　当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。

三　当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第十六条第

一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十（同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては、百分の四十

五）を乗ずることとされている賃金日額の額のうち も低額なもの未満であること。

（法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額）

第百一条の二の九　法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額は、四千円とする。

（法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間）

第百一条の二の十　法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。

（一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続）

第百一条の二の十一　法第六十条の二第一項各号に規定する教育訓練給付対象者（以下「教育訓練給付対象者」という。）は、一般教育訓

練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算し

て一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書（様式第三十三号の二）に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出し

なければならない。

一　一般教育訓練修了証明書

二　当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用（第百一条の二の六第一号に掲げる費用に限る。）の額

を証明することができる書類

三　第百一条の二の六第二号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けよ

うとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した

職務経歴等記録書（職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。）

四　その他職業安定局長が定める書類

２　教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長

が定めるものを添えないことができる。

（特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続）

第百一条の二の十一の二　教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの（以下この

条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。）は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び

教育訓練支援給付金受給資格確認票（様式第三十三号の二の二）に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなけ

ればならない。

一　担当キャリアコンサルタント（キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。）

が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルテ

ィングを踏まえて記載した職務経歴等記録書

二　運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類

三　過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によ

るキャリア形成等の効果等を把握することができる書類

四　その他職業安定局長が定める書類

２　管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受

講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなけ

ればならない。

３　前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教

育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇

月以内に、教育訓練給付金支給申請書（様式第三十三号の二）に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなけれ

ばならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが

困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。

一　特定一般教育訓練修了証明書

二　当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用（第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限

る。）の額を証明することができる書類

三　前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知

四　当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類

五　その他厚生労働大臣が定める書類

４　教育訓練給付対象者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号及び前項第五号に掲

げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

５　担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。

一　特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。

二　特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当

な勧誘を行わないこと。
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（専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続）

第百一条の二の十二　教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの（以下この条に

おいて「専門実践教育訓練受講予定者」という。）は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及

び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類

の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票（様式第三十三号の二の二）を管轄公

共職業安定所の長に提出しなければならない。

一　担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項

について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書

二　過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によ

るキャリア形成等の効果等を把握することができる書類

三　その他職業安定局長が定める書類

２　管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受

講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓

練支援給付金受給資格者証（様式第三十三号の二の三）（個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者で

あつて、教育訓練受給資格通知（当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その

他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。）の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知）に必要

な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

一　支給単位期間（既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。）ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓

練給付金の支給申請を行うべき期間

二　第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき

期間

３　管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支

給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると

認めるときは、この限りでない。

４　この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始

した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期

間内にある日（その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。）からそれぞ

れ六箇月後の訓練開始応当日の前日（当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日）

までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

５　第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実

践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の

各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて（当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知

の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して）教育訓練給付金支給申請書（様式第

三十三号の二の四）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一　受講証明書（当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書）

二　当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用（第百一条の二の六に定める費用の範

囲内のものに限る。）の額を証明することができる書類

三　当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類（当該専門実践教育訓練に係る 後の支給単位期

間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。）

四　その他厚生労働大臣が定める書類

６　第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育

訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般

被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内（一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されてい

る者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以

内）に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて（当該教育訓練給付対象者が教育訓練

受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して）教育訓練給付金支給申

請書（様式第三十三号の二の五）を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一　全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用

（第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。）の額を証明することができる書類

二　当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明

三　当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類

四　その他厚生労働大臣が定める書類

７　教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第

四号及び前項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

８　担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。

一　専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。

二　専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当

な勧誘を行わないこと。

（一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給）

第百一条の二の十三　管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金

の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。

（専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給）

第百一条の二の十四　管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教

育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間につい

て教育訓練給付金を支給するものとする。
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２　第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定した

ときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に

係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。

（準用）

第百一条の二の十五　第四十四条（第四項を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条（一般教育訓練にあ

つては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。）の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この

場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」

とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練

給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資

格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受

給資格者氏名変更届（様式第二十号）を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届（様式第二十号）」とあるのは

「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届（様式第三十三号の二の六）を、住所又は居所を変更した場合にあつ

ては教育訓練給付金受給者住所変更届（様式第三十三号の二の六）を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番

号変更届（様式第三十三号の二の六）」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名

変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。

第七節　雇用継続給付

第一款　高年齢雇用継続給付

（法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由）

第百一条の三　法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一　非行

二　疾病又は負傷

三　事業所の休業

四　前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの

（法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率）

第百一条の四　法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減

じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

一　法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額（以下この項において「みなし賃金月額」という。）に百分の

七十五を乗じて得た額

二　法第六十一条第二項に規定する支給対象月（次条において「支給対象月」という。）に支払われた賃金額

三　みなし賃金月額に一万分の四百八十五を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

イ　第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額

ロ　みなし賃金月額に百分の十四を乗じて得た額

２　法第六十一条の二第三項において準用する場合における法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率については、前項中「法

第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額」とあるのは「法第六十一条の二第一項の賃金日額」と、「みなし賃金月額」とあるのは「離

職時賃金月額」と、「法第六十一条第二項に規定する支給対象月（次条において「支給対象月」という。）」とあるのは「法第六十一条の

二第二項に規定する再就職後の支給対象月（第百一条の七第二項において「再就職後の支給対象月」という。）」とする。

（高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続）

第百一条の五　被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。）は、初めて高年齢雇用継続基

本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）

高年齢雇用継続給付支給申請書（様式第三十三号の三。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支

給申請書（様式第三十三号の三の二）をもつて代えることができる。第三項、第四項、第八項及び第百一条の七において同じ。）に雇用

保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書（様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。）、労働者名簿、賃金台帳そ

の他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事

業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主

を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

２　被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類（六十歳到達時等賃金証明書を除く。）

を添えないことができる。

３　事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）

高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならな

い。

４　公共職業安定所長は、第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被

保険者が、法第六十一条第一項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高

年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月（既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第六項

において同じ。）について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければな

らない。

５　公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支

給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、

この限りでない。

６　第四項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に

規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地

を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行う

ことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

７　第四項から前項までの規定は、前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した

被保険者について準用する。

８　高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項に

ついては、事業主の証明を受けなければならない。

９　第一項の届出（事業主を経由して提出する場合に限る。）は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢

雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべ

28



き事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子

情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると

認められる場合は、この限りでない。

１０　第二項の規定は、前項の場合について準用する。

１１　第六項（第七項において準用する場合を含む。）の届出（事業主を経由して提出する場合に限る。）は、当該事業主が特定法人の事業

所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を

電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理

組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められ

る場合は、この限りでない。

（高年齢雇用継続基本給付金の支給）

第百一条の六　公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七

日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。

（高年齢再就職給付金の支給申請手続）

第百一条の七　被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して四箇月

以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、

被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業

所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の

提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

２　第百一条の五第二項から第八項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第百

一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「同項に定める書類（六十歳到達時等賃金証明書を除く。）」とあるの

は「同項に定める書類」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法

第六十一条の二第一項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第五項及び第六項中「支給対象月」とあ

るのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。

第百一条の八　削除

（事業主の助力等）

第百一条の九　高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合

には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

２　事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明

をしなければならない。

（準用）

第百一条の十　第四十四条（第四項を除く。）、第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用

する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者」と、「口座振込受

給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」

とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と読み替えるものとする。

第二款　削除

第百一条の十一から第百一条の十五まで　削除

第三款　介護休業給付

（法第六十一条の四第一項の休業）

第百一条の十六　介護休業給付金は、被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。）が、次

の各号のいずれにも該当する休業（法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認め

る日数が十日以下であるものに限る。）をした場合に、支給する。

一　被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。

二　前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日（次号において「休業終了予定日」とい

う。）とする日を明らかにしてすること。

三　次のいずれかに該当することとなつた日後（ロに該当する場合にあつては、その日以後）の休業でないこと。

イ　休業終了予定日とされた日（その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号におい

て同じ。）の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共

職業安定所長が認める事由が生じたこと。

ロ　休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定によ

り休業する期間（以下「産前産後休業期間」という。）、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間又は新たな対象家族を介

護するための休業をする期間が始まつたこと。

四　期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、そ

の労働契約（契約が更新される場合にあつては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者であること。

（法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの）

第百一条の十七　法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

（法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由）

第百一条の十八　法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一　出産

二　事業所の休業

三　事業主の命による外国における勤務

四　国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用

五　前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

（介護休業給付金の支給申請手続）

第百一条の十九　被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日（当

該休業に係る 後の支給単位期間の末日をいう。）以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して

二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、

性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金
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の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書（以下「介護休業給付金支給申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添

えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のた

め事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

一　休業開始時賃金証明票

二　介護休業申出書

三　住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類

四　出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類

五　賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類

六　介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類（期間を定めて雇用される者に限る。）

２　被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないこと

ができる。

３　公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当す

ると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければなら

ない。

４　第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。

（準用）

第百一条の二十　第四十四条（第四項を除く。）、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条

の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付

金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給

を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資

格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読

み替えるものとする。

第三章の二　育児休業給付

（通則）

第百一条の二十一　第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業給付について準

用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第

十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは

雇用継続給付の支給を受けることができる者（以下この節において「受給資格者等」という。）」とあるのは「育児休業給付の支給を受け

ることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」と

あるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業給付の支給を受け

ることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条

の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第

十条の四第三項」と読み替えるものとする。

（法第六十一条の七第一項の休業）

第百一条の二十二　育児休業給付金は、被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。）が、

次の各号（第百一条の二十九の二第二号ロ又は第三号ロに該当する場合にあつては、第一号から第四号まで）のいずれにも該当する休業

（法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日（十日を超える場合

にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間）以下であるものに限る。）をした場合に、支給する。

一　被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。

二　前号の申出（以下この章において「育児休業の申出」という。）は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初

日及び末日（次号において「休業終了予定日」という。）とする日を明らかにしてすること。

三　次のいずれかに該当することとなつた日後（ハに該当する場合にあつては、その日以後）の休業でないこと。

イ　休業終了予定日とされた日（その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この章におい

て同じ。）の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定

所長が認める事由が生じたこと。

ロ　休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳（第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあ

つては、一歳六か月（第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号におい

て同じ。））に達したこと。

ハ　休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定す

る休業をする期間（以下「介護休業期間」という。）又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間（以下「新たな

育児休業期間」という。）が始まつたこと（当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを

除く。）。

ニ　育児休業の申出に係る子が一歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合

にあつては、当該休業が終了したこと（第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合であつ

て、当該子が一歳六か月に達する日後に休業をするとき又は第百一条の二十九の二第二号ロに該当するときを除く。）。

ホ　育児休業の申出に係る子が一歳六か月に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をし

た場合にあつては、当該休業が終了したこと（第百一条の二十九の二第三号ロに該当するときを除く。）。

四　期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約（契約が更新される場合にあ

つては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者であること。

五　その子が一歳に達する日後から一歳六か月に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつて

は、次のいずれにも該当する休業であること。

イ　当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休

業をしていること

ロ　当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳に達する日の翌日（その配偶者が当該子の一歳に達する日後の期間に当

該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日）であること

六　その子が一歳六か月に達する日後から二歳に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつて

は、次のいずれにも該当する休業であること。
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イ　当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日において当該子を養育するた

めの休業をしていること

ロ　当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳六か月に達する日の翌日（その配偶者が当該子の一歳六か月に達する日

後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日）である

こと

（法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者）

第百一条の二十三　法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の

意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者と

する。

（法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者）

第百一条の二十四　法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規

定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

（法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合と

して厚生労働省令で定める場合）

第百一条の二十五　法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認

められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。

一　育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こ

ども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等（第百一条の二十九の二において「保育所等」という。）におけ

る保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

二　常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下この章において同じ。）であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつた

ものが次のいずれかに該当した場合

イ　死亡したとき。

ロ　負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。

ハ　婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。

ニ　六週間（多胎妊娠の場合にあつては、十四週間）以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。

三　育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合で

あつて、当該産前産後休業期間が終了する日（当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る

新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日）までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、

次のいずれかに該当するに至つた場合

イ　死亡したとき。

ロ　養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。

四　育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつ

て、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合

イ　死亡したとき。

ロ　離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。

五　育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合

であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当する

に至つた場合

イ　死亡したとき。

ロ　養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。

ハ　民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき（特別養子縁

組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解

除されたとき。

（法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる

場合として厚生労働省令で定める場合）

第百一条の二十六　前条の規定は、法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続

のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する。

（同一の子について配偶者が休業をする場合の特例）

第百一条の二十七　法第六十一条の七第八項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二、第百一条の二十五及び第百一条の二十

九の二の規定の適用については、第百一条の二十二中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合（当該休業をすることとする一

の期間の初日（以下この条において「休業開始予定日」という。）が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該

被保険者の配偶者がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業（当該子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつ

ては、初回の休業とする。）に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。）に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間

の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳

に達する日までの日数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第

二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し引

いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同条第三号ロ及びハ中「一歳」

とあるのは「一歳二か月」と、同条第三号ニ及び第五号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日（休業終了予定日とされた日

が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日）」と、第百一条の二十五中「一歳に達した日」と

あるのは「一歳二か月に達した日」と、同条第一号及び第二号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日（休業終了予定日とさ

れた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日）」と、第百一条の二十九の二第一号中「一

歳に満たない子」とあるのは「一歳二か月に満たない子」と、同条第二号イ中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日（休業終

了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日）」とする。

（公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用）

第百一条の二十八　第百一条の二十五（第百一条の二十六において準用する場合を含む。）及び前条の規定の適用については、被保険者の

配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百八号）第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年
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法律第百九号）第三条第二項（同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）（第七号に係る部

分に限る。）において準用する場合を含む。）、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）第二条第二項又は裁判官

の育児休業に関する法律（平成三年法律第百十一号）第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の七

第一項に規定する休業とみなす。

（法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由）

第百一条の二十九　法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一　出産

二　事業所の休業

三　事業主の命による外国における勤務

四　国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用

五　前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

（法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合）

第百一条の二十九の二　法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。

一　その養育する一歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合

イ　育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合

であつて、当該産前産後休業期間が終了する日（当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に

係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日）までに、当該産前産後休業期間に係る子の全

てが、次のいずれかに該当するに至つた場合

（１）　死亡したとき。

（２）　養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。

ロ　育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつ

て、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つた場合

（１）　死亡したとき。

（２）　離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。

ハ　育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合

であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当す

るに至つた場合

（１）　死亡したとき。

（２）　養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。

（３）　民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき（特別養子縁組の成立の審判が確定した場

合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。

ニ　育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合

ホ　ニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態に

なつた場合

ヘ　婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合

ト　育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態

になつた場合

チ　育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない

場合

二　その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合

イ　その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業（前号に該当するものを除く。）をした場合であつて、

一歳に達する日後に初めて休業を開始する場合

ロ　前号イからハまでのいずれかに該当する場合

三　その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合

イ　その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業（前二号に該当するものを除く。）

をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始する場合

ロ　第一号イからハまでのいずれかに該当する場合

（法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日）

第百一条の二十九の三　法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による

休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定め

る日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。

一　育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと　当該子

を出生した日の翌日

二　育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護の

ための休業をしたこと　当該先行する休業を開始した日

（育児休業給付金の支給申請手続）

第百一条の三十　被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の

初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人

番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われ

た賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書（以下「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申

請書」という。）に休業開始時賃金証明票、母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台

帳その他の第百一条の二十二（第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十二項において同じ。）の休業に係る子が

あることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定（期間を定めて雇用される者に限る。）、賃

金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長

に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業

主を経由しないで提出を行うことができる。

２　公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法

第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付
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金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間（既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。）

について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。

３　公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当

該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所

長が必要があると認めるときは、この限りでない。

４　第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する

育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、当該被保険者の氏名及び生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の

申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額そ

の他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書（以下「育児休業給付金支給申請書」という。）を事業主を経由してその事業所の所

在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を

行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

５　第二項から前項までの規定は、前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により育児休業給付金支給申請書を提出した被保

険者について準用する。

６　被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合

のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出

する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明するこ

とができる書類を添えなければならない。

一　第百一条の二十五各号（第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。）のいずれかに該当する場合　当該各号のいず

れかに該当すること

二　第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合　当該各号のいずれかに該当すること及び休業

終了後の雇用の継続が予定されていること（期間を定めて雇用される者に限る。）

三　第百一条の二十九の二各号のいずれかに該当する場合　当該各号のいずれかに該当すること

四　法第六十一条の七第八項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業する場

合　当該育児休業の申出に係る休業をすることとする一の期間の初日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期

間の初日以後であること

７　被保険者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができ

る。

８　第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。

９　第一項の届出（事業主を経由して提出する場合に限る。）は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休

業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電

子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組

織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる

場合は、この限りでない。

１０　第七項の規定は、前項の場合について準用する。

１１　第四項（第五項において読み替えて準用する場合を含む。）の届出（事業主を経由して提出する場合に限る。）は、当該事業主が特定

法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項

を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処

理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認めら

れる場合は、この限りでない。

１２　第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前

に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。

（法第六十一条の八第一項の休業）

第百一条の三十一　出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業（法第六十一条の八第二項第二号に規定する

合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日（当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、

十日に当該合算して得た日数を二十八日で除して得た率を乗じて得た日数（一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。）。そ

の日数を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間（当該合算して得た日数が二十八日に満た

ない場合は、八十時間に当該率を乗じて得た時間数））以下であるものに限る。）をした場合に、支給する。

一　被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。

二　前号の申出（以下この章において「出生時育児休業の申出」という。）は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、

その初日及び末日（次号において「出生時育児休業終了予定日」という。）とする日を明らかにしてすること。

三　次のいずれかに該当することとなつた日後（ハに該当する場合にあつては、その日以後）の休業でないこと。

イ　出生時育児休業終了予定日とされた日（その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下こ

の号において同じ。）の前日までに、子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由と

して公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。

ロ　出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日（出産予定日前に当該子が

出生した場合にあつては、当該出産予定日の翌日）から起算して八週間を経過したこと。

ハ　出生時育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間又は新た

な育児休業期間が始まつたこと（当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除

く。）。

四　期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日（出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予

定日）から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約（契約が更新される場合にあつては、更新

後のもの）が満了することが明らかでない者であること。

（法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由）

第百一条の三十二　法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一　出産

二　事業所の休業

三　事業主の命による外国における勤務
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四　国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用

五　前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

（出生時育児休業給付金の支給申請手続）

第百一条の三十三　被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生

の日（出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日）から起算して八週間を経過する日の翌日から当該日から起算

して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、出生時

育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期

間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書（以下「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給

付金支給申請書」という。）に休業開始時賃金証明票、母子保健法第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の

三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定（期間を定めて雇

用される者に限る。）、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄

する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが

困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

２　被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

３　公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法

第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければな

らない。

４　第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。

５　第一項の届出（事業主を経由して提出する場合に限る。）は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休

業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子

情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織

を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場

合は、この限りでない。

６　第二項の規定は、前項の場合について準用する。

７　第百一条の三十第一項の届出に係る休業（当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休

業とする。）をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に

係る第一項の届出をしなければならない。

８　第一項の届出に係る休業（当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。）をし

た期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三

十第一項の届出をしなければならない。

（準用）

第百二条　第四十四条（第四項を除く。）、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の

規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受ける

ことができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」

と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初

回）高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業

給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」と読み替える

ものとする。

第四章　雇用安定事業等

第一節　雇用安定事業

（法第六十二条第一項第一号に掲げる事業）

第百二条の二　法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。

（雇用調整助成金）

第百二条の三　雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。

一　次のいずれかに該当する事業主であること。

イ　景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものである

こと。

ロ　雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必

要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域（以下「雇用維持等地域」という。）内に所在する事業所の事業主であつて、景気

の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。

ハ　厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主（以下この条において「指定事業主」という。）

から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変

動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。

ニ　厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長

が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀

なくされたものであること。

ホ　港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国

連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行

う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの（当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業

主に限る。）であること。

二　次のいずれかに該当する事業主であること。

イ　前号の事業所の被保険者（（５）に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された

期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等（解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者（当該解雇その

他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。）をいう。ロにおいて同じ。）及び日雇労働被保険者並びに

雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険

者」という。）について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練（職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させる
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ことを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。）を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主

であること。

（１）　次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間（以下この条において「対象期間」という。）内に行われるもので

あること。

（ｉ）　前号イに該当する事業主　次号の届出の際に当該事業主が指定した日（前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金

の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が次に掲げる日（当該事業主の直前の対象期間に属する日に限

る。）のいずれか遅い日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。）から起算して一年

（イ）　当該事業主の直前の判定基礎期間（（５）に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用

調整助成金が支給されたものに限る。）の末日

（ロ）　当該事業主の直前の支給対象期間（次項第三号に規定する支給対象期間であつて、当該支給対象期間について雇用調整助

成金が支給されたものに限る。）の末日

（ｉｉ）　前号ロに該当する事業主　同号ロの指定の日から起算して一年

（ｉｉｉ）　前号ハ又はニに該当する事業主　同号ハ又はニの指定の日から起算して二年

（ｉｖ）　前号ホに該当する事業主　同号ホの認定の日から起算して二年

（２）　次のいずれかに該当すること。

（ｉ）　休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの（（５）

において「短時間休業」という。）であること。

（ｉｉ）　教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであること。

（３）　休業に係る手当の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。

（４）　休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あ

らかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合（労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を

代表する者。以下「労働組合等」という。）との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるもので

あること。

（５）　当該事業所において、判定基礎期間（（１）から（４）までに該当する休業等が行われる日の属する月（賃金締切日として毎

月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間）をいう。以下この条において同じ。）における対象被保険者に係る休業等

の実施日の延日数（短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の

日数として算定するものとする。）が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一（中小企業事

業主（その資本金の額又は出資の総額が三億円（小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を

主たる事業とする事業主については一億円）を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人（小売業を主たる事業と

する事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人）を超えない事業主をいう。以下

同じ。）にあつては、二十分の一）を乗じて得た日数以上となるものであること。

ロ　前号の事業所の被保険者（出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未

満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。）について次の

いずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主（以下この条において「出向先事業主」という。）

と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主（以下この条において「出向元事業

主」という。）であること。

（１）　当該出向をした日が対象期間内にあること。

（２）　出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が 初に従事する事業所（以下この条において「出向先事業所」という。）にお

ける当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終

了後出向元事業主の当該出向に係る事業所（以下この条において「出向元事業所」という。）に復帰するものであること。

（３）　出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間（以下この条において「出向期間」という。）における通

常賃金（労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。）の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額

であること。

（４）　出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元

事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるもので

あること。

（５）　出向をした者の同意を得たものであること。

三　前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。

四　次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。

イ　第二号イに該当する事業主　当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする

書類

ロ　第二号ロに該当する事業主　出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする

書類

２　雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

一　前項第二号イに該当する事業主（次号に掲げる事業主を除く。）　当該事業主が判定基礎期間における同項第二号イに規定する休業等

に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一（中小企

業事業主にあつては、三分の二）の額（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の 高額を超える

ときは、基本手当日額の 高額に当該日数を乗じて得た額）に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額

二　前項第一号イ及び同項第二号イに該当する事業主であつて、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間

内の休業等（当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。）の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除

して得た日数の累計日数（次項において「支給日数」という。）が三十日に達した日の属する判定基礎期間の後の判定基礎期間におけ

る休業等の実施日の延日数に対する教育訓練の実施日の延日数の割合が十分の一未満のもの　当該事業主が判定基礎期間における休業

等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一（中小

企業事業主にあつては、二分の一）の額（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の 高額を超え

るときは、基本手当日額の 高額に当該日数を乗じて得た額）に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算し

た額

三　前項第二号ロに該当する事業主　当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間（以下この条において「支給対象期

間」という。）における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額（その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額
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に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百

六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額）の二分の一（中小企業事業主にあつては、

三分の二）の額（その額が基本手当日額の 高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じ

て得た額を超えるときは、基本手当日額の 高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じ

て得た額）

３　休業等に係る雇用調整助成金は、支給日数が百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等

に係る雇用調整助成金（以下この項において「イに対する雇調金」という。）の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対す

る雇調金の支給を受けたことがあるもの（現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年

以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの（以下この項におい

て「基準雇調金」という。）の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。）については、その現に支給を受けようとするイに対する

雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた

日数（当該日数が百日を超える場合にあつては、百日）に達するまでとする。

４　一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いず

れか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。

５　出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合（雇用調整助成金又は第百十三条第一項の通年雇用助成金が

支給される場合に限る。）において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しな

い。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合に

は、この限りでない。

６　出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの（以下

この項において「雇入れ促進給付金」という。）の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合（当該雇い入れら

れている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。）において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事す

る自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。

７　出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従

事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合（雇用の安定を図るため

の給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。）には、支給しない。

（法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業）

第百二条の三の二　法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。

（産業雇用安定助成金）

第百二条の三の三　産業雇用安定助成金は、産業連携人材確保等支援コース奨励金及びスキルアップ支援コース奨励金とする。

２　産業連携人材確保等支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。

一　景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつ

て、当該事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うもの（職業安定局長が定める要件に該当する事業主に限る。）

二　事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契

約を締結し、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、職業安

定局長の定める期間内に雇い入れた事業主

三　前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する産業連携人材確保等支援コース奨励金の受給につ

いての申請書の提出日までの間（次号において「基準期間」という。）において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主

（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除

く。）以外の事業主

四　第二号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給

資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主

五　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて第二号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事

業主

六　第二号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備して

いる事業主

３　産業連携人材確保等支援コース奨励金は、前項各号のいずれにも該当する事業主について、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、

当該各号に定める額（職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）を支給するものとす

る。ただし、一の事業主につき職業安定局長が定める要件に該当する労働者（以下この項において単に「労働者」という。）の数が五人

を超える場合は、当該一の事業主につき五人までの支給に限る。

一　中小企業事業主　労働者一人につき二百五十万円

二　中小企業事業主以外の事業主　労働者一人につき百八十万円

４　スキルアップ支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。

一　職業能力開発推進者（職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。）を選任している事業主であ

つて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主（以下この項及び第八項において「出向先事業主」という。）と出向に関する契

約を締結し、雇用する被保険者（出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満であ

る被保険者、出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労

働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。）第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号に

おいて同じ。）に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向

に係る事業所に復帰した日から起算して六箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤

務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、

解雇を予告された被保険者等（解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者（当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職

業に就くことが明らかな者を除く。）をいう。）並びに日雇労働被保険者を除く。以下この号及び第八項において「出向元事業所被保険

者」という。）について次のいずれにも該当する出向（当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行うための出向をいう。）を

させ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主

（以下この項、第六項及び第七項において「出向元事業主」という。）

イ　出向先事業主が行う事業（労働者派遣法第四条第一項各号に規定する業務以外の業務に限る。）に当該出向をした者が従事する事

業所（ロにおいて「出向先事業所」という。）において当該出向をした者が当該事業に従事する期間が一箇月以上の期間であり、出
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向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するも

のであること。

ロ　出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間（次項において「出向期間」という。）における通常賃金の額

が、その者の出向前における通常賃金の額以上の額であること。

ハ　出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業

主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであるこ

と。

ニ　出向をした者の同意を得たものであること。

ホ　都道府県労働局長に届け出た出向計画（職業能力開発のための計画を含む。第三号において同じ。）に基づくものであること。

二　出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するスキルアップ支援コース奨励金の受給についての申請

書の提出日までの間（次号において「基準期間」という。）において、出向元事業主の事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他

やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の

事業主

三　出向計画に係る出向元事業主の事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者

として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主

四　出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者（以下この号において「復帰労働者」という。）に係る 初の賃金

支払日の属する月の翌月から当該 初の賃金支払日から起算して六箇月を経過した日の属する月までの各月において当該復帰労働者に

対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復帰労働者に対して支払つた賃金

の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める割合以上である事業主

５　スキルアップ支援コース奨励金は、前項に該当する事業主が同項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る出向期

間（当該期間が出向をした日から起算して一年を超えるものについては一年。以下この項において「支給対象期間」という。）における

賃金について同号の契約に基づいて負担した額（その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に二分の一を乗じて得た額に

支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該額）に二分の一（中小企業事業主にあつては、三分の二）を乗じて得た額（そ

の額が基本手当日額の 高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の 高額に支給対象期間の日数を乗じ

て得た額）を支給するものとする。

６　スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、その被保険者を出向させた場合（スキルアップ支援コース奨励金が支給される場

合に限る。）において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。

７　スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定める

もの（以下この項において「雇入れ促進給付金」という。）の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合（当該

被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。）において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の

事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。

８　スキルアップ支援コース奨励金は、出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事すること

となる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合（雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支

給される場合に限る。）において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのあつせんを行つていたときは、支給しな

い。

９　一の年度において、第四項各号のいずれにも該当する事業主の一の事業所に係る第五項のスキルアップ支援コース奨励金の額が一千万

円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

（法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業）

第百二条の四　法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業として、早期再就職支援等助成金を支給するものとする。

（早期再就職支援等助成金）

第百二条の五　早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びＵＩＪタ

ーンコース奨励金とする。

２　再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれかに該当する事業主であること。

イ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。

（２）　（１）の再就職援助計画の対象となる被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者と

して継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者（次号においてこれらの者を

「短期雇用特例被保険者等」という。）を除く。以下「計画対象被保険者」という。）の再就職の支援に係る必要な事項を（１）の

再就職援助計画に記載した事業主であること。

（３）　（１）の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。

（４）　職業紹介事業者（職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、職業安定局長が定める基準を満

たす者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。）に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用

を負担した事業主であること。

（５）　（４）の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

（６）　（４）の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。

（７）　（４）の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月（当該計画対象被保険者が四十五歳以上のもので

あるときは、九箇月）を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること（（４）の委託の日か

ら当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、（４）の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職

に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。）。

（８）　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて（７）の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関

係にある他の事業主以外の事業主であること。

ロ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　イ（１）から（３）までに該当する事業主であること。

（２）　計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇（労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの

を除く。次号において同じ。）を与えた事業主であること。

（３）　計画対象被保険者に対し、（２）の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
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（４）　（２）の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月（当該計画対象被保険者が四十五歳以上の

ものであるときは、九箇月）を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。

（５）　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて（４）の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関

係にある他の事業主以外の事業主であること。

（６）　（２）の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を

明らかにする書類を整備している事業主であること。

ハ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　イ（１）から（３）までに該当する事業主であること。

（２）　教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習

得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。

（３）　（２）の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月（当該計画対象被保険者が四十五歳以上のもので

あるときは、九箇月）を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。

（４）　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて（３）の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関

係にある他の事業主以外の事業主であること。

（５）　（２）の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

二　次のいずれかに該当する事業主であること。

イ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　求職活動支援書を作成した事業主であること。

（２）　求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者（短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書

対象被保険者」という。）の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書（支援書対象被保険者に共通して

講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。）を作成し、都道府県労働

局長に提出した事業主であること。

（３）　（２）の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。

（４）　職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。

（５）　（４）の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

（６）　（４）の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。

（７）　（４）の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月（当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のも

のであるときは、九箇月）を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること（（４）の委託

の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、（４）の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対

する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。）。

（８）　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて（７）の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な

関係にある他の事業主以外の事業主であること。

ロ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　イ（１）から（３）までに該当する事業主であること。

（２）　支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。

（３）　支援書対象被保険者に対し、（２）の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。

（４）　（２）の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月（当該支援書対象被保険者が四十五歳以

上のものであるときは、九箇月）を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。

（５）　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて（４）の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な

関係にある他の事業主以外の事業主であること。

（６）　（２）の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状

況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

ハ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　イ（１）から（３）までに該当する事業主であること。

（２）　教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を

習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。

（３）　（２）の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月（当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のも

のであるときは、九箇月）を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。

（４）　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて（３）の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な

関係にある他の事業主以外の事業主であること。

（５）　（２）の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

三　次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額

イ　次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

（１）　第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主　第一号イ（７）又は前号イ（７）の再就職が実現した計画対象被保険者又は

支援書対象被保険者一人につき、第一号イ（４）又は前号イ（４）の委託に要する費用（次項に規定する再就職支援型訓練の実施

に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業

主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ。）の二分の一（当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保

険者であつて、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの（以下このイにおいて「特定計画対象被保険者等」と

いう。）にあつては、三分の二）（当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二

（特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の四））の額（一の事業所につき、一の年度における当該計画対

象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このイに

おいて同じ。）

（２）　第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主以外の事業主　第一号イ（７）又は前号イ（７）の再就職が実現した計画対象

被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ（４）又は前号イ（４）の委託に要する費用の四分の一（特定計画対象被

保険者等にあつては、三分の一）（当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の

一（特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の二））の額

ロ　第一号ロ又は前号ロに該当する事業主　第一号ロ（２）又は前号ロ（２）の休暇（第一号ロ（４）又は前号ロ（４）の再就職が実

現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。）の日数（当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険
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者一人につき、百八十日間を限度とする。）を合計した数に五千円（中小企業事業主にあつては、八千円）（支払つた通常賃金の額以

上の額が五千円（中小企業事業主にあつては、八千円）に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額）を乗じて得た額（一の事業

所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五

百人までの支給に限る。）

ハ　第一号ハ又は前号ハに該当する事業主　次に掲げる額の合計額

（１）　第一号ハ（２）又は前号ハ（２）の委託（第一号ハ（３）又は前号ハ（３）の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書

対象被保険者に対して実施したものに限る。）に要する費用の四分の三（その額が、第一号ハ（２）の訓練を受けた当該計画対象

被保険者又は前号ハ（２）の訓練を受けた当該支援書対象被保険者一人につき、次の（ｉ）から（ｉｉｉ）までに掲げる一の第一

号ハ（２）の訓練又は前号ハ（２）の訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（ｉ）から（ｉｉｉ）までに定める額を超えるとき

は、当該定める額）（一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超

える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。）

（ｉ）　十時間以上百時間未満　十万円（中小企業事業主にあつては、十五万円）

（ｉｉ）　百時間以上二百時間未満　二十万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）

（ｉｉｉ）　二百時間以上　三十万円（中小企業事業主にあつては、五十万円）

（２）　当該計画対象被保険者に対して第一号ハ（２）の訓練（当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等（実習（事業主が

行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。）以

外の職業訓練等（職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。）をいう。以下同じ。）に限る。）又は当該支援

書対象被保険者に対して前号ハ（２）の訓練（当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。）を受ける期間中に支

払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百八十円（中小企業事業主にあつては、九百六十円）を乗じて得た額

３　前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ（４）又は第二号イ（４）の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者

又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練（以下こ

の項及び第六項において「再就職支援型訓練」という。）の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、

前項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者（同項第一号イ（７）又は第二号イ（７）の再就職が

実現したものに限る。）一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二（その額が、当該再就職支援型訓練を受けた

当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、次の各号に掲げる一の再就職支援型訓練の実施時間数の区分に応じ、当

該各号に定める額を超えるときは、当該定める額）（一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被

保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。）を支給するものとする。

一　十時間以上百時間未満　十万円（中小企業事業主にあつては、十五万円）

二　百時間以上二百時間未満　二十万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）

三　二百時間以上　三十万円（中小企業事業主にあつては、五十万円）

４　第二項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ（４）又は第二号イ（４）の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険

者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、

当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者（同項第一号イ（７）又は第

二号イ（７）の再就職が実現したものに限る。）一人につき、一万円（一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は

当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。）を支給するものとする。

５　第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第一号ロ（２）又は第二号

ロ（２）の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過

する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第三号ロ

に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、十万円（一の事業所につき、一の年度における当該

計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。）を支給する

ものとする。

６　再就職支援コース奨励金の額（第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。）が、同項第一号イ（７）又は第二号イ（７）の再就職が実

現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円（一の再就職支援型訓練の実施時間数が二百時間以上である中小

企業事業主にあつては、八十万円）又は同項第一号イ（４）若しくは第二号イ（４）の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるとき

は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。

７　雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被

保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者（以下この項において「計画対象被保険者等」という。）一人につき三十万円（職業

安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあつては、四十万円）を支給するものとする。ただし、一の事業所

につき、一の年度における当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当

する者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。

一　計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算し

て三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要

件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。

二　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業

主であること。

三　第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間（次号において「基準期間」という。）におい

て、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は

労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

四　第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給

資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

五　第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備して

いる事業主であること。

六　第一号の雇入れに係る計画対象被保険者等に係る 初の賃金支払日の属する月の翌月から当該 初の賃金支払日から起算して六箇月

を経過する日の属する月までの各月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇

入れに係る当該計画対象被保険者等を当該雇入れ前に雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該計画対象被保険者等

に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成した事業主であること。

39



８　前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え、第二号

に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する事業主であること。

イ　職業訓練計画（前項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練（以下この項において「受入

れ人材育成型訓練」という。）に関する計画をいう。以下この項において同じ。）を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受け

た事業主であること。

ロ　職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

ハ　職業訓練計画に基づき、前項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主（当該受入れ人材育成型訓練の

期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。）であること。

二　次のイからハまでに定める額の合計額

イ　受入れ人材育成型訓練（当該事業主が自ら運営する座学等に限る。）の運営に要した経費並びに訓練（当該事業主が教育訓練施設

等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料及び受講料の合計額（その額が、前項第一号の雇入れに係る者一人につき、次の（１）

から（３）までに掲げる一の受入れ人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（１）から（３）までに定める額を超えるとき

は、当該定める額）

（１）　十時間以上百時間未満　十万円（職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つ

た事業主にあつては、二十万円）（中小企業事業主にあつては、十五万円（職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者

に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十五万円））

（２）　百時間以上二百時間未満　二十万円（職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を

行つた事業主にあつては、三十万円）（中小企業事業主にあつては、三十万円（職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係

る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円））

（３）　二百時間以上　三十万円（職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業

主にあつては、四十万円）（中小企業事業主にあつては、五十万円（職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対す

る受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、六十万円））

ロ　前項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練（座学等に限る。）を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の

基礎となつた労働時間数（当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。）に四百八十円（職業安定局長が定める条件に

該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、五百八十円）（中小企業事業主にあつては、九

百六十円（職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、千六十

円））を乗じて得た額

ハ　受入れ人材育成型訓練（座学等を除く。）を受けた前項第一号の雇入れに係る者一人につき、十一万円（中小企業事業主にあつて

は、二十万円）

９　一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を

超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

１０　中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する事業主であること。

イ　都道府県労働局長に対して、中途採用（新規学卒者（職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十

二条第四項において同じ。）又はこれに準ずる者（ロ（１）及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。）以外の雇入れをい

う。ロにおいて同じ。）により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画（以下この号において「中途

採用計画」という。）を提出した事業主であること。

ロ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度（募集及び採用を除く。）を適用

する事業主であること。

（２）　次のいずれかに該当する事業主であること。

（ｉ）　中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間（以下この（２）において「計画期間」という。）において一

般被保険者又は高年齢被保険者（期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇

用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この（ｉ）において「一般被保

険者等」という。）として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から

当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占め

る職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を

達成した事業主（当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇

い入れた事業主に限る。）であること。

（ｉｉ）　（ｉ）に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占め

る当該雇入れの日において四十五歳以上の者（以下この（ｉｉ）において「四十五歳以上中途採用者」という。）の割合が職業

安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る 初の賃金支払日の属する月の翌月か

ら当該 初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して

支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長

が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定め

る目標値を達成したものであること。

（３）　労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき

中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。

ハ　中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コー

ス奨励金の受給についての申請書の提出日までの間（ニにおいて「基準期間」という。）において、ロ（２）の雇入れに係る事業所

の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理

由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

ニ　ロ（２）の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として

受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ　ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ（２）の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対

する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
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二　次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額

イ　前号ロ（２）（ｉ）に該当する事業主（同号ロ（２）（ｉｉ）に該当しないものに限る。）　五十万円

ロ　前号ロ（２）（ｉｉ）に該当する事業主　百万円

１１　ＵＩＪターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する事業主であること。

イ　移住者（認定地域再生計画（地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十

二条第二項第四号イにおいて同じ。）に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業（同法第十三条第一項の交付金を

充てて行う事業に限る。）として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者（新規学卒者等を除く。）をいう。ロに

おいて同じ。）の募集及び採用に関する計画（ロ及び次号において「移住者採用計画」という。）を都道府県労働局長に対して提出

し、その認定を受けた事業主であること。

ロ　移住者採用計画の期間（ニにおいて「計画期間」という。）内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い

入れる事業主であること。

ハ　資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業

主であること。

ニ　計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するＵＩＪターンコース奨励金の受給についての申請

書の提出日までの間（ホにおいて「基準期間」という。）において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その

他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以

外の事業主であること。

ホ　ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資

格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ヘ　ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備してい

る事業主であること。

二　移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費（人件費を除く。）の三分の一（中小企業事業主にあつては、二分の一）に相当

する額（その額が百万円を超えるときは、百万円）

（法第六十二条第一項第三号に掲げる事業）

第百三条　法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、六十五歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。

（六十五歳超雇用推進助成金）

第百四条　六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれかに該当する事業主であること。

イ　次のいずれにも該当する事業主（既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。）

（１）　労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。

（ｉ）　六十五歳への定年引上げ

（ｉｉ）　六十六歳以上七十歳未満までの定年引上げ

（ｉｉｉ）　七十歳以上までの定年引上げ（引上げ前の定年が七十歳未満のものに限る。）

（ｉｖ）　定年の定めの廃止（廃止前の定年が七十歳未満のものに限る。）

（ｖ）　六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度（被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下

この条において同じ。）であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。

以下この条において同じ。）の導入

（ｖｉ）　七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入（導入前の定年及び継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満

のものに限る。）

（ｖｉｉ）　六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度（被保険者であつて定年後等（定年後又は継続雇用制度におい

て設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。）も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等

の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該

希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。）の導入

（ｖｉｉｉ）　七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入（導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及

び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。）

（２）　（１）の措置の実施に要した費用（人件費を除く。）の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備してい

る事業主であること。

（３）　（１）の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則におい

て、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。

（４）　支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者（以下

この条において「対象被保険者」という。）（（１）の措置の対象となる者に限る。）が一人以上いること。

（５）　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当

する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。

（ｉ）　職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

（ｉｉ）　作業施設及び作業方法の改善

（ｉｉｉ）　健康管理及び安全衛生の配慮

（ｉｖ）　職域の拡大

（ｖ）　知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進

（ｖｉ）　賃金体系の見直し

（ｖｉｉ）　勤務時間制度の弾力化

ロ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定

する高年齢者（以下この条において「高年齢者」という。）の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画（以下この条において「雇

用管理整備計画」という。）を提出し、当該雇用管理整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業

主であること。
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（２）　雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を

増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師によ

る健康診断（労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。）を

実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を

経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

（３）　雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申

請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一

項の規定と異なる定めをしていないこと。

（４）　支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者（（２）の措置の対象となる者に限る。）が一人以上いること。

ハ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者

（（２）において「対象有期契約労働者」という。）の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画（以下この

号において「無期雇用転換計画」という。）を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当で

あると認められる事業主であること。

（２）　無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度

に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される

定年（六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳）と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労

働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。

（３）　（２）の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間（（４）において「基準期間」とい

う。）において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能と

なつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（４）　（２）の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として

受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

（５）　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当

する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。

（ｉ）　職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

（ｉｉ）　作業施設及び方法の改善

（ｉｉｉ）　健康管理及び安全衛生の配慮

（ｉｖ）　職域の拡大

（ｖ）　知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進

（ｖｉ）　賃金体系の見直し

（ｖｉｉ）　勤務時間制度の弾力化

（６）　（２）の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び

（５）の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

（７）　無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申

請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一

項の規定と異なる定めをしていないこと。

二　次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号イに該当する事業主　次の（１）から（８）までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

（１）　前号イ（１）（ｉ）の措置を講じた事業主　次の（ｉ）から（ｉｖ）までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定

に定める額

（ｉ）　対象被保険者が四人未満の事業主　十五万円

（ｉｉ）　対象被保険者が四人以上七人未満の事業主　二十万円

（ｉｉｉ）　対象被保険者が七人以上十人未満の事業主　二十五万円

（ｉｖ）　対象被保険者が十人以上の事業主　三十万円

（２）　前号イ（１）（ｉｉ）の措置を講じた事業主　次の（ｉ）から（ｉｖ）までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規

定に定める額

（ｉ）　対象被保険者が四人未満の事業主　三十万円（定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主に

あつては、二十万円）

（ｉｉ）　対象被保険者が四人以上七人未満の事業主　五十万円（定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満

の事業主にあつては、二十五万円）

（ｉｉｉ）　対象被保険者が七人以上十人未満の事業主　八十五万円（定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年

未満の事業主にあつては、三十万円）

（ｉｖ）　対象被保険者が十人以上の事業主　百五万円（定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主

にあつては、三十五万円）

（３）　前号イ（１）（ｉｉｉ）の措置を講じた事業主　次の（ｉ）から（ｉｖ）までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該

規定に定める額

（ｉ）　対象被保険者が四人未満の事業主　三十万円

（ｉｉ）　対象被保険者が四人以上七人未満の事業主　五十万円

（ｉｉｉ）　対象被保険者が七人以上十人未満の事業主　八十五万円

（ｉｖ）　対象被保険者が十人以上の事業主　百五万円

（４）　前号イ（１）（ｉｖ）の措置を講じた事業主　次の（ｉ）から（ｉｖ）までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規

定に定める額

（ｉ）　対象被保険者が四人未満の事業主　四十万円

（ｉｉ）　対象被保険者が四人以上七人未満の事業主　八十万円

（ｉｉｉ）　対象被保険者が七人以上十人未満の事業主　百二十万円

（ｉｖ）　対象被保険者が十人以上の事業主　百六十万円
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（５）　前号イ（１）（ｖ）の措置を講じた事業主　次の（ｉ）から（ｉｖ）までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定

に定める額

（ｉ）　対象被保険者が四人未満の事業主　十五万円

（ｉｉ）　対象被保険者が四人以上七人未満の事業主　二十五万円

（ｉｉｉ）　対象被保険者が七人以上十人未満の事業主　四十万円

（ｉｖ）　対象被保険者が十人以上の事業主　六十万円

（６）　前号イ（１）（ｖｉ）の措置を講じた事業主　次の（ｉ）から（ｉｖ）までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規

定に定める額

（ｉ）　対象被保険者が四人未満の事業主　三十万円

（ｉｉ）　対象被保険者が四人以上七人未満の事業主　五十万円

（ｉｉｉ）　対象被保険者が七人以上十人未満の事業主　八十万円

（ｉｖ）　対象被保険者が十人以上の事業主　百万円

（７）　前号イ（１）（ｖｉｉ）の措置を講じ、その実施に要した費用（人件費を除く。）の全部を負担した事業主　同号イ（１）（ｖ

ｉｉ）の措置の実施に要した費用（人件費を除く。）の二分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額

（８）　前号イ（１）（ｖｉｉｉ）の措置を講じ、その実施に要した費用（人件費を除く。）の全部を負担した事業主　同号イ（１）（ｖ

ｉｉｉ）の措置の実施に要した費用（人件費を除く。）の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額

ロ　前号ロに該当する事業主　同号ロ（２）の措置の実施に要した費用（人件費を除く。）の額又は五十万円のいずれか低い額（当該

事業主に対する 初の支給に当たつては、五十万円）の百分の四十五（中小企業事業主にあつては、百分の六十）に相当する額

ハ　前号ハに該当する事業主　前号ハ（２）の措置の対象者一人につき、二十三万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）（一の

事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限

る。）

第百五条から第百八条まで　削除

（法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業）

第百九条　法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金（トライアル

雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十

三号。以下「建設労働法」という。）第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。）

を支給するものとする。

（特定求職者雇用開発助成金）

第百十条　特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇

用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。

２　特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する事業主であること。

イ　次のいずれかに該当する求職者（（２）から（８）までに該当する者にあつては六十五歳未満の求職者に限り、（９）から（１５）

までに該当する者にあつては四十五歳以上六十五歳未満の求職者に限り、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるため

の訓練（その期間が二週間（（２）又は（３）に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定

めるものに係る訓練にあつては、四週間）以内のものを除く。）を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、

又は行つた事業主に雇い入れられるもの（以下「職場適応訓練受講求職者」という。）を除く。）を、公共職業安定所又は職業紹介事

業者等（職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。）の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主（（１５）

に掲げる者を雇い入れる場合においては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に限る。）であること。

（１）　六十歳以上の者

（２）　身体障害者

（３）　知的障害者

（４）　精神障害者

（５）　母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十

歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労

働の能力を失つている配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）を扶養しているもの

（以下「母子家庭の母等」という。）

（６）　児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童

の父である者（以下「父子家庭の父」という。）

（７）　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成六年

法律第三十号）第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過し

ていないもの

（８）　北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律（平成十四年法律第百四十三号）第二条第一項第五号に規定する

帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する

帰国した被害者であつてその配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、子及び孫が北

朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの

（９）　駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者

（１０）　沖縄振興特別措置法第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳（同法の規定により効力を有しているものに限る。）

を所持している者

（１１）　国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法（昭和五十二年法律第九十四号）第四条第一項又は国際協定の締結

等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則（昭和五十二年労働省令第三十号）第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳

（同法の規定により効力を有しているものに限る。）を所持している者

（１２）　労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則（昭和四十一年労働省令第

二十三号）附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁

業離職者とみなされる者

（１３）　本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡

橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航
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路事業等離職者求職手帳（同法の規定により効力を有しているものに限る。）を所持している者（同法第五条第一項に規定する実

施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。）

（１４）　労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号に

規定する港湾運送事業離職者（同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業

主に雇い入れられる者に限る。）

（１５）　（１）から（１４）までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者

ロ　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主である

こと。

ハ　イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間（ニにおいて「基準期間」という。）において、

当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労

働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

ニ　当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資

格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ　当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であ

ること。

二　前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円（中小企業事業主にあつては、六十万円）（職業安定局長の定める基準に満

たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）

３　前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者（一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週

間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。）とし

て雇い入れる場合（次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。）における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円（中

小企業事業主にあつては、六十万円）」とあるのは、「三十万円（中小企業事業主にあつては、四十万円）」とする。

４　第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用につ

いては、同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。

一　身体障害者

二　知的障害者

三　精神障害者

５　第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合（短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げ

る者を雇い入れる場合を除く。）における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とす

る。

一　身体障害者

二　知的障害者

６　第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合（短時間労働者として雇い入れる場合を除く。）における

同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円（中小企業事業主にあつては、六十万円）」とあるのは、「百万円（中小企業事業

主にあつては、二百四十万円）」とする。

一　障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者（以下単に「重度身体障害者」という。）

二　障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者（以下単に「重度知的障害者」という。）

三　四十五歳以上の身体障害者（第一号に掲げる者を除く。）

四　四十五歳以上の知的障害者（第二号に掲げる者を除く。）

五　精神障害者

７　生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する事業主であること。

イ　次のいずれかに該当する者（六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者

に限る。）を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等（職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。）の紹介により、継続して雇用

する労働者として雇い入れる事業主であること。

（１）　生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第一項に規定する被保護者（（３）において「被保護者」という。）であ

つて、次のいずれかに該当するもの

（ｉ）　都道府県、市（特別区を含む。）又は社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第十四条第一項に規定する福祉に関する

事務所を設置する町村（（２）において「都道府県等」という。）が就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締

結した協定に基づく要請を行い、公共職業安定所が一定期間職業紹介、職業指導等の支援（以下このイにおいて「公共職業安定

所の就労支援」という。）を行つた者であつて、当該公共職業安定所の就労支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超

えるもの（（２）（ｉ）において「被就労支援者」という。）

（ｉｉ）　生活保護法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業（（ｉｉｉ）及び（３）において「被保護者就労支援

事業」という。）の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの

（ｉｉｉ）　雇入れ日において公共職業安定所の就労支援及び被保護者就労支援事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超

える者

（２）　生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第三条第一項に規定する生活困窮者（都道府県等が同条第二項第三号に

規定する計画の作成を行つた者（当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則（平成二十七年厚生労働省令第十六号）第一

条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。）に限る。（３）において「生活困窮者」という。）

であつて、次のいずれかに該当するもの

（ｉ）　被就労支援者

（ｉｉ）　生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業（就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。）

の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの

（ｉｉｉ）　雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び（ｉｉ）の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超え

る者

（３）　（１）又は（２）に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による

支援又は（２）（ｉｉ）の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
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ロ　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主である

こと。

ハ　イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間（ニにおいて「基準期間」という。）において、

当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労

働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

ニ　当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資

格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ　当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であ

ること。

ヘ　イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。

二　前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円（中小企業事業主にあつては、六十万円）（職業安定局長の定める基準に満

たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）

８　前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中

「五十万円（中小企業事業主にあつては、六十万円）」とあるのは、「三十万円（中小企業事業主にあつては、四十万円）」とする。

９　就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する事業主であること。

イ　次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等（職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。（４）

において同じ。）の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。

（１）　昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた者

（２）　雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間（通常の労働者に準ずる者として職業安定局

長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。

以下この（２）において同じ。）を通算した期間が一年以下である者（通常の労働者として雇用された期間がある者であつて、婚

姻、妊娠、出産又は育児を理由とする離職により、雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期

間を通算した期間が一年以下となつたものを除く。）

（３）　雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者（当該期間に通常の労働者として雇

用されていた者であつて、当該雇用されていた者の責めに帰すべき理由以外の理由により当該期間に離職した者を含み、通常の労

働者に準ずる者として職業安定局長が定める者であつて、当該期間に通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上

の能力を必要とする職業に就いていた者を除く。）

（４）　公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日（（５）において「紹介日」という。）において安定した職業に就いていな

い者

（５）　紹介日において、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けて

いる者

ロ　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主である

こと。

ハ　イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間（ニにおいて「基準期間」という。）において、

当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労

働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

ニ　当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資

格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ　当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であ

ること。

二　前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円（中小企業事業主にあつては、六十万円）（職業安定局長の定める基準に満

たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）

１０　発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとす

る。

一　次のいずれにも該当する事業主であること。

イ　六十五歳未満の求職者（職場適応訓練受講求職者を除く。）である発達障害者又は難治性疾患を有するもの（身体障害者、知的障

害者又は精神障害者である者を除く。）を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等（職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。）

の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

ロ　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主である

こと。

ハ　イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間（ニにおいて「基準期間」という。）において、

当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労

働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

ニ　当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資

格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ　当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主で

あること。

ヘ　イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。

二　前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円（中小企業事業主にあつては、百二十万円）（職業安定局長の定める基準に

満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）

１１　前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中

「五十万円（中小企業事業主にあつては、百二十万円）」とあるのは、「三十万円（中小企業事業主にあつては、八十万円）」とする。

第百十条の二　削除

（トライアル雇用助成金）

第百十条の三　トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライ

アルコース助成金とする。
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２　一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する事業主であること。

イ　次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等（職業安定局長が定め

る基準を満たす者に限る。（１）及び（４）において同じ。）の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、

一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的

に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主（季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつ

ては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外

の業種に属する事業を行うものに限る。）であること。

（１）　公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日（以下このイにおいて「紹介日」という。）前二年以内に、二回以上離職又

は転職を繰り返している者

（２）　紹介日前において離職している期間が一年を超えている者

（３）　妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えてい

るもの

（４）　昭和四十三年四月二日以後に生まれ、かつ、紹介日において安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職

業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの

（５）　その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者

ロ　資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者（日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。）

を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

ハ　イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間（ニにおいて「基準期間」という。）に

おいて、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこ

と又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

ニ　当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資

格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ　当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定め

のない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時

間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業

主であること。

ヘ　当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

二　前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円（安定的な就職を促進する必要がある者とし

て厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円）（職業安定局長の定める基準に満たな

いときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）

３　障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものと

する。

一　障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等

（職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。イにおいて同じ。）の紹介により、継続して雇用する労働者（一週間の所定労働時間が

二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。）として雇い入れることを目的に、三箇月以内（イからニまでに掲げる者（ニに掲げ

る者のうち精神障害者を除く。）のうち、情報通信技術を活用した勤務（在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所

属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。）を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月

以内、精神障害者（ニに掲げる者に限る。）にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内）の期間を定

めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

イ　公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日（ロ及びハにおいて「紹介日」という。）において、就労の経験のない職業（職

業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。）に就くことを希望する者

ロ　紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者

ハ　紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者

ニ　重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者（ホに掲げる者を除く。）

ホ　精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者（精神障害者を除く。）のうち、その障害の特性等により、一週間

の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経

過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの

二　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の

事業主であること。

三　第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間（次号において「基準期間」という。）

において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこ

と又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

四　当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格

の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

五　当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して

雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業

主であること。

六　当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

七　第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額（職

業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）

イ　第一号に該当する雇入れに係る者のうち、ロ及びハ以外の者　月額四万円（一人につき、三箇月までの支給に限る。）

ロ　精神障害者（第一号ホに掲げる者を除く。）　月額四万円（三箇月までの支給の間は月額八万円）（一人につき、六箇月までの支給

に限る。）

ハ　第一号ホに掲げる者　月額四万円（一人につき、十二箇月までの支給に限る。）

４　若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則（昭和五十一年労

働省令第二十九号。以下「建労則」という。）に定めるところによる。
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（法第六十二条第一項第五号に掲げる事業）

第百十一条　法第六十二条第一項第五号に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。

（地域雇用開発助成金）

第百十二条　地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。

２　地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、第五号に定める者の数に応じ、当該者の

雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する事業主（次号から第四号までに掲げる事業主を除く。）であること。

イ　次のいずれかに該当する事業主であること。

（１）　同意雇用開発促進地域（地域雇用開発促進法（昭和六十二年法律第二十三号）第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域

をいう。以下この項において同じ。）において事業所を設置し、又は整備する事業主

（２）　人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそ

れのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期

間を付して厚生労働大臣が指定するもの（以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。）において事業所を設置し、又は

整備する事業主

（３）　奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法

（昭和四十四年法律第七十九号）第四条第一項に規定する小笠原諸島又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係

る地域社会の維持に関する特別措置法（平成二十八年法律第三十三号）第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域（以下この

号において「特定有人国境離島地域等」という。）において事業所を設置し、又は整備する事業主

ロ　都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所（以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。）の設

置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。

ハ　対象事業所の設置又は整備に伴い、（１）に掲げる日から（２）に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇

用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地

域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者（過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い

当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認め

られる者を含む。）（職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項

第一号ロにおいて「地域求職者」という。）を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等（職業安定局長が定める基準を満たす者に限

る。）の紹介により、継続して雇用する労働者として三人（創業の場合にあつては、二人）以上雇い入れる事業主であること。

（１）　ロの計画を都道府県労働局長に提出した日

（２）　対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日（当該届を（１）に掲げる日から起算して十八

箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日）

ニ　ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等における雇用構造の改善

に資すると認められる事業主であること。

ホ　ハ（１）に掲げる日からハ（２）に掲げる日（次項第一号において「完了日」という。）までの間（ヘにおいて「基準期間」とい

う。）において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可

能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

ヘ　ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受

給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ト　ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

二　次のいずれにも該当する事業主（次号及び第四号に掲げる事業主を除く。）であること。

イ　第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト（以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」と

いう。）が実施される都道府県の区域（ハ及びニにおいて「実施都道府県区域」という。）内に事業所を設置し、又は整備する事業主

であること。

ロ　都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所（以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。）の設

置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する

事業主であること。

ハ　対象事業所の設置又は整備に伴い、（１）に掲げる日から（２）に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都

道府県区域に居住する求職者（職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を

除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。）を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等（職業安定局長が定める基準を満

たす者に限る。）の紹介により、継続して雇用する労働者（期間の定めのある労働契約を締結する労働者（以下「有期契約労働者」

という。）及び派遣労働者（労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。）を除く。）として三人（創業の場

合にあつては、二人）以上雇い入れる事業主（当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される

通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところに

より設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。）であること。

（１）　ロの計画を都道府県労働局長に提出した日

（２）　対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日（当該届を（１）に掲げる日から起算して十八

箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日）

ニ　ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。

ホ　ハ（１）に掲げる日からハ（２）に掲げる日（次項第二号において「完了日」という。）までの間（ヘにおいて「基準期間」とい

う。）において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可

能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

ヘ　ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受

給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ト　ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

三　次のいずれにも該当する事業主（次号に掲げる事業主を除く。）であること。

イ　次のいずれにも該当する事業主であること。
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（１）　同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画（当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると

認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。）を作成し、厚生労働大臣の認定を

受けた事業主であること。

（２）　（１）の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内

において事業所を設置する事業主であること。

（３）　（２）の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発

促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは

当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者（職場適応訓練受講

求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号ロにおいて「地域求職者」と

いう。）を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等（職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。）の紹介により、継続して雇用

する労働者（短時間労働者を除く。）として百人以上雇い入れる事業主であること。

（４）　大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日（次項第三号において「満了日」という。）までの間

（（５）において「基準期間」という。）において、（３）の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得な

い理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主

であること。

（５）　（３）の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者とし

て受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ロ　イ（３）の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

四　次のいずれにも該当する事業主（既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。）であること。

イ　地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体（ロにおいて「認定地方公共団体」という。）の作成した認定地域再生計画

に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業（同項第一号イに規定する事業であつて

地域的な雇用構造の改善を図るものに限る。以下この号において「寄附活用事業」という。）が実施される地方公共団体の区域（ハ

及びニにおいて「実施地方公共団体区域」という。）内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。

ロ　都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所（以下この号及び次項第四号において「対象事業所」という。）の設

置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、認定地方公共団体に対して寄附活用事業に関

連する寄附をした事業主であること。

ハ　対象事業所の設置又は整備に伴い、（１）に掲げる日から（２）に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施地

方公共団体区域に居住する求職者（職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる

者を除く。次項第四号ロにおいて「地域求職者」という。）を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等（職業安定局長が定める基準

を満たす者に限る。）の紹介により、継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。

（１）　ロの計画を都道府県労働局長に提出した日

（２）　対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日（当該届を（１）に掲げる日から起算して十八

箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日）

ニ　ハの雇入れが当該雇入れに係る実施地方公共団体区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。

ホ　ハ（１）に掲げる日からハ（２）に掲げる日（次項第四号において「完了日」という。）までの間（ヘにおいて「基準期間」とい

う。）において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可

能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

ヘ　ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受

給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ト　ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

五　次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数

イ　第一号に掲げる事業主　同号ハの雇入れに係る者

ロ　第二号に掲げる事業主　同号ハの雇入れに係る者

ハ　第三号に掲げる事業主　同号イ（３）の雇入れに係る者

ニ　前号に掲げる事業主　同号ハの雇入れに係る者

３　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、

そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。

一　前項第一号に掲げる事業主　次のいずれかに該当する場合

イ　完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日

における当該者の数未満となつたとき。

ロ　完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき（当該労働者を雇用しなくなつたとき

（解雇（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く

。）によるものを除く。）以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。）。

ハ　完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇（天災その他やむを得ない理由のため

に事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。）したとき。

二　前項第二号に掲げる事業主　次のいずれかに該当する場合

イ　完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日

における当該労働者の数未満となつたとき。

ロ　完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき（当該労働者を雇用しなくなつたとき

（解雇（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く

。）によるものを除く。）以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。）。

ハ　完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇（天災その他やむを得ない理由のため

に事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。）したとき。

三　前項第三号に掲げる事業主　次のいずれかに該当する場合

イ　満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ（２）の設置に係る事業所の労働者の数が満了日

における当該労働者の数未満となつたとき。

ロ　満了日後において、前項第三号イ（２）の設置に係る事業所で同号イ（３）の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき（当該労働

者を雇用しなくなつたとき（解雇（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰す
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べき理由による解雇を除く。）によるものを除く。）以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたと

きを除く。）

ハ　満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇（天災その他やむを得ない理由のため

に事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。）したとき。

四　前項第四号に掲げる事業主　次のいずれかに該当する場合

イ　完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第四号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日

における当該労働者の数未満となつたとき。

ロ　完了日後において、対象事業所で前項第四号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき（当該労働者を雇用しなくなつたとき

（解雇（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く

。）によるものを除く。）以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。）。

ハ　完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇（天災その他やむを得ない理由のため

に事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。）したとき。

４　沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれかに該当する事業主であること。

イ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。

（２）　（１）の設置又は整備に係る事業所（以下この号において「対象事業所」という。）の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴

う労働者の雇入れに関する計画（以下この号において「計画」という。）を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であるこ

と。

（３）　対象事業所の設置又は整備に伴い、（ｉ）に掲げる日から（ｉｉ）に掲げる日までの間（以下この項において「対象期間」と

いう。）において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者（職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者

その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。）を継続して雇用する労働者と

して三人以上雇い入れる事業主であること。

（ｉ）　計画を沖縄労働局長に提出した日

（ｉｉ）　対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日（当該届を（ｉ）に掲げる日から起算して二十

四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過する日。以下この項において「完了日」とい

う。）

（４）　計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過する日までの間（（５）及び次項において「基準期間」

という。）において、（３）の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継

続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（５）　（３）の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者

として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

（６）　（３）の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

ロ　イに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。

（１）　沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。

（２）　対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者

であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、

労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対

象事業所の事業主であること。

二　次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号イに該当する事業主　対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者（中小企業事業主にあつては、沖縄県の区域内に居住する三十五

歳未満の新規学卒者を含む。）に対して完了日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の四分の一（中小企

業事業主にあつては、三分の一）の額（その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円）

ロ　前号ロに該当する事業主　対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年を経過した日から起算して一年

の期間について支払つた賃金の額に相当する額の三分の一（中小企業事業主にあつては、二分の一）の額（その額が百二十万円を超

えるときは、百二十万円）

５　前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業

の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進

コース奨励金は支給しない。

（通年雇用助成金）

第百十三条　通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域（以下この項及び第六項において

「指定地域」という。）に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大

臣が指定する業種（以下この項及び第六項において「指定業種」という。）に属する事業を行う事業主（十二月十六日から翌年三月十五

日までの間（以下この条、附則第十六条及び第十七条において「対象期間」という。）において当該事業所に係る指定業種以外の業種に

属する事業を行うものを含む。）であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年

間を通じた雇用を行うもの（通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道

府県労働局長が認める事業主に限る。）に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとす

る。

一　対象期間に、当該事業主に係る指定業種に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用

二　対象期間に、前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用

三　第一号の事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用

２　通年雇用助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

一　前項第一号及び第二号による年間を通じた雇用を行う事業主　当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間につい

て支払つた賃金の額の二分の一（年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の 初の対象期間について支払つた賃金にあつては、当

該賃金の額の三分の二）の額（その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額）
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二　前項第三号による年間を通じた雇用を行う事業主　当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常

時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の 初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一（その額

が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額）

３　通年雇用助成金は、通年雇用助成金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数

が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数（その数が当該事業所における年間を

通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数）に相当する数の当該事業所における年間を通じ

た雇用に係る労働者については、支給しない。

４　第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた事業主であつて、当該年間を通じた雇用に係る労働者に対して業務に必要

な知識及び技能を習得させるための職業訓練を対象期間内に実施するものに対しては、第二項各号に定める額に加え、次の各号に掲げる

区分に応じて、当該各号に定める額（その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額）を支給するものとする。

一　季節的業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主　当該職業訓練の実施に要する額の二分の一の額

二　季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主　当該職業訓練の実施に要する額の三分の二の額

５　第三項の規定は、前項の規定により支給される通年雇用助成金について準用する。

６　指定地域において指定業種に属する事業を行う事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために必要な事業所を設置

し、又は整備して、季節的業務に従事する労働者について第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、

当該事業主に対しては、第二項各号に定める額に加え、当該設置又は整備に要する額の十分の一の額（その額が厚生労働大臣が定める額

を超えるときは、その定める額）を支給するものとする。

第百十四条　前条第一項の規定にかかわらず、第百十条の三第二項第一号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れ

た事業主が、当該期間（次項において「試用期間」という。）が経過した後に当該者（次項において「通年雇用労働者」という。）につい

て年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する。

２　前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の 初の六箇月間について支払つ

た賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額

（その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額）とする。

（法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業）

第百十五条　法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、第百二条の四、第百九条、第百四十条及び第

百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。

一　事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金を支給すること。

二　事業主又は中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律

第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。）第五条第一項に規定する認定組合等（以下「認定組合等」という。）に対して、

人材確保等支援助成金（人材確保等支援助成コース助成金に限る。）を支給すること。

三　一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な

情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助

を行うこと。

四　地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。

五　介護休業（育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じ

て講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。）の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対

する相談、指導その他の援助を行うこと。

六　中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行

うこと。

七　独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第二十三条第一項及び第四十

五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

八　障害者職業センター（障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。）の設置及び運営その他の障害者の

雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。

九　勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第九条第一項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。

十　妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等（法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び

第百三十八条第九号において同じ。）の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。

十一　独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法（平成十四年法律第百六十九号）第十二

条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等

の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。

十二　前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争（個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第

百十二号）第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。）の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行

うこと。

十三　事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。

十四　港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第

三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

十五　事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップ

システム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助

成コース助成金（人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために

必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四

項において同じ。）を支給すること。

十六　住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該

保証に要する経費の一部補助を行うこと。

十七　専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人

又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。

十八　法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
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（両立支援等助成金）

第百十六条　前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コ

ース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治

療両立支援コース助成金を支給するものとする。

２　事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する事業主（次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。）第十五条の

二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの）又はイからハまでに該当する事業主団体

イ　労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設

（以下この項において「対象保育施設」という。）を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者

のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体

ロ　対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体

ハ　平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体

ニ　厚生労働大臣に一般事業主行動計画（次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。）

を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主

二　対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間（以下この号において「指定期間」という。）において、

次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額

イ　前号に該当する事業主又は事業主団体（ロに掲げる者を除く。）　次の（１）又は（２）に掲げる額のいずれか少ない額

（１）　対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数

（その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。）に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た

額を控除した額（千三百六十万円（安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この（１）において

「限度額」という。）を超える場合にあつては、限度額）

（２）　指定期間の各年において、対象保育施設の現員（現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。）に一人当た

り三十四万円を乗じて得た額（安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額）

ロ　前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体　次の（１）又は（２）に掲げる額のいずれ

か少ない額

（１）　対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数

に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額（千八百万円（安静室を設け看護師を置いて運営する

場合は、千九百六十五万円。以下この（１）において「限度額」という。）を超える場合にあつては、限度額）

（２）　指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額（安静室を設け看護師を置いて運営す

る場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額）

３　出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれかに該当する中小企業事業主

イ　次のいずれにも該当する中小企業事業主（中小企業事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの（以下「認定中小

企業事業主」という。）である場合にあつては、（１）及び（２）に該当する中小企業事業主）

（１）　労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの（以下この号において「労働協約等」という。）において、その雇用する男性

被保険者における育児休業（育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する

育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に

準じて講ずることとされる措置による休業をいう。（２）において同じ。）の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規

定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業（育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この（１）

において同じ。）の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか

二以上の措置（育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定め

た事業主（以下「出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主」という。）は、三以上の措置）を講じている事業主

であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの

（ｉ）　その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

（ｉｉ）　育児休業に関する相談体制の整備

（ｉｉｉ）　その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供

（ｉｖ）　その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

（ｖ）　育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配

分又は人員の配置に係る必要な措置

（２）　その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過

する日の翌日まで（出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過

する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を

経過する日の翌日までとする。次号イ（１）から（３）までにおいて同じ。）に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得さ

せた事業主

（３）　厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講

じている事業主

ロ　次のいずれにも該当する中小企業事業主（中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、（１）から（４）までに

該当する中小企業事業主）

（１）　イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受けた事業主

（２）　労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業（育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育

児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一

項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。）の取得に伴う業務の見直しに関

する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業（育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業

をいう。以下この（２）において同じ。）の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲

げるもののうちいずれか二以上の措置（出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、三以上の措置）を講じてい

る事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの

（ｉ）　その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
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（ｉｉ）　育児休業に関する相談体制の整備

（ｉｉｉ）　その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供

（ｉｖ）　その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

（ｖ）　育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配

分又は人員の配置に係る必要な措置

（３）　イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度（以下この（３）において

「イの申請年度」という。）の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出

産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業（育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育

児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一

項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。）を取得したものの数

の割合（以下この（３）において「男性被保険者育児休業取得割合」という。）が、イの申請年度における男性被保険者育児休業

取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、次のいずれにも該当する事業主にあつては、イの申請年度の翌事業

年度以降三事業年度以内の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合が、二事業年度以上連続して百分の七十以上であれば

足りる。

（ｉ）　イの申請年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主

（ｉｉ）　イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合が百分の七十以上である事業主

（４）　その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日

以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主

（５）　厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講

じている事業主

二　次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号イに該当する中小企業事業主　次の（１）から（３）までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

（１）　その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過

する日の翌日までに開始する連続した五日間以上の育児休業を取得したものが 初に生じた中小企業事業主　二十万円（当該中小

企業事業主が前号イ（１）（ｉ）から（ｖ）までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた場合にあつては、三十万円）

（２）　前号イ（１）（ｉ）から（ｖ）までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置（出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を

定めた事業主は、四以上の措置）を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところによ

り、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した十日間以上の育児休業を取得したもの（（１）

の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。）が 初に生じた中小企業事業主　十万円

（３）　前号イ（１）（ｉ）から（ｖ）までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置（出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を

定めた事業主は、全ての措置）を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところによ

り、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した十四日間以上の育児休業を取得したもの（（１）

又は（２）の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。）が 初に生じた中小企業事業主

　十万円

ロ　前号ロに該当する中小企業事業主（既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。）

のうち同号ロ（３）本文に該当する事業主　次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申

請をした日の属する事業年度から同号ロ（３）本文に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

（１）　一事業年度以内　六十万円

（２）　二事業年度以内　四十万円

（３）　三事業年度以内　二十万円

ハ　前号ロに該当する中小企業事業主（既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。）

のうち同号ロ（３）ただし書に該当する事業主　次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給

の申請をした日の属する事業年度から起算して同号ロ（３）ただし書に規定する連続する二事業年度中の 後の事業年度までの期間

の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

（１）　二事業年度以内　四十万円

（２）　三事業年度以内　二十万円

４　前項第一号イに規定する中小企業事業主（既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。）

が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度

の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合（以下この条において「育児休

業等の取得の状況を公表したものである場合」という。）にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、

二万円を支給するものとする。

一　次のいずれかの割合

イ　その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数の

割合

ロ　その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数

及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度（育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に

規定する子の看護休暇を除く。）を利用したものの数の合計数の割合

二　その雇用する女性労働者であつて出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合

三　その雇用する男性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均

四　その雇用する女性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均

５　第三項第一号ロに規定する中小企業事業主（既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。）

が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ（２）の育児休業を終了した被保険者が 初

に生じた日の前日までに認定中小企業事業主である場合にあつては、当該認定中小企業事業主については、第三項第二号ロ又はハのいず

れかに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。

６　介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。

一　仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主

イ　その雇用する被保険者について、介護支援計画（事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑に

するための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を
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定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。

以下この号において同じ。）を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介

護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの

ロ　その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつ

て、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの

二　次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号イに該当する中小企業事業主　次の（１）及び（２）に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

（１）　前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主　被保険者一人につき三十万円（一の年度において当該被保険者の数が五

人を超える場合は、五人までの支給に限る。）

（２）　（１）に該当する被保険者について、（１）の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終

了後三箇月以上継続して雇用したもの　被保険者一人につき三十万円

ロ　前号ロに該当する中小企業事業主　被保険者一人につき三十万円（一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五

人までの支給に限る。）

７　前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給（同項第二号イ（２）

の規定による支給に限る。）を受け、かつ、第一号に該当する場合にあつては、同項第二号イに定める額に加え、第二号に定める額を支

給するものとする。

一　次のいずれかに該当する中小企業事業主

イ　介護休業をする被保険者の当該介護休業の期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派

遣元事業主（労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。）から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企

業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの

ロ　介護休業をする被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた中小企業事業主であつ

て、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの

二　次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号イに該当する中小企業事業主　被保険者一人につき二十万円

ロ　前号ロに規定する中小企業事業主　被保険者一人につき五万円

８　第六項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助

成金の支給を受け、かつ、次のいずれにも該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十

五万円を支給するものとする。

一　第六項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、

ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主

イ　介護休業及び就業と介護との両立に資する制度（以下この項において「介護休業等」という。）に関する事項

ロ　介護休業等の申出先

ハ　介護休業給付に関する事項

ニ　労働者が介護休業期間（育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。）について

負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法

ホ　労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項

ヘ　介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項

ト　育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期

に関する事項

二　介護休業等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の

措置を講じている事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの

イ　その雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施

ロ　介護休業等に関する相談体制の整備

ハ　その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例（その雇用する労

働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省雇用環境・均等局長（以下「雇用環境・均等局長」とい

う。）が定める事例）の提供

ニ　その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知

９　育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する中小企業事業主（中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業

主）

イ　その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画（育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間（当該被保険者に労働基

準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該

期間）の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険

者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下こ

のイ及び次号イ（１）において同じ。）を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当

該被保険者の育児休業をした期間（当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児

休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ（１）、第十一項第一号ロ及びニ、同項

第二号イ及びロ並びに第十二項において同じ。）が三箇月以上であるもの

ロ　厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じて

いる中小企業事業主

二　次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号に該当する中小企業事業主　次の（１）及び（２）に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

（１）　その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育

児休業をした期間が三箇月以上であるもの（（２）及びロにおいて「要件該当被保険者」という。）（期間の定めのない労働契約を

締結しているものに限る。）が生じた中小企業事業主（既にこの（１）の規定による支給を受けたものを除く。）　三十万円

（２）　要件該当被保険者（期間を定めて雇用する労働者に限る。）が生じた中小企業事業主（既にこの（２）の規定による支給を受

けたものを除く。）　三十万円
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ロ　前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要

件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの　三十万円

１０　前項第一号に規定する中小企業事業主（既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。）

が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公

表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給す

るものとする。

１１　育休中等業務代替支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれかに該当する中小企業事業主

イ　次のいずれにも該当する中小企業事業主（中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、（１）及び（２）に該当

する中小企業事業主）

（１）　その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は

派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業（当該被保険者に労働基

準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当

該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。）を取得させた中小

企業事業主

（２）　（１）に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コー

ス助成金の支給の対象となる被保険者が 初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの

（３）　厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講

じている中小企業事業主

ロ　次のいずれにも該当する中小企業事業主（中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、（１）及び（２）に該当

する中小企業事業主）

（１）　その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務

及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位（以下「原職等」という。）に復帰させる措置（以下「原職等復帰措置」という

。）を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について当該

被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該

育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの

（２）　（１）に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コー

ス助成金の支給の対象となる被保険者が 初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの

（３）　厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講

じている中小企業事業主

ハ　次のいずれにも該当する中小企業事業主（中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、（１）及び（２）に該当

する中小企業事業主）

（１）　その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を

処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置

（ニ及びホにおいて「手当支給等措置」という。）を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた中小

企業事業主

（２）　（１）に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コー

ス助成金の支給の対象となる被保険者が 初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの

（３）　厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講

じている中小企業事業主

ニ　次のいずれにも該当する中小企業事業主（中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、（１）及び（２）に該当

する中小企業事業主）

（１）　その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の中小企業

事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるとこ

ろにより、手当支給等措置を講じた上で、育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継

続して雇用したもの

（２）　（１）に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コー

ス助成金の支給の対象となる被保険者が 初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの

（３）　厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講

じている中小企業事業主

ホ　次のいずれにも該当する中小企業事業主（中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、（１）及び（２）に該当

する中小企業事業主）

（１）　その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定す

る育児のための所定労働時間の短縮措置（以下「所定労働時間短縮措置」という。）を講ずる事業所の中小企業事業主であつて、

当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に

定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの

（２）　（１）に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コー

ス助成金の支給の対象となる被保険者が 初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの

（３）　厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講

じている中小企業事業主

二　次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額（一の年度において、前号イ（１）、ロ

（１）、ハ（１）、ニ（１）又はホ（１）に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給に

ついては、合計して十人までの支給に限る。）

イ　前号イ又はロに該当する中小企業事業主（既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の労働者がする同一の子に

係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。）　被保険者一人につき、次の（１）から（５）までに掲げる

期間（当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業

主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。）の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
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（１）　七日以上十四日未満　九万円（当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十一万円）

（２）　十四日以上一箇月未満　十三万五千円（当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十六万五千円）

（３）　一箇月以上三箇月未満　二十七万円（当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、三十三万円）

（４）　三箇月以上六箇月未満　四十五万円（当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五十五万円）

（５）　六箇月以上　六十七万五千円（当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、八十二万五千円）

ロ　前号ハ又はニに該当する中小企業事業主（既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の労働者がする同一の子に

係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。）　被保険者一人につき次の（１）及び（２）に掲げる額の合

計額

（１）　五万円（被保険者が育児休業をした期間が一箇月に満たないときは、二万円）

（２）　被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額（当該被保険者一

人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。）に四分の三（当

該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五分の四）を乗じて得た額（当該被保険者一人につき、当該額を

当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数（当該月数が十二月を超えるときは、十二月）で除して得た額が十万円を超えるとき

は、十万円とする。）

ハ　前号ホに該当する中小企業事業主　被保険者一人につき次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額

（１）　二万円

（２）　被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の

額に四分の三を乗じて得た額（当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が

三万円を超えるときは、三万円とする。）

１２　前項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金

の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合（当該被保険者が育児休業をした期間につい

て当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は

当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労

働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。）にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同

項第二号イからハまでに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。

１３　第十一項第一号に規定する中小企業事業主（既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除

く。）が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取

得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十一項第二号イからハまでのいずれかに定める額に

加え、二万円を支給するものとする。

１４　柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する中小企業事業主（中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企

業事業主）

イ　その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則

に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、

当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの

（１）　育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する始業時刻変更等の措置

（２）　被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定

める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置

（３）　所定労働時間短縮措置

（４）　その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス（児童福祉法第三

十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定す

る家庭的保育事業等における保育を除く。）を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備す

る措置

（５）　被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇（労働基準法第三十九

条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。）を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することが

できるものを整備する措置

ロ　その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの（その三歳に達するまでの子を養

育する被保険者であつて、イ（１）、（２）、（４）又は（５）に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。）について、

育児に係る柔軟な働き方支援計画（当該被保険者がイ（１）から（５）までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作

成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措

置を定めた計画をいう。以下このロ及び次号イにおいて同じ。）を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措

置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者のイ（１）から（５）までに掲げる措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定

める要件に該当するもの

ハ　厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じて

いる中小企業事業主

二　次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額（当該中小企業事業主における前号ロに規定す

る被保険者の数が五人を超える場合のこの項の規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。）

イ　前号イ（１）から（５）までに掲げるもののうちいずれか二の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小

学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、

かつ、当該被保険者の前号イ（１）から（５）までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・

均等局長の定める要件に該当するもの（以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。）が生じた中小企業事業主　当該

要件該当被保険者一人につき二十万円

ロ　前号イ（１）から（５）までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業

主　当該要件該当被保険者一人につき二十五万円

１５　前項第一号に該当する中小企業事業主（既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。）

が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取
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得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二

万円を支給するものとする。

１６　不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する中小企業事業主

イ　その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの（以下この項において「対象被保険者」という。）について、不妊治療の

ために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主で

あること。

（１）　不妊治療のための休暇制度（不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度

を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。）

（２）　所定外労働の制限の制度

（３）　一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

（４）　労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度

（５）　所定労働時間の短縮の制度

（６）　情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度

ロ　不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。

ハ　不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に

関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。

ニ　対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を

講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであるこ

と。

ホ　不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であるこ

と。

二　次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号に該当する中小企業事業主　三十万円

ロ　イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ（１）の規定による休暇を二十日以上連

続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上

継続して雇用したもの（既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。）　三十万円

第百十七条　削除

（人材確保等支援助成金）

第百十八条　人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分

野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。

２　人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。

イ　次のいずれにも該当する認定組合等であること。

（１）　中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の（ｉ）及び（ｉｉ）に掲げるもの（以下この項におい

て「中小企業労働環境向上事業」という。）を行う認定組合等であること。

（ｉ）　その構成員である中小企業者（以下この項において「構成中小企業者」という。）における労働力の確保及び職場への定着

に資する雇用管理の改善に関する事業

（ｉｉ）　（ｉ）の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する

当該調査に基づく指導その他の援助

（２）　中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。

ロ　次の（１）から（６）まで（（７）に規定する介護事業主にあつては（７）を含む。）のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置（以下この条において「雇用管理制度の整備」という。）のう

ち、次の（ｉ）から（ｉｖ）までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三

第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事

業主（以下「保育事業主」という。）であつて、次の（ｖ）の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。

（ｉ）　労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置

（ｉｉ）　労働者の能力の開発及び向上を図るための措置

（ｉｉｉ）　医師による健康診断（労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。）等の措置

（ｉｖ）　キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置

（ｖ）　短時間正社員（期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用さ

れる通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除

く。次条及び第百二十五条において同じ。）制度を導入するための措置

（２）　雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画（以下この号及び次項にお

いて「雇用管理制度整備計画」という。）を提出し、認定を受けた事業主であること。

（３）　当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六

箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金（雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限

る。）の受給についての申請書を提出するまでの間（以下この（３）において「基準期間」という。）に離職したもののうち、当該

基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる

事業主であること。

（４）　当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らか

にする書類を整備している事業主であること。

（５）　雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る

事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、

当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

（６）　当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労

働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金（このロの規定によるものに限る。）の受給についての申請書を提出するまでの
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間（以下この（６）において「基準期間」という。）に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決

定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

（７）　介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。）第二条第一項に規

定する介護関係業務を行う事業主（以下「介護事業主」という。）にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの

相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任につ

いて、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。

ハ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるも

の（以下この条において「人事評価制度等」という。）の整備を行つた事業主であること。

（２）　当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。

（３）　都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。

（４）　当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の

状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

（５）　人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して、人事評価制度等に基づく 初

の賃金支払日（以下この（５）において「実施日」という。）に支払われた賃金の総額が、実施日の属する月の前月に支払われた

賃金の総額と比べて職業安定局長が定める目標値以上で増額している事業主であること。

（６）　人事評価制度等の適用開始日（以下この（６）において単に「適用開始日」という。）から起算して一年を経過する日までの

間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合

が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

ニ　その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第

一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの（（１）において「外国人雇用状況届出」という。）を行つている事業主であつて、

次のいずれにも該当するものであること。

（１）　次の（ｉ）及び（ｉｉ）に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者（現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人

雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このニにおいて同じ。）に適用した事業主であること。

（ｉ）　外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として

選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること

（ｉｉ）　労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国

人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置

（２）　次の（ｉ）から（ｉｉｉ）までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業

主であること。

（ｉ）　労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備（事業主が、

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する

場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第二条第十項に規

定する監理団体として事業を行う場合を除く。）

（ｉｉ）　労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇（労働基準法第

三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。）を取得させるための措置

（ｉｉｉ）　当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等（（１）（ｉｉ）に掲げる文書を除く。）

について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置

（３）　（１）及び（２）に掲げる措置（以下この項において「就労環境の整備」という。）を行う場合に、都道府県労働局長に対して

当該就労環境の整備に係る計画（以下この号において「就労環境整備計画」という。）を提出し、認定を受けた事業主であること。

（４）　就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該

計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者

の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（５）　就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日か

ら都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金（このニの規定によるものに限る。）の受給についての申請書を提

出するまでの間（以下この（５）において「基準期間」という。）に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として

受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

（６）　就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を

整備している事業主であること。

（７）　外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する

日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における

当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

ホ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定める

ものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。

（２）　都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画（以下このホにおいて「実施計画」という。）を

提出し、認定を受けた事業主であること。

（３）　認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置（雇用環境・均等局長が定めるものに限る。）

を実施した事業主であること。

（４）　（３）の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者（以

下この条において「対象労働者」という。）の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であ

ること。

（５）　中小企業事業主であること。

（６）　情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期

間（次項において「評価期間」という。）における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長

の定める要件に該当する事業主であること。

二　次のイからホまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
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イ　前号イに該当する認定組合等　中小企業労働環境向上事業（同号イ（２）の計画に基づくものに限る。）に要した費用の額の三分

の二に相当する額（その額が次の（１）から（３）までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該（１）から（３）までに定

める額を超えるときは、当該定める額）を支給する。

（１）　百未満　六百万円

（２）　百以上五百未満　八百万円

（３）　五百以上　千万円

ロ　前号ロに該当する事業主　五十七万円

ハ　前号ハに該当する事業主　八十万円

ニ　前号ニに該当する事業主　就労環境の整備に要した費用の額の二分の一（その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額

した事業主にあつては、三分の二）に相当する額（その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円（その雇用する労働者に係る賃

金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円））

ホ　前号ホに該当する事業主　同号ホ（３）の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額

の百分の五十に相当する額（その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当

該いずれか低い額）

３　前項第一号ホに規定する事業主が、同号ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号の

いずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ（３）の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める

基準に従つて算定した額の百分の十五（その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の二十五）

に相当する額（その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い

額）を支給するものとする。

一　評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ホ（４）の事業所における離職者の数を評価期間

の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達

成している事業主であること。

二　評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ホ（４）の事業所における情

報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。

４　建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野

作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。

（キャリアアップ助成金）

第百十八条の二　キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞

与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。

２　正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者（通常の労働者（派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及

び附則第三十四条において同じ。）、勤務地限定正社員（期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事

業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。

以下この条及び第百二十五条において同じ。）、職務限定正社員（期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同

一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除

く。以下この条及び第百二十五条において同じ。）及び短時間正社員を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」

という。）（以下「有期契約労働者等」という。）について、そのキャリアアップ（職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を

通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。）

を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

イ　事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該

配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主

ロ　当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画（有期契約労働者等のキャリアアップを図るために

事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。）を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事

業主

ハ　労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講

じた事業主

（１）　その雇用する有期契約労働者（当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下である者に限る。）の通常の労働者、

勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換（当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の

割合以上で増額する場合に限る。）

（２）　その雇用する有期契約労働者（当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超える者に限る。）の通常の労働者、勤

務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換（当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割

合以上で増額する場合に限る。）

（３）　その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換（当該労働者に

係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。）

（４）　その指揮命令の下に労働させる派遣労働者（派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣

元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。）の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員

又は短時間正社員としての雇入れ（当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合

に限る。）

（５）　その指揮命令の下に労働させる派遣労働者（派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣

元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。）の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又

は短時間正社員としての雇入れ（当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に

限る。）

（６）　その指揮命令の下に労働させる派遣労働者（派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。）の通常の

労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ（当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の

賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。）
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ニ　ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間（ホにおいて「基準期間」という。）にお

いて、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又

は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。）以外の事業主

ホ　ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資

格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主

ヘ　ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している

事業主

二　次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額（一の事業所につき、一の年度における当該措置の

対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。）

イ　前号ハ（１）の措置を講じた事業主　対象者一人につき六十万円（中小企業事業主にあつては、八十万円）

ロ　前号ハ（２）又は（３）の措置を講じた事業主　対象者一人につき三十万円（中小企業事業主にあつては、四十万円）

ハ　前号ハ（４）の措置を講じた事業主　対象者一人につき八十八万五千円（中小企業事業主にあつては、百八万五千円）

ニ　前号ハ（５）又は（６）の措置を講じた事業主　対象者一人につき五十八万五千円（中小企業事業主にあつては、六十八万五千円）

３　前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規

定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円（中小企業事業主にあつては、八十万円）」とあるのは「母子家庭の母等又

は父子家庭の父である労働者（以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。）一人につき六十九万五千円、その他の労

働者一人につき六十万円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十九万五千円、その他の労働者一人に

つき八十万円）」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円（中小企業事業主にあつては、四十万円）」とあるのは「母子家庭の母等であ

る労働者一人につき三十四万七千五百円、その他の労働者一人につき三十万円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働

者一人につき四十四万七千五百円、その他の労働者一人につき四十万円）」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円（中小企業

事業主にあつては、百八万五千円）」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき九十八万円、その他の労働者一人につき八十

八万五千円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百十八万円、その他の労働者一人につき百八万五千

円）」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円（中小企業事業主にあつては、六十八万五千円）」とあるのは「母子家庭の母等で

ある労働者一人につき六十三万二千五百円、その他の労働者一人につき五十八万五千円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等で

ある労働者一人につき七十三万二千五百円、その他の労働者一人につき六十八万五千円）」とする。

４　第二項第一号ハ（１）から（６）までの措置（通常の労働者への転換に限る。）が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに

定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労

働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中

「対象者一人につき六十万円（中小企業事業主にあつては、八十万円）」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者（以

下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。）一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万円及び当該

措置が実施された一の事業所につき十五万円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、そ

の他の対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円）」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円（中

小企業事業主にあつては、四十万円）」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人

につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人に

つき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円）」と、同号ハ中「対

象者一人につき八十八万五千円（中小企業事業主にあつては、百八万五千円）」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九

十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円（中小企業事業主にあつて

は、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所

につき二十万円）」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円（中小企業事業主にあつては、六十八万五千円）」とあるのは「母子

家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業

所につき十五万円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につ

き六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円）」とする。

５　第二項第一号ハ（１）から（６）までの措置（勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。）が、労働協約

又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若し

くは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員と

しての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象

者一人につき六十万円（中小企業事業主にあつては、八十万円）」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者（以下こ

の号において「母子家庭の母等である対象者」という。）一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万円及び当該措置

が実施された一の事業所につき三十万円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他

の対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円）」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円（中小

企業事業主にあつては、四十万円）」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人に

つき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につ

き四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円）」と、同号ハ中「対

象者一人につき八十八万五千円（中小企業事業主にあつては、百八万五千円）」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九

十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円（中小企業事業主にあつて

は、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所

につき四十万円）」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円（中小企業事業主にあつては、六十八万五千円）」とあるのは「母子

家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業

所につき三十万円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につ

き六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円）」とする。

６　賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

イ　事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該

配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主

ロ　当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受け

た事業主
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ハ　労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一

定の割合以上で増額する措置を講じた事業主

ニ　ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主

二　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額（一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対

象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。）

イ　前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上五パーセント未満で増額した場合　対象者一人につき三万

三千円（中小企業事業主にあつては、五万円）

ロ　前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上で増額した場合　対象者一人につき四万三千円（中小企業

事業主にあつては、六万五千円）

７　前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該

事業主に対しては、同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円（中小企業事業主にあつては、二十万円）を支給

するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

８　賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項

の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

一　有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

イ　事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該

配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主

ロ　当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受け

た事業主

ハ　労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するため

の制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支

払つた事業主

ニ　ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主

二　一の事業所につき四十五万円（中小企業事業主にあつては、六十万円）

９　賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこ

の項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

一　有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

イ　事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該

配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主

ロ　当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受け

た事業主

ハ　労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を

整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置

を講じた事業主

ニ　ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主

二　次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号ハの措置（賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの）を講じた事業主　一の事業所につき三十万円（中小企業事業主にあつ

ては、四十万円）

ロ　前号ハの措置（賞与及び退職金制度の両方に係るもの）を講じた事業主　一の事業所につき四十二万六千円（中小企業事業主にあ

つては、五十六万八千円）

１０　短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

イ　事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該

配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主

ロ　当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受け

た事業主

ハ　その雇用する有期契約労働者等（健康保険法（大正十一年法律第七十号）による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法（昭和二

十九年法律第百十五号）による厚生年金保険の被保険者（以下このハにおいて「被保険者」という。）でないものに限る。）に対し、

一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主（当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限

る。）

ニ　ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主

二　対象者一人につき七万五千円（中小企業事業主にあつては、十万円）（一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる

労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。）

１１　障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　雇用する障害者（障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障

害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの（身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。）に限る。以

下この号において同じ。）の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

イ　事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該

配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主

ロ　当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受け

た事業主

ハ　次のいずれかに該当する措置を講じた事業主

（１）　その雇用する障害者（有期契約労働者に限る。（２）において同じ。）の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又

は短時間正社員への転換

（２）　その雇用する障害者の無期契約労働者への転換（当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるもの

に限る。）
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（３）　その雇用する障害者（無期契約労働者に限る。）の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への

転換

ニ　ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間（ホにおいて「基準期間」という。）にお

いて、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主

ホ　ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給

資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主

ヘ　ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している

事業主

二　次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額（職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安

定局長の定める方法により算定した額）

イ　前号ハ（１）の措置を講じた事業主　対象者一人につき、六十七万五千円（中小企業事業主にあつては、九十万円）

ロ　前号ハ（２）又は（３）の措置を講じた事業主　対象者一人につき、三十三万円（中小企業事業主にあつては、四十五万円）

１２　前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円

（中小企業事業主にあつては、九十万円）」とあるのは「九十万円（中小企業事業主にあつては、百二十万円）」と、同号ロ中「三十三万

円（中小企業事業主にあつては、四十五万円）」とあるのは「四十五万円（中小企業事業主にあつては、六十万円）」とする。

一　重度身体障害者

二　重度知的障害者

三　精神障害者

第百十九条　削除

（国等に対する不支給）

第百二十条　第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、

第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項（附則

第十六条の規定により適用される場合を含む。）、第百十四条第一項（附則第十六条の規定により適用される場合を含む。）、第百十六条第

二項、第三項、第六項、第九項、第十一項、第十四項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項

から第十一項までの規定（次条において「雇用関係助成金関係規定」という。）にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、

早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年

雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金（次条において「雇用関係助成金」とい

う。）は、国、地方公共団体（地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営す

る企業を除く。）、行政執行法人及び特定地方独立行政法人（以下「国等」という。）に対しては、支給しないものとする。

（労働保険料滞納事業主等に対する不支給）

第百二十条の二　雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五

年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けよ

うとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。

２　雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法

第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等（偽りそ

の他不正の行為に関与した者に限る。）が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給

しないものとする。

３　雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関す

る手続を代理して行う者（以下「代理人等」という。）又は訓練を行つた機関（以下「訓練機関」という。）が偽りの届出、報告、証明等

を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練

機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。

第二節　能力開発事業

（法第六十三条第一項第一号に掲げる事業）

第百二十一条　法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を

行うものとする。

（広域団体認定訓練助成金）

第百二十二条　広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発

促進法第二十四条第三項（同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。）に規定する認定職業訓練（以下「認定訓練」とい

う。）を実施する中小企業事業主の団体（その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る。）又はその連合団体であつて、認定訓練を

振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。

２　広域団体認定訓練助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関

し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額（その額が当該経費につき当該年度において要し

た金額を超えるときは、当該金額とする。）の二分の一（全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては、三分の二）の額とする。

（認定訓練助成事業費補助金）

第百二十三条　認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等（事業主にあつては中小企業事業主に、事

業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。）が行う認定訓練を振興するために必要な助成

又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基

準に従つて算定した額（その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。）の経費について、都

道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額（その額が当該基準に従つて算定した額（その額が当該経費につき当該年度

において要した金額を超えるときは、当該金額とする。）の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額）を交付す

るものとする。

一　認定訓練の運営に要する経費

二　認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費

（法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業）

第百二十四条　法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金（人材開発支援助成金の

うち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものを

いう。次条第一項及び第四項において同じ。）を支給するものとする。
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（人材開発支援助成金）

第百二十五条　人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成

金とする。

２　人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主（以下

この条において「事業主団体等」という。）に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。

イ　次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。

（１）　次のいずれにも該当する事業主であること。

（ｉ）　当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画（以下この条

及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。）をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該

事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画（職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定

めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。）を作成し、かつ、その雇用する有期契約労

働者等に周知させるものであること。

（ｉｉ）　職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に次のいずれかに該当する職業訓練等（以下この項において

「人材育成訓練」という。）を受けさせる事業主（当該人材育成訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した

場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。）であること。

（イ）　職務に関連した専門的な知識又は技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等

（ロ）　新たな職業に必要な知識又は技能を習得させることを内容とする職業訓練等

（ハ）　その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はそ

の雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換並びに将来の

職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等

（ｉｉｉ）　職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。

（ｉｖ）　職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成

金の受給についての申請書の提出日までの間（（ｖ）において「基準期間」という。）において、当該職業訓練実施計画に係る事

業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰

すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（ｖ）　職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格

者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

（ｖｉ）　職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明

らかにする書類を整備している事業主であること。

（ｖｉｉ）　職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

（ｖｉｉｉ）　労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルテ

ィングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。

（２）　次のいずれにも該当する事業主であること。

（ｉ）　当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業

主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者（有期契約労働者

等を除く。ロ及びニ、次号チ並びに第五項を除き、以下この条において同じ。）に周知させるものであること。

（ｉｉ）　職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に人材育成訓練（（１）（ｉｉ）（ハ）の職業訓練等を除く。以下（３）

（ｉｉ）及び（ｉｖ）並びに第二号ロ及びハにおいて同じ。）を受けさせる事業主（当該人材育成訓練の期間、当該被保険者に対

し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。）であること。

（ｉｉｉ）　職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。

（ｉｖ）　職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成

金の受給についての申請書の提出日までの間（（ｖ）において「基準期間」という。）において、当該職業訓練実施計画に係る事

業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰

すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（ｖ）　職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格

者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

（ｖｉ）　職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明

らかにする書類を整備している事業主であること。

（ｖｉｉ）　職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

（ｖｉｉｉ）　労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルテ

ィングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。

（３）　次のいずれにも該当する事業主団体等であること。

（ｉ）　訓練実施計画（事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主（以下この号において「構成事業主」という。）の

雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この（３）及び次

項において同じ。）を作成する事業主団体等であること。

（ｉｉ）　訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等（共同して人材育成訓練

を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した

場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。）であること。

（ｉｉｉ）　訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。

（ｉｖ）　共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主である

こと。

（イ）　訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の

受給についての申請書の提出日までの間（（ロ）において「基準期間」という。）において、当該訓練実施計画に係る事業所の

労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべ

き理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。
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（ロ）　訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者

として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

（ハ）　訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにす

る書類を整備している事業主であること。

（ニ）　職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

（ホ）　労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の

確保に係る措置を定めている事業主であること。

ロ　イ（１）（ｉ）及び（ｉｉｉ）から（ｖｉｉｉ）までに該当する事業主又はイ（２）（ｉ）及び（ｉｉｉ）から（ｖｉｉｉ）までに

該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

（１）　職業訓練実施計画に基づき、次の（ｉ）から（ｉｉｉ）までに掲げるいずれかの者（以下この項において「雇用型訓練対象

者」という。）にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練（以下この項において「特定雇用型訓練」という。）を受けさせる事業主（当

該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に

限る。）であること。

（ｉ）　新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの　職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定す

る認定実習併用職業訓練（以下この（１）において「対象認定実習併用職業訓練」という。）

（ｉｉ）　職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者の

うち、新たに通常の労働者へ転換した者　対象認定実習併用職業訓練

（ｉｉｉ）　その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの　対象認定実習併用職業訓練

（２）　職業訓練実施計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価（以下「能力評価」という。）を実

施する事業主であること。

ハ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　次のいずれかに該当する事業主であること。

（ｉ）　次のいずれにも該当する職業訓練（以下この項において「有期実習型訓練」という。）の訓練実施計画（以下この項及び次

項において「有期実習型訓練実施計画」という。）に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者

（有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。）であるものに、有期実習型訓練を

受けさせる事業主（当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通

常の賃金の額を支払う事業主に限る。）であること。

（イ）　実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであるこ

と。

（ロ）　職業訓練の実施期間が二箇月以上であること。

（ハ）　職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。

（ニ）　実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。

（ホ）　対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。

（ヘ）　職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。

（ト）　職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められているこ

と。

（ｉｉ）　派遣元事業主と派遣先の事業主（労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において

同じ。）とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣（労働者派遣法第

二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。）に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者で

あるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主（当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し

所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。）又は当該派遣先の事業主であること。

（２）　（１）の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援

コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間（（３）において「基準期間」という。）において、当該有期実習型訓練に

係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責め

に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（３）　（１）の有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資

格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

（４）　（１）の有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明

らかにする書類を整備している事業主であること。

ニ　職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。

（１）　次のいずれにも該当する事業主であること。

（ｉ）　その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者

の行う職業訓練等、職業能力検定（職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。）又はキャリア

コンサルティング（以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。）を受けるために必要な有給休暇（労働基準法第三十

九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ニ（２）（ｉｉ）において同じ。）の付与による自発的職業能

力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。

（ｉｉ）　（ｉ）の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。

（ｉｉｉ）　事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき（ｉ）

の措置に係る計画（以下この（１）において「制度導入・適用計画」という。）を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知

したものであること。

（ｉｖ）　制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

（ｖ）　制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受

給についての申請書を提出する日までの間（（ｖｉ）において「基準期間」という。）において、当該制度導入・適用計画に係る

事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに

帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。
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（ｖｉ）　制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給

資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であるこ

と。

（ｖｉｉ）　当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

（２）　次のいずれにも該当する事業主であること。

（ｉ）　その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発

を受けるために必要な三十日以上の休暇（労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。）の

付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であ

ること。

（ｉｉ）　（ｉ）の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。

（ｉｉｉ）　事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき（ｉ）

の措置に係る計画（以下この（２）において「制度導入・適用計画」という。）を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知

したものであること。

（ｉｖ）　制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

（ｖ）　制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受

給についての申請書を提出する日までの間（（ｖｉ）において「基準期間」という。）において、当該制度導入・適用計画に係る

事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに

帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（ｖｉ）　制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給

資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であるこ

と。

（ｖｉｉ）　当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

（３）　次のいずれにも該当する事業主であること。

（ｉ）　その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定

労働時間の短縮による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた

事業主であること。

（ｉｉ）　（ｉ）の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。

（ｉｉｉ）　事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき（ｉ）

の措置に係る計画（以下この（３）において「制度導入・適用計画」という。）を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知

したものであること。

（ｉｖ）　制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

（ｖ）　制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受

給についての申請書を提出する日までの間（（ｖｉ）において「基準期間」という。）において、当該制度導入・適用計画に係る

事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに

帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（ｖｉ）　制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給

資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であるこ

と。

（ｖｉｉ）　当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

二　次のイからチまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号イ（１）に該当する事業主　次に掲げる額の合計額

（１）　人材育成訓練（当該事業主が自ら運営する座学等に限る。）の運営に要した経費並びに人材育成訓練（当該事業主が教育訓練

施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十（その雇用する労働者に係る賃金を一定の

割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習

得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主（以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用

する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。）にあつては、百分の七十五）の額（その額が、当該人材育成訓練を受けた有

期契約労働者等一人につき、次の（ｉ）から（ｉｉｉ）までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（ｉ）か

ら（ｉｉｉ）までに定める額を超えるときは、当該定める額）

（ｉ）　十時間以上百時間未満　十万円（中小企業事業主にあつては、十五万円）

（ｉｉ）　百時間以上二百時間未満　二十万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）

（ｉｉｉ）　二百時間以上　三十万円（中小企業事業主にあつては、五十万円）

（２）　その雇用する有期契約労働者等に対して、人材育成訓練（座学等に限る。）を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎

となつた労働時間数（当該有期契約労働者等一人につき、千二百時間（当該有期契約労働者等に専門実践教育訓練を受けさせる場

合にあつては、千六百時間）を限度とする。）に三百八十円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百

八十円）（中小企業事業主にあつては、七百六十円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円））

を乗じて得た額

ロ　前号イ（２）に該当する事業主　次に掲げる額の合計額

（１）　人材育成訓練（当該事業主が自ら運営する座学等に限る。）の運営に要した経費並びに人材育成訓練（当該事業主が教育訓練

施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十（その雇用する労働者に係る賃金を増額し

た事業主にあつては、百分の四十五）（中小企業事業主にあつては、百分の四十五（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事

業主にあつては、百分の六十））の額（その額が、当該人材育成訓練を受けた被保険者一人につき、次の（ｉ）から（ｉｉｉ）ま

でに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（ｉ）から（ｉｉｉ）までに定める額を超えるときは、当該定める

額）

（ｉ）　十時間以上百時間未満　十万円（中小企業事業主にあつては、十五万円）

（ｉｉ）　百時間以上二百時間未満　二十万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）

（ｉｉｉ）　二百時間以上　三十万円（中小企業事業主にあつては、五十万円）

（２）　その雇用する被保険者に対して、人材育成訓練（座学等に限る。）を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた

労働時間数（当該被保険者一人につき、千二百時間（当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時
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間）を限度とする。）に三百八十円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円）（中小企業事業主

にあつては、七百六十円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円））を乗じて得た額

ハ　前号イ（３）に該当する事業主団体等　人材育成訓練（当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。）の運営に要した経費並

びに人材育成訓練（当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料及び受講料の合計額の百分の

四十五（有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の六十）の額（その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につ

き、次の（１）から（３）までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（１）から（３）までに定める額を超え

るときは、当該定める額）

（１）　十時間以上百時間未満　十五万円

（２）　百時間以上二百時間未満　三十万円

（３）　二百時間以上　五十万円

ニ　前号ロに該当する事業主　次に掲げる額の合計額

（１）　特定雇用型訓練（当該事業主が自ら運営する座学等に限る。）の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練（当該事業主が教育

訓練施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十（その雇用する労働者に係る賃金を増

額した事業主にあつては、百分の四十五）（中小企業事業主にあつては、百分の四十五（その雇用する労働者に係る賃金を増額し

た事業主にあつては、百分の六十））の額（その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の（ｉ）か

ら（ｉｉｉ）までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（ｉ）から（ｉｉｉ）までに定める額を超えると

きは、当該定める額）

（ｉ）　十時間以上百時間未満　十万円（中小企業事業主にあつては、十五万円）

（ｉｉ）　百時間以上二百時間未満　二十万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）

（ｉｉｉ）　二百時間以上　三十万円（中小企業事業主にあつては、五十万円）

（２）　その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練（座学等に限る。）を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基

礎となつた労働時間数（当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。）に三百八十円（その雇用する労働者に係

る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円）（中小企業事業主にあつては、七百六十円（その雇用する労働者に係る賃金を

増額した事業主にあつては、九百六十円））を乗じて得た額

（３）　特定雇用型訓練（座学等を除く。）を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円（その雇用する労働者に係る賃金を増

額した事業主にあつては、十四万円）（中小企業事業主にあつては、二十万円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主

にあつては、二十五万円））

ホ　前号ハ（１）（ｉ）に該当する事業主　次に掲げる額の合計額

（１）　有期実習型訓練（当該事業主が自ら運営する座学等に限る。）の運営に要した経費並びに有期実習型訓練（当該事業主が教育

訓練施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十（その雇用する労働者に係る賃金を増

額した事業主にあつては、百分の七十五）の額（その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次

の（ｉ）から（ｉｉｉ）までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（ｉ）から（ｉｉｉ）までに定める額

を超えるときは、当該定める額）

（ｉ）　十時間以上百時間未満　十万円（中小企業事業主にあつては、十五万円）

（ｉｉ）　百時間以上二百時間未満　二十万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）

（ｉｉｉ）　二百時間以上　三十万円（中小企業事業主にあつては、五十万円）

（２）　その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練（座学等に限る。）を受ける期間中に支払つた賃金の額の算

定の基礎となつた労働時間数に三百八十円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円）（中小企

業事業主にあつては、七百六十円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円））を乗じて得た額

（３）　有期実習型訓練（座学等を除く。）を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円（その雇用する労働者に係る賃金

を増額した事業主にあつては、十二万円）（中小企業事業主にあつては、十万円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業

主にあつては、十三万円））

ヘ　前号ハ（１）（ｉｉ）に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主　次に掲げる額の合計額

（１）　有期実習型訓練（当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。）の運営に要した経費並びに有期

実習型訓練（当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料及び受講

料の合計額の百分の六十（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五）の額（その額が、当該有

期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の（ｉ）から（ｉｉｉ）までに掲げる一の有期実習型訓練の

実施時間数の区分に応じ、当該（ｉ）から（ｉｉｉ）までに定める額を超えるときは、当該定める額）

（ｉ）　十時間以上百時間未満　十万円（当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五

万円）

（ｉｉ）　百時間以上二百時間未満　二十万円（当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつて

は、三十万円）

（ｉｉｉ）　二百時間以上　三十万円（当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万

円）

（２）　その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練（当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座

学等に限る。）を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円（その雇用する労働者に係る賃

金を増額した事業主にあつては、四百八十円）（中小企業事業主にあつては、七百六十円（その雇用する労働者に係る賃金を増額

した事業主にあつては、九百六十円））を乗じて得た額

ト　前号ハ（１）（ｉｉ）に該当する派遣先の事業主　有期実習型訓練（座学等を除く。）を受けた対象職業能力形成促進者の一人につ

き、九万円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円）（当該派遣先の事業主が中小企業事業主であ

る場合にあつては、十万円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円））

チ　前号ニに該当する事業主　次の（１）から（３）までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該（１）から（３）までに定め

る額

（１）　前号ニ（１）に該当する事業主　三十万円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円）

（２）　前号ニ（２）に該当する事業主　次に掲げる額の合計額

（ｉ）　二十万円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円）

（ｉｉ）　その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数（当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。）を合計した数に

六千円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円）を乗じて得た額（一の事業主につき、当該
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措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人（被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主に

つき二人）までの支給に限る。）

（３）　前号ニ（３）に該当する事業主　二十万円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円）

三　第一号イ（１）に定める事業主が、人材育成訓練を修了した有期契約労働者等について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働

者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置、その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限

定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置（以下この項におい

て「通常の労働者等への転換措置」という。）のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ（１）の規定の適用については、同

号イ（１）中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

四　第一号ハ（１）（ｉ）に定める事業主が、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、通常の労働者等への転換措

置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ（１）の規定の適用については、同号ホ（１）中「百分の六十」とあるのは

「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

五　第一号ハ（１）（ｉｉ）に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮

命令の下に労働させる派遣労働者（派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。）の通常の労働者、勤務地限

定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者（派遣元事業主と期

間の定めのない労働契約を締結している者に限る。）の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員とし

ての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ（１）の規定の

適用については、同号ヘ（１）中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

３　一の年度において、職業訓練実施計画、訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材育

成支援コース助成金の額が一千万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に

対して支給するものとする。

４　建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。

（法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業）

第百二十五条の二　法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び

向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術

的な援助を行う事業を行うものとする。

（法第六十三条第一項第二号に掲げる事業）

第百二十六条　法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設（公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者

のための宿泊施設を含む。次条第一項において同じ。）及び職業能力開発総合大学校（職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職

業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第百二十八条において同じ。）の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第十五条の七第一

項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。

（公共職業能力開発施設の設置及び運営）

第百二十七条　法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能

力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。

２　前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。

（職業能力開発総合大学校の設置及び運営）

第百二十八条　職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。

（法第六十三条第一項第三号に掲げる事業）

第百二十九条　法第六十三条第一項第三号に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。

（職場適応訓練）

第百三十条　職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受け

ることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。

一　設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。

二　職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。

（介護労働講習）

第百三十一条　介護労働講習は、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識

及び技能を習得させるため行うものとする。

第百三十二条　削除

第百三十三条　削除

（法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業）

第百三十四条　法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力

開発協会費補助金を交付するものとする。

（中央職業能力開発協会費補助金）

第百三十五条　中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第五十五

条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。

（都道府県職業能力開発協会費補助金）

第百三十六条　都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十二条の規定に基づいて行う

業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。

（法第六十三条第一項第七号に掲げる事業）

第百三十七条　法第六十三条第一項第七号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。

（指定試験機関費補助金）

第百三十七条の二　指定試験機関費補助金は、職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関す

る業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する経費について補助を行うことが必要なものに対して、当該経費について、厚

生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。

（法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業）

第百三十八条　法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百四十条

及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
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一　労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金

を支給すること。

二　労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。

三　都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。

四　公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練（以下この号において「職業訓練等」という。）

を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対し

て、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。

五　卓越した技能者の表彰を行うこと。

六　技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。

七　雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。

八　外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための

研修並びに助言及び指導を行うこと。

九　独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政

策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力

の開発を図るために必要な助成を行うこと。

十　船員の雇用の促進に関する特別措置法（昭和五十二年法律第九十六号）第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された

法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。

十一　法第六十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

第百三十九条　削除

第百三十九条の二　削除

（国等に対する不支給）

第百三十九条の三　第百二十五条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

（労働保険料滞納事業主等に対する不支給）

第百三十九条の四　第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定（以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。）にか

かわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金（以下この条において「雇用関係助成金」という。）は、労働保険料の納付

の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給さ

れる給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

２　雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法

第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等（偽りそ

の他不正の行為に関与した者に限る。）が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主

団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

３　雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関す

る代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又

は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は

事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

第三節　地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト

（地域雇用活性化推進事業）

第百四十条　法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化

推進事業を行うものとする。

一　地域雇用開発促進法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が

当該同意自発雇用創造地域（同法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下この号において同じ。）における雇用の

創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。

イ　同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い当該同

意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業

ロ　同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることと

なつている者（当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。）（ハにおいて「求職者等」という。）に対して、就職又は

職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業

ハ　同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報

を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業

ニ　イからハまでに掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業

二　人口の減少等により雇用機会が不足するおそれのある地域であつて雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、

厚生労働大臣が指定する地域（以下この号において「過疎等雇用創造地域」という。）における協議会（地域内の市町村、当該地域を

その区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、雇用の創造の方策について検討するための協議会をいう。）

からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると

認めるものを行うものとする。

イ　過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い求職者を

雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業

ロ　求職者又は過疎等雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者（ハにおいて「求職者等」と

いう。）に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業

ハ　過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を

収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業

ニ　イからハまでに掲げるもののほか、過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資する事業

（地域活性化雇用創造プロジェクト）

第百四十条の二　法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成さ

れるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が

認めるもの（次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。）について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部

を補助するものとする。
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２　前項の都道府県が実施する事業のほか、地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。

第四節　返還命令等及び事業主名等の公表

（返還命令等）

第百四十条の三　偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は

事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還するこ

とを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の

四第一項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができ

る。

２　前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたも

のであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係

助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

（事業主名等の公表）

第百四十条の四　都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

一　事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給さ

れる給付金の支給を受け、又は受けようとした場合

二　代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定

により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

三　訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定

により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

２　前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一　前項第一号に該当する場合　次に掲げる事項

イ　偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の氏名並びに事業所の名称及び所在地

ロ　偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の事業の概要

ハ　偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとし

た当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

ニ　偽りその他不正の行為の内容

二　前項第二号に該当する場合　次に掲げる事項

イ　偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

ロ　偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支

給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

ハ　偽りの届出、報告、証明等の内容

三　前項第三号に該当する場合　次に掲げる事項

イ　偽りの届出、報告、証明等を行つた訓練機関の氏名並びに訓練機関の名称及び所在地

ロ　偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支

給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

ハ　偽りの届出、報告、証明等の内容

第五章　雑則

（事業所の設置等の届出）

第百四十一条　事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明

書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算し

て十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一　事業所の名称及び所在地

二　事業の種類

三　被保険者数

四　事業所を設置し、又は廃止した理由

五　事業所を設置し、又は廃止した年月日

２　前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができ

る。

３　第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができ

る。

一　第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書　健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）第十九条第一項

の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則（昭和二十九年厚生省令第三十七号）第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四

条の二第一項による届書（同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に

規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。）

二　第一項の規定により事業所を廃止したときに提出する届書　健康保険法施行規則第二十条第一項の規定による届書及び厚生年金保険

法施行規則第十三条の二第一項による届書

第百四十二条　事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があ

つた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたこと

を証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安

定所の長に提出しなければならない。

２　前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができ

る。

３　事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

68



（書類の保管義務）

第百四十三条　事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類（雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働

保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。）をその完結の日から二年間（被保険者に関する書類にあつては、四年

間）保管しなければならない。

（雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出）

第百四十三条の二　事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、登記事項

証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする。

（報告等）

第百四十三条の三　法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。

（立入検査の為の証明書）

第百四十四条　法第七十九条第二項の証明書は、様式第三十四号による。

（船員に関する特例）

第百四十四条の二　被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員（以下「船員」という。）である場合においては、

第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四（これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。）、

第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十

条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八

十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十

六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安

定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議し

て指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局（運輸監理

部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長」

又は「公共職業安定所又は地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運

輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五

項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局（以下「管轄地方運輸局」という。）（運輸監理部

並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長」と、

第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第

一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一

項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の

六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第

四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第

三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三

項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二

条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第

八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第

百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあ

るのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方

運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が

国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長」と、第二十八条第一項中

「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議

して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは

「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運

輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二

号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百

三十二号）第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合に

より離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは

「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通

大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長が認めるものが生じたことにより離

職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理

由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度

時間に相当する時間数（当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者で

あつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族

を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつて

は同項に規定する制限時間に相当する時間数）」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関

する基準（平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号）に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用

者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員（以下「予備船員」という。）であ

る期間（休日を除く。）」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局（運輸監理

部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長が」

と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若

しくは地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支

局の事務所を含む。）の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して

指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安

定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支

局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法

（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地

方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及

び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定

所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支
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局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、

公共職業安定所若しくは地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸

監理部又は運輸支局の事務所を含む。）」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局（運輸監理部並びに

厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長に」と、第

百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とす

る。

２　船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安

定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつて

は、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ（３）中「公共職業安定所又

は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運

輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安

定所、地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支

局の事務所を含む。）の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業

安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地

方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）」と、第百十条第二項第一号イ（１５）中「公共職業安定所長」とあるのは「公共

職業安定所長又は地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部

又は運輸支局の事務所を含む。）の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をい

う。以下同じ。）又は派遣船員（船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条

第二項第一号ロ（ｖ）並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同

条第二項第一号ハ（４）中「（派遣元事業主」とあるのは「（派遣元事業主又は船員派遣元事業主（船員職業安定法第六条第十四項に規定

する船員派遣元事業主をいう。（５）及び（６）において同じ。）」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣

元事業主」と、同号ハ（５）及び（６）中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。

（代理人）

第百四十五条　事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理

人に行わせることができる。

２　事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一　選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日

二　代理事項

三　選任し、又は解任した年月日

四　選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地

３　事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときは、速やかに、その

旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。

４　前二項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができ

る。

５　第二項及び第三項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人（以下「社会保険労務士等」という。）

が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。）第六条

第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項第一号

の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行す

る契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録（情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。）

を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

施行規則（平成十五年厚生労働省令第四十号）第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる

電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができ

る。

（光ディスク等による手続）

第百四十六条　次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディス

ク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。）及び当該各号に

掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。

一　資格取得届　雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票（様式第三十五号）

二　資格喪失届　雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票（様式第三十六号）

三　転勤届　雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票（様式第三十七号）

２　前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディス

ク等及び当該書類は当該届書とみなす。

別表第一　削除

別表第二（第百十条関係）

一　視力の良い方の眼の視力（万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたもの

をいう。）が〇・〇七以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

二　両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

三　平衡機能に著しい障害を有するもの

四　そしやく機能を欠くもの

五　音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

六　両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

七　両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

八　一上しの機能に著しい障害を有するもの

九　一上しのすべての指を欠くもの

一〇　一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
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一一　両下しのすべての指を欠くもの

一二　一下しの機能に著しい障害を有するもの

一三　一下しを足関節以上で欠くもの

一四　体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

一五　前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

一六　精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

一七　傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有

するもの

附　則

（施行期日）

第一条　この省令は、法の施行の日（昭和五十年四月一日）から施行する。

第一条の二　基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長（管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。）に

おいて行うことを希望する者に対する第五十四条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長

の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職

業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定（第十九条及び第二十条の規定を除く。）」とある

のは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規

定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えら

れた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。

２　前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十五、

第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十五及び附則第三十

二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに

第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十

条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。

（被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置）

第一条の三　平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請

手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管

轄する公共職業安定所の長に提出することができる。

一　第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出

二　第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出

三　第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続

四　第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続

五　第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続

六　第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続

七　第百一条の三十三第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続

２　事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつ

て、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき（公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号

を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。）は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職

業安定所の長に併せて提出しなければならない。

一　第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出

二　第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出

（特定受給資格者に関する暫定措置）

第一条の四　受給資格に係る離職の日が令和二年五月一日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る第三十六条の規定の適用に

ついては、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の親族（婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。）が新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和

国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）の病原

体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由のほか、次のとおり」とする。

（通所手当に関する暫定措置）

第二条　第五十九条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、受給資格者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相

当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設（以下この条において「宿泊施設」という。）に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等

施設へ通所する者（宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。）に対して支給するものとする。

２　前項に規定する者に対する通所手当の月額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額（以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合

計額」という。）とする。ただし、第一号に掲げる額は、公共職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿

泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

一　受給資格者の住所又は居所から宿泊施設への移動（以下この号において「宿泊施設への移動」という。）に要する費用の額であつて、

次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

イ　宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合（交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難で

ある場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメート

ル未満である場合及びハに該当する場合を除く。）　当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であつて、 も低廉となるもの

（ハにおいて「 低運賃等額」という。）

ロ　宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合（自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつ

て、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該

当する場合を除く。）　自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあ

つては五千八百五十円（指定地域に居住する場合であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場合にあつ

ては八千十円）を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額

ハ　宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合（交通機関等を利用し、又は

自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用し

ないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。）　イに掲げる額とロに掲
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げる額との合計額（交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例で

ある距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合

であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、 低運賃等額がロに掲げる額以上である場合

にはイに掲げる額、 低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額）

二　宿泊施設から訓練等施設への通所（以下この号において「訓練等施設への通所」という。）に要する費用の額であつて、次のイから

ハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

イ　訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合（交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難

である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメー

トル未満である場合及びハに該当する場合を除く。）　当該交通機関等の利用区間についての一箇月の運賃等の額に相当する額（ハに

おいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という。）

ロ　訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合（自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であ

つて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに

該当する場合を除く。）　自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合に

あつては五千八百五十円

ハ　訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合（交通機関等を利用し、又

は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用

しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。）　イに掲げる額とロに

掲げる額との合計額（交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例

である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場

合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の

運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げ

る額未満である場合にはロに掲げる額）

３　前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「運賃等相当額」

とあるのは、「附則第二条第二項第一号イに規定する 低運賃等額」と読み替えるものとする。

４　第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第

三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃

等相当額」と読み替えるものとする。

（常用就職支度手当に関する暫定措置）

第三条　平成二十一年三月三十一日から平成二十九年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第八十二条の三第二項の規定の適用に

ついては、同項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であつて、前項に規定する安定した

職業に就いた日において四十歳未満であるもののほか、次のとおり」とする。

第四条から第十四条まで　削除

（雇用調整助成金に関する暫定措置）

第十五条　第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和六年厚生労働省令

第六十六号。以下「令和六年改正省令」という。）による改正前の第百二条の三第一項第二号イ（１）の対象期間（以下この条及び附則

第十五条の三において「対象期間」という。）の初日が令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの間にあり、かつ、新型コ

ロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの（以下この条から附則第十五条の四までに

おいて「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。）に係る対象期間（以下この条及び附則第十五条の三において「新型コロナウ

イルス感染症特例対象期間」という。）については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

２　新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等（当該休業等について雇用調整

助成金が支給されるものに限る。以下この条から附則第十五条の四までにおいて単に「休業等」という。）の日数は、第百二条の三第三

項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。

３　新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同

号イ（１）（ｉ）中「当該事業主が指定した日（前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主に

あつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。）から起算して

一年」とあるのは、「当該事業主が指定した日から起算して一年（当該事業主が指定した日が令和二年一月二十四日から令和四年三月三

十一日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和五年三月三十一日まで）」とする。

４　新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う前項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険

者（以下この条において「対象被保険者」という。）の休業等に係る第百二条の三第三項の規定の適用については、同項本文中「百日」

とあるのは、「百日に令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等（当該休業等に

ついて雇用調整助成金が支給されるものに限る。）の実施日数を加えた日数」とする。

５　新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に第百二条の三第

一項第二号イ（５）に規定する判定基礎期間（以下この条、次条及び附則第十五条の四において「判定基礎期間」という。）の初日があ

る休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定に

より対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）の額

（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額）に同条

第一項第二号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費（以下この条において「訓練費」という。）を加算した額を支給する

ものとする。

６　新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間

の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる休

業等の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。

一　令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等　当該休業等に係る令和六年改正省令に

よる改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分

の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）の額（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万三千五百円を

超えるときは、一万三千五百円に当該日数を乗じて得た額）に訓練費を加算した額

二　令和四年一月一日から同年二月二十八日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等　当該休業等に係る令和六年改正省令によ

る改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の
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二（中小企業事業主にあつては、五分の四）の額（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万一千円を超える

ときは、一万一千円に当該日数を乗じて得た額）に訓練費を加算した額

三　令和四年三月一日から同年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等　当該休業等に係る令和六年改正省令による

改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二

（中小企業事業主にあつては、五分の四）の額（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が九千円を超えるときは、

九千円に当該日数を乗じて得た額）に訓練費を加算した額

四　令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等　当該休業等に係る令和六年改正省令によ

る改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の

二（中小企業事業主にあつては、五分の四）の額（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の 高

額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額）に訓練費を加算した額

７　新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第五項の規定の適用については、同項中

「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるのは、「四分の三（中小企業事業主にあつては、十分の十）」とする。

一　令和二年一月二十四日から判定基礎期間の末日までの間（次号において「基準期間」という。）において、第百二条の三第一項第一

号イの事業所の労働者（日雇労働者を除く。）を解雇した事業主（労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の

事業主であること。

二　第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者

であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

８　新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第六項の規定の適用については、同項中

「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるのは、「四分の三（中小企業事業主にあつては、十分の九）」とする。

一　令和三年一月八日（当該事業主が行つた休業等が第六項第一号に該当する場合は、令和二年一月二十四日）から判定基礎期間の末日

までの間（次号において「基準期間」という。）において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者（日雇労働者を除く。）を解

雇した事業主（労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

二　第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者

であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

９　新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち中小企業事業主が行う対象被保険者の令和三年一月八日から同年四月三十日までの期間中

に判定基礎期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号並びにこの条第五項、第十

一項、第十四項及び第十七項の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当

する額として算定した額の五分の四の額（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当

該額に当該日数を乗じて得た額）に訓練費を加算した額を支給するものとする。

１０　前項の事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する同項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、

「十分の十」とする。

一　令和三年一月八日から判定基礎期間の末日までの間（次号において「基準期間」という。）において、第百二条の三第一項第一号イ

の事業所の労働者（日雇労働者を除く。）を解雇した事業主（労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業

主であること。

二　第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者

であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

１１　新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号。以下この条において「特措法」という。）第三十二条第一項

に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域（以下この項及び次項において「対象区域」という。）の

属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方

針（以下この条において「基本的対処方針」という。）に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成二十五年政令第

百二十二号。以下この条において「特措法施行令」という。）第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設

の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受け

て、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等（令和三年一月八日か

ら令和四年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。）及び当該休業

等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期

間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二

（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中

「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第

三号中「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

１２　対象区域の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に基本的対処方針に沿つて行う特

措法施行令第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限

又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた

対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等（令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、対

象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。）及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の

末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等

に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるのは「五分の四」と、「基

本手当日額の 高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。

１３　前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の

四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

１４　特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域（以下この項及び次項において「重点区域」とい

う。）の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域（重点区域にあるものに限る。）において基本

的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利

用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症

関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等（令和四年九月三十日までに行つたものであつて、重

点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。）及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の

末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等

に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるの
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は「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の

四）」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二（中小企業事業主にあつては、

五分の四）」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

１５　重点区域の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域（重点区域にあるものに限る。）にお

いて基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該

施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイル

ス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等（令和四年十月一日から同年十一月三十日ま

でに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。）及び当該休業等を行つた事業主が行つ

た対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請

を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」と

あるのは「五分の四」と、「基本手当日額の 高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。

１６　前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の

四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

１７　新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行

う対象被保険者の令和三年一月八日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第一号から

第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるのは「五分の四」と、「一万三

千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるのは「五分の四」

と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるのは「五分

の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

１８　新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行

う対象被保険者の令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第四号の適用

については、同号中「三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の 高額」及び

「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。

１９　前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の

四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

２０　新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎

期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係

る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の二分の一（中小企業事業主にあつては、

三分の二）の額（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の 高額を超えるときは、当該額に当該日

数を乗じて得た額）に訓練費を加算した額を支給するものとする。

２１　新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行

う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年一月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する前項の規定の

適用については、同項中「基本手当日額の 高額」及び「当該額」とあるのは、「九千円」とする。

２２　前項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する第二十項の規定の適用については、同項中「二分の一」とある

のは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の九」とする。

２３　新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年一月二十四日から令和五年六月三十日までの期間中に判定基礎

期間の初日がある休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号のいず

れにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。

２４　新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年一月二十四日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基

礎期間の初日がある休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「（５）

に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇

を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ（２）（ｉ）中「行われるもの」とあるのは「行われ

るもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ（５）中「十五分の一」とあ

るのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ず

るものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者と

して継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」

とする。

２５　新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第三項の規定により読み替えて適用する令和六年改正省令による改正前の第百二条の三

第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用

については、同号ロ（２）中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。

２６　前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間について

は、適用しない。

第十五条の二　令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項

第一号イに該当する事業主であつて、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたも

の（新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。）に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用について

は、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。

第十五条の三　新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇

用調整助成金の支給を受けたことがある新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、令和五年四月一日から令和六年十一月三十日ま

での間に同号イに該当する場合に支給される休業等（新型コロナウイルス感染症特例対象期間とは異なる対象期間に行われるものに限

る。）に係る雇用調整助成金の支給を新たに受けようとするものに対する令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イ

の規定の適用については、同号イ（１）（ｉ）中「対象期間の満了の日」とあるのは、「判定基礎期間（（５）に規定する判定基礎期間で

あつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。）の末日」とする。

第十五条の四　令和五年四月一日から同年六月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イ

に該当する事業主（新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。）に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定

の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とす

る。

第十五条の四の二　第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号

イ（１）の対象期間（以下この項及び第七項において単に「対象期間」という。）の初日が令和六年一月一日から起算して六月が経過す
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る日までの間にあり、かつ、令和六年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの（以下この

条において「被災関係事業主」という。）に係る対象期間（第二項及び第七項において「特例対象期間」という。）については、第百二条

の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

２　特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等（当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに

限る。第四項及び第六項において単に「休業等」という。）の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日

以後の支給日数に含めない。

３　被災関係事業主については、第百二条の三第一項第二号の規定を適用せず、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二

号イ中「（５）に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である

被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日（前号イに該当す

るものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了

の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。）」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号ロ中「出向をした日の前日に

おいて当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあ

るのは「解雇を予告された被保険者等」として、同号の規定の例による。

４　被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の

三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定に

より対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二（中小企業事

業主にあつては、五分の四）の額（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の 高額を超えるとき

は、基本手当日額の 高額に当該日数を乗じて得た額）に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給

するものとする。

５　被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の

三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の出向については、同条第二項第三号の規定にかかわらず、同条第一項第二号ロに規定す

る出向をした者に係る出向期間（以下この項において「支給対象期間」という。）における賃金について同号ロの契約に基づいて負担し

た額（その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して

得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数

を乗じて得た額）の三分の二（中小企業事業主にあつては、五分の四）の額（その額が基本手当日額の 高額に三百三十を乗じて得た額

に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の 高額に三百三十を乗じて得た額に

支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額）を支給するものとする。

６　被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の

三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号及び第百二条の三

第三項本文の規定の適用については、同号イ（５）中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分

の一」と、同項本文中「百日」とあるのは「三百日」とする。

７　前各項の規定は、特例対象期間の初日から起算して六箇月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間につい

ては、適用しない。

第十五条の四の三から第十五条の四の六まで　削除

（法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置）

第十五条の四の七　法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及び第百九条に規定するもののほか、令和七

年三月三十一日以前の日における次項第一号ロの規定による措置について、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。

２　高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者（以下この号において「対象被保険者」という。）について、その処遇の

改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

イ　都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定

を受けた事業主であること。

ロ　労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ

た事業主であること。

ハ　ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

ニ　その雇用する対象被保険者（職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。）について、ロの

措置に基づく 初の賃金支払日（以下このニにおいて「実施日」という。）の属する月又は当該措置を講じている期間（当該実施日

から起算して二年間に限る。）において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日（その日に応当す

る日がない月においては、その月の末日）の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金

の総額（次号において「支給対象額」という。）が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続

基本給付金の総額（次号において「算定対象額」という。）より減少した事業主であること。

二　算定対象額と支給対象額との差額に二分の一（中小企業事業主にあつては三分の二）を乗じて得た額

３　前項の規定にかかわらず、高年齢労働者処遇改善促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

４　第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、高年齢労働者処遇改善促進助成金について準用する。この場合において、第百二十条の

二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年

齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」と

あるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業

主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助

成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「という。）又は訓練を行つた機関（以下「訓練機関」という。）」

とあるのは「という。）」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「高年齢労働者処遇

改善促進助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とある

のは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係

助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇

用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と読み替えるものとする。

（特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置）

第十五条の五　第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、成長分野等人材確保・育成コース助

成金を支給するものとする。
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２　成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する事業主（次号に該当する事業主を除く。）であること。

イ　次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。

（１）　第百十条第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

（２）　第百十条第七項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

（３）　第百十条第九項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

（４）　第百十条第十項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

ロ　資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主である

こと。

ハ　イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間（ニにおいて「基準期間」という。）において、

当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労

働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

ニ　当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資

格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ　当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であ

ること。

ヘ　イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。

二　次のいずれにも該当する事業主であること。

イ　前号イ（１）から（４）までのいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主で

あること。

ロ　前号ロからヘまでのいずれにも該当する事業主であること。

ハ　イの雇入れに係る者の賃金を、当該雇入れの日から起算して三年を経過した日までの間において、職業安定局長の定めるところに

より、職業安定局長の定める日の賃金と比べて一定の割合以上で増額した事業主（天災その他やむを得ない理由又は当該雇い入れら

れた者の責めに帰すべき理由により当該割合以上で増額をすることができなかつた事業主を含み、当該増額後やむを得ない理由又は

当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由以外の理由により、賃金の引下げを行つた事業主を除く。）であること。

三　次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　第一号イ（１）に該当する雇入れを行つた事業主　当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円（中小企業事業主にあつては、九

十万円）（職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）

ロ　第一号イ（２）に該当する雇入れを行つた事業主　当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円（中小企業事業主にあつては、九

十万円）（職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）

ハ　第一号イ（３）に該当する雇入れを行つた事業主　当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円（中小企業事業主にあつては、九

十万円）（職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）

ニ　第一号イ（４）に該当する雇入れを行つた事業主　当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円（中小企業事業主にあつては、百

八十万円）（職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額）

３　前項第一号イ（１）に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合（次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。）

における前項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円（中小企業事業主にあつては、九十万円）」とあるのは、「四十五

万円（中小企業事業主にあつては、六十万円）」とする。

４　第二項第一号イ（１）に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第三号イの

規定の適用については、同号イ中「七十五万円（中小企業事業主にあつては、九十万円）」とあるのは、「四十五万円（中小企業事業主に

あつては、百二十万円）」とする。

一　身体障害者

二　知的障害者

三　精神障害者

５　第二項第一号イ（１）に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合（短時間労働者として雇い入れる場合及び次

項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。）における第二項第三号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百

八十万円」とする。

一　身体障害者

二　知的障害者

６　第二項第一号イ（１）に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合（短時間労働者として雇い入れる場合を除

く。）における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円（中小企業事業主にあつては、九十万円）」とあるのは、「百

五十万円（中小企業事業主にあつては、三百六十万円）」とする。

一　重度身体障害者

二　重度知的障害者

三　四十五歳以上の身体障害者（第一号に掲げる者を除く。）

四　四十五歳以上の知的障害者（第二号に掲げる者を除く。）

五　精神障害者

７　第二項第一号イ（２）に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ハの規定の適用について

は、同号ハ中「七十五万円（中小企業事業主にあつては、九十万円）」とあるのは、「四十五万円（中小企業事業主にあつては、六十万

円）」とする。

８　第二項第一号イ（４）に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ホの規定の適用について

は、同号ホ中「七十五万円（中小企業事業主にあつては、百八十万円）」とあるのは、「四十五万円（中小企業事業主にあつては、百二十

万円）」とする。

９　第二項の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

１０　第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百

二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成

長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、第百二十条の二第二項中「雇用関係

助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コー
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ス助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百

二十条の二第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。）又は訓練を行つた機関

（以下「訓練機関」という。）」とあるのは「という。）」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」

とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成

金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及

び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、第百四十条の三第二

項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」

と読み替えるものとする。

第十五条の六　第百十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて

日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業

安定局長が定める六十五歳未満の者又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けてい

る六十五歳未満の者のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協

議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）又は職業紹介事業者等（職業安定局長が定める基

準を満たす者に限る。）の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみ

なす。

（地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置）

第十五条の七　第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金は、同条第二項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業

主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。

一　石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町（第四号において「対象市町村」という。）に

おいて事業所を設置し、又は整備する事業主であること。

二　雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（令和六年厚生労働省令第百三号）の施行の日から令和七年六月三十日までの間に都道府

県労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所（以下この条において「対象事業所」という。）の設置又は整備及び当該設置

又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。

三　対象事業所の設置又は整備に伴い、イに掲げる日からロに掲げる日（次項において「完了日」という。）までの間（第五号及び第六

号において「基準期間」という。）において、求職者（職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者（令和六年能登半島

地震により一時的な離職を余儀なくされた者であつて、この号における雇入れの対象とすることが適当であるものとして職業安定局長

が定める者（以下この号において「災害関係離職者」という。）を除く。）その他就職が容易であると認められる者を除く。）（災害関係

離職者以外の者にあつては、公共職業安定所、地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支

局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）又は職業紹介事業者等（職業安定局長が定める基準を満たす者に限る

。）に紹介されたものに限る。）を継続して雇用する労働者として二人以上雇い入れる事業主であること。

イ　令和六年一月一日から当該事業主が前号の計画を都道府県労働局長に提出した日までの間で当該事業主が指定する日

ロ　対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日（当該届をイに掲げる日から起算して一定の期間を

経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該期間を経過する日）

四　前号の雇入れが対象市町村における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。

五　基準期間において、第三号の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続

が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

六　第三号の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者とし

て受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

七　第三号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

２　前項の規定にかかわらず、同項の事業主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨

励金（同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。）は支給しない。

一　完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号の雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日にお

ける当該者の数未満となつたとき。

二　完了日後において、対象事業所で前項第三号の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき（当該労働者を雇用しなくなつたとき（解雇

（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。次号に

おいて同じ。）によるものを除く。）以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として求職者を雇い入れたときを除く。）。

三　完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇したとき。

３　第一項の規定にかかわらず、地域雇用開発コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。

４　第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、地域雇用開発コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一

項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コ

ース奨励金（同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。）は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同

条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用

開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」

と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「という。）又は訓練を行つた機関（以

下「訓練機関」という。）」とあるのは「という。）」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあ

るのは「地域雇用開発コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団

体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定

する雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金（附則第十五条の七第一項の規定によるものに限る。次項において同じ。）

」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金」

と読み替えるものとする。

第十五条の八　第百十二条第二項並びに同項第三号及び第五号ハの規定は、前条第一項第一号に該当する事業主について準用する。この場

合において、第百十二条第二項第三号中「次号に掲げる事業主を除く」とあるのは「附則第十五条の七第一項第一号に該当する事業主に

限る」と、同号イ（１）及び（２）中「同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴

水町又は鳳珠郡能登町の区域」と、同号イ（３）中「所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意

雇用開発促進地域」とあるのは「所在する石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」

と、「当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪

島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と読み替えるものとする。
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（通年雇用助成金に関する暫定措置）

第十六条　第百十一条の通年雇用助成金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定

する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、令和七年三月十五日までの間に対象期間について当該労働者の住所又

は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主

に対して、当該負担する費用の額に相当する額（その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額）を支給するものとす

る。

第十七条　第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が令和七年

四月三十日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、

当該休業させた労働者（以下この条において「休業労働者」という。）については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間（次項

において「休業期間」という。）に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。

２　前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当（六十日分を限度とする。）の

額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一（年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の 初の休業の場合にあつて

は、二分の一）の額（その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額）とする。

第十七条の二　第百十四条の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」

とする。

第十七条の二の二　削除

（両立支援等助成金に関する暫定措置）

第十七条の二の三　第百十六条第十一項第一号イ（１）、ロ（１）、ハ（１）、ニ（１）及びホ（１）に規定する措置の実施の状況を明らか

にする書類を整備している中小企業事業主であつて、同号イ（１）及びハ（１）に規定する育児休業を終了した被保険者が 初に生じた

日、同号ロ（１）及びニ（１）に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が 初に生じた日又は同号ホ（１）に規定す

る所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時

間短縮措置が 初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく

認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イからホまで中「次のいずれにも該当する中小企業

事業主（中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、（１）及び（２）に該当する中小企業事業主）」とあるのは「次の

（１）に該当する中小企業事業主」と、同項第二号中「（一の年度において、前号イ（１）、ロ（１）、ハ（１）、ニ（１）又はホ（１）に

該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。）

」とあるのは「（育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が 初に生じた日から令和十一年三月三十一日までの

間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。）」とする。

（人材確保等支援助成金に関する暫定措置）

第十七条の二の四　第百十八条第二項の人材確保等支援助成コース助成金は、同項に規定するもののほか、第一号に該当する派遣元事業主

に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれにも該当する派遣元事業主であること。

イ　令和六年四月一日以降、労働者派遣法第三十条の四第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者を雇用する事業主

であること。

ロ　令和七年三月三十一日までの間、イの派遣労働者に適用される令和六年度の賃金制度を整備又は改善する措置を実施した事業主で

あつて、次のいずれかに該当するものであること。

（１）　令和六年四月一日から改めて新協定（同年五月二十四日以降、イの派遣労働者の賃金が労働者派遣法第三十条の四第一項第二

号イに規定する額となるよう、改めて締結した同項の協定をいう。（２）において同じ。）を締結する日までの間における旧協定

（改めて締結する前の同項の協定をいう。（２）において同じ。）の定めによる賃金の額と同年五月二十四日における労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（昭和六十一年労働省令第二十号。（２）において「労働者

派遣法施行規則」という。）第二十五条の九に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払つた事業主であること。

（２）　旧協定の定めによる賃金の額が労働者派遣法第三十条の四第一項第二号イに規定する額である事業主であつて、当該賃金の額

と令和六年四月一日における労働者派遣法施行規則第二十五条の九に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定め

るところによりイの派遣労働者の賃金を増額し、同日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支

払つたものであること。

二　前号に該当する派遣元事業主が雇用する派遣労働者の人数に一万円を乗じて得た額に五万円を加えた額（その額が前号ロの措置に要

する金額に満たないときは、当該金額）

２　前項の規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金（前項の規定によるものに限る。次項において同じ。）は、国等に対して

は、支給しないものとする。

３　第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、人材確保等支援助成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の

二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材

確保等支援助成コース助成金（同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。）は」と、「事業主又は事業

主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇

用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業

主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項

の規定」と、「という。）又は訓練を行つた機関（以下「訓練機関」という。）」とあるのは「という。）」と、「代理人等又は訓練機関」と

あるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは

「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十

条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」

と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助

成金」と読み替えるものとする。

第十七条の二の五及び第十七条の二の六　削除

（キャリアアップ助成金に関する暫定措置）

第十七条の二の七　第百十八条の二第十項の規定の適用については、令和八年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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第 十 項
各 号 列
記 以 外
の部分

短時間労働者労働時間延長コース助成金 社会保険適用時処遇改善コース助成金

定める額 定める額（一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のい

ずれかの額に限る。）

第 十 項

第 一 号

ハ

ハ　その雇用する有期契約労働者等（健康保険法

（大正十一年法律第七十号）による健康保険の被

保険者又は厚生年金保険法（昭和二十九年法律第

百十五号）による厚生年金保険の被保険者（以下

このハにおいて「被保険者」という。）でないも

のに限る。）に対し、一週間の所定労働時間を三

時間以上延長する措置を講じた事業主（当該措置

により当該有期契約労働者等が被保険者となる場

合に限る。）

ハ　次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働

者等について処遇の改善を図つたもの

（１）　その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法（大正十一年法

律第七十号）による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法（昭和二十九

年法律第百十五号）による厚生年金保険の被保険者（以下このハにおいて

「被保険者」という。）でないものが新たに被保険者となる場合において、

当該有期契約労働者等について、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの。

（ｉ）　賃金をおおむね十五パーセント以上増額する措置

（ｉｉ）　賃金をおおむね十八パーセント以上増額する措置

（ｉｉｉ）　一週間の所定労働時間を四時間以上延長する措置

（ｉｖ）　一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、

賃金を五パーセント以上増額する措置

（ｖ）　一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、

賃金を十パーセント以上増額する措置

（ｖｉ）　一週間の所定労働時間を一時間以上二時間未満延長するとともに、

賃金を十五パーセント以上増額する措置

（２）　その雇用する有期契約労働者等であつて被保険者でないものについ

て、（１）（ｉｉｉ）から（ｖｉ）までに掲げるいずれかの措置を講じた事

業主（当該有期契約労働者等が当該措置により被保険者となつた場合に限

る。）

第 十 項

第二号

二　対象者一人につき七万五千円（中小企業事業

主にあつては、十万円）（一の事業所につき、一

の年度における当該措置の対象となる労働者の数

が十人を超える場合は、当該事業所につき十人ま

での支給に限る。）

二　次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号ハ（１）（ｉ）の措置を一年間継続した事業主　十五万円（中小企

業事業主にあつては、二十万円）

ロ　前号ハ（１）（ｉ）の措置を二年間継続し、かつ、当該措置の開始から

二年を経過した後、同号ハ（１）（ｉｉ）の措置を講ずることが就業規則そ

の他の書類により確認できる事業主　三十万円（中小企業事業主にあつて

は、四十万円）

ハ　前号ハ（１）（ｉ）の措置を一年間継続した後、同号ハ（１）（ｉｉ）

の措置を六箇月間継続した事業主　三十七万五千円（中小企業事業主にあ

つては、五十万円）

ニ　前号ハ（１）（ｉ）の措置を二年間継続した後、同号ハ（１）（ｉｉ）

の措置を六箇月間継続した事業主　三十七万五千円（中小企業事業主にあ

つては、五十万円）

ホ　前号ハ（１）（ｉ）の措置を一年間継続した後、同号ハ（１）（ｉｉｉ）

から（ｖｉ）までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主　三

十七万五千円（中小企業事業主にあつては、五十万円）

ヘ　前号ハ（１）（ｉｉｉ）から（ｖｉ）までに掲げるいずれかの措置を六

箇月間継続した事業主　二十二万五千円（中小企業事業主にあつては、三

十万円）

第十七条の二の八　第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練（同項第一号イ（１）（ｉｉ）に規定する

人材育成訓練（同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ（１）（ｉ）に規定する職業訓練実施計画（以下単に「職業訓練実施

計画」という。）又は同号イ（３）（ｉ）に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施

計画に基づき開始したものに限る。）、同号ロ（１）（ｉ）に規定する対象認定実習併用職業訓練（同号ロに該当する事業主が職業訓練実

施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。）又は同号ハ（１）（ｉ）に規定する有期実習

型訓練（同号ハに該当する事業主が同号ハ（１）（ｉ）に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習

型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。）をいう。）を修了した者、同号ニ（１）（ｉ）に規定する自発的職業能力開発（同号ニに

該当する事業主が同号ニ（１）（ｉｉｉ）に規定する制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づ

く措置を利用して受けたものに限る。）を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練（同

条第二項第一号ハ（１）に規定する高度デジタル人材訓練、同号ニに規定する成長分野等人材訓練又は同号ホ（１）に規定する情報技術

分野認定実習併用職業訓練に限り、同号ハからホまでのいずれかに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当

該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。）を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ（１）（ｉ）に規定する自発的職業能

力開発（同号ヘに該当する事業主が同号ヘ（１）（ｉｉｉ）に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ（２）（ｉｉｉ）に規定する短

時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に

基づく措置を利用して受けたものに限る。）を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助

成金の対象となる訓練（同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に

基づき開始したものに限る。）を修了した者（以下この項において「訓練修了者」という。）又は附則第三十四条第一項に規定する人への

投資促進コース助成金の対象となる訓練（同条第二項第一号イ（２）に規定する定額制訓練又は同号ロ（１）に規定する自発的職業能力

開発訓練に限り、同号イ又はロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始

したものに限る。）を修了した者（以下この項において「特定訓練修了者」という。）を第百十八条の二第二項第一号ハ（１）から（３）

までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ（４）から（６）までのいずれかの措置により雇い入れた場合における同項の正社

員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主（訓練修了者又は特定

訓練修了者であつて同項第一号ハ（１）から（３）までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ（４）から（６）までのいずれかの

措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金（第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定す
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るものに限る。）の支給を受けたものに限る。）に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額（一の

事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限

る。）を支給するものとする。

一　第百十八条の二第二項第一号ハ（１）の措置を講じた事業主　訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父（以

下この項において「母子家庭等の母等」という。）でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者若しくは特定訓練修

了者でない対象者（以下この項において「訓練修了者等対象者」という。）一人につき六十九万五千円、特定訓練修了者であり、かつ、

母子家庭等の母等でない対象者（以下この項において「特定訓練修了対象者」という。）一人につき七十一万円、訓練修了者であり、

かつ、母子家庭等の母等である対象者（以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。）一人につき七十九

万円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者（以下この項において「母子家庭等の母等である特定訓練修了対

象者」という。）一人につき八十万五千円、その他の対象者一人につき六十万円（中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一

人につき八十九万五千円、特定訓練修了対象者一人につき九十一万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十九万

円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百万五千円、その他の対象者一人につき八十万円）

二　第百十八条の二第二項第一号ハ（２）又は（３）の措置を講じた事業主　訓練修了者等対象者一人につき三十四万七千五百円、特定

訓練修了対象者一人につき三十五万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万五千円、母子家庭等の母等で

ある特定訓練修了対象者一人につき四十万二千五百円、その他の対象者一人につき三十万円（中小企業事業主にあつては、訓練修了者

等対象者一人につき四十四万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき四十五万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一

人につき四十九万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき五十万二千五百円、その他の対象者一人につき四十

万円）

三　第百十八条の二第二項第一号ハ（４）の措置を講じた事業主　訓練修了者等対象者一人につき九十八万円、特定訓練修了対象者一人

につき九十九万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百七万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象

者一人につき百九万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円（中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百十

八万円、特定訓練修了対象者一人につき百十九万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百二十七万五千円、母子

家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百二十九万円、その他の対象者一人につき百八万五千円）

四　第百十八条の二第二項第一号ハ（５）又は（６）の措置を講じた事業主　訓練修了者等対象者一人につき六十三万二千五百円、特定

訓練修了対象者一人につき六十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である特定

訓練修了対象者一人につき六十八万七千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円（中小企業事業主にあつては、訓練修了者

等対象者一人につき七十三万二千五百円、特定訓練修了対象者一人につき七十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人に

つき七十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十八万七千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五

千円）

２　第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円（中小企業事業

主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円（中小企業事業主」と、「円）」とあるのは「円及び当該措置が

実施された一の事業所につき二十万円）」とし、同条第五項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四

号までの規定中「円（中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円（中小企業事業主」と、

「円）」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円）」とする。

第十七条の三　第百十八条の二第十項の規定の適用については、附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する場合を除き、令和

六年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる第百十八条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句とする。

第十

項第

一号

ハ

その雇用する有期契約労働者等（健康保険法（大正

十一年法律第七十号）による健康保険の被保険者又

は厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）

による厚生年金保険の被保険者（以下このハにおい

て「被保険者」という。）でないものに限る。）に対

し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措

置を講じた事業主（当該措置により当該有期契約労

働者等が被保険者となる場合に限る。）

その雇用する有期契約労働者等（健康保険法（大正十一年法律第七十号）

による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十

五号）による厚生年金保険の被保険者（以下このハにおいて「被保険者」

という。）でないものに限る。）に対し、一週間の所定労働時間を三時間以

上延長する措置を講じた、又は一時間以上三時間未満延長するとともに賃

金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇

の改善を図つた事業主（当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者

となる場合に限る。）

第十

項第

二号

対象者一人につき七万五千円（中小企業事業主にあ

つては、十万円）（一の事業所につき、一の年度にお

ける当該措置の対象となる労働者の数が十人を超え

る場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る

。）

対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて、次の

イからハまでに定める額（一の事業所につき、一の年度における当該措置

の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四

十五人までの支給に限る。）

イ　一時間以上二時間未満　四万三千円（中小企業事業主にあつては、五

万八千円）

ロ　二時間以上三時間未満　八万八千円（中小企業事業主にあつては、十

一万七千円）

ハ　三時間以上　十七万八千円（中小企業事業主にあつては、二十三万七

千円）

第十七条の四　削除

（雇用安定事業に関する暫定措置）

第十七条の五　法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、百二条の四、第百九条、第百十五条、第百

四十条及び第百四十条の二に規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。

一　独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成二十三年法律第二十六号。第十七条の七において「廃止法」という。）附

則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三に定める必要な資金の貸付け（独立行政法人勤労者退職金共済機構

が平成二十三年十月一日前に同条の規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。）を行うこと。

二　沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第二項本文の貸付け又

は同法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けること。

三　地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする

交付金を都道府県に対して交付すること。
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（労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置）

第十七条の五の二　令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する

第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び

第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、令

和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認め

るときは、別段の定めをすることができる」とする。

（令和六年能登半島地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置）

第十七条の五の三　令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う

認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する

認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和五年度及び令和六年度における適用については、同条中「二分の一」とあるの

は「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令

和六年能登半島地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。

（返還命令等に関する暫定措置）

第十七条の六　附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の

適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。

（能力開発事業に関する暫定措置）

第十七条の七　法第六十三条第一項第一号に掲げる事業及び同項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十一条、第百二十四条、第

百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。

一　当分の間、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営するととも

に、当該施設を設置し、及び運営する地方公共団体その他の者に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

二　廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）第十一条第一項第八号の規定により貸し付

けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

（法附則第四条の厚生労働省令で定める者）

第十八条　法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

（法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者）

第十九条　法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

第二十条　削除

（法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準）

第二十一条　法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一　四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口に対する 近一箇月における当該地域内に居住す

る求職者（次号において「地域求職者」という。）の数の割合が、当該労働力調査の平成二十一年一月時点の結果による全国の労働力

人口に対する同月時点における全国の求職者の数の割合以上であること。

二　 近一箇月における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が平成二十一年一月時点における全

国の求職者の数に対する同月時点における全国に所在する事業所に係る求人の数の比率以下であること。

三　 近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被

保険者（高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。）の数を加えた数で除して

得た率が、平成二十一年一月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日

における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。

四　 近一箇月において、その地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であつて就職したもの（公共職業安定所の紹

介した職業に就いた者に限る。以下この号において「求職登録就職者」という。）のうち、その地域において就職した者の割合が百分

の五十に満たない地域にあつては、当該地域以外の地域であつて、求職登録就職者の数が も多いものが前三号のいずれにも該当する

こと。

（法附則第五条第一項の適用に係る法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等）

第二十二条　法附則第五条第一項の規定の適用がある場合における第四十八条の三第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用について

は、「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」と、「及び法第二十七条第三項」

とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」とする。

（法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知）

第二十三条　管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当

該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証（当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあ

つては、受給資格通知）に記載するものとする。

（法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者）

第二十三条の二　法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

（教育訓練給付金に関する暫定措置）

第二十四条　法附則第十一条の適用を受ける者（雇用保険法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第十三号）附則第四条第二項の規定

により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。）については、第百一条の二の七第一号及び第一号の二並びに第百一条の二

の十一の二第二項中「三年」とあるのは「一年」とし、第百一条の二の七第二号及び第三号中「三年」とあるのは「二年」とする。

（法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者）

第二十五条　法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第二号に掲げる

者（第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業

を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者（当該教育訓練を受けている者を含む。）を除く

。）であつて、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金（以下「教

育訓練支援給付金」という。）の支給を受けたことがない者（専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者

を除く。）とする。

（法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練）

第二十六条　法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練は、第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練とす

る。
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（教育訓練支援給付金の受給資格の決定）

第二十七条　教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者（以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。）は、専門実践教育訓練を

開始する日の十四日前まで（当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給

予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで）に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲

げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲

げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。

一　離職票（基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、

第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しな

ければならない。）（基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合（当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。）にあ

つては、受給資格者証）

二　その他厚生労働大臣が定める書類

２　教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号に掲げる書類のうち職

業安定局長が定めるものを添えないことができる。

３　管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法

附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間（既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。）につ

いて当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証（個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした教育訓練支援給付金受

給予定者であつて、教育訓練受給資格通知の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知）に必要な事項を記載した上、交付

しなければならない。

４　この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日

（当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつ

ては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日）から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講

している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日（その日に応当する日が

ない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。）からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日（当

該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日）までの各期間に区分した場合における当

該区分による一の期間をいう。

５　教育訓練支援給付金の額は、一支給単位期間について、法附則第十一条の二第三項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単

位期間の区分に応じて当該各号に定める日数（以下この項において「支給日数」という。）を乗じて得た額とする。

一　次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間　当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた

日数

二　専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間　当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当

日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数

６　管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たつては、一

支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共

職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。

（法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定）

第二十八条　教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該

教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金

受給資格者証（基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合（当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。）にあつては、

併せて受給資格者証。以下この項において同じ。）を添えて（当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号

カードを提示して）教育訓練支援給付金受講証明書（様式第三十三号の二の七）を提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及

び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて（当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示し

て）提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない

（当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない）ことができる。

２　前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第三項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の

認定を受けるべき日にしなければならない。ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来な

かつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

３　第三十一条第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。

（教育訓練支援給付金の支給日の決定及び通知）

第二十九条　管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者が法附則第十一条の二第五項で準用する法第二十一

条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。

（教育訓練支援給付金の支給手続）

第三十条　管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日か

ら起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。

（法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率）

第三十一条　法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率は、第二十八条の三に定める率とする。

（準用）

第三十二条　第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条の四、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四

条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中、「受給資格者」とあるのは「教育訓練

支援給付金を受けることができる者」と、「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第一号に該

当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資

格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「法第十五条第四項第二号

に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第二号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「口座振込

受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「第三十一条第一項」

とあるのは「附則第十一条の二第五項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

（再集計等における平均定期給与額）

第三十三条　平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る法第十八条第四項に規定する自動変

更対象額、法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額（以下「自動変更対象額等」
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という。）の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当た

りの給与の額（以下「再集計した額」という。）又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額

から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。

２　令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八

条の四の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労

統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

３　令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八

条の四の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作

成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

（人材開発支援助成金に関する暫定措置）

第三十四条　第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの

間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ（２）及び（３）並びに同項第二号チ

（２）及び（３）の規定に基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。

２　人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　次のいずれかに該当する事業主であること。

イ　次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業主

であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであ

ること。

（２）　職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に受けさせる計画的な定額制の職業訓練等（職務に関連した専門的な知識

若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内

容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「定額制訓練」とい

う。）を受けさせる事業主（当該定額制訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額

を支払う事業主に限る。）であること。

（３）　職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。

（４）　職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金

の受給についての申請書の提出日までの間（（５）において「基準期間」という。）において、当該職業訓練実施計画に係る事業所

の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき

理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（５）　職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者

として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

（６）　職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らか

にする書類を整備している事業主であること。

（７）　職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

ロ　イ（１）、（３）から（５）まで及び（７）に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う職業訓

練等（専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を

習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「自発的職業能力開発訓練」という。）を受け、（２）の

制度に基づき、被保険者が負担した当該自発的職業能力開発訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。

（２）　労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発訓練に要する経費を負担する制度を整備している事業主で

あること。

（３）　職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

ハ　イ（１）、（３）から（７）までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に高度な情報技術の利用のための能力及び知識を向上させる職業訓練等

（職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させるこ

とを内容とするもの（学校教育法第九十七条に規定する大学院（これに相当する外国の大学院を含む。）において実施するものを

除く。）に限る。以下この条において「高度デジタル人材訓練」という。）を受けさせる事業主（当該高度デジタル人材訓練の期

間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。）であること。

（２）　次のいずれかを満たす事業主であること。

（ｉ）　情報通信業（統計法（平成十九年法律第五十三号）第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分

類Ｇ―情報通信業をいう。以下同じ。）を主たる事業とする事業主であること。

（ｉｉ）　産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二十一条の十五に基づく事業適応計画（情報技術適応）の認定を受

けていること。

（ｉｉｉ）　情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第三十一条の認定を受けた事業主であること。

（ｉｖ）　（ｉ）及び（ｉｉ）に定めるもののほか、 新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性

及び情報処理技術の活用の方向性の検討を行い、その結果に基づいて事業内職業能力開発計画を作成した事業主であること。

ニ　イ（１）、（３）から（７）までに該当する事業主であつて、職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成

長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等（職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな

職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院（これに相当

する外国の大学院を含む。）において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。）を受けさせる事業

主（当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に

限る。）であること。

ホ　イ（１）、（３）から（７）までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　職業訓練実施計画に基づき、次の（ｉ）から（ｉｉｉ）までに掲げるいずれかの者（情報技術の利用のための能力又は知識経

験が十分でない者に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者」という。）にそれぞれ当該規定に掲

げる職業訓練（情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「情報技術分野認定
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実習併用職業訓練」という。）を受けさせる事業主（当該情報技術分野認定実習併用職業訓練の期間、当該情報技術分野認定実習

併用職業訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。）であること。

（ｉ）　新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの　職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定す

る認定実習併用職業訓練（以下この（１）において「対象認定実習併用職業訓練」という。）

（ｉｉ）　職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者の

うち、新たに通常の労働者へ転換した者　対象認定実習併用職業訓練

（ｉｉｉ）　その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの　対象認定実習併用職業訓練

（２）　職業訓練実施計画に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する

事業主であること。

（３）　次のいずれかを満たす事業主であること。

（ｉ）　情報通信業を主たる事業とする事業主であること。

（ｉｉ）　（ｉ）に定めるもののほか、厚生労働省人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に当該情報技術分野認定実習併用

職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主で

あること。

ヘ　職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。

（１）　次のいずれにも該当する事業主であること。

（ｉ）　その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者

の行う職業訓練等、職業能力検定（職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。）又はキャリア

コンサルティング（以下この（ｉ）及び（２）（ｉ）において「自発的職業能力開発」という。）を受けるために必要な三十日以

上の休暇（労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ヘ（１）（ｉｉ）において同じ

。）の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた又は

既に行つたもののうち一定の要件を満たす事業主であること。

（ｉｉ）　（ｉ）の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。

（ｉｉｉ）　事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき（ｉ）

の措置に係る計画（以下この条において「休暇制度導入・適用計画」という。）を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知

したものであること。

（ｉｖ）　休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

（ｖ）　休暇制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コー

ス助成金の受給についての申請書を提出する日までの間（（ｖｉ）において「基準期間」という。）において、当該休暇制度導

入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと

又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（ｖｉ）　休暇制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定

受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主である

こと。

（ｖｉｉ）　当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

（２）　次のいずれにも該当する事業主であること。

（ｉ）　その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定

労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促

進する措置を新たに行つた事業主であること。

（ｉｉ）　（ｉ）の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。

（ｉｉｉ）　事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき（ｉ）

の措置に係る計画（以下この（２）において「短時間勤務等制度導入・適用計画」という。）を作成し、かつ、その雇用する被

保険者に周知したものであること。

（ｉｖ）　短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

（ｖ）　短時間勤務等制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資

促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間（（ｖｉ）において「基準期間」という。）において、当該短時

間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可

能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）以外の事業主であること。

（ｖｉ）　短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期

間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業

主であること。

（ｖｉｉ）　当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であ

ること。

二　次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ　前号イに該当する事業主　定額制訓練（当該訓練を十時間以上実施したものをいう。）（当該事業主が教育訓練施設等に委託して行

う座学等に限る。）に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、

百分の六十）（中小企業事業主にあつては、百分の六十（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十

五））の額

ロ　前号ロに該当する事業主　次の（１）から（３）までに定める額

（１）　自発的職業能力開発訓練（学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院（これに相当する外国

の大学院を含む。）において実施するものを除く。以下この（１）において同じ。）に係る入学料及び受講料（事業主が前号ロ（２）

の制度に基づき負担した額に限る。（２）及び（３）において同じ。）の合計額の百分の四十五（その雇用する労働者に係る賃金を

増額した事業主にあつては、百分の六十）の額（その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の（ｉ）

から（ｉｉｉ）までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（ｉ）から（ｉｉｉ）までに定める額

を超えるときは、当該定める額）

（ｉ）　十時間以上百時間未満　七万円

（ｉｉ）　百時間以上二百時間未満　十五万円
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（ｉｉｉ）　二百時間以上　二十万円

（２）　自発的職業能力開発訓練（学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院（これに相当する外国

の大学院を除く。）において実施するものに限る。以下この（２）において同じ。）に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十

五（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十）の額（その額が、一の年度における当該自発的職

業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円）

（３）　自発的職業能力開発訓練（学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以

下この（３）において同じ。）に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業

主にあつては、百分の六十）の額（その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万

円を超えるときは、二百万円）

ハ　前号ハに該当する事業主　次の（１）又は（２）に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該（１）又は（２）に定める額

（１）　高度デジタル人材訓練（学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この（１）において同じ。）

を受けさせる事業主　次に掲げる額の合計額

（ｉ）　高度デジタル人材訓練（当該事業主が自ら運営する座学等に限る。）の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに

高度デジタル人材訓練（当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料、受講料及び資格試験の受

験手数料の合計額の百分の六十（中小企業事業主にあつては、百分の七十五）の額（その額が、当該高度デジタル人材訓練を受

けた被保険者一人につき、次の（イ）から（ハ）までに掲げる一の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（イ）

から（ハ）までに定める額を超えるときは、当該定める額）

（イ）　十時間以上百時間未満　二十万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）

（ロ）　百時間以上二百時間未満　二十五万円（中小企業事業主にあつては、四十万円）

（ハ）　二百時間以上　三十万円（中小企業事業主にあつては、五十万円）

（ｉｉ）　その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練（座学等に限る。）を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の

基礎となつた労働時間数（当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。）に四百八十円（中小企業事業主にあつては、

九百六十円）を乗じて得た額

（２）　高度デジタル人材訓練（学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものに限る。以下この（２）において同じ。）

を受けさせる事業主　次に掲げる額の合計額

（ｉ）　高度デジタル人材訓練（当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料、受講料及び資格試験

の受験手数料の合計額の百分の六十（中小企業事業主にあつては、百分の七十五）の額（その額が、一の年度における当該高度

デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、百万円を超えるときは百万円（中小企業事業主にあつては、百五十万円を超え

るときは百五十万円））

（ｉｉ）　その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練（座学等に限る。）を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の

基礎となつた労働時間数（当該被保険者一人につき、千二百時間（当該被保険者に学校教育法第八十三条に規定する大学におい

て実施される訓練等又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間）を限度とする。）に四百八十円（中小企

業事業主にあつては、九百六十円）を乗じて得た額

ニ　前号ニに該当する事業主　次の（１）又は（２）に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該（１）又は（２）に定める額

（１）　成長分野等人材訓練（学校教育法第九十七条に規定する大学院（これに相当する外国の大学院を除く。）において実施するも

のに限る。以下この（１）において同じ。）を受けさせる事業主　次に掲げる額の合計額

（ｉ）　成長分野等人材訓練（当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料、受講料及び資格試験の

受験手数料の合計額の百分の七十五の額（その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき百

五十万円を超えるときは、百五十万円）

（ｉｉ）　その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材訓練（座学等に限る。）を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基

礎となつた労働時間数（当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。）に九百六十円を乗じて得た額

（２）　成長分野等人材訓練（学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下こ

の（２）において同じ。）を受けさせる事業主　成長分野等人材訓練（当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る

。）に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額（その額が、一の年度における当該成長分野等

人材訓練を受けた被保険者一人につき五百万円を超えるときは、五百万円）

ホ　前号ホに該当する事業主　次に掲げる額の合計額

（１）　情報技術分野認定実習併用職業訓練（当該事業主が自ら運営する座学等に限る。）の運営に要した経費及び資格試験の受験手

数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練（当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料、受

講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六

十）（中小企業事業主にあつては、百分の六十（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五））の

額（その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の（ｉ）

から（ｉｉｉ）までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（ｉ）から（ｉｉｉ）まで

に定める額を超えるときは、当該定める額）

（ｉ）　十時間以上百時間未満　十万円（中小企業事業主にあつては、十五万円）

（ｉｉ）　百時間以上二百時間未満　二十万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）

（ｉｉｉ）　二百時間以上　三十万円（中小企業事業主にあつては、五十万円）

（２）　その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練（座学等に限る。）を

受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数（当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、

千二百時間を限度とする。）に三百八十円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円）（中小企業

事業主にあつては、七百六十円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円））を乗じて得た額

（３）　情報技術分野認定実習併用職業訓練（座学等を除く。）を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者の一人につき、十

一万円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円）（中小企業事業主にあつては、二十万円（その

雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円））

ヘ　前号ヘに該当する事業主　次の（１）又は（２）に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該（１）又は（２）に定める額

（１）　前号ヘ（１）に該当する事業主　次に掲げる額の合計額

（ｉ）　二十万円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円）（前号ヘ（１）（ｉ）の措置を新たに

行つた事業主に限る。）
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（ｉｉ）　その雇用する被保険者に与えた有給休暇の時間数（当該被保険者一人につき、千二百時間（中小企業事業主にあつては、

千六百時間）を限度とする。）を合計した数に七百六十円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主又は中小企業事業

主にあつては、九百六十円）を乗じて得た額

（２）　前号ヘ（２）に該当する事業主　二十万円（その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円）

３　一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所（職業訓練実施計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所を

いう。）に係る人への投資促進コース助成金（成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。）の額が二千五百万円を超えるときは、

同項の規定にかかわらず、二千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のう

ち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が三百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開

発訓練の同助成金の額は三百万円とする。

４　一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所（職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。）に係る人への投資

促進コース助成金（成長分野等人材訓練に限る。）の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の

事業主に対して支給するものとする。

５　第二項から前項までの規定にかかわらず、人への投資促進コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

６　第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の

四第一項中「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定（以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。）」とあるの

は「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金（以下この条において「雇用関係助成金」と

いう。）」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同

条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資

促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若

しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」

と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース

助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団

体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇

用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助

成金」と読み替えるものとする。

第三十五条　第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条及び前条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間、事業展開

等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする。

２　事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一　前条第二項第一号イ（１）、（３）及び（７）に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

（１）　職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇

用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等（職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して

習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下

この条において「事業展開等に伴う訓練」という。）を受講させる事業主（当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し

所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。）であること。

（２）　職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

二　次に掲げる額の合計額

イ　事業展開等に伴う訓練（当該事業主が自ら運営する座学等に限る。）の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展

開等に伴う訓練（当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。）に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の

合計額の百分の六十（中小企業事業主にあつては、百分の七十五）の額（その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一

人につき、次の（１）から（３）までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該（１）から（３）までに

定める額を超えるときは、当該定める額）

（１）　十時間以上百時間未満　二十万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）

（２）　百時間以上二百時間未満　二十五万円（中小企業事業主にあつては、四十万円）

（３）　二百時間以上　三十万円（中小企業事業主にあつては、五十万円）

ロ　その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練（座学等に限る。）を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎とな

つた労働時間数（当該被保険者一人につき、千二百時間（当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時

間）を限度とする。）に四百八十円（中小企業事業主にあつては、九百六十円）を乗じて得た額

３　一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所（職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。）に係る事業展開等リ

スキリング支援コース助成金の額が一億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一億円を当該事業所の事業主に対して支給するも

のとする。

４　前二項の規定にかかわらず、事業展開等リスキリング支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

５　第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、事業展開等リスキリング支援コース助成金について準用する。この場合において、第

百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定（以下この条において「雇用関係助成金関係規定」とい

う。）」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金（以下この条において「雇用

関係助成金」という。）」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」

とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「雇用関係助成金

は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるの

は「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」

とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助

成金に」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支

援コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十

条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース

助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と読み替えるものとする。

附　則　（昭和五〇年一〇月一四日労働省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五一年三月二七日労働省令第六号）　抄

１　この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
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附　則　（昭和五一年五月一〇日労働省令第一六号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行し、雇用保険法施行規則附則第十六条の規定は、昭和五十一年五月八日から適用する。

附　則　（昭和五一年九月三〇日労働省令第三八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律（昭和五十一年法律

第三十六号）の施行の日（昭和五十一年十月一日）から施行する。

附　則　（昭和五一年一二月一四日労働省令第四二号）

この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。

附　則　（昭和五二年二月一日労働省令第一号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　昭和五十三年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第

一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けること

ができる。

附　則　（昭和五二年三月二四日労働省令第四号）　抄

１　この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五二年四月一八日労働省令第一二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　身体障害者雇用促進法附則第二条第一項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用保険法施行

規則第百十五条第一項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用保険法施行規則第百十五条第

二項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。

附　則　（昭和五二年六月三〇日労働省令第二三号）

この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附　則　（昭和五二年九月三〇日労働省令第二八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百十三条第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同

項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第

百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と

みなす。

２　新規則第百二条の三第三項の規定の適用については、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に行われた休業であつて、旧

規則第百十二条の雇用調整給付金（以下「旧雇用調整給付金」という。）が支給されるものは、新規則第百二条の二の雇用調整給付金（以

下「新雇用調整給付金」という。）が支給される休業とみなす。

３　新規則第百二条の三第四項（新規則第百二条の五第三項及び第百二条の六第二項において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、偽りその他不正の行為により旧雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新雇用

調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

４　施行日の属する判定基礎期間における休業については、次の各号に定めるところによる。

一　当該休業のうち施行日前に行われた休業については、施行日以後に行われた休業とみなして、新規則第百二条の三第一項第二号ホの

規定を適用する。

二　旧規則第百十三条第一項第三号の規定による届出は、新規則第百二条の三第一項第三号の規定による届出とみなす。

５　施行日前の日における休業（前項の休業を除く。）に係る旧雇用調整給付金の支給については、なお従前の例による。

６　昭和五十五年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新

規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。

附　則　（昭和五二年一二月二六日労働省令第三一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。

附　則　（昭和五三年一月四日労働省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五三年一月二五日労働省令第二号）

１　この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第八十二条第五項の規定は、昭和五十三

年一月二日から適用する。

２　新規則第八十二条第五項第四号に掲げる者であつて、雇用保険法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日がこの省令の施行の日前

であるものに対する雇用保険法施行規則第八十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第五十七条第一項の安定した職業に就い

た日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

３　昭和五十四年一月三十一日において、新規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本

手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附　則　（昭和五三年三月二五日労働省令第八号）

１　この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

２　この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

３　昭和五十三年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

４　改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第二十二条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第六十九条第一項に

おいて準用する新規則第二十二条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働

被保険者手帳は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。

附　則　（昭和五三年四月五日労働省令第一六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則（次条第二項において「新規則」という。）の規定並びに次条及

び附則第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
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（経過措置）

第二条　昭和五十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の七第一号の高年齢者雇用安定給付金の

支給については、なお従前の例による。

２　新規則第百二条の八第三項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の高年齢者雇用安定給付金の支給を受け、又は

受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受け

ようとした事業主とみなす。

附　則　（昭和五三年九月三〇日労働省令第三六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

（景気変動等雇用調整事業に関する経過措置）

第二条　改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき

当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則（以下この条及び次条において「新規則」という。）第

百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ（１）の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定

めた期間とみなす。

２　新規則第百二条の三第一項第二号ホ及び第二項並びに第百二条の五第一項第二号ホ及びト並びに第二項の規定の適用については、この

省令の施行の日（以下この条及び次条において「施行日」という。）の属する判定基礎期間（新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定

する判定基礎期間をいう。次条において同じ。）における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後

に行われた休業又は教育訓練とみなす。

３　施行日前に行われた休業（前項の休業を除く。）に係る雇用調整給付金及び教育訓練（同項の教育訓練を除く。）に係る訓練調整給付金

の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

（事業転換等雇用調整事業に関する経過措置）

第三条　新規則第百二条の十第一項第三号及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練のうち

施行日前に行われた教育訓練は、施行日以後に行われた教育訓練とみなす。

２　施行日前に行われた教育訓練（前項の教育訓練を除く。）に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

３　新規則第百二条の十三第一項第二号ハ及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における休業のうち施行

日前に行われた休業は、施行日以後に行われた休業とみなす。

４　施行日前に行われた休業（前項の休業を除く。）に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一　第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加え

る改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定（雇用保

険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正

規定に限る。）　昭和五十四年四月一日

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第十条　前条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第二十一条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式によるこ

とができる。

附　則　（昭和五三年九月三〇日労働省令第三八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五三年一〇月二六日労働省令第四二号）

１　この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

２　改正後の雇用保険法施行規則第七条第一項の規定による雇用保険被保険者資格喪失届は、当分の間、なお従前の様式によることができ

る。

附　則　（昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年一月三一日労働省令第三号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

３　昭和五十六年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第

一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けること

ができる。

附　則　（昭和五四年四月四日労働省令第一四号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

２　昭和五十四年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

３　昭和五十四年三月以前の月分に係る通所手当の月額及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五四年四月二〇日労働省令第一六号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

附　則　（昭和五四年六月八日労働省令第二三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新規則」という。）第百二条の三第一項第二号ホ、第二項及び第三項並びに

第百二条の五第一項第二号ト及び第二項の規定の適用については、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）の属する判定基礎期
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間（新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。）における休業又は教育訓練のうち

施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

２　施行日前に行われた休業（前項の休業を除く。）に係る雇用調整給付金並びに施行日前に行われた教育訓練（前項の教育訓練を除く。）

に係る改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧規則」という。）第百二条の四の訓練調整給付金及び訓練調整費助成金の

支給については、なお従前の例による。

３　新規則第百二条の三第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の四の訓練調整費助成金の支給を受

け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給を受け、又は受けようとし

た事業主とみなす。

４　旧規則第百二条の十第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣

が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当

該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の十第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロ

の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定し

た事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

５　新規則第百二条の八第二項及び第三項並びに第百二条の十第一項第二号ハ及び第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基

礎期間における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。

６　施行日前に行われた教育訓練（前項の教育訓練を除く。）に係る旧規則第百二条の九の事業転換等訓練給付金及び事業転換等訓練費助

成金並びに施行日前に行われた休業（前項の休業を除く。）に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。

７　新規則第百二条の八第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の九の事業転換等訓練費助成金の支

給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金の支給を受け、又は

受けようとした事業主とみなす。

８　施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金、旧規則第百二条の十一第一号の事業転換

等離職者雇用促進助成金、旧規則第百三条の高年齢者雇用奨励金、旧規則第百六条の特定広域紹介対象者雇用奨励金、旧規則第百十条の

特定産業離職者雇用奨励金並びに旧規則第百十四条第一号の心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金及び寡婦等雇用奨

励金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前の日における工場の移転に係る旧規則第百六条の工業再配置移転給付金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五四年九月二一日労働省令第二八号）

この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五五年四月五日労働省令第一一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　昭和五十五年四月一日（以下「適用日」という。）前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

２　昭和五十五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

３　適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

４　適用日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

５　改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧規則」という。）第百二条の三第一項第一号イ又は第百二条の八第一項第一号

イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ（１）又は第百二条の八第一項第二号イの規定に基づ

き当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新規則」という。）第百二条の

三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ（１）（ｉ）又は（ｉｉｉ）の規定に基づき当該業種

ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又は第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定し

た事業主及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ（２）又は第百二条の八第一項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定

めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ（１）（ｉｉ）

又は（ｉｖ）の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の八第一項第一号ハに該当する事業主及び同項

第二号ハに規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ（１）（ｖ）に規定する期間

とみなす。

６　新規則第百二条の三第一項第二号イ（５）、第二項及び第三項の規定の適用については、適用日の属する判定基礎期間（新規則第百二

条の三第一項第二号イ（５）に規定する判定基礎期間をいう。）における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練

は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

７　適用日前に行われた休業（前項の休業を除く。）に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は適用日前に行われた教育訓練（前項

の教育訓練を除く。）に係る旧規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。

８　この省令の施行の日前に旧規則第百二条の八第一項第二号の規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受

け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休

業給付金及び旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。

９　新規則第百二条の三第五項（新規則第百二条の五第四項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、偽りその他不正の

行為により次の表の上欄に掲げる旧規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同

表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は旧規則第百二条の

四の訓練調整給付金

新規則第百二条の三第一項第一号イ又はロに該当する事業主に係る新規

則第百二条の二の雇用調整給付金

旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二

条の九の事業転換等休業給付金又は旧規則第百二条の十一第

一号の事業転換等出向給付金

新規則第百二条の三第一項第一号ハからホまでのいずれかに該当する事

業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金又は新規則第百二条の

四第一号の出向給付金

１０　適用日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の十三の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百二条の十五第一号の雇用保険

受給者等雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

１１　昭和五十八年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、

新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができ

る。

附　則　（昭和五六年一月三一日労働省令第四号）
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１　この省令は、公布の日から施行する。

２　昭和五十七年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法（昭和四十九

年法律第百十六号）第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定に

よる基本手当の支給を受けることができる。

附　則　（昭和五六年四月三日労働省令第一六号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

２　昭和五十六年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

３　昭和五十六年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五六年四月一五日労働省令第一七号）

１　この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。

２　この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇用保険規則」という。）第七条第二

項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧雇用保険規則第十九条第二

項の規定による受給資格者証及び旧雇用保険規則第六十八条第一項の特例受給資格者証は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法

施行規則（以下「新雇用保険規則」という。）第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新雇用保険規則第十条第一項の規定

による雇用保険被保険者証、新雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び新雇用保険規則第六十八条第一項の規定によ

る特例受給資格者証とみなす。

３　新雇用保険規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び雇用保険被保険者転入届、新雇用保険規則第二十一条第一項の公共職業

訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇用保険規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇用保険規則第三十一条第一項の

受給期間延長申請書、新雇用保険規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇用保険

規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇用保険規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新

雇用保険規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新雇用保険規則第九十二条第一項の移転費支給申請書並びに新雇用保険規

則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書は、当分の間、なお旧雇用保険規則の相当様式によることができる。

附　則　（昭和五六年五月二八日労働省令第二二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律（以下「整備法」という。）の施行の日（昭

和五十六年六月八日）から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から

施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧規則」という。）第百二条の三第一項第一号イ又はハ

の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ（１）（ｉ）又は（ｉｉｉ）の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた

期間はそれぞれ第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新規則」という。）第百二条の三第一項第一号

イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ（１）（ｉ）の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規

則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ（１）（ｉｉ）又は（ｉｖ）の規定に

基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主

及び同項第二号イ（１）（ｉｉ）の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当

する事業主及び同項第二号イ（１）（ｖ）に規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二

号イ（１）（ｉｉｉ）に規定する期間と、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）の属する判定基礎期間（同号イ（５）に規定す

る判定基礎期間をいう。）における休業及び教育訓練並びに施行日の属する判定基礎期間（第二条の規定による改正前の特定不況地域離

職者臨時措置法施行規則（以下この条及び次条において「旧不況地域則」という。）第三条第一項第二号イ（４）に規定する判定基礎期

間をいう。）における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、一の

指定期間（旧規則第百二条の三第一項第二号イ（１）に規定する指定期間をいう。）に係る同条第三項の累計日数又は一の支給対象期（旧

不況地域則第三条第三項に規定する支給対象期をいう。）に係る同項の累計日数は新規則第百二条の三第三項の累計日数と、偽りその他

不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表

の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。

旧規則第百二条の三第一項第一号イ又はハに該当する事業主に係る旧規則第

百二条の二の雇用調整給付金（以下「雇用調整給付金」という。）又は旧規則

第百二条の四第一号の出向給付金（以下「出向給付金」という。）

新規則第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主に係

る新規則第百二条の二の雇用調整助成金（以下「雇用調整

助成金」という。）

旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニに該当する事業主に係る雇用調整

給付金又は出向給付金

新規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係

る雇用調整助成金

旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主に係る雇用調整給付金

又は出向給付金

新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主に係

る雇用調整助成金

旧不況地域則第二条第一号の特定不況地域雇用調整給付金又は特定不況地域

出向給付金

新規則第百二条の三第一項第一号ニに該当する事業主に係

る雇用調整助成金

２　新規則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者（雇

用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令（昭和五十六

年労働省令第二十二号）附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた中高年齢者雇用開発給付金、同令附則第三条第

二項の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇

用開発給付金又は同令附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第三条の規定による改正前の雇用対策法施

行規則第六条の三に規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。）」とする。

３　施行日前に行われた休業又は教育訓練（第一項の規定により施行日以後に行われた休業及び教育訓練とみなされたものを除く。）に係

る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金及び施行日前に行われた出向（旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する出向をいう。）に係

る旧規則第百二条の四第一号の出向給付金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の六の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百十一条の特定求職者雇用奨励金の

支給については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五六年一一月一二日労働省令第三九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

90



附　則　（昭和五六年一二月一五日労働省令第四一号）

この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

附　則　（昭和五七年一月三〇日労働省令第一号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　昭和五十八年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法（昭和四十九

年法律第百十六号）第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定に

よる基本手当の支給を受けることができる。

附　則　（昭和五七年三月三一日労働省令第七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　この省令の施行の日前の日に係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項の特定求職者雇用開発助成

金及び同規則第百十条の同和対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五七年四月六日労働省令第一四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

（経過措置）

第二条　昭和五十七年四月一日（以下「適用日」という。）前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

２　昭和五十七年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

３　適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

４　適用日前において改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百三十条第二項第三号及び第四号の規定により労働大臣

が指定した教育訓練については、第百二十五条第三項第一号イ（４）及び（５）の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。

５　適用日前に係る教育訓練に関する旧規則第百三十条の有給教育訓練休暇奨励給付金の支給については、なお従前の例による。

６　適用日前に係る職業訓練（職業講習を含む。）に関する旧規則第百三十二条の職業訓練等受講給付金の支給については、なお従前の例

による。

７　適用日前に係る職業訓練に関する旧規則第百三十四条の職業訓練派遣奨励等給付金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五七年五月二八日労働省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号）

この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律（昭和五十七年法律第六十六号）の施行の日（昭和五十七年十月一日）から施行す

る。

附　則　（昭和五八年一月二九日労働省令第二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　昭和五十九年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法（昭和四十九

年法律第百十六号）第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定に

よる基本手当の支給を受けることができる。

附　則　（昭和五八年二月二六日労働省令第六号）

１　この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

２　この省令の施行の日前に定年を六十歳以上の年齢に引き上げた事業所の事業主に対する改正前の雇用保険法施行規則第百四条、改正前

の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和五十四年労働省令第十六号）附則第二項又は改正前の雇用保険法施行規則の一部を改

正する省令（昭和五十六年労働省令第四十一号）附則第二項の規定による定年延長奨励金の支給については、昭和六十二年十二月三十一

日までの間は、なお従前の例による。

３　改正後の雇用保険法施行規則第百五条に規定する高年齢者雇用確保助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、

前項の規定による定年延長奨励金の支給を受けることができる場合には、当該事由によつては、高年齢者雇用確保助成金は支給しないも

のとする。

附　則　（昭和五八年四月五日労働省令第一三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、様式第七号の改正規定は、同年八月一日から施

行する。

（経過措置）

第二条　この省令の適用の日（以下「適用日」という。）前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

２　適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第八十二条第三項に規定する特例受給資格

者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

第三条　適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対する当該通年雇用奨

励金の支給については、なお従前の例による。

２　適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなり、かつ、適用日以後旧規則第百九条の

規定がなお効力を有することとした場合に当該通年雇用奨励金の支給に係る労働者に関し当該規定により通年雇用奨励金の支給を受ける

ことができることとなる事業主（次項において「旧支給対象事業主」という。）であつて、改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」

という。）第百九条に規定する事業主以外の事業主であるものに対しては、同条の規定にかかわらず、旧規則第百九条の規定の例により

当該労働者に関し通年雇用奨励金を支給するものとする。

３　旧支給対象事業主であつて、新規則第百九条に規定する事業主であるものに関する同条の規定の適用については、同条中「ものとす

る」とあるのは、「ほか、労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする」とする。

第四条　昭和六十一年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附

則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

第五条　昭和六十一年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の

団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給

付金を支給することができる。
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第六条　昭和五十八年八月一日において現に交付されている旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、新規則第十条第一項

の規定による雇用保険被保険者証とみなす。

２　新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新

規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書並びに新規則第六十九条第一項の規定により読

み替えて準用する新規則第二十二条第一項の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附　則　（昭和五八年六月三〇日労働省令第二二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つた同項第二号に規定す

る休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

２　この省令の施行の日前における改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項第一号ヌ又はルに掲げる者の雇入れに係る同項の特定

求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五九年四月一一日労働省令第一〇号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

２　昭和五十九年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧規則」という。）第七条

第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定によ

る受給資格者証及び旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則（以下この条に

おいて「新規則」という。）第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、

新規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書とみなす。

２　新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票（改正後の様式第六号（２）によ

るものに限る。）新規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書並びに新規則第四十九条の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変

更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

３　この省令の施行の際現に使用している旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした

上、使用することができる。

附　則　（昭和五九年一二月五日労働省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年三月三〇日労働省令第八号）

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年四月六日労働省令第一三号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

２　昭和六十年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

３　改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に係る職業訓練に関して適用し、同日前に係る職

業訓練に関しては、なお従前の例による。

附　則　（昭和六〇年八月二〇日労働省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年一月二七日労働省令第三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年三月三日労働省令第四号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月二十五日から適用する。

２　この省令の適用の日前においてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ハに該当した事業主であつて、

当該事業主に係る同項第二号イ（１）（ｉｉｉ）の実施期間がこの省令の適用の日以後において終了するものに係る同条の雇用調整助成

金の支給については、当該実施期間の終了する日までの間は、なお従前の例による。

附　則　（昭和六一年四月五日労働省令第一八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　昭和六十一年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

２　改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百十七条の規定に該当する事業主のうち、 初に当該再雇用特別措置に基

づき女子を再雇用した日（以下単に「再雇用した日」という。）がこの省令の適用の日（以下「適用日」という。）前であつて、再雇用し

た日から起算して三年を経過する日が適用日以後の日であるものに対する同条の規定の適用については、「 初に当該再雇用特別措置に

基づき女子を再雇用した日から起算して三年の期間」とあるのは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和六十一年労働省令第

十八号）の適用の日から 初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年を経過する日までの期間」とする。

３　新規則第百二十五条第二項及び第三項の規定は、適用日以後に係る職業訓練から適用し、適用日前に係る職業訓練に関しては、なお従

前の例による。

４　昭和六十四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第

十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
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５　昭和六十四年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体

又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金

を支給することができる。

附　則　（昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六一年六月三〇日労働省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

（高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る初年度の特例）

第三条　雇用保険法施行規則第百四条の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間における高年齢者多数

雇用報奨金の支給に係る同条の規定の適用については、同条中「毎年、一月から十二月まで」とあるのは「昭和六十一年十月から同年十

二月まで」と、「その数が六十を下回る場合にあつては、六十」とあるのは「その数が十五を下回る場合にあつては、十五」とする。

附　則　（昭和六一年一〇月一八日労働省令第三四号）

１　この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。

２　改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第三号の規定は、同条第一項第二号ハに規定する出向をした日から起算して二年を経

過する日が、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後である出向に係る雇用調整助成金の支給について適用する。ただし、

同号ハに規定する出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日が施行日前である出向に係る同条第二項第三号の規定の適用につい

ては、同号中「二年間。」とあるのは「二年間とし、当該出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日から昭和六十一年十月十九

日までの期間を除く。」とする。

附　則　（昭和六一年一一月二六日労働省令第三七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年一二月五日労働省令第三八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六二年三月二七日労働省令第八号）

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年三月二七日労働省令第九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　施行日前における改正前の雇用保険法施行規則（次項において「旧規則」という。）第百二条の五第一項第一号ニに掲げる者の雇

入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧規則第百十条に規定する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設

に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域改善対策対象地域雇用促進給付金の支給については、な

お従前の例による。

附　則　（昭和六二年四月一日労働省令第一三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧規則」という。）第三十四条の規定は、この省令の施

行の際現に同条第一号ロに該当する者であつて、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第二十三条第二項に規定する個別延長給付

を受けることができるものについては、その者が当該個別延長給付を受け終わるまでの間、なおその効力を有する。

２　旧規則第百二条の三、第百二条の五及び第百七条の規定（特定不況地域に係る部分に限る。）は、旧特定不況地域については、昭和六

十三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。

３　前項の規定により旧特定不況地域について昭和六十三年六月三十日までの間なおその効力を有することとされた旧規則（以下この条に

おいて「なおその効力を有する旧規則」という。）第百二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号イ（５）中「十二分の一」

とあるのは「十五分の一」と、「十五分の一」とあるのは「二十分の一」と、同号ハ（２）中「設置後三箇月を経過している事業所に限

る。以下」とあるのは「以下」と、「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条第八項中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。

４　なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号イに該当する事業主が、同号イに規定する休業を昭和六十一年十月二十日から

昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「休業」とあるのは「休業

（以下この号において「助成対象休業」という。）」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二）の額」とあるのは「四分の

三）の額（助成対象休業に昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行われた休業（以下この号において「増額対

象休業」という。）及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の三分の二（中小企業

事業主にあつては、四分の三）の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の二分の一（中小企業事

業主にあつては、三分の二）の額を加えた額）」とする。

５　なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号ロに該当する事業主が、同号ロに規定する教育訓練を昭和六十二年四月一日か

ら昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは「地域

雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令附則第三条第四項において読み替えて適用する前号」と、「「手当の

額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「昭和六十一年十

月二十日」とあるのは「昭和六十二年四月一日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。

６　昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間のいずれかの日がなおその効力を有する旧規則第百二条の三第二項第三

号の支給対象期間に属する場合における同号の規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額（以下

この号において「通常賃金額」という。）」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」

と、「三分の二）の額」とあるのは「四分の三）の額（支給対象期間に昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間の
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日（以下この号において「増額対象期間」という。）以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金について同号

ハの契約に基づいて負担した額（その額が通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除

して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で

除して得た数を乗じて得た額）の三分の二（中小企業事業主にあつては、四分の三）の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃

金について同号ハの契約に基づいて負担した額（その額が通常賃金に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を

三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日

数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額）の二分の一（中小企業事業主にあつては、三分の二）の額を加えた額）」とする。

７　次の各号のいずれかに該当する事業主については、施行日の属する判定基礎期間（第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則

（以下この条において「新規則」という。）第百二条の三第一項第二号イ（５）に規定する判定基礎期間をいう。）内に行われた休業又は

教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。

一　施行日の前日に地域雇用開発等促進法附則第五条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関す

る特別措置法第二条第一項第四号に規定する特定不況地域事業主に該当していた事業主で旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当し

ていたもののうち、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号トに該当することとなつたもの

二　施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主であつて、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号ト又

はチに該当することとなつたもの

８　前項各号のいずれかに該当する事業主に対する施行日前に行われた休業若しくは教育訓練（前項の規定により施行日以後に行われた休

業又は教育訓練とみなされたものを除く。）又は出向（旧規則第百二条の三第一項第二号ハに該当する出向をいう。）に係る同条の雇用調

整助成金の支給については、なお従前の例による。

９　なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間の

いずれかの日である者に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「三分の一」とある

のは「三分の二」とする。

１０　なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年七月一日から昭和六十三年六月三十日までの間

のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「四十五歳」とあるのは、「三十五歳」とする。

１１　施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号カ又はヨに規定する者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給について

は、なお従前の例による。

１２　施行日前に旧規則第百七条第二項各号のいずれかに該当する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前

の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域雇用促進給付金の支給について

は、なお従前の例による。

１３　なおその効力を有することとされた旧規則第百七条又は前項の規定に基づき地域雇用促進給付金の支給を受けることができる事業主

が、同一の事由により、新規則第百七条の地域雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該地

域雇用促進給付金は支給しないものとする。

附　則　（昭和六二年四月一日労働省令第一四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する教育

訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例に

よる。

３　施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の

例による。

附　則　（昭和六二年五月二一日労働省令第一八号）

１　この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百五条の三第一号、第百十七条第二号

及び附則第十六条の三第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

２　昭和六十二年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給につ

いては、なお従前の例による。

３　新規則第百十七条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に同条第二号の規定による再雇用の申出を行つた女子に係る女子再雇用促進給

付金の支給について適用する。この場合において、この省令の施行の日前に退職し、雇用保険法第二十条第一項の規定により公共職業安

定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行わなかつた女子であつて、当該退職について同法に規定する失業給

付の支給を受けていないものに対する新規則第百十七条の規定の適用については、同条第二号中「当該退職に係る基本手当の受給につい

て法第二十条第一項により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行い、かつ、その就業が」とあ

るのは「その就業が」とする。

附　則　（昭和六二年六月一二日労働省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六二年六月三〇日労働省令第二五号）

この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年七月一日労働省令第二六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六二年七月二八日労働省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六三年三月三一日労働省令第七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年四月八日労働省令第一四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
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（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　昭和六十三年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

２　改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百二条の三第一項第二号イ（５）の規定の適用については、この省令の施

行の日（以下「施行日」という。）の属する判定基礎期間（新規則第百二条の三第一項第二号イ（５）に規定する判定基礎期間をいう。

以下この条において同じ。）における休業、教育訓練又は職業訓練のうち施行日前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後

に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。

３　昭和六十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百五条の三の高年齢者

短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

４　新規則附則第十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日の属する判定基礎期間以前の判定基礎期間に旧規則第百二条の三第

一項第一号イからホまでに該当する事業主が行つた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。

５　新規則附則第十六条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する支給対象期間（新規則第百二条の三第二項第三号に規定する支給対象

期間をいう。以下この項において同じ。）以前の支給対象期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が同項

第二号ハの出向対象被保険者にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。

附　則　（昭和六三年六月二九日労働省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧規則」という。）第百二条の三第一項第一

号ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する同条の雇

用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に開始された旧規則第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する職業訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、な

お従前の例による。

３　施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例に

よる。

附　則　（昭和六三年七月二六日労働省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六三年一二月二三日労働省令第三八号）

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附　則　（平成元年三月二二日労働省令第五号）

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

附　則　（平成元年五月二九日労働省令第二〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の改正規定及び附則第二条第四項の規定は、平成元年六月一日から施

行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に開始された改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百二条

の三第一項第二号ハに規定する出向に係る同条の雇用調整助成金及び施行日前の同令第百二条の三の二第二項第一号ハ（１）に規定する

雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧規則第百七条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事

業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金

の支給については、なお従前の例による。

４　平成四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の雇用保険

法施行規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

５　平成四年三月三十一日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は

労働者に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技

能講習助成給付金を支給することができる。

附　則　（平成元年六月二八日労働省令第二一号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四の特定求職者雇用開発助成金の支給につい

ては、なお従前の例による。

附　則　（平成元年七月一二日労働省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年八月二五日労働省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年九月八日労働省令第三一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成元年十月一日から施行する。

（改正法附則第二条第三項の労働省令で定める日）

第二条　雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律（次条第一項及び第三項において「改正法」とい

う。）附則第二条第三項の労働省令で定める日は、平成四年三月三十一日（この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に離職し

たことにより雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は同法第三

十九条第二項に規定する特例受給資格を取得し、かつ、平成四年三月三十一日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基

づいて改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第十九条第二項の受給資格者証、新規則第六十五条の四の高年齢受給資

格者証又は新規則第六十八条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日）とする。
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（経過措置適用の申出）

第三条　改正法附則第二条第三項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証を添え

て、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職

業安定所（第三項において「申出管轄公共職業安定所」という。）の長に提出することによって行うものとする。

一　申出に係る者の氏名及び住所又は居所

二　事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地

三　申出に係る者及び当該適用事業に雇用される通常の労働者の施行日の前日における一週間の所定労働時間及び施行日における一週間

の所定労働時間

四　改正法附則第二条第三項に規定する希望する日

２　前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

３　申出管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出に係る者が改正法附則第二条第三項に規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認

めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日におい

て雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　施行日前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百五条に規定する雇用延長制度（同条に規定する短時間勤

務労働者を対象とするものに限る。）を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十

一日までの間は、なお従前の例による。

２　施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る同条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例に

よる。

３　施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又

は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主

に対する同項の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前の旧規則第百八条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長

の認定を受けた事業主に対する同項の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前の旧規則第百十条第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例に

よる。

６　施行日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した

事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧規則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主

に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。

８　施行日前に旧規則第百十八条に規定する再雇用に係る同条の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日において現に交付されている旧規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び旧規則第十条第一項の規定による雇

用保険被保険者証は、それぞれ新規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第十条第一項の規定による雇用保険

被保険者証とみなす。

１０　新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票（新規則様式第六号（２）に

よるものに限る。）は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附　則　（平成元年一二月二八日労働省令第三三号）

この省令は、平成二年一月一日から施行する。

附　則　（平成二年三月三一日労働省令第九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、雇用保険法施行規則様式第二十七号（表紙）の改正規定は、同年六月一日

から施行する。

（経過措置）

第二条　平成二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

２　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に行われた出向（改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百二条

の三第一項第二号ハに規定する出向をいう。）に係る旧規則第百二条の二の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金及び旧規則第百十二条第一項の地域雇用奨励金の支給

については、なお従前の例による。

４　旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日が施行日前である事業主に関する改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規

則」という。）第百十二条第二項第一号ハ（２）の規定の適用については、同号ハ（２）中「六箇月」とあるのは「一年」とする。

５　旧規則第百十二条第二項第一号ハ（２）に規定する完了日が施行日前である事業主に対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給に

ついては、なお従前の例による。

６　施行日以後旧規則第百十二条第二項の規定がなお効力を有することとした場合に当該規定により地域雇用奨励金の支給を受けることが

できることとなる事業主であって新規則第百十二条第二項第一号に規定する事業主以外の事業主であるもの（以下「旧資格対象事業主」

という。）が、同号ロに規定する対象事業所（以下この項及び次項において「対象事業所」という。）の設置又は整備に伴い、施行日から

平成二年六月三十日（特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日）までの間において、対象事業所の

所在する地域雇用開発等促進法（昭和六十二年法律第二十三号）第二条第一項第二号に規定する雇用開発促進地域又は当該雇用開発促進

地域に隣接する同号に規定する雇用開発促進地域に係る同項第八号に規定する雇用開発促進地域求職者（六十五歳以上の求職者、新規則

第百十条第一項第一号に規定する職場適応訓練受講求職者及び就職が容易であると認められる者を除く。）を公共職業安定所の紹介によ

り、継続して雇用する労働者（新規則第十八条の二第一項に規定する短時間労働者を除く。）として雇い入れる場合には、当該旧資格対

象事業主に対しては、新規則第百十二条第二項の規定にかかわらず、当該雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金を支給するものとす

る。この場合において、当該地域雇用奨励金の額は、当該雇入れに係る者に対して対象事業所の設置又は整備に係る事業の操業を開始し

た日から起算して一年の期間について支払った賃金の額の八分の一（新規則第百二条の三第一項第二号イ（５）に規定する中小企業事業

主にあっては、六分の一）の額（その額が同条第二項第一号に規定する基本手当日額の 高額に三百を乗じて得た額を超えるときは、当

該基本手当日額の 高額に三百を乗じて得た額）とする。

７　新規則第百十二条第二項第一号イ（３）に該当する事業主又は旧資格対象事業主であって同条第一項の地域雇用奨励金の支給の対象と

なるもののうち、対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を当該対象事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する日
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（当該届を平成二年六月三十日（特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日。以下この項において同

じ。）までの間に提出しない場合にあっては、平成二年六月三十日。以下この項において「完了日」という。）が施行日以後である事業主

が、対象事業所の設置又は整備に伴い、完了日までの間に、当該地域雇用奨励金の支給に係る労働者（以下この項において「支給対象労

働者」という。）を五人（新規則第百二条の四第三項に規定する小規模企業事業主にあっては、三人）以上雇い入れた場合には、当該事

業主に対しては、新規則第百十二条第三項の規定にかかわらず、雇い入れた支給対象労働者の数に応じ、当該支給対象労働者の雇入れに

係る費用の額を限度として、同条第一項の地域雇用特別奨励金を支給するものとする。ただし、当該地域雇用特別奨励金の支給の対象と

なる事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、当該地域雇用特別奨励金は支給しない。

一　完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数が完了日における対象

事業所の継続して雇用する労働者の数未満の数となったとき。

二　完了日後において、対象事業所で支給対象労働者を雇用しなくなったとき（当該雇用しなくなったとき以後速やかに、公共職業安定

所の紹介により、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときを除く。）。

８　この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、新規則第七十三条第一項の規

定による日雇労働被保険者手帳とみなす。

附　則　（平成二年六月八日労働省令第一四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の

規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用す

る。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）

第百五条に規定する雇用延長制度を実施した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成六年十二

月三十一日までの間は、なお従前の例による。

２　施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る旧規則第百三条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお

従前の例による。

３　施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又

は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主

に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業

事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給については、なお従前

の例による。

５　施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働

大臣が指定した教育訓練とみなす。

６　施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の高年齢労働者等受講奨励金の支

給については、なお従前の例による。

７　新規則第百四十条第十号の規定の適用については、施行日前に旧規則第百四十条第十号に規定する事業主団体又はその連合団体が行っ

た同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助は、施行日以

後に新規則第百四十条第十号に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置そ

の他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助とみなす。

附　則　（平成二年一一月三〇日労働省令第二八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二年十二月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに

規定する公共職業安定所の長に提出した事業主（以下「旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主」という。）に対する平成三年三月

三十一日以前の日における雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主であって改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ハ（２）に規定する完了日

が平成三年三月三十一日以前であるものに対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成三年三月二七日労働省令第四号）

（施行期日）

１　この省令は、平成三年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　平成三年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

３　この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

４　この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成三年四月一二日労働省令第一三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後雇用された女子に係る女

子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用された女子に係る改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）

第百十五条第一号の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の

団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金の支給については、なお

従前の例による。

附　則　（平成三年七月三一日労働省令第一六号）

97



（施行期日）

第一条　この省令は、平成三年八月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置）

第二条　地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第二条第一項に規定する雇用開発促進地域又はみな

し地域（以下「雇用開発促進地域等」という。）であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係

る同項に規定するみなし指定期間（当該期間が改正法による改正後の地域雇用開発等促進法（以下「新法」という。）第二条第二項後段

の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」とい

う。）の末日までの間、第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百十二条第二項の規定は、適用し

ない。

一　この省令の施行の際、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百十二条第二項第一号イ（１）

に規定する構造改善促進地域に該当していた地域以外の地域であること。

二　この省令の施行の際、旧規則第百十二条第二項第一号イ（２）に規定する労働大臣が指定する区域に該当していた地域以外の地域で

あること。

２　前項第一号に該当する雇用開発促進地域等については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の末日までの間、新規則第百十

二条第三項の規定は、適用しない。

３　前二項の規定は、新規則第百十二条第二項第二号イに規定する特定事業主については、適用しない。

第三条　地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成三年政令第二百四十二号。以下「整

備令」という。）の施行の際現に改正法による改正前の地域雇用開発等促進法第十七条において読み替えて適用する雇用保険法（昭和四

十九年法律第百十六号）第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けている者であって、整備令附則第三項の規定により改正法附則

第二条第一項に規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの（当該地域を当該短縮後の期間の末日（以下「満了日」という。）の

翌日から整備令の施行の日の前日から起算して九十日を経過した日（以下「経過日」という。）までの間について新法第二条第一項第三

号に規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、同項第九号に規定する特定雇用機会増大促

進地域離職者に該当することとなる者に限る。）については、満了日の翌日から経過日までの間、新法第二条第一項第九号に規定する特

定雇用機会増大促進地域離職者とみなして新法第十七条の規定を適用する。

附　則　（平成三年七月三一日労働省令第一八号）

（施行期日）

１　この省令は、平成三年八月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受け

ることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金の支給について

は、なお従前の例による。

附　則　（平成三年八月一日労働省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三年九月二六日労働省令第二一号）

この省令は、平成三年十月一日から施行する。

附　則　（平成四年三月二六日労働省令第四号）

（施行期日）

１　この省令は、平成四年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　平成四年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

３　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百十六条の規

定により、育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児休業奨励金の支給については、なお従前の

例による。

４　施行日の前日までに旧規則第百十七条の規定により、特定職種育児休業利用助成給付金の支給を受けることができることとなった事業

主に対する当該特定職種育児休業利用助成給付金の支給については、なお従前の例による。

５　改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保

険被保険者資格喪失届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届は、

当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附　則　（平成四年四月一日労働省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成四年四月一〇日労働省令第一一号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百二十五条第二項及び第三

項、第百三十三条第二項、第百三十九条の四並びに附則第十七条の三の規定は、平成四年四月一日から適用し、附則第十七条の改正規定

及び附則第四項の規定は、平成四年六月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定

する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する旧規則第百三条の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給に

ついては、なお従前の例による。

３　平成七年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった

事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。

４　平成七年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなっ

た事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

５　平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けること

ができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後において

も当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
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６　平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の三第二項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けること

ができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特定中小企業事業主育児休

業奨励金を支給することができる。

附　則　（平成四年四月一〇日労働省令第一二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成四年六月二九日労働省令第一九号）

この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日（平成四年七月一日）から施行する。

附　則　（平成四年六月二九日労働省令第二一号）

この省令は、平成四年七月一日から施行する。

附　則　（平成四年九月一四日労働省令第二八号）

（施行期日）

１　この省令は、平成四年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に定年に達した被保険者については、改正後の雇用保険法施行規則第十四条の二の規定は、適用しない。

３　この省令の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成四年一〇月二一日労働省令第三三号）

この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日（平成四年十一月一日）から施行する。

附　則　（平成五年二月一二日労働省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成五年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第十五条　施行日前に係る職業訓練に関する第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第五十八条の特定職種受講手当、同令第百

二条の四の産業雇用安定助成金、同令第百五条の継続雇用移行準備奨励金、同令第百二十五条の生涯能力開発給付金及び同令第百二十五

条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成五年四月一日労働省令第一四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第四項の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われた事業所

の設置又は整備に係る地域雇用移転給付金の支給について適用し、施行日前に行われた事業所の設置若しくは整備又は工場の移転に係る

地域雇用移転給付金の支給については、なお従前の例による。

第三条　改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、施行日以後再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給

付金の支給について適用し、施行日前に再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給については、なお

従前の例による。

附　則　（平成五年四月七日労働省令第一八号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第五十九条第二項第二号の規定は、平成五年四月一日から適用する。

（経過措置）

２　平成五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附　則　（平成五年六月一一日労働省令第二一号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百三十九条の三の規定

により労働大臣が指定した教育訓練については、改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓

練とみなす。

３　施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者受講奨励金の支

給については、なお従前の例による。

附　則　（平成五年九月一〇日労働省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成五年一二月二八日労働省令第三八号）

１　この省令は、平成六年一月一日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条の二の規定は、平成四年四月一日から適用す

る。

２　この省令の施行の日前に行われた改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号ロに規定する教育訓練に係る同条の雇用調整

助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成六年二月九日労働省令第四号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに

規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前

の例による。

３　旧規則第百十九条第七項本文の規定にかかわらず、旧規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金（以下この項において「地域雇

用奨励金」という。）であつて地域雇用開発等促進法（昭和六十二年法律第二十三号）第八条第二項に規定する法人に該当する事業主（以

下「特定事業主」という。）に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則（以下

「新規則」という。）第百九条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開

発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令（昭和五十六年通商産業省・労働省令第二号）第五条第一項に規

定する特定求職者雇用開発助成金（以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行

規則（昭和五十一年労働省令第三十八号）第十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者（以下「重度障害者」という。）に係る
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ものに限る。）の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規

定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇

用開発助成金に係る雇入れの日（以下この項において「雇入日」という。）が新規則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいず

れかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第百十二条

第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中

欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。

雇入日が旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業

開始日（以下この項において「操業開始日」という。）以

前のとき。

雇入日から起算して一年六箇月を

経過した日

一年六箇月の期間

雇入日が操業開始日後のとき。 雇入日から起算して一年六箇月を

経過した日

一年六箇月の期間から操業開始日から雇

入日までの期間に相当する期間を減じた

期間

４　新規則第百十九条第八項本文の規定にかかわらず、新規則第百九条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行

規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金（以下「特定求職者雇用開発助成金」という。）であつて重度障害者の雇入

れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金（特定事業

主に係るものを除く。）の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第二項第

一号ハ（１）に掲げる日が新規則附則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることがで

きる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開

発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事

業主であり、かつ、同号ロ（２）に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第一号ハ（２）に

規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。

附　則　（平成六年三月三一日労働省令第二一号）

この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、平成六年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例によ

る。

附　則　（平成六年三月三一日労働省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年五月二日労働省令第二八号）

１　この省令は、平成六年六月一日から施行する。

２　改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第一号及び第二号の規定は、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期

間（同条第一項第二号イ（５）に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。）の初日がこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）以

後である休業又は教育訓練について適用し、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が施行日前である休業又は

教育訓練については、なお従前の例による。

附　則　（平成六年六月二四日労働省令第三四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百六条の規定

及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用す

る。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）

第百五条第一項の規定に基づき、同項第二号の運用計画を同号に規定する公共職業安定所に提出した事業主に対する同条の継続雇用移行

準備奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに

規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同項の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。

３　前項の規定により、旧規則第百六条第二項の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における新規則第

百六条第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金は

支給しないものとする。

４　施行日前に旧規則第百六条第三項第一号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四条第二項に規定する中央

高年齢者雇用安定センターに対して、旧規則第百六条第三項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の

高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成六年六月二九日労働省令第三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及

び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号（表紙）（甲）の改正規定、

同様式（表紙）（乙）の改正規定、同様式（第１頁（表紙の裏）から第２３頁までの奇数の頁）の改正規定、同様式（第２頁から第２４

頁までの偶数の頁）の改正規定、同様式（第２５頁）の改正規定、同様式（第２６頁）の改正規定、同様式（裏面）の改正規定及び第二

条の規定（労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。）は同年八月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日前に安定した職業に就いた雇用保険法施行規則第一条第三項第一号に規定する受給資格者に対する再就職手当

の支給については、なお従前の例による。

２　平成六年八月一日において現に使用している改正前の雇用保険法施行規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当

分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附　則　（平成六年九月三〇日労働省令第四五号）

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附　則　（平成七年一月二三日労働省令第一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成七年四月一日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）において、現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」と

いう。）第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第

二項の規定による雇用保険受給資格者証、旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書、旧規則第六十五条の四第一項の規

定による雇用保険高年齢受給資格者証、旧規則第六十八条第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び旧規則第七十三条第一項の

規定による日雇労働被保険者手帳は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第七条第二項の規定による雇用

保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険受給資格

者証、新規則第三十一条第三項の規定による受給期間延長通知書、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者

証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手

帳とみなす。

２　新規則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十条第三項の雇用保険

被保険者証再交付申請書、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新

規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関

指定届、新規則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第六十九条第一項の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十

一条第一項の雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第

一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第九十三条の移転費支給決

定書及び新規則第九十四条第二項の移転証明書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

３　施行日前に六十歳に達した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「雇用する

被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する六十歳以上の被保険者」と、「が六十歳に達したとき

は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、」とあるのは「について、平成七年七月三十一日までに当該被保険者に係る施

行日前の賃金を基礎として作成した」と、同条第二項中「当該被保険者が法第六十一条第二項に規定する支給対象月において六十歳に達

した日に応当する日（その日に応当する日がない月においては、その月の末日）」とあるのは「施行日後の日」と、「前項の規定による」

とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する省令（平成七年労働省令第一号）附則第二条第三項において読み替えて適用する前項の規

定」と、「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「六十歳に達した日において」とあるのは「施行日において」と

する。

４　施行日前に法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の三の規定の適用に

ついては、同条第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。

５　新規則第百二条の三第二項の規定は、施行日以後に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給について適用し、施

行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に開始された旧規則第百二条の四第二項第一号イ（２）の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ（２）の事業転換に伴う配置

転換及び施行日前の日における同号ハ（１）の出向又は再就職のあつせんによる雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給について

は、なお従前の例による。

７　施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

８　施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日

において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給

教育訓練休暇に係る同項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る同項の中

小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に開始された旧規則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例に

よる。

１２　施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、

なお従前の例による。

第三条　新規則第百一条の五第二項、第四項及び第六項（第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、

施行日から平成八年三月三十一日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月（高年齢再就

職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月）の区分に応じ、当該各号に

定める期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

一　平成七年四月から同年七月まで　同年八月一日から同年十月三十一日まで

二　平成七年八月から同年十月まで　同年十一月一日から同年十二月三十一日まで

三　平成七年十一月から平成八年一月まで　同年二月一日から同年三月三十一日まで

２　第十七条の二第四項の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。

３　前二項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。この場合において、第一項中「第百一条の五第二項、第四項及び

第六項（第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。）」とあるのは「第百一条の十三第二項、第四項及び第六項」と、「高年

齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月（高年齢再就職給付金の支給申請に係る高

年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月）」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み

替えるものとする。

４　平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対する第百一条の六第一項の規定（第

百一条の七第二項及び第百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の適用については、同項中「その日の翌日か

ら起算して七日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。

（改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準）

第四条　雇用保険法等の一部を改正する法律（平成六年法律第五十七号。以下「改正法」という。）附則第四条第二項の厚生労働省令で定

める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。

一　受給資格に係る離職の日において五十五歳以上六十歳未満であること。

二　特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること（当該受給資格に係る離職後 初に公共職業安定所に求職の申

込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受

けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ

ことのある場合を除く。）。
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（改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数）

第五条　改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一　改正法附則第四条第二項第二号イに該当する者　三十日

二　改正法附則第四条第二項第二号ロに該当する者　六十日

（改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者）

第六条　改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基

本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。

附　則　（平成七年一月二三日労働省令第二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の日前の日における雇入れに係る雇用保険法施行規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従

前の例による。

附　則　（平成七年一月三〇日労働省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年二月二四日労働省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年三月一日労働省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年三月三日労働省令第一〇号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正後の雇用保険法施行規則附則第十八条の二の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。

附　則　（平成七年三月三一日労働省令第二二号）

（施行期日）

１　この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第四項の規定は、平成七

年六月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十四条第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができること

となった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

３　平成十年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）附則第十六条の三第一項の規定により通年雇

用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇

用奨励金を支給することができる。

４　平成十年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなっ

た事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

５　平成十年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けること

ができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後において

も当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附　則　（平成七年三月三一日労働省令第二三号）

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附　則　（平成七年六月一二日労働省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年六月三〇日労働省令第三一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成七年七月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四第二項第一号イ（２）の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ

（２）の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日における同号ハ（１）の出向又は再就職あつせんによる雇入れに係る同条の産業雇

用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成七年六月三〇日労働省令第三二号）

この省令は、平成七年七月一日から施行する。

附　則　（平成七年九月二九日労働省令第三九号）

（施行期日）

１　この省令は、平成七年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の規定により女子再雇用促進給付金の支給を受けることができるこ

ととなった事業主に対する当該女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

３　この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の三の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受

けることができることとなった事業主に対する当該特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　平成十一年三月三十一日までの間に改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給

を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該介護休業制度

導入奨励金を支給することができる。

附　則　（平成七年一一月一日労働省令第四一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百二十二条の規定により

中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十

一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

２　この省令の施行の日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることと

なった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）第五条第一項に規定する
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認定組合等（以下「認定組合等」という。）に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第百四十条第十四号の規定によ

り中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第二条第一項に規定する中小

企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成八年一月二三日労働省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年三月二五日労働省令第一〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　施行日前に安定した職業に就いた第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第八十三条第三

項第一号に掲げる日雇受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日において現に使用している旧雇保則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした

上、使用することができる。

附　則　（平成八年三月二九日労働省令第一六号）

（施行期日）

１　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に開始された改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百二十五条

第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象職業

訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る旧規則第百

二十四条の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に開始された旧規則第百二十五条の四第四項第一号ロ（２）（ｉ）の有給教育訓練休暇に係る同条第一項の人材高度化能力開

発給付金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成八年四月一日労働省令第一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　対象者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給

付日数については、なお従前の例による。

附　則　（平成八年五月一一日労働省令第二三号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の規定は、この省令の施行の日以後に職業に就き、又は事業を開始した受給資格者について適

用する。

３　改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様

式によることができる。

附　則　（平成八年六月二八日労働省令第三〇号）

１　この省令は、平成八年七月一日から施行する。

２　この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条の二（同令附則第十八条の三第四項及び第五項並びに第十八条の四

第四項及び第五項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）の規定により中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を受ける

ことができることとなった中小企業事業主に対する同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお

従前の例による。

附　則　（平成八年一〇月一日労働省令第三七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年一月二三日労働省令第二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年二月二八日労働省令第六号）

この省令は、平成九年三月一日から施行する。

附　則　（平成九年三月二七日労働省令第一五号）

この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、平成九年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例によ

る。

附　則　（平成九年四月一日労働省令第二一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百二条の六第二項

第一号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則第百二条の五の雇用高度化助成金の支給については、

なお従前の例による。

２　平成九年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定す

る短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。

３　前項の規定により、旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における改正後の雇用保

険法施行規則（以下「新規則」という。）第百四条第三項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働雇用延

数に係る同条の多数継続雇用助成金は支給しないものとする。

４　施行日前に旧規則第百十四条又は附則第十六条の三の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
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５　施行日前に旧規則第百十七条の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育

児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧規則第百十八条の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する同条の育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の

団体又はその連合団体であって、同条第一項第一号の計画に基づく認定訓練の実施に必要な設備の設置又は整備を行うものに対する旧規

則第百二十一条の中小企業人材育成訓練設備助成金の支給については、なお従前の例による。

８　新規則第百二十五条第二項及び第三項（旧規則附則第十八条の三及び第十八条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下

同じ。）の規定は、施行日以後に開始される同条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金及び同条第三項第一

号イの有給教育訓練休暇に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給について適用する。

９　施行日前に旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対する同条第一

項の能力開発給付金支給についての新規則第百二十五条第二項第二号イ（同号ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この

項において同じ。）の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が 初に作成した事業内職業能力開発計画に基づ

き 初の職業訓練が開始された日に応当する日（以下この項において「応当日」という。）が当該職業訓練が開始された日から起算して

一年を経過する日である場合にあっては当該応当日を同条第二項第二号イ（１）（ｉ）の 初の職業訓練が開始された日から起算して一

年を経過する日及び同号イ（２）（ｉ）の一年経過日とみなし、応当日が 初の職業訓練が開始された日から起算して一年を超える期間

経過する日である場合にあっては当該応当日を同号イ（１）（ｉ）の同日から起算して二年を経過する日及び同号イ（２）（ｉ）の二年経

過日とみなし、かつ、同号イ（１）（ｉ）中「起算して一年を経過する日（以下この号において「一年経過日」という。）」とあり、及び

同号イ（２）（ｉ）中「一年経過日」とあるのは「施行日前」とし、同号イ（１）（ｉ）及び（２）（ｉ）中「一年経過日の翌日」とある

のは「施行日」とする。

１０　施行日前に旧規則第百二十五条第四項の規定により技能評価促進給付金の支給を受けることができることとなった者に対する同項の

技能評価促進給付金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労

働大臣が指定した教育訓練とみなす。

１２　施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者等受講奨励金

の支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により介護労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった事業主

に対する同号の介護労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。

１４　施行日前に旧規則第百四十条第十四号の規定により介護労働者福祉施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する同号の介護労働者福祉施設助成金の支給については、なお従前の例による。

１５　施行日前に旧規則第百四十条第十六号の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対す

る同号の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に旧規則第百四十条第十七号の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることと

なった事業主に対する同号の中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

１７　施行日前に旧規則第百四十条第十八号の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができること

となった事業主団体については、新規則第百四十条第十四号ロの規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることがで

きることとなった事業主団体とみなす。

１８　施行日前に旧規則附則第十七条の二の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対す

る冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。

１９　施行日前に旧規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に

対する同項の介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成九年六月二〇日労働省令第二六号）

この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日（平成九年六月二十三日）から施行する。

附　則　（平成九年七月一日労働省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年九月二五日労働省令第三一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に

掲げる規定の施行の日（平成九年十月一日）から施行する。

附　則　（平成一〇年三月二三日労働省令第九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年三月二五日労働省令第一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年三月三一日労働省令第一八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百十六条第四項の

規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇

用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧規則第百四十条第十五号の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に

対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一〇年四月九日労働省令第二〇号）
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（施行期日等）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次条

第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条

の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項

の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。

（経過措置）

第二条　平成十三年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができるこ

ととなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

２　平成十三年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとな

った事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができ

る。

３　平成十三年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けるこ

とができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後におい

ても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

４　平成十年十二月三十一日までの間に新規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができる

こととなった事業主に対しては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支

給することができる。

５　平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十九条の五の規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなっ

た職業紹介事業者に対しては、同条の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができ

る。

附　則　（平成一〇年四月二七日労働省令第二四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年六月一九日労働省令第二五号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月十八日から適用する。

附　則　（平成一〇年九月一日労働省令第三二号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の二の規定により特定介護労働者雇用助成金の支給を受けることが

できることとなった事業主に対する同条の特定介護労働者雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

３　この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の三の規定により未就職卒業者職場実習助成金の支給を受けること

ができることとなった事業主に対する同条の未就職卒業者職場実習助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一〇年一〇月二九日労働省令第三五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十年十二月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第百一条の五第

一項及び第百一条の七の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付支給申請書並びに新規則第百一条

の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）の相

当様式によることができる。

第三条　新規則第百一条の二の七第二項の規定にかかわらず、平成十年十二月一日から平成十一年二月二十八日までの間における教育訓練

給付金支給申請書の提出は、同年三月一日から同年三月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったこ

とについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第四条　平成十年十二月一日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第四号の中高年齢労働

者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一〇年一二月二一日労働省令第四二号）

１　この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

２　平成十一年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（次項において「新規則」という。）附則第十七条

の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかか

わらず、同年十月一日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。

３　平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の八第二項の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることが

できることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励

金を支給することができる。

附　則　（平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号）

この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十一

年一月一日）から施行する。

附　則　（平成一一年一月一一日労働省令第六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第五条　第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新規則」という。）第五条第一項の雇用保険適用除外申

請書、新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離

職証明書、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新規則第十三

条第一項の雇用保険被保険者転入届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名
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変更届、新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業

開始時賃金証明書、新規則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練

等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第三十一条第一項の受講

期間延長申請書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第四十九条第一

項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢

受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入

申請書、新規則第七十二条第一項の雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申

請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新規則第九十二条

第一項の移転費支給申請書、新規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新規則第百一条の二の七第一項の教育訓練給付金支

給申請書、新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書

並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお第四条の規定による改正前の雇用保険法

施行規則の相当様式によることができる。

附　則　（平成一一年二月二四日労働省令第一二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）附則第十八条第三項に規

定する団体が同項に規定する活動を行った場合における同条第二項の推進団体助成金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧規則附則第十八条第三項に規定する承認事業者が同条第四項に規定する業務を行った場合における同条第二項のソフトウ

ェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に開始された旧規則附則第十八条第五項に規定する職業訓練を受けさせる事業主に対する同条第二項のソフトウェア人材育成

事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一一年二月二六日労働省令第一四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第四十五条第二

項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によ

ることができる。

２　新規則第十四条の四第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者

に係る新規則第十四条の三第一項の規定による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出について適用する。

３　被保険者が平成十一年四月一日前に雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した場合における新規則第十四条の三（新

規則第十四条の四第二項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、新規則第十四条の三第一項中「当該休業

を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「平成十一年六月三十日まで」とする。

４　新規則第百一条の十九第二項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日から同年六月三十日までの間における介護休業給付金支給申請

書の提出は、同年七月一日から同年八月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむ

を得ない理由があるときは、この限りでない。

５　前項ただし書の場合における介護休業給付金支給申請書の提出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければなら

ない。

附　則　（平成一一年三月三一日労働省令第二二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

２　平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

３　平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者

多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後

においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。

附　則　（平成一一年三月三一日労働省令第二四号）

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年七月二二日労働省令第三二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成

金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中高年労働移動支援特別助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

３　平成十二年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金

の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該人材移

動特別助成金を支給することができる。

附　則　（平成一一年九月一七日労働省令第三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

（特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置）

第二条　

２　施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百十条の特定求職

者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

（特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置）

第三条　施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不

況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法（昭和五十八年法律第三十九号。以下「業種法」という。）
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第二条第二項前段の規定により付された期間（施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延

長前の期間に限る。）内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調

整業種について業種法第二条第三項前段の規定により付された期間（施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場

合においては、当該延長前の期間に限る。）内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所

に係る業種法第二条第一項第六号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じよう

とする期間（当該期間が同号の認定の日から起算して二年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して二年）内に行われるもの

に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

４　前三項の規定による雇用調整助成金の支給については、旧規則附則第十五条第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。

（特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置）

第四条　施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会

増大促進地域について地域雇用開発等促進法（昭和六十二年法律第二十三号）第二条第三項前段の規定により付された期間（施行日以後

において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された

場合においては当該短縮された期間に限る。）内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域

について地域雇用開発等促進法第二条第六項前段の規定により付された期間（施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長

された場合においては、当該延長前の期間に限る。）内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

（その他の雇用調整助成金に係る経過措置）

第五条　前二条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の

例による。

附　則　（平成一一年九月三〇日労働省令第三八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日（平成十一年十月一日）

から施行する。

附　則　（平成一一年一〇月五日労働省令第四二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十一年十月三十一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）様式第九号によ

る雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第十号による雇用保険被保険者転入届は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法

施行規則（以下「新規則」という。）様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第十号による雇用保険被保険者転勤

届とみなす。

２　新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届は、当分の間、なお旧規則の

相当様式によることができる。

附　則　（平成一一年一二月三日労働省令第四八号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年一月三一日労働省令第二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（処分、申請等に関する経過措置）

第二条　地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（以下「地方分権推進整備法」という。）の施行前に改正前のそれぞ

れの法律若しくはこれに基づく政令の規定（これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。）により

都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為（以下「処分等の行為」という。）又は地方分権推進整

備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対し

てされている許可等の申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に

係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定（これらの規定を準用する他の法律

又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。）により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の

日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省

令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条　この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省

令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなる

ものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた

処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条　この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の

手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の

相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされ

ていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

（様式に関する経過措置）

第五条　第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収

等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証

票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の

雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則

第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、

第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及

び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四

条の規定による証明書とみなす。
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第六条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、こ

の省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条　この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要

な改定をした上、使用することができる。

附　則　（平成一二年三月二日労働省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年三月三一日労働省令第一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

２　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百

四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助

成金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受

けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

５　平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就

職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後において

も当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。

附　則　（平成一二年四月一四日労働省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年四月二一日労働省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年五月一二日労働省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年五月二六日労働省令第二五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年六月一日労働省令第二七号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一二年七月四日労働省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年八月二五日労働省令第三五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附　則　（平成一二年九月八日労働省令第三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百十条の特定

求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日

において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前の日において旧規則第百十四条の三第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の沖縄若年者雇用奨励金の支給につい

ては、なお従前の例による。

４　平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成

金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該人材

移動特別助成金を支給することができる。

５　平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五の規定により緊急日雇労働者多

数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後において

も当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。

６　施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イに規定する職業訓練又は同条第三項第一号イ（１）に規定する教育訓練に係

る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一二年九月八日労働省令第三七号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年八月二十九日から適用する。

附　則　（平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

第五条　第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則

第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による

証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労

働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十

五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定に

よる改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規
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則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、

第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及

び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定

による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四

条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百

四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正

後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第

七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、こ

の省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な

改定をした上、使用することができる。

附　則　（平成一二年一二月二〇日労働省令第四四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成十三年一月一日前に開始された雇用保険法施行規則第百一条の二の二に規定する教育訓練に係る同令第百一条の二の五に規定

する労働省令で定める額については、なお従前の例による。

附　則　（平成一二年一二月二六日労働省令第四六号）

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附　則　（平成一三年二月二七日厚生労働省令第一八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者に対する常用就職支度金

の額については、なお従前の例による。

第三条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）様式第五号によ

る雇用保険被保険者離職証明書及び旧規則様式第六号（２）による雇用保険被保険者離職票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用

保険法施行規則（以下「新規則」という。）様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第六号（２）による雇用保険被保

険者離職票とみなす。

２　新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票（新規則様式第六号（２）によるものに

限る。）は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附　則　（平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第百二十五条の四第

二項の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又は同項に規定す

る認定組合等に対する同項の人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。

２　前項に該当する事業主の団体若しくはその連合団体又は認定組合等に対する旧規則第百二十五条の四第三項の職業訓練の実施に係る同

項の人材高度化訓練運営助成金の支給については、なお従前の例による。

３　第一項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対する旧規則第百二十五条の四第四項第二号

の人材高度化措置の実施に係る同項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

第三条　施行日前に旧規則第百三十九条の四第二項の規定により受講環境整備奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する同項第三号の援助の実施に係る同項の受講環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則（以下「旧特定不況業種法施行

規則」という。）第三章から第五章まで（特定不況業種離職者（経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等

の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法（昭和五十八年法律

第三十九号。以下「旧特定不況業種法」という。）第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。）に係る部分に限る。）の

規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正

前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」

という。）前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条

の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳（旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をい

う。次項において同じ。）がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。

３　施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一三年八月二九日厚生労働省令第一八五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
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（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係る第六条の規定

による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

一　施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主　同日において当該指定業種について同項第二号イ（１）

（ｉ）の規定により定められていた期間

二　施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ロ又はハに該当していた事業主　同日において当該指定事業主について同項第二

号イ（１）（ｉｉ）の規定により定められていた期間

三　施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ニに該当していた事業主　当該事業主に係る同号ニの認定の日から二年

四　施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主　同日において当該特定雇用機会増大促進地域について

経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律（以下「平成十三年改正法」とい

う。）第五条による改正前の地域雇用開発等促進法（昭和六十二年法律第二十三号。以下「旧地域法」という。）第二条第三項前段の規

定により付されていた期間

五　施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主　同日において当該緊急雇用安定地域について旧地域法

第二条第六項前段の規定により付されていた期間

２　前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

３　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

４　次の各号のいずれかに該当する者を施行日以後の日において雇い入れる者に係る第六条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以

下「新雇保則」という。）第百十条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会

の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係厚生労働省令の整備等に関す

る省令（平成十三年厚生労働省令第百八十九号）附則第三条第四項各号のいずれかに該当する者」とする。

一　施行日の前日に旧地域法第二条第一項第三号の特定雇用機会増大促進地域に該当していた地域に係る同項第八号の特定雇用機会増大

促進地域離職者に相当する者（同日において当該特定雇用機会増大促進地域について同条第三項の規定により付されていた期間内に雇

い入れられる場合に限る。）

二　施行日の前日に旧地域法第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域に係る同項第十一号の緊急雇用安定地域離職者

に相当する者（同日において当該緊急雇用安定地域について同条第六項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限

る。）

三　特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令（平成十三年厚生労働省令第百二十九号）

附則第二条第一項に規定する者（同項の規定により効力を有することとされた期間内に雇い入れられる場合に限る。）

５　施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し

た事業主及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提

出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた

事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百十四条の二第二項第一号イの規定に基づき同号に規定する農山村雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定

を受けた事業主に対する同条の農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

８　平成十三年改正法附則第四条第二項の規定により地域雇用開発促進法（昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。）第

九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る新雇保則第百十二

条第二項第一号イ（１）の規定の適用については、同号イ（１）中「以下」とあるのは「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進

するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律（平成十三年法律第三十五号。以下「平成十三年改正法」という。）附則第四条第二

項の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「同法」とあるのは「地域雇用開発促進法」と、「計画期間」とあるのは「計画期間

（平成十三年改正法附則第四条第二項の規定によりみなされる計画期間を含む。）」とする。

９　施行日前に旧雇保則第百十四条の三第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を作成し、同号ロに規定する公共職業安定所

の長の認定を受けた事業主に対する同条の沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百二十五条の四の規定により人材高度化能力開発給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する同条の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百三十九条の四の規定により長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業

主に対する同条の長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

１２　平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十五条第一項から第四項までの規定により雇用調整助成金の支給を受けることが

できることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則附則第十五条の二の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇

用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

１４　平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第二項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができ

ることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

１５　施行日前に旧雇保則附則第十六条第三項及び第四項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなっ

た事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

１６　平成十三年五月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第七項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができ

ることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

１７　施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の二の規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当

該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

１８　施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の三の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

１９　平成十六年三月十五日までの間に新雇保則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができるこ

ととなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
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２０　平成十六年五月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができること

となった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することがで

きる。

２１　平成十六年三月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受け

ることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後に

おいても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附　則　（平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一七号）

この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。

附　則　（平成一四年一月二九日厚生労働省令第九号）

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号）　抄

１　この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。

附　則　（平成一四年三月一四日厚生労働省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則（以下「旧炭鉱労働者法施行規則」とい

う。）第一章の二及び第二章の規定並びに第四章（炭鉱離職者（石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（以

下「整備法」という。）第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法（昭和三十四年法律第百九十九号。

以下「旧炭鉱労働者法」という。）第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。）に係る部分に限る。）の規定、第二条の規定

による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八

号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇

用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第

二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ（８）、第百十九条第十二項（炭鉱離職者に係る

部分に限る。）及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第

九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳（旧炭鉱労働者法第八条第

一項に規定する手帳をいう。）がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。

附　則　（平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五号）

１　この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。

２　この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律施行規則第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ（８）の規定

は、失効前の沖縄振興開発特別措置法（昭和四十六年法律第百三十一号）第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受

けた者については、なおその効力を有する。

附　則　（平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十五条第五号イの規定は、平成十四年四月以後の月に係る時間外労働につい

て適用し、同年同月前の月に係る時間外労働については、なお従前の例による。

２　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百五条第一項第一号ロに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号ロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定

センターに提出した事業主に対する同条の高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する

同条第一項の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同

条第一項の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児・介護雇用環境整備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に

対する同条第一項の育児・介護雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に実施された旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一

号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

８　施行日前に開始された旧雇保則第百二十五条の二第二項の介護能力開発措置に係る同条の介護能力開発給付金の支給については、なお

従前の例による。

９　施行日前に実施された旧雇保則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例に

よる。

１０　施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対す

る同条第一項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一四年五月二九日厚生労働省令第七二号）

この省令は、平成十四年六月一日から施行する。

附　則　（平成一四年九月二日厚生労働省令第一一四号）
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（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年九月二十日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）様式第十四号に

よる失業認定申告書、旧規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び旧規則様式第二十四号による特例受給資格

者失業認定申告書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）様式第十四号による失業認定

申告書、新規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申

告書とみなす。

２　新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第六十九条の特例受

給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附　則　（平成一四年一一月二九日厚生労働省令第一五四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）前に雇用対策法（昭和四十一年法律第百三十二号）第二十四条第

一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定

所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧雇保則」という。）第百

二条の五第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百六条第三項第二号の規定に基づき同号に規定する再就職援助基本計画書を同号に規定する公共職業安定所の長

に提出した事業主に対する同項の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百六条第五項の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例によ

る。

５　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百七条の規定は、平成十四年十月一日以後に、同条の高年齢者等共同就業機会創出

助成金の支給に係る法人の設立の登記をした事業主について適用する。

６　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十七条の五第二項の建設業労働移動支援助成金の支給については、なお従前の例に

よる。

附　則　（平成一四年一二月一三日厚生労働省令第一五九号）

この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。

附　則　（平成一四年一二月二〇日厚生労働省令第一六三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一四年一二月二七日厚生労働省令第一六九号）

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附　則　（平成一五年二月三日厚生労働省令第八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年二月二八日厚生労働省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二

条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律（平成十五年法律第

二十六号）の施行の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧

雇保則」という。）第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第二号

イ（１）（ｉ）の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、な

お従前の例による。

２　前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

３　改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、同項に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日が平成十五年四

月一日以後である事業主について適用する。

４　施行日前に旧雇保則第百四条第二項の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第

四項の定年延長等職業適応助成金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第一項の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業

主の団体又はその連合団体に対する同項の地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百二十二条の四第四項の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった

事業主に対する同項の情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第二項の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業

主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対する同項の再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例によ

る。
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８　施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第三項の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった受給資

格者に対する同項の再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百三十八条第二号の規定により受講給付金の支給を受けることができることとなった労働者に対する同号の受講

給付金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百四十条第十三号の規定により派遣労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった派遣

元事業主に対する同号の派遣労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規

定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下において「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」

という。）第百十二条第二項第三号イの規定に基づき同号イに規定する計画を同号イに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に

対する同項の地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第二号の規定に基づき同号に規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業

主に対する同項の地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出した事業主に対する旧

雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務

は、都道府県労働局長が行うものとする。

４　施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業

主に対する旧雇保則第百十八条の二第一項の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項第一号に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項

の育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百三十九条第五項第一号に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項

の介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第三十一号）の施行の日から施行する。

（休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第十四条の五の規定は、この省令の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に同条第一項に規定する休業を開始した被保険者又は施行日以後に開始された同項に規定する勤務時間の短縮の

対象となる被保険者について適用する。

（技能習得手当に関する経過措置）

第三条　施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

２　施行日前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。

（常用就職支度手当に関する経過措置）

第四条　経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律（平成十三年法律第三十五号）

第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法（昭和五十八年法律第三十九号）第十三条第一

項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等

の省令（平成十三年厚生労働省令第百二十九号）第一条による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行

規則（昭和五十八年労働省令第二十号）第十一条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況

業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚

生労働省令に定めるものに該当するものとする。

２　石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号）第二条の規定による廃止前の炭鉱労働

者等の雇用の安定等に関する臨時措置法（昭和三十四年法律第百九十九号）第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは

第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法

第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

３　沖縄振興開発特別措置法（昭和四十六年法律第百三十一号）附則第三条の規定による失効前の同法第四十一条第一項の規定による沖縄

失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第

二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

（教育訓練給付の期間延長に関する経過措置）

第五条　新規則第百一条の二の三の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）

第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間が施行日以後に開始する場合について適用する。

（特別給付に関する経過措置）

第六条　施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第二十条第一項及び第二十一条の規定の適用については、同項第二号中「基本手当

日額」とあるのは「法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額」と、同条中「四分の三」とあるのは「基本手当日額を法

第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額で除して得た数に六分の五を乗じて得た数」とする。

（様式に関する経過措置）

第七条　新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新

規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関

指定届、新規則第四十五条第三項の払渡金融機関変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年

齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金

支給申請書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附　則　（平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号）

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五一号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一〇月二八日厚生労働省令第一六六号）

１　この省令は、平成十六年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、様式第三十三号の二の改正規定及び附則第四項

の規定（教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。）は、平成十五年十一月一日から施行する。

２　受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数について

は、なお従前の例による。

３　施行日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）第十四条の二第一項の規定に基づいて六十歳到達

時等賃金証明書が公共職業安定所長に提出されている場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」とい

う。）第百一条の五第一項の規定の適用については、同項中「に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書（様式第三十三号の四。以

下「六十歳到達時等賃金証明書」という。）を添えてその事業所」とあるのは「をその事業所」とする。この場合において、新規則第百

一条の五第三項の規定は適用しない。

４　新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、第十四

条の四第一項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金

証明票、第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、第百一条の五第一項の

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書、第百一条の十四第一項の育児休

業者職場復帰給付金支給申請書及び第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によること

ができる。

附　則　（平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第

九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

２　第五条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届並びに新規

則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則

の相当様式によることができる。

附　則　（平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項から第三項までの改正

規定は、平成十六年六月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）前に雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定す

る再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する

第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧雇保則」という。）第百二条の五第二項の求職活動等支援給

付金又は同条第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同

項の労働移動支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同

項（旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の求職活動支援給付金又は同条第七項（旧雇保則附則第

十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同

項の再就職支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第九項（旧雇保則附則第十五条の七の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給につい

ては、なお従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則第百十三条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項

の通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第二項に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練（情報関連人材育成事業に該当す

るものに限る。）を実施した場合における同条第三項の情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。

１０　平成十九年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）附則第十六条第一項の規定により通年雇

用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通

年雇用安定給付金を支給することができる。

１１　平成十九年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることと

なった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができ

る。
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１２　平成十九年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受ける

ことができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後にお

いても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附　則　（平成一六年八月二六日厚生労働省令第一二二号）

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附　則　（平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三九号）

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附　則　（平成一六年一一月四日厚生労働省令第一五四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であつて、第二条の規定による

改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第八十二条の三第二項第一号に掲げる同令第百二条の五第二項第二号イ及び

ロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イに規定する再就職援助計画等の対象となる者に対する常用就職支度手当の支給について

は、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第二号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同

項（旧雇保則附則第十五条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の求職活動等支援給付金又は同条第三項（旧雇保則附則

第十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第四項（旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条第三項の緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

附　則　（平成一六年一一月一九日厚生労働省令第一五九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（市町村の廃置分合等があった場合の取扱い）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）後に新潟県中越地域の市町村の廃置分合又は境界変更があった場合（新潟県中越

地域の市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があった場合を含む。）には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設

置され、又は境界が変更された市町村の区域のうち施行日において新潟県中越地域であった区域を新潟県中越地域とみなして、この省令

の規定を適用する。

附　則　（平成一六年一一月二六日厚生労働省令第一六一号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十六年十一月二十九日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）様式第三十三号の三

による高年齢雇用継続給付支給申請書及び旧規則様式第三十三号の五による育児休業基本給付金支給申請書は、それぞれ、この省令によ

る改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年

齢雇用継続給付支給申請書又は様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書及び様式第三十三号の五による育児休業給

付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書又は様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書とみなす。

３　新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支

給申請書並びに新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本

給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附　則　（平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号）

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附　則　（平成一七年一月二一日厚生労働省令第五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年二月一〇日厚生労働省令第一六号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）様式第十号の二によ

る雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、旧規則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、旧規則様式第三十三

号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書、旧規則様式第三十三号の五の二による育児休業基

本給付金支給申請書及び旧規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法

施行規則（以下「新規則」という。）様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十号の三による雇用保険

被保険者休業開始時賃金証明票、新規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請

書、新規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び新規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請

書とみなす。

３　新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十四条の二第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金

証明票、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金

支給申請書並びに新規則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附　則　（平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。

附　則　（平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。
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（雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定し

た職業に就いた受給資格者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第八十二条の三第

二項第七号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前の日における旧雇保則第百十条第二項第一号イ（１４）に規定する者の雇入れに係る同項の特定就職困難者雇用開発助成金の

支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域

雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百十二条第三項の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する

地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十四条の規定により沖縄若年者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄

若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する

事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育

児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に

対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児

両立支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対す

る看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百十六条第七項の規定により同項の届出を行った事業主であって、当該届出の日から三年を経過する日までの

間に、育児休業の取得の促進を図るため、同項各号に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する被保険者のうち育児休業をした

男性被保険者及び女性被保険者がそれぞれ一人以上いるものに対する同項の育児休業取得促進奨励金の支給については、なお従前の例に

よる。

１２　施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることと

なった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則第百三十九条第四項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることと

なった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

１４　施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調

整助成金の支給については、なお従前の例による。

１５　施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十五条の三の移動高年齢者等雇用安定助成金の支給については、なお従前の例に

よる。

１６　施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する

当該求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

１７　施行日前に開始された旧雇保則附則第十七条の三第二項第二号イの長期休業に係る同条の退職前長期休業助成金の支給については、

なお従前の例による。

１８　施行日前に経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等

の臨時の特例措置に関する法律（平成十三年法律第百五十八号。以下、「臨時特例法」という。）第四条第二項の規定により読み替えて適

用される中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律（平成三年法律第五十七号。

以下「中小企業労働力確保法」という。）第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七

条の四の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお

従前の例による。

１９　施行日前に臨時特例法第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の

認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百二十五条第八

項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

２０　施行日前に旧雇保則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設

業事業主又は中小建設業事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例

による。

附　則　（平成一七年四月一三日厚生労働省令第八八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金の支給

については、なお従前の例による。

附　則　（平成一七年七月二五日厚生労働省令第一二二号）

（施行期日）

第一条　この省令は平成十七年八月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）様式第二号によ

る雇用保険被保険者資格取得届、旧規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧規則様式第九号による雇用保険被保険者区分

変更届及び旧規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票並びにこの省令の施行

の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧規則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞ

れ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新規則様

式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第三十五号による雇
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用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票並びに新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新規

則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。

２　新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項

の雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則

第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧規則の相当様式に

よることができる。

附　則　（平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第五条　施行日前に、この省令による改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第九号の規定により給付金の支給を受けることができること

となった事業主に対する同号の給付金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は平成十八年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第一号に

よる雇用保険適用除外承認申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険

者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号によ

る雇用保険被保険者区分変更届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継

続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請

書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三

号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金

支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）様式第二号による雇用保険被保険

者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇

用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者

転勤届、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様

式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）

育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並

びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号の四による雇用保険被

保険者手帳は、それぞれ、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証及び新雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳と

みなす。

３　新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第一項

の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更

届、新雇保則第十三条の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の雇用保険

被保険者手帳、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢

雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書及び

育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分

の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

４　施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する

求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就

職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定

着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号又は第二号に該当することとなった事業主に対する同項の継続雇用制度奨励金の支給につい

ては、なお従前の例とする。

８　新雇保則第百四条第四項の規定による多数継続雇用助成金の支給については、前項の規定によりなお従前の例によることとされた継続

雇用制度奨励金の支給を新雇保則第百四条第二項の規定による継続雇用制度奨励金の支給とみなす。この場合において、同条第四項中

「第二項第三号の確保措置期間」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成十八年厚生労働省令第七十一号）附則

第三項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金が支給される期間」と、同項第一号ロ中「確保措置を講じた」

とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の第二項第一号に規定する継続雇用制度を設けた」と読み替える

ものとする。

９　施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項の規定により受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第三号の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主

に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事

業主団体に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

１２　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する

育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主

に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
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１４　施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育

児両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。

１５　施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により男性労働者育児参加促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主

に対する男性労働者育児参加促進給付金の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。）第八条第一項

の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第二項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従

前の例による。

１７　施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第三項の介護雇用

管理助成金の支給については、なお従前の例による。

１８　施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律

第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。）第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業協同組合等の構成員た

る中小企業者又は中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第二項の中小企業雇用管理改善助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

１９　施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第三

項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

２０　施行日前に旧雇保則第百二十五条の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキ

ャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

２１　施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百二十五条の二の介護能力

開発給付金の支給については、なお従前の例による。

２２　施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることと

なった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

２３　施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることと

なった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

２４　施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定によ

り短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時

間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

２５　施行日前に旧雇保則附則第十七条の六第四項、第六項又は第八項の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けること

ができることとなった中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給

については、なお従前の例による。

附　則　（平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附　則　（平成一八年五月三一日厚生労働省令第一二四号）

（施行期日）

第一条　この省令は公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第八号に

よる雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第

十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当

支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行

規則（以下「新雇保則」という。）様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受

講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請

書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書とみ

なす。

２　新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通

所届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の

七第一項の再就職手当支給申請書並びに新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相

当様式によることができる。

附　則　（平成一八年九月一九日厚生労働省令第一六三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。

附　則　（平成一八年九月二〇日厚生労働省令第一六四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百十条の三の規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、な

お従前の例による。

２　施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第

五十七号）第四条第一項の規定に係る改善計画（以下「改善計画」という。）の認定を申請した事業協同組合等の構成員である中小企業

者又は改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百二十五条第七項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給について

は、なお従前の例による。

附　則　（平成一八年九月二五日厚生労働省令第一六七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附　則　（平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号）

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

118



附　則　（平成一九年四月九日厚生労働省令第七七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中雇用保険法施行規則第百十三条、第百十四条、附則第十六条及び附則第十七条の改正規定並びに附則第八条第八項の規定　

平成十九年六月一日

二　第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ

十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定　平成十九年十月一日

（暫定雇用福祉事業）

第二条　雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号。以下「改正法」という。）附則第六条第一項第四号の厚生労働省

令で定める事業は、次の各号に掲げるものとし、同項第四号の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる事業につき、それぞれ、

当該各号に掲げる期間とする。

一　改正法附則第八十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産

形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号。以下「旧財形法」という。）第八条の二第一号の助成金の支給を行うこと　この省令の施

行の日（以下この条において「施行日」という。）から平成二十七年三月三十一日までの間

二　改正法附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第八条の二第三号の助成金の支給を行うこと　

施行日から平成二十二年三月三十一日までの間

三　改正法附則第八十八条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第十四条の三の助成を行うこと　施行日から平

成二十一年三月三十一日までの間

四　改正法附則第百六条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百五条の規定による改正前の中小企業における労働

力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）第七条第一項第一号の

助成を行うこと　施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

五　改正法附則第百十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇

用管理の改善等に関する法律（平成五年法律第七十六号）第十六条第一項第一号の給付金の支給を行うこと　施行日から平成二十一年

三月三十一日までの間

六　改正法附則第八十八条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第八条の二第二号の奨励金の支給を行うこと　

施行日から平成二十年三月三十一日までの間

七　改正法附則第百九条第一項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとされた改正法附則第百七条の規定による

改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成四年法律第六十三号）第三十二条各号に掲げる業務　施行日から平成二十

年三月三十一日までの間

八　第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）附則第十九条に規定する事業　施行日から当該事業

が終了するまでの間

九　旧雇保則附則第十九条の三に規定する事業　施行日から当該事業が終了するまでの間

十　旧雇保則第百四十条第七号に定める事業のうち、施行日前に同号の規定により補助を受けることができることとなった市町村に対し

て補助を行うこと　施行日から平成二十三年三月三十一日までの間

十一　障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成十七年厚生労働省令第百五十三号）附則第五条の規定に

よりなお従前の例によるものとされた給付金の支給を行うこと　施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

十二　旧雇保則第百四十条第三号に定める事業　施行日から平成二十年三月三十一日までの間

十三　前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事業（改正法附則第六条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事業

に附帯する事業を含む。）　厚生労働大臣が定める期間

（教育訓練給付金に関する経過措置）

第六条　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百一条の二の五及び第百一条の二の六の規定は、

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第六十条の二第一項に規定する教育訓練を

開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。

（雇用安定事業等に関する経過措置等）

第七条　第一条中雇用保険法施行規則第百二条の五、第百三条、第百四条、第百十条の二、第百十条の三、第百十二条、第百十六条、第百

十七条、第百十八条第一項、第六項及び第八項、第百十九条から第百二十条の二まで並びに第百二十五条並びに附則第十五条の六から第

十五条の八までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の二から第十七条の六までの改正規定、第十一条

の規定並びに第十四条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項及び第

八項から第十項まで並びに附則第三条の改正規定は、平成十九年四月一日（次条において「適用日」という。）から適用する。

第八条　適用日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

２　適用日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就

職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

３　適用日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定

着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

４　適用日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イ及びニ又は同項第二号ロ及びニに該当することとなった事業主に対する継続雇用制度奨励

金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

５　適用日前に旧雇保則第百四条第六項第一号イの措置を講じた事業主に対する雇用確保措置導入支援助成金の支給については、なお従前

の例による。

６　適用日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に

ついては、なお従前の例による。

７　適用日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の

例による。

８　附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができること

となった事業主に対する通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
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９　適用日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則

第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

１０　適用日前に旧雇保則第百二十五条第二項又は第五項の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった

事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

１１　旧雇保則第百二十五条第三項第二号ハからヘまでに規定する期間の初日が施行日前である事業主であって、当該期間内に同項第一号

に該当するものに対する同項のキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

１２　適用日前に旧雇保則附則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった事業

主又は認定団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

（様式に関する経過措置）

第十条　旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届は、新雇保則様式第四号による雇用保険

被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届とみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新雇保則様式第六号による雇用保険被

保険者離職票とみなす。

３　新雇保則第十七条の七の雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書及び新雇保則第百四十四条の雇用保険検査証明書は、当分の間、なお

旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成一九年六月二九日厚生労働省令第九二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年七月一日から施行する。

附　則　（平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）前である場合における第一条の規定による改正前の雇

用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第十二条の二の規定による届出については、なお従前の例による。

２　受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第二十三条第二項第二号の厚

生労働省令で定める理由については、なお従前の例による。

３　施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、旧雇保則第八十二条の

三第二項第二号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する

求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十条第二項の規定により特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十条第三項の規定により緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった認定中小企

業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

８　この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険

被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第九号の

二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請

書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給

付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、旧

雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資

格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式

第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれ、第一条の規定による改正後の

雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険

被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第九号の

二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請

書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給

付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、新

雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資

格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式

第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

９　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険

被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び旧雇保則様式第七号による雇用

保険被保険者証は、それぞれ、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資

格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び新雇保則様式第七号による雇用保険被保険

者証とみなす。

１０　新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第一

項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者

資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十二条の二の

雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更

届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三

項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇

用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書及び雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則第百一

条の十三第一項による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休

業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票は、

当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
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附　則　（平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律（平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。）

の施行の日（平成十九年八月四日）から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条

の前に三条を加える改正規定（第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。）、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同

条の次に六条を加える改正規定（第十条から第十三条までに係る部分に限る。）、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第

三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　改正法附則第三条第一項の規定により同意雇用開発促進地域（改正法第二条の規定による改正後の地域雇用開発促進法（昭和六十

二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。）第七条に規定する同意雇用開発促進地域をいう。）とみなされる地域（次項において

「みなし地域」という。）において、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に、第四条の規定による改正前の雇用保険法施行

規則（以下「旧雇保則」という。）第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画（同号イ（１）に係るものに限る。）

を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第二号イ（１）の規定に基づき同号イ（１）に規定する大規模雇用開発

計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。た

だし、当該地域に係る改正法附則第三条第一項の規定により新地域法第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画（同条第一

項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。）とみなされる同意地域雇用機会増大計画（改正法第二条の規定によ

る改正前の地域雇用開発促進法（以下「旧地域法」という。）第五条第四項の規定による同意を得ていた同条第一項に規定する地域雇用

機会増大計画をいう。）の計画期間の末日までの間に、都道府県が当該地域に係る地域雇用開発計画を策定し、新地域法第五条第四項の

規定による同意を得ていない場合であって、当該計画期間の末日後に旧雇保則第百十二条第二項第一号ハ（２）に規定する届を提出する

とき又は同項第二号イ（３）の規定に基づき雇い入れを行うときにあっては、この限りでない。

２　みなし地域においては、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百十二条第四項から第六項

までの規定及び第百二十五条第四項の規定は、適用しない。

３　旧雇保則第百十二条第二項第一号イ（２）に規定する過疎雇用改善地域に該当する地域において、施行日前に同号ロの規定に基づき同

号ロに規定する計画（同号イ（２）に係るものに限る。）を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主に対する同条の地域雇

用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　この省令の施行の際旧地域法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における旧雇保則第百十二条第一

項の地域高度人材確保奨励金及び旧雇保則第百二十五条第一項の地域人材高度化能力開発助成金の支給については、当該地域に係る旧地

域法第八条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖

縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

６　第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新雇保則第百十二

条第一項の中核人材活用奨励金又は新雇保則第百二十五条第一項の地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由

によっては、地域高度人材確保奨励金は支給しないものとする。

７　中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励

金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、中核人材活用奨励金は支給しないものとす

る。

８　第四項の規定により支給される地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活

用奨励金又は地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域人材高度化能力開発助成金は支給し

ないものとする。

９　地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材

確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域雇用開発能力開発助成金は支給

しないものとする。

１０　この省令の施行の際、旧地域法第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧雇保則第百四十条各号に

掲げる事業の実施については、平成二十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附　則　（平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附　則　（平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号）

この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附　則　（平成二〇年一月一八日厚生労働省令第五号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧規則」という。）様式第五号による雇

用保険被保険者離職証明書は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）様式第五号による雇用保険被保

険者離職証明書とみなす。

３　この省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新規則様式第六号による雇用保険被保険

者離職票とみなす。

４　新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票は、当分の間、なお旧規則の相当

様式によることができる。

附　則　（平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

（通所手当に関する経過措置）

第二条　平成二十年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
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（雇用安定事業等に関する経過措置）

第三条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百二条の五第三項第一号ニ又は第二号ホに規定する再就職が実現した事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例

による。

２　施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、

なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イに該当することとなった事業主に対する雇用環境整備助成金の支給については、なお従前

の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百十二条第七項の規定により沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対す

る沖縄若年者雇用促進奨励金については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十六条第二号及び第四号の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった

事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十八条第二項の規定により中小企業職業相談委託助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する中小企業職業相談委託助成金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則附則第十五条の八第二項第一号イ（１）の規定により法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た事業主に

対する子育て女性起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主

に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給（同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月を経過し

た日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。）については、なお従前の例による。

９　第七項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、この省令による

改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百四条第三項の七十歳定年引上げ等モデル企業助成金（次項において「七

十歳定年引上げ等モデル企業助成金」という。）、第百十二条第八項の地方再生中小企業創業助成金（次項において「地方再生中小企業創

業助成金」という。）又はこの省令による改正後の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十

一条第一項の建設事業主雇用改善推進助成金（次項において「建設事業主雇用改善推進助成金」という。）を受けた場合には、当該支給

事由によっては、子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。

１０　七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金を受けることができる事業

主が、同一の事由により、第六項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によって

は、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金は支給しないものとする。

１１　施行日前にこの省令による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第六項

から第十項まで又は附則第二条の規定により、第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇

用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けることができることとなっ

た中小建設事業主等、元方事業主、総合工事業を行う者、中小建設事業主、建設業の事業主団体又はその連合団体に対する当該第一種雇

用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金

又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給については、なお従前の例による。

（様式に関する経過措置）

第四条　この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則第百一条の二の三第二項の申請書は、新雇保則様式第十六号の教育訓練給付適用

対象期間延長申請書とみなす。

２　この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第十二号による公共職

業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就

職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付

金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇

保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・

（初回）育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復

帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保

険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票は、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式

第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二

十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の

二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続

給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業

給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書

及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五

号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

３　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書及び旧雇保則様式第十七号による受給

期間延長通知書は、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書及び新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書とみな

す。

４　新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所

届、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対

象期間延長申請書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇

保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則

様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三

の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給

付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新

雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）

フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇〇号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附　則　（平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、 低賃金法の一部を改正する法律（平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十

年七月一日）から施行する。

附　則　（平成二〇年六月二三日厚生労働省令第一一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によ

るものとみなす。

附　則　（平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

（訓練等支援給付金に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の七第二項の規定により訓練等支援給付金を受

けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日（平成二十年十二月一日）から施行する。

附　則　（平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

（雇用安定事業等に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百十条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとな

った事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十二条第八項第一号イに該当することとなった事業主に対する地方再生中小企業創業助成金の支給について

は、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百二条の三第一項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行った事業主は、この省令による改

正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）附則第十五条第二項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を

行ったものとみなすことができる。なお、その際の新雇保則附則第十五条第二項第二号イ（１）に定める期間は、施行日から当該届出の

際に当該事業主が指定した日から一年を経過する日までとする。

４　施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主

に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給（同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月又は十二

箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。）については、なお従前の例による。

５　新雇保則附則第十五条の九第二項第一号ロの規定は、施行日以後に開始された有期実習型訓練について適用する。

附　則　（平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八二号）

１　この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。

２　平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者に係

る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一

項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、

厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

附　則　（平成二一年一月一六日厚生労働省令第三号）

１　この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。

２　平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、雇用された期間が六箇月以上である者（被保険者でない者であって、一週

間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。）に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業

等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。この場合にお

いて、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出

なければならない。

附　則　（平成二一年二月六日厚生労働省令第一一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百十

八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用す

る。

（雇用安定事業等に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百十条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる

こととなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用調整助成

金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する

中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

４　平成二十年十二月九日から施行日から二箇月を経過する日までの間、新雇保則附則第十五条の六に規定する住居の提供又は費用の負担

を内容とする雇用対策法第二十五条第一項に規定する再就職援助計画の作成については、雇用対策法施行規則第七条の五において準用す

る第七条の三第一項の規定は、適用しない。この場合における当該再就職援助計画の作成については、厚生労働省職業安定局長の定める

ところによるものとする。
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５　施行日前に旧雇保則附則第十五条の九の規定により若年者等雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する若年者等雇用促進特別奨励金の支給（同項第一号イ及びロに規定する期間の定めのない労働契約を締結した日が施行日前である労働

者についての支給に限る。）については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対す

る中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。

７　平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の

状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給について

は、なお従前の例による。

（訓練等支援給付金に関する取扱い）

第三条　新雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定は、施行日以後に開始された対象認定実習併用職業訓練及び対

象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の

七の規定により開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例

による。

附　則　（平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年三月三一日厚生労働省令第七七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）前である基本手当の受給資格については、なお従前の

例による。

２　施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

３　施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

５　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第二号による

雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申

請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧

雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三

による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継

続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保

則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書／育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六

による介護休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用

総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）様式第二号による雇用保険被保険者資格

取得届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第

二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号に

よる移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続

給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、

新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の

五の二による育児休業基本給付金支給申請書／育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付

金支給申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

６　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧雇保則様式第三十一号による移転費

支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。

７　新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項

の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保

則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇

保則第九十九条の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の五の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給

付申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支

給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十四の育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十

九の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用

総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

（雇用安定等助成金に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、

なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に

ついては、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十条の三第一号ロの規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行

雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
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６　施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三

号イ（１）の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の雇用開発奨励金の支給及び施行日前に同条第四項第一号イの計画を都道

府県労働局長に提出した事業主に対する同項の中核人材活用奨励金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に育児・介護雇用安定等助成金（旧雇保則第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであっ

て、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。以下この項及び第十四項において同じ。）の支給を受けたことがある事業主又

は事業主団体（第十四項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。）に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行

規則（以下「新雇保則」という。）第百十七条第三項第二号（２）の規定の適用については、同号ハ（２）中「経過する日まで」とある

のは、「経過する日後、支給申請した日から起算して五年を経過する日まで」とする。

８　新雇保則第百十六条第一号、同条第四号、第百十七条第三項第一号及び附則第十七条の三第二項第一号の規定に係る一般事業主行動計

画の公表及び同計画の労働者へ周知の規定は、施行日以後に策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

９　施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百十八条第十項の規定により中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支

援給付金の支給については、なお従前の例による。

１２　施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお

従前の例による。

１３　平成二十一年四月五日までの間に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号ロの対象労働者に係る再就職援助計画を公共職業安定所長

に提出した事業主に対する離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。

１４　平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律施行規則（平成三年労働省令第二十五号）第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業主又は事

業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営

に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給

を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護

雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十七条の規定は、適用しない。

１５　施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤

人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第七項の介護雇用

管理助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十五条の九の次に一条を加える改正規定は、平

成二十一年七月十日から施行する。

２　この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）附則第十五条の三第二項及び第四項並びに雇用保険法施行

規則等の一部を改正する省令附則第二条第六項の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

（雇用安定事業等に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十六条第三号の規定により育児・介護雇用安定等助成金を受けることができることとなった事業主に対する同

号の育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従

前の例による。

４　施行日前に旧雇保則附則第十七条の七の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給

付金の支給については、なお従前の例による。

（様式に関する経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳は、新雇保則様式第十一号の四に

よる日雇労働被保険者手帳とみなす。

２　新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二一年一一月三〇日厚生労働省令第一五二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第三十三

号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給

付金支給申請書／育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」と

いう。）様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二に

よる育児休業基本給付金支給申請書／育児休業者職場復帰給付金支給申請書とみなす。

２　新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給

申請書並びに新雇保則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によること

ができる。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給

申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律（平

成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十二年六月三十日）から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に提出されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第十

号の二による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認

票・（初回）育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、第四条

の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短

縮開始時賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書並びに新雇

保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書とみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票は、新

雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票とみなす。

３　新雇保則第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同条第三項の雇用保険被保険者休業・所

定労働時間短縮開始時賃金証明票、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書及び育

児休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第六条　昭和三十四年四月一日までに生まれた船員として雇用されるものに対する第七条第二項の規定による被保険者でなくなったことの

届出については、同項中「五十九歳」とあるのは「五十四歳」と読み替えるものとする。

２　この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険法施行規則第四十条ノ二第一項に規定する船員失業保険証の効力については、なお

従前の例による。

３　船員である者が施行日以後初めて基本手当の支給を受けようとする場合における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「を

添えて」とあるのは、「及び改正前の船員保険法施行規則（昭和十五年厚生省令第五号）第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険

証を添えて」とする。

４　船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百十条第九項の適用に

ついては、次の表の上欄に掲げる者にあっては、新雇保則第百十条第九項第一号イ中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十五年四月一日までに生まれた者 六十歳

昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳

昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

５　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第二号による

雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式

第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様

式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長

申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、

旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧

雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧

雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号

の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、

旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレ

キシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）様式第二号によ

る雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様

式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則

様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延

長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更

届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請

書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告

書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二

十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証

明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新

規）フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

６　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保

険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則

様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び旧雇保則様式第三十一

号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新

雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一

号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び新雇保則様式第三十一号による移

転費支給決定書とみなす。
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７　新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項

の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新

雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第

一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第十七条の二第

一項第四号の日雇労働被保険者手帳、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二

条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇

保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の

受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢

受給資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新

雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給

申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動

費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被

保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二二年二月八日厚生労働省令第一六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年二月一二日厚生労働省令第一七号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第一号による

雇用保険適用除外申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪

失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号の二による雇

用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、

旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則

様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給

資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定

申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請

書、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保

則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第

三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請

書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確

認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式

第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブ

ルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）様式第一号による雇用

保険適用除外申請書、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届

及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号の二による雇用継

続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇

保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式

第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格

者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告

書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、

新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様

式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十

号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新

雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・

（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十

三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディ

スク提出用総括票とみなす。

３　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険

被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、旧雇保則様式第七号による雇用保

険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧

雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十

七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、そ

れぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇

保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一

号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用

保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び

教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。

４　新雇保則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇

用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認

通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保

険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則

第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号

の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇

用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の

失業認定申告書、新雇保則第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則

第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給
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資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢受給

資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入

申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新

雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条

第一項の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第

一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第百一条の二の

八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給

付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十

六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によるこ

とができる。

附　則　（平成二二年三月一八日厚生労働省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年四月一日厚生労働省令第五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定（雇用保険法施行規則附則第十七条の四の四及び附則第

十七条の四の五第一項の改正規定に限る。）及び附則第三条は、平成二十二年七月一日から施行する。

（雇用安定事業等に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百二条の五第二項第一号ハ又は第二号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第一項の求職活動等支援給付金の支給については、なお従前

の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項第一号ハ又は第二号ニに規定する再就職に係る支援の委託を行った事業主に対する同条第一項

の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する同項の中小企業定年引上げ等奨励金の支給につい

ては、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百四条第五項第一号ロの規定に基づく確保措置導入等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する同項の高年齢者等共同就業機会創出助成金の

支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項第一号イの届出を行った事業主に対する同条第一項の受給資格者創業支援助成金の支給につい

ては、なお従前の例による。

７　施行日までに旧雇保則第百十条の三第一項第一号ロ（１）（ｉｉ）又は（２）に規定する雇入れを実施した事業主に対する同項の試行

雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ（４）に掲げる者を期間を定めて雇い入れた事業主に対する旧雇保則第百十四条第二

項の規定の適用については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十六条第三号に該当する事業主に対する同条の育児・介護雇用安定等助成金（同号イ及びロの短時間勤務制度

の実施についての助成金に限る。）の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律

第五十七号）第四条第一項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業人材能力発揮奨励金の支給につい

ては、なお従前の例による。

１１　施行日前に前項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、

なお従前の例による。

１２　施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号イ（１）に規定する雇入れを行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化

奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該事業主が施行日後にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八

条第十項第一号イ（１）に規定する雇入れを行った場合における当該雇入れに係る中小企業雇用安定化奨励金の支給については、この限

りでない。

１３　施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号ロ（１）に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同

号ハ（１）に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用

安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

１４　施行日前に旧雇保則附則第十五条の四第二項第三号の届出を行った事業主に対する同条第一項の残業削減雇用維持奨励金の支給につ

いては、なお従前の例による。

１５　施行日前に雇用対策法第二十五条第一項の規定により再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主に対する旧雇保

則附則第十五条の六第一項の離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に雇用保険法施行規則第百四条第二項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対す

る通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

１７　施行日前に旧雇保則附則第十七条の三第二項第一号イに該当する事業主に対する同条第一項の中小企業子育て支援助成金の支給につ

いては、なお従前の例による。

１８　施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援

給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

１９　施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第四項の規定により中小企業雇用創出等能力開発助成金を受けることができることとなった事

業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

第三条　第一条中雇用保険法施行規則第十七条の四の五の改正規定の施行前に旧雇保則附則第十七条の四の五の規定により特例子会社等設

立促進助成金を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二二年四月一日厚生労働省令第五四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日前に被保険者となつた者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

六条の規定に基づく被保険者となつたことの届出については、なお従前の例による。
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２　この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十五号による日雇

労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被

保険者資格継続認可申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票

は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、

新雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者資格取得届、新雇保

則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届（新規）

フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

３　新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則第七十二

条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則第百四十

六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によるこ

とができる。

附　則　（平成二二年六月二五日厚生労働省令第八一号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第二号による

雇用保険被保険者資格取得届は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）様式第二号による雇用保険

被保険者資格取得届とみなす。

３　新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日（平成二十二年十月一日）から施行する。

附　則　（平成二二年一〇月一日厚生労働省令第一一〇号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に発達障害者を雇い入れた事業主に対する当該発達障害者に係る発達障害者雇用開発助成金の支給については、

なお従前の例による。

附　則　（平成二二年一二月一日厚生労働省令第一二二号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に労働者を三箇月以内の期間を定めて雇い入れた事業主に対する当該雇入れに係る若年者等正規雇用化特別奨励

金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二二年一二月二八日厚生労働省令第一三一号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第二号による

雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式

第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未

支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失

業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資

格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手

当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申

請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格

確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様

式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育

児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険

被保険者資格取得届（新規）フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇

保則」という。）様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険

被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤

届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通

所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更

届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請

書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二

十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三

号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高

年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書、

新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並び

に新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票とみなす。

３　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受

給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証及び旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格

者証は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様

式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証並びに新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証とみなす。

４　新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第三項

の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者
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氏名変更届、新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同項第一号の雇用保険受給資格者証、同項第二号の雇用保険高年

齢受給資格者証、同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所

届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第四十五条第二項

の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者

住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十

二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第百一条の二の八第一項

の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申

請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給

申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項

第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第二条並びに次条第七項及び第八項の規定　平成二十三年六月一日

二　第三条並びに第七条及び第十四条並びに次条第一項、第五項及び第三十六項の規定　平成二十三年七月一日

三　第四条及び第九条並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規定　平成二十三年九月

一日

（雇用安定事業等に関する経過措置）

第二条　第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ（５）の判定基礎期間の初日又は同号ロ（３）の出

向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に

行われた出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

２　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に離職した第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」と

いう。）第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給については、

なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イ（１）から（３）までのいずれかに該当する措置を講じた事業主に対する中小企業定年引

上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者雇用モデル企業助成金

の支給については、なお従前の例による。

５　前条第二号に掲げる規定の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険施行規則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記

をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出等助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域求職者雇用奨励金（同項第五号に係るものに限る。以下この項において同じ。）

の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

７　前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の規定により地域再生中小

企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例

による。

８　前条第一号に掲げる規定の施行の日前に新たに法人等を設立をした事業主であって、当該法人等に係る第一条の規定による改正後の雇

用保険法施行規則第百十二条第五項の地域再生中小企業創業助成金の支給を受けようとする事業主に対する同項の規定の適用について

は、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十二条第九項の規定により雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する雇用創造先導的創業等奨励金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に地域雇用開発促進法（昭和六十二年法律第二十三号）第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会が作成し、職業

安定局長の指定を受けた事業に係る計画に基づいて当該事業を実施する事業主に対する旧雇保則第百十二条第九項の規定の適用について

は、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百十二条第十一項の規定により地域貢献活動雇用拡大助成金の支給を受けることができることとなった事業主

に対する地域貢献活動雇用拡大助成金の支給については、なお従前の例による。

１２　前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号及び第九条の規定による

改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（以下「旧育介則」という。）第三十八条の

表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする

書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・

介護雇用安定等助成金（第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号の子の養育又は介護に係るサービスの利用に

ついての助成に係るものに限る。）の支給については、なお従前の例による。

１３　前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号及び旧育介則第三十八条

の表中雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備してい

るもの（同号に規定する原職等復帰措置に基づき 初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限

る。）の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助

成金（第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。）の支給

については、なお従前の例による。

１４　第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金（同条第二号の原職等復帰措置

についての助成に係るものに限る。）の支給を受けた事業主に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十七条第一号

イ（２）の規定の適用については、同号イ（２）の規定中「中小企業両立支援助成金（（１）に規定する原職等復帰措置に係るものに限

る。）」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十三年厚生労働省令第四十八号）第四条による改正前の雇用

保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金（同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。）」

とする。

１５　前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号及び旧育介則第三十八条

の表中雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主（当該制度を 初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過

していないものに限る。）の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当
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該育児・介護雇用安定等助成金（第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号の短時間勤務についての助成に係る

ものに限る。）の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に旧雇保則附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される第百十七条第二項に規定する被保険者が育児休業又

は短時間勤務をする期間中において、自ら定めた額の給付金を支給する事業主に対する育児休業取得促進等助成金の支給については、当

該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

１７　施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律

第五十七号。以下この項及び第二十一項において「中小企業労働力確保法」という。）第四条第一項の計画の提出を行った中小企業者に

対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

１８　施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成四年法律第六十三号）第八条第一項の規定に係る改善計画を提出した

事業主に対する旧雇保則第百十八条第五項の介護基盤人材確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

１９　施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第一号の介護雇用管理制度等導入奨励金の申請計画の認定を申請した事業主に対する介護雇用

管理制度等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

２０　施行日前に旧雇保則第百十八条第七項の規定により介護未経験者確保等助成金を受けることができることとなった事業主に対する介

護未経験者確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

２１　施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の計画の提出を行った組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給につい

ては、なお従前の例による。

２２　施行日前に旧雇保則第百十八条第十項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給について

は、施行日前に同条第十項第一号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

２３　施行日前に旧雇保則第百十八条第十項第一号ロ（１）に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号

ハ（１）に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の

支給については、なお従前の例による。

２４　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ロ又はハの規定により訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事

業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

２５　施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ（３）の規定

による対象認定実習併用職業訓練（以下「対象認定実習併用職業訓練」という。）を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給に

ついては、なお従前の例による。

２６　施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号イの規定による対象認定実習併用職業訓練を開始した事業主に対する同項第二号

の規定による訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

２７　施行日前に職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に基づき実習併用職業訓練の実施計画の認定を受けた事業主であって、施行日

以後に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ（３）に規定する新たに雇い入れた被保険者等（同イ（２）（ｉｉｉ）に規定する対象短時

間等労働者（第三十六項において「対象短時間等労働者」という。）を除く。）に対象認定実習併用職業訓練を受けさせた事業主に対する

訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を第一条による改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項第一号ロ（２）（ｉ）

に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。

２８　施行日前に旧雇保則第百二十五条第三項の規定により職業能力評価推進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対

する職業能力評価推進給付金の支給については、なお従前の例による。

２９　施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第三項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第百二十五条第四項第二号に規定する対象

職業訓練を開始した事業主に対する地域雇用開発能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

３０　施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号ロに規定する対象有期実習型訓練（次項において「対象有期実習型訓練」とい

う。）を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

３１　施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項の規定により対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給を受けることができる

こととなった事業主であって、施行日以後に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ（３）に規定する新たに雇い入れた被保険者等（対象

短時間等労働者を除く。）に当該対象有期実習型訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を新

雇保則第百二十五条第二項第一号ロ（２）（ｉｉ）に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。

３２　前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号及び旧育介則第

三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム（同条第二

項に規定する措置をいう。以下同じ。）の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの（一の事業主又は事業主団体における育児・

介護雇用安定等助成金（育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。）の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限

る。）の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介

護雇用安定等助成金（同条第二項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。）の支給については、なお従前の

例による。

３３　第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金（育児休業者職場復帰

プログラム（同条第二項に規定する措置をいう。）に係るものに限る。）の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定によ

る改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号イ（４）の規定の適用については、同号イ（４）の規定中「中小企業両立支援

助成金（育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。）」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十三

年厚生労働省令第四十八号）第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成

金（育児休業者職場復帰プログラム（同条第二項に規定する措置をいう。）に係るものに限る。）」とする。

３４　前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第二号及び旧育介則第

三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム（同条第三

項に規定する措置をいう。以下同じ。）の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの（一の事業主又は事業主団体における育児・

介護雇用安定等助成金（介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。）の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限

る。）の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介

護雇用安定等助成金（同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。）の支給については、なお従前の

例による。

３５　第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金（介護休業者職場復帰

プログラム（同条第三項に規定する措置をいう。）に係るものに限る。）の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定によ

る改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号ロ（４）の規定の適用については、同号ロ（４）の規定中「中小企業両立支援

助成金（介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。）」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十三
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年厚生労働省令第四十八号）第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成

金（介護休業者職場復帰プログラム（同条第三項に規定する措置をいう。）に係るものに限る。）」とする。

３６　第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条第二項第二号イ（５）判定基礎期間の初日又は同号ロ（３）の出向期

間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行わ

れた出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

３７　施行日前に旧雇保則附則第十七条の三に規定する中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対す

る中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。

３９　施行日前に育児・介護雇用安定等助成金（旧雇保則第百十六条第三号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。）の支

給を受けることができることとなった事業主に対する第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定の適用については、なお従前の例による。

４０　施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第五条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第十一条の規定による改

正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受ける

ことができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

４１　旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金（同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の支給を受けた事業主に対する第十一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関す

る法律施行規則第十三条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金（同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項

において同じ。）の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項

第二号又は第三号の規定を適用する。

４２　旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金（同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限

る。以下この項において同じ。）又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に

規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金（同条第二項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。）の支

給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金（同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待

遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。

附　則　（平成二三年五月二日厚生労働省令第五八号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年七月一日から施行する。

附　則　（平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

（経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第六項第三号の規定により独立行政法人雇

用・能力開発機構の長の認定を受けた同号の中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画は、この省令による改正後の雇用保険法施行

規則第百十八条第六項第三号の規定により、都道府県労働局長の認定を受けたものとみなす。

第四条　雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成十八年厚生労働省令第七十一号）附則第二条第十八項の規定によりなお従前の

例によることとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用につい

ては、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「機構」という。）の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替える

ものとする。

２　雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成十九年厚生労働省令第九十七号）附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によ

ることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、

同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

３　雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十年厚生労働省令第七十六号）附則第三条第六項の規定によりなお従前の例によ

ることとされた中小企業職業相談委託助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、

同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構（以下この項、次項及び第八項において「機構」という。）の長」及び「機構の長」と

あるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

４　雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十一年厚生労働省令第九十九号）附則第二条第九項の規定によりなお従前の例に

よることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用について

は、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

５　雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十二年厚生労働省令第五十三号）附則第二条第十項の規定によりなお従前の例に

よることとされた中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二

条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行

規則第百十八条第三項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力

開発機構（以下この項、次項及び第九項において「機構」という。）の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条

第三項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

６　雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十三年厚生労働省令第四十八号）附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例

によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第

二条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材確保推進事業助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保

険法施行規則第百十八条第九項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇

用・能力開発機構（以下この項及び第九項において「機構」という。）の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同

条第九項第二号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

附　則　（平成二三年六月三〇日厚生労働省令第七八号）

この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附　則　（平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。
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（雇用安定事業等に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行っ

た事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）附則第十五条の十一第二項の正規雇用

奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十三年厚生労働省令第四十八号）附則第二条第二十七項又は第三十一項の規定に

より、それぞれ同令による改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項第一号ロ（２）（ｉ）又は（ｉｉ）に該当する事業主とみな

して、当該事業主に支給される訓練等支援給付金の支給については、新雇保則附則第十七条の八の規定は適用しない。

附　則　（平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十三年十一月二十八日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第四号、

旧雇保則様式第五号又は旧雇保則様式第十号の二は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）

様式第四号、新雇保則様式第五号又は新雇保則様式第十号の二とみなす。

２　新雇保則第七条第一項に規定する様式第四号、様式第五号並びに新雇保則第十四条の二及び第十四条の四に規定する様式第十号の二

は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二三年一一月二五日厚生労働省令第一四〇号）

この省令は、平成二十三年十二月十五日から施行する。

附　則　（平成二四年三月三一日厚生労働省令第六五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第五十七条第一項の規定は、この省令の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に開始された公共職業訓練等を受ける受給資格者に対して支給する受講手当について適用し、施行日前に開

始された公共職業訓練等を施行日以後も受ける受給資格者に対して支給する受講手当については、なお従前の例による。

２　新雇保則附則第二十二条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日

前である者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第二十二条の規定の適用については、なお従前の例による。

３　この省令の施行の際この省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による

改正後の様式によるものとみなす。

４　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた

受給資格者等であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第八十二条の三第二項第一号に

規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に離職した第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百二条の三第一項第二号イに規

定する解雇を予告された被保険者等（旧雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。）に係る雇用

調整助成金の支給については、なお従前の例による。

３　新雇保則第百二条の三第三項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第一項

第二号イに規定する休業等に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に離職した旧雇保則第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者及び同項第二号イに規定する支援書等対象被保

険者に係る求職活動等支援給付金又は再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主（次項の事業主を除く。）に対する中小企業定年引上げ等

奨励金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより旧雇保則第百四条第二項第一号イのいずれかに該当する措置を新たに

講じた事業主については、同項の規定は、当該措置を講じた後六箇月を経過するまでの間、なおその効力を有する。この場合において、

同項第一号イ中「あること（当該措置を講じた後六箇月を経過した場合に限る。）」とあるのは、「あること」とする。

７　施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号ハに該当することとなった事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、な

お従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則第百四条第五項の規定により高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることができることとなった事業主団体に

対する高年齢者雇用確保充実奨励金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励

金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に

対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に新たに法人等を設立した事業主であって、施行日前に旧雇保則第百十二条第五項第一号ロに規定する計画を都道府県労働

局長に提出したものに対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

１２　施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主

に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、なお従前の例による。

１３　第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二項第一号ハ（１）の短時間勤務の制度を

利用した三歳に達するまでの子を養育する被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険

者に係る支給に限り、なお従前の例による。

１４　施行日前に離職した新雇保則附則第十五条第二項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者等（旧雇保則附則第十五条第二項第

二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。）に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
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１５　新雇保則附則第十五条第四項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第二

項第二号イに規定する休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができることとなった

事業主に対する若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

１７　施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨

励金の支給については、なお従前の例による。

１８　施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなっ

た事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

１９　施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の六第一項の規定により障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることが

できることとなった事業主に対する障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給については、なお従前の例による。

２０　施行日前に旧雇保則附則第十七条の五の二第二項及び第三項の規定により建設労働者緊急雇用確保助成金の支給を受けることができ

ることとなった事業主に対する建設労働者緊急雇用確保助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二四年四月六日厚生労働省令第七五号）

（施行期日等）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という

。）第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付

金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ又はロの雇入れを行った事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前

の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励

金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百十八条第五項第一号イに規定する計画を提出した事業主に対する介護労働者設備等導入奨励金の支給について

は、なお従前の例による。

附　則　（平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　第十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新雇保則」という。）第七十一条第二項の規定の適用

については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入

国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）に定める特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書（同法第七条第一項に

規定する特別永住者証明書をいう。次項において同じ。）とみなす。

２　前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者

証明書とみなされる期間は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

３　後日交付中長期在留者に対する新雇保則第七十一条第二項の規定の適用については、同項中「又は出入国管理及び難民認定法第十九条

の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律

第七十一号）第七条第一項に規定する特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日

本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成二十一年法律第七十九号）附則第七条第一項の規

定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券その他の身分を証する書類の写し」とする。

４　この省令の施行の際現に提出されている第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下この項及び次項において「旧雇保

則」という。）様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被

保険者氏名変更届、旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十六

号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得

届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第三十五号による雇用保険

被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総

括票とみなす。

５　新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十四条第一

項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票及び同

項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二四年七月二六日厚生労働省令第一〇七号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業

主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の

例による。

附　則　（平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行

の日（平成二十四年十月一日）から施行する。

附　則　（平成二四年八月一四日厚生労働省令第一一五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新雇保則」という。）第百二条の三第三項本文の規定は、

雇用保険法施行規則第百二条の三第三項に規定する対象期間（以下「対象期間」という。）の開始の日がこの省令の施行の日（以下「施
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行日」という。）以後である事業主（岩手県、宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主（以下「被災地事業主」という。）を

除く。）について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主（被災地事業主を除く。）については、なお従前の例による。

２　新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、対象期間の開始の日が施行日以後である事業主（被災地事業主を除く。）について適用し、

対象期間の開始の日が施行日前である事業主（被災地事業主を除く。）については、なお従前の例による。

３　被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項本文の規定

は適用せず、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（次項において「旧雇保則」という。）第百二条の三第三項本文の規定は、

なおその効力を有する。

４　被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則附則第十五条第四項本文の規定

は適用せず、旧雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、なおその効力を有する。

第三条　第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新雇保則」という。）第百二条の三第三項ただし書の規

定は、対象期間の開始の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後である事業主（被災地事業主を除く。）について適用し、

対象期間の開始の日が同日前である事業主（被災地事業主を除く。）については、なお従前の例による。

２　被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十六年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項ただし書の

規定は適用せず、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

附　則　（平成二四年八月三〇日厚生労働省令第一一九号）

この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改

正する法律（平成二十四年法律第四十四号）の施行の日（平成二十四年八月三十日）から施行する。

附　則　（平成二四年一〇月三一日厚生労働省令第一五二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成

金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例

による。

附　則　（平成二五年三月一日厚生労働省令第二〇号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に離職した者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第二項第一号ロに規定す

る計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例によ

る。

附　則　（平成二五年四月一日厚生労働省令第五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第百二条の三第一項第二号イ（５）の判定基礎期

間の初日又は同号ロ（３）の出向期間の初日がこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に属している場合における当該判定基

礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条（旧雇保則附則第十五条第八項、第十五条の二第二項並びに第十五

条の三第一項、第二項、第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による雇用調整助成金の支給について

は、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、

なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給について

は、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百十条の二第一号イ（１）の届出を行った事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従

前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ（１）の育児休業を終了した被保険者がいる事業主に対する同条第一項に規定する中小

企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

６　施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第

五十七号）第四条第一項の計画を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第三号の計画を提出した認定組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給について

は、なお従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前

の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることがで

きることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行った事業主（次項において「特定事業主」とい

う。）は、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百二条の三第一項第三号の休業等又は出向の

実施に係る届出を行ったもの（同項第一号イに該当するものに限る。）とみなして、同条の規定を適用する。ただし、旧雇保則附則第十

五条第二項第二号イ（５）の判定基礎期間の初日又は同号ロ（３）の出向期間の初日が施行日前に属している場合における当該判定基礎

期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条（旧雇保則附則第十五条の二第三項並びに第十五条の三第三項、第四

項、第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、な

お従前の例による。

１０　前項本文の場合において、特定事業主に係る旧雇保則附則第十五条第二項第二号イの対象期間及び中小企業緊急雇用安定助成金（休

業等に係るものに限る。）の支給日数は、それぞれ、新雇保則第百二条の三第一項第二号イ（１）の対象期間及び雇用調整助成金（休業

等に係るものに限る。）の支給日数とみなす。

１１　施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨

励金の支給については、なお従前の例による。
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１２　施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の二第二項第二号に該当する雇入れを行った事業主に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金

の支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の四第一項の規定により障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業

主に対する障害者初回雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

１４　施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなっ

た事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

１５　この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令

による改正後の様式によるものとみなす。

１６　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七号）　抄

（施行期日等）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）附則第十七条の六の規定は、平成二十五年四月一日か

ら適用する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という

。）第百四条第二項の規定により高年齢者労働移動受入企業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する高年齢者労

働移動受入企業助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三

号イ（１）の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百十二条第六項第一号イに該当することとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給について

は、なお従前の例による。

４　新雇保則第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のもの（中小企業事業主（新雇保則

第百二条の三第一項第二号（５）に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。）を除く。）に対する新雇保則第百十六条第二項第二号ロ

の規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号ロ（１）中「三十万円」とあるのは「四十万円」とし、同号ロ（２）

中「十万円」とあるのは「十万円（当該被保険者が二番目から五番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十五万円）」と

する。

５　新雇保則第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるもの（中小企業事業主に限る。）

に対する同項第二号イの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号イ（２）中「五番目まで」とあるのは「十番

目まで」と、「十五万円」とあるのは「十五万円（当該被保険者が六番目から十番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき

十万円）」とする。

６　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に

対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

７　常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主（中小企業事業主を除く。）については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該

事業主を中小企業事業主とみなして、新雇保則第百十六条第四項第一号イ及び第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。

８　施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号イ（２）の計画を提出した事業主又は同号ロ（２）の計画を提出した事業主に対する介護

労働環境向上奨励金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項の規定により発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に

対する発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項の規定により難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事

業主に対する難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項の規定により精神障害者雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主

に対する精神障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

１２　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第七項の規定により職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができることとなった事業主

に対する職場支援従事者配置助成金の支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練及び対

象有期実習型訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する訓練

等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

１４　施行日前に旧雇保則第百二十五条第三項第二号に規定する対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練及び対象実践的職業訓練を実施

する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発

助成金の支給については、なお従前の例による。

１５　主として常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主により構成される事業主団体（主として中小企業事業主により構成されるも

のを除く。）については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主団体を主として中小企業事業主により構成される事業主団

体とみなして、新雇保則第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。

附　則　（平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一六号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十五年十二月一日から施行する。ただし、附則第十五条の五の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第百二条の三第一項第二号イ（１）（ｉ）に規定する対象期

間の開始の日がこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に属している場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規

則（以下「新雇保則」という。）第百二条の三第一項第二号イ（１）（ｉ）の規定の適用については、「当該事業主が指定した日（前号イ

に該当するものとして過去に雇用調整助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十五年厚生労働省令第五十五号）

第一条の規定による改正前の附則第十五条第一項に規定する中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、

当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。）」とあるのは「当該事業主

が指定した日」とする。

３　旧雇保則第百二条の三第一項第二号イ（５）に規定する判定基礎期間の初日が施行日前に属している場合における新雇保則第百二条の

三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ（２）（ｉ）中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日にお
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いて所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの（当該対象被保険者全員について一斉に行われ

るものを除く。）」と、同号イ（２）（ｉｉ）中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に

就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ（５）の規定は、適用しない。

４　附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対す

る被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例によ

る。

附　則　（平成二五年一二月二七日厚生労働省令第一三七号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十条の三第一項第一号の規定により公共職業安定所の紹介を

受けた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二六年二月二八日厚生労働省令第一四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号ロの求職活動支援基本計画書を都道府県労働局長に提出した事業主に対する

再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ（１）（ｉ）又は（ｉｉ）の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の

支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル

人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主

に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアッ

プ助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二六年三月三一日厚生労働省令第三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）

第百四条第一項第一号イ（１）の環境整備計画を提出した事業主又は同号ロ（１）の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助

成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ（２）の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給について

は、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第七号の規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることとなった事業主に対す

る精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号イ（２）又はロ（２）の育児休業又は介護休業を開始し、平成二十六年九月三十日まで

の間に同号イ（３）又はロ（３）の育児休業又は介護休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主又は中小企業事業主団体に対する同

条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則附則第十七条の九に該当することとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の

例による。

附　則　（平成二六年三月三一日厚生労働省令第五二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十六年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。

一　第八十五条の三及び第八十五条の四の改正規定並びに附則第三条、第二十条及び第二十一条の改正規定　公布の日

二　附則第一条の次に一条を加える改正規定（第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分を除く。）、様式第六号（１）の改正規

定、様式第十号の四の改正規定（「死亡した受給資格者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。）、様式第十

一号、様式第十一号の二及び様式第十一号の三の改正規定（「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。）並びに様式第十二

号の改正規定、様式第十六号（１）の改正規定（「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。）並びに様式第二十二号、

様式第二十九号の二、様式第二十九号の三及び様式第三十号の改正規定　平成二十六年七月一日

三　第百一条の二の二から第百一条の二の十五までの改正規定、第百一条の十一の改正規定、附則第一条の次に一条を加える改正規定

（第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分に限る。）、附則第二十三条の次に九条を加える改正規定、様式第十六号（１）の

改正規定（「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。）、様式第十七号の改正規定、様式第十八号の改正規定及び様式第

三十三号の二の次に六様式を加える改正規定、様式第三十三号の五の改正規定並びに様式第三十三号の五の二の改正規定　平成二十六

年十月一日

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第十七条の二の規定は、施行日以後に失業等給付の支

給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者について適用し、施行日前に失業等給付の支給を受けることができる

者が死亡した場合に係る未支給給付請求者については、なお従前の例による。

２　新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前で

ある者については、なお従前の例による。

３　厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（以下「第三号施行日」とい

う。）前においても、雇用保険法の一部を改正する法律による改正後の雇用保険法（以下「新法」という。）第六十条の二第一項の規定に

よる教育訓練給付金及び新法附則第十一条の二第一項の規定による教育訓練支援給付金に必要な準備行為を行うことができる。
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４　新雇保則第百一条の二の十の規定にかかわらず、第三号施行日前に雇用保険法第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金の支給

を受けた者についての法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間については、零年とする。

５　新雇保則第百一条の十一の規定は、第三号施行日以後に開始する新法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間について適用し、

第三号施行日前に開始された同項に規定する支給単位期間については、なお従前の例による。

６　新雇保則附則第一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下「第二号施行日」という。）以後に新雇保則第十

九条の規定により受給資格の決定を受けようとする者について適用し、第二号施行日前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保

則」という。）第十九条の規定により受給資格の決定を受けた者又は同条の規定により受給資格の決定に係る申請を行つた者については、

なお従前の例による。

７　新雇保則附則第二十条及び第二十一条の規定は、受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（以下「第一号

施行日」という。）以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が第一号施行日前である者については、なお従前の例による。

８　この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第十号の四による未支

給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給

期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関

変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式

第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二によ

る教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支

給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受

給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式

第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届

光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、それぞれこの省

令による改正後の新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新

雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育

訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第

二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常

用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申

請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式

第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・（初回）

育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十五号による雇用保

険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括

票並びに新雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票とみなす。

９　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受

給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者

証並びに旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、それぞれ新雇保則様式第六号に

よる雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受

給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教

育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。

１０　新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十七条の二第一項の未

支給失業等給付請求書、同条同項第一号の雇用保険受給資格者証、同条同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証及び同条同項第三号の

雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第三十一条第一項の受給

期間延長申請書及び同条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則第四十四条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望

金融機関変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則

第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第百一条の二の五第二項の

教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び同条第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第百一条の二の十一第一項の教

育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書

及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請

書及び育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、

同条同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票及び同条同項第第三号の雇用保険被保険者転勤届光ディスク等

提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二六年五月一六日厚生労働省令第六五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技

能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担

する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアッ

プ助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二六年六月三〇日厚生労働省令第七四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第一条中様式第十号の四の改正規定及び様式第三十三号の二の改正規

定（「申請者本人が」の下に「、原則として」を加える部分を除く。）は、平成二十六年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新雇保則」という。）様式第十号の四による未支給失業

等給付請求書、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望

金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給
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資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括

票は、当分の間、なお同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附　則　（平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附　則　（平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四六号）

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附　則　（平成二七年一月三〇日厚生労働省令第一二号）

この省令は、平成二十七年二月一日から施行する。

附　則　（平成二七年二月二七日厚生労働省令第二七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二又は

この省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第百十条の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受

けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項又は第三項の規定により発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることが

できることとなった事業主に対する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項又は第三項の規定により被災者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった

事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成二七年三月三一日厚生労働省令第六〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧雇保則」という。）

様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の

二の二による就業促進定着手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号に

よる移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金

支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金（第百一条の二の七第二号関係）及び教育訓練支援給付金受給資格

確認票、旧雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金（第百一条の二の七第二号関係）支給申請書、旧雇保則様式第三十三号

の二の五による教育訓練給付金（第百一条の二の七第三号関係）支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の七による教育訓練支援給付

金受講証明書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇

保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・

（初回）育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号

の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新雇保則」とい

う。）様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十

九号の二の二による就業促進定着手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三

十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練

給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金（第百一条の二の七第二号関係）及び教育訓練支援給付金受

給資格確認票、新雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金（第百一条の二の七第二号関係）支給申請書、新雇保則様式第三

十三号の二の五による教育訓練給付金（第百一条の二の七第三号関係）支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の七による教育訓練支

援給付金受講証明書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、

新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認

票・（初回）育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十

三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書

は、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。

３　新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新雇保則第三十一条第四項及び第百一条の二の五第三項の受給期間延長通知

書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十三条の四第一項

の就業促進定着手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申

請書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の十一第一項並びに第百一条の二の十二第五項及

び第六項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給

付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給

付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則附則第二十

八条第一項の教育訓練支援給付金受講証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附　則　（平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二七年三月三一日厚生労働省令第七六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下この条に

おいて「旧雇保則」という。）第百四条第一項第一号ロ（１）の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給について

は、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号から第七号までの規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることができ

ることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号イに規定する目標値を公表した事業主に対する同条第一項のポジティブ・アクション能

力アップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八八号）　抄

（施行期日等）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六及び第十七条の八の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧

雇保則」という。）第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の

例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の規定により労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給について

は、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百十六条第二項第一号ハの短時間勤務の制度を利用し、平成二十七年十一月三十日までの間に当該制度を六箇月

以上利用した被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従

前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に

対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イ（１）の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対す

る中小企業両立支援助成金（当該原職等復帰措置に係るものに限る。）の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の

例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ（１）の育児休業後六箇月以上継続して雇用した期間を定めて雇用する被保険者がいる

中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金（同号ロ（１）に該当する中小企業事業主に係るものに限る。）の支給については、当

該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ（２）の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給について

は、なお従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ（１）（ｉ）若しくは（ｉｉ）又は（２）の措置を講じた事業主に対するキャリア

アップ助成金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給につ

いては、施行日前に同号の規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する若年人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓

練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は団体等実施型訓練を実施する事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金

の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアア

ップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

附　則　（平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号利用法」という。）の施行の

日（平成二十七年十月五日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三

十八条までの規定　番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年一月一日）

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第十一条　この省令の施行の際現に提出又は交付されている第二十七条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式（次項において

「旧様式」という。）により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成二七年一〇月一四日厚生労働省令第一六〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年一二月二四日厚生労働省令第一七三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式（次項において「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。）附則第一条第

三号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二八年一月一四日厚生労働省令第四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。

附　則　（平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年二月一〇日厚生労働省令第一七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の二第一項第一号ハ

（１）（ｉ）又は（ｉｉ）の措置を講じた事業主及び同令第百三十三条第一項第一号ハに規定する有期実習型訓練を実施する事業主に対す

るキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日から平成二十八年三月三十一日までの間にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）第百十八条

の二第一項第一号ハ（１）（ｉ）又は（ｉｉ）の措置を講じた事業主に係る新規則附則第十七条の三の規定の適用については、同条の表

第一項第二号イの項中「同号ハ（１）（ｉ）（ハ）の転換に限る。）を講じた場合　対象者一人につき二十二万五千円」とあるのは「同号

ハ（１）（ｉ）（ハ）の転換に限る。）を講じた場合　対象者一人につき二十五万円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十五万円」

と、同表第一項第二号ロの項中「七万五千円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円）」とあるのは「二

十五万円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円）」と、「二十二万五千円（常時雇用する労働者の数

が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円）」とあるのは「四十万円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあ

つては、四十五万円）」と、同表第二項の項中「同号イ（２）及び（３）」とあるのは「同号イ（２）」と、「同号イ（４）」とあるのは「同

号イ（３）中「対象者一人につき二十五万円（中小企業事業主にあつては、三十万円）」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭

の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十

万円、その他の労働者一人につき二十五万円（中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条

の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円）」

と、同号イ（４）」と、「同号イ（５）中「対象者一人につき五十二万五千円」とあるのは「同号イ（５）中「対象者一人につき五十五万

円」と、「五十七万五千円、その他の労働者一人につき五十二万五千円」とあるのは「六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円」

と、「対象者一人につき七万五千円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円）」とあるのは「母子家庭の

母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円（常時雇用する労働者の数が三百人

を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主

が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円）」とあるのは「対象者一人に

つき二十五万円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円）」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家

庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき二十五万円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主

にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しく

は雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円）」と、「対象者一人につき二十二万五千円（常

時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円）」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働

者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつて

は、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入

れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円）」とあるのは「対象者一人につき四十万円（常時雇

用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円）」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一

人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母

等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満

の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円）」と、同表第三項の項中「対象者一人につき七万五千円（常時雇用

する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円）」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につ

き十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円（常時雇用する労働者の

数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受

けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円及び当該措置が実施

された一の事業所につき十万円）」とあるのは「対象者一人につき二十五万円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあ

つては、三十万円）」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十二万五千円、その他の労働者一人につ

き二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつて

は、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入

れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円）」

と、「対象者一人につき二十二万五千円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円）」とあるのは「母

子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施

された一の事業所につき七万五千円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭

の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十

万円、その他の労働者一人につき二十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円）」とあるのは「対象者一人につき四十

万円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円）」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父で

ある労働者一人につき四十七万五千円、その他の労働者一人につき三十七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千

円（常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用

促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につ

き四十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円）」とする。

附　則　（平成二八年二月一六日厚生労働省令第二〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。
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（個人番号の変更の届出に関する経過措置）

第二条　この省令による改正後の雇用保険法施行規則（次条第一項及び附則第四条において「新雇保則」という。）第十四条の二の規定は、

雇用保険法施行規則の規定により事業主により個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。）の届出が行われた被保険者について、この省令の施行の日以後

に個人番号が変更された場合に適用する。

（様式に関する経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（次条において「旧雇保則」

という。）の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

（申請に関する経過措置）

第四条　この省令の施行前に旧雇保則第百一条の五第一項若しくは第六項（第百一条の七第二項において準用する場合を含む。）、第百一条

の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりされた高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再

就職給付金、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の申請（旧雇保則第百一条の八（第百一条の十五及び第百二条において準用する

場合を含む。）の規定により事業主が行う場合を含む。）については、新雇保則第百一条の五第一項若しくは第六項（第百一条の七第二項

において準用する場合を含む。）、第百一条の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりさ

れたものとみなす。

附　則　（平成二八年三月二八日厚生労働省令第四三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二八年四月一日厚生労働省令第八三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧

雇保則」という。）第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援書を提出した事業主に対する再就職

支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する

受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前

の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従

前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロの計画を提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従

前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に

対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年十月三十一日以後に事

業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する運営に要した費用の支給については、

対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日まで支給するものとする。この場合において、当該施設の運営を開始し

た日から起算して六年から十年を経過する日までの当該施設の運営に要した費用の支給額については、第一条の規定による改正後の雇用

保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百十六条第二項第二号の規定の例により支給額を算定するものとする。

７　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ（１）の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対す

る中小企業両立支援助成金（当該原職等復帰措置に係るものに限る。）の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の

例による。

８　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号ロ（１）の育児休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援

助成金（同号ロ（１）に係るものに限る。）の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前にその雇用する被保険者について、雇用管理に関する業務について知識を有する者の支援を受けて育休復帰支援計画（旧雇保

則第百十六条第三項第一号ハ（１）に規定する育休復帰支援計画をいう。）を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じ

た中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上（当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によ

って休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通

算した期間が三箇月以上）であって、厚生労働大臣に次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」とい

う。）第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措

置を講じているものに対する中小企業両立支援助成金（同号ハ（１）に係るものに限る。）の支給については、当該事業主を新雇保則第

百十六条第五項第一号ロに該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

１０　第六項から前項までの規定にかかわらず、次世代法第十五条の二の規定により認定された事業主については、厚生労働大臣に次世代

法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を

講じることを要しないものとする。

１１　施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ（２）の計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお

従前の例による。
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１２　施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ（１）から（４）までの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支

給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第九項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対する障害者トライアル雇用奨励金の支給

については、なお従前の例による。

１４　施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金

の支給については、なお従前の例による。

１５　施行日前に旧雇保則第百二十五条の四第一項第一号に該当する事業主又は事業主団体に対する企業内人材育成推進助成金の支給につ

いては、なお従前の例による。

１６　施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項又は第三項に該当する事業主に対する同条の両立支援等助成金の支給については、なお従前

の例による。

附　則　（平成二八年五月一六日厚生労働省令第九九号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十八年四月十四日以降に開始した同

令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画

又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給

については、なお従前の例による。

３　施行日後に次のいずれかに該当する者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給について

は、なお従前の例による。

一　施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの認定を受けた再就職援助計画の対象となる者

二　施行日前に作成された求職活動支援書の対象となる者

附　則　（平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式（次項において「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続いて雇用され、

施行日において雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第三十七条の二に規定する高年齢被保険者となったものに関する第一条の規

定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第六条第一項の規定の適用については、同項中「当該事実のあつた

日の属する月の翌月十日」とあるのは、「平成二十九年三月三十一日」とする。

２　新雇保則第十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者及び施行日以後に開始された同項に規定する所

定労働時間の短縮が行われた者について適用し、施行日前に改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第十四条の四第

一項に規定する休業を開始した者及び施行日前に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者については、なお従前の例

による。

３　新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前で

ある者については、なお従前の例による。

４　施行日前に開始した移転に係る移転費（着後手当に限る。）の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に広域求職活動費支給申請書を提出した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

６　新雇保則第百一条の二の六（第二号に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングに

ついて適用し、施行日前に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについては、適用しない。

７　新雇保則百一条の十一の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第百一条

の十一第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

８　新雇保則第百一条の十六及び第百一条の十七の規定は、施行日以後に第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者について適用

し、施行日前に旧雇保則第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対

する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対す

る当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項第二号イの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係るキャリア希望実

現支援助成金の支給については、なお従前の例による。

１２　施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する当該環境整備計画に係る高年齢者雇用安定助成金の

支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの求職者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る高年齢者雇用開発特別奨励

金の支給については、なお従前の例による。
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１４　施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係るトライアル雇用奨励金の支給につ

いては、なお従前の例による。

１５　施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第

三号イ（１）の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域雇用開発奨励金の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用

奨励金の支給については、なお従前の例による。

１７　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る障害者雇用安定奨励金の支給

については、なお従前の例による。

１８　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第二号又は第三号に規定する計画に基づく援助を開始した事業主に対する当該援助に係る

障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

１９　施行日前に行った旧雇保則第百十八条の三第八項第一号ロの雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る中小企業障害者多

数雇用施設設置等助成金の支給について、なお従前の例による。

２０　施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号リに規定する中高年齢者雇用型訓練を実施する事業主に対する当該訓練に係るキャリ

ア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

２１　新雇保則第百三十八条の三第一号の規定は、同号に規定する障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日以後である者につ

いて適用し、障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日前である者については、なお従前の例による。

２２　施行日前に行った旧雇保則附則第十七条の四の四第一項第一号の雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る障害者初回雇

用奨励金の支給について、なお従前の例による。

２３　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている

書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

２４　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二八年八月五日厚生労働省令第一三八号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十八年四月十四日以降に開始した同

令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式（次項において

「旧様式」という。）により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五六号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行日にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第百十八条の二第一項第一号ハ（２）

（ｉｉｉ）の措置（この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第一項第一号ハ（２）（ｉｉｉ）の措置に該当するものを

除く。）を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

３　この省令の施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ（２）（ｉｉｉ）の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金

の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二八年一〇月一九日厚生労働省令第一六一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第

百十八条の二第四項から第六項までの規定は平成二十八年八月二十四日から、新雇保則附則第十六条の規定は平成二十八年四月十四日か

ら適用する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という

。）第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援

助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する

当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に都道府県、市（特別区を含む。）又は福祉事務所を設置する町村が、新雇保則第百十条第九項第一号イ（１）に該当する者

の就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し職業紹介、職業指導等を行う

ことを要請した者であって、施行の際現に公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行っているもの（六十五歳未満の求職者であって、

職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。）については、同号イ（２）に規定する期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要

請している者とみなす。

４　施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定に基づき対象事業所の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する

計画に係る対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局に提出した事業主に対する当該計画に係る地域雇用開発奨励金

の支給については、新雇保則附則第十六条の規定を適用しない。

５　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号の要件を満たした事業主に対する同条第一項の介護支援取組助成金の支給については、な

お従前の例による。

附　則　（平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第二十八条の三第一項第二号及び第二項

の改正規定、第二十八条の四の次に一条を加える改正規定並びに第三十六条第一項第四号イの改正規定並びに第三条の規定は、同年八月

一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新雇保則」という。）第百条の二の規定は、雇用保険法

施行規則第九十五条の二第二号に規定する短期訓練受講費に係る教育訓練（以下この項において「教育訓練」という。）を開始した日が

この省令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）以後である者について適用し、教育訓練を開始した日が施行日前である

者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧雇保則」という。）第百条の二の規定の適用につい

ては、なお従前の例による。

２　新雇保則第百条の六の規定は、雇用保険法施行規則第九十五条の二第三号に規定する求職活動関係役務利用費に係る同令第百条の六に

規定する保育等サービス（以下この項において「保育等サービス」という。）を利用した日が施行日以後である者について適用し、保育

等サービスを利用した日が施行日前である者に係る旧雇保則第百条の六の規定の適用については、なお従前の例による。

３　受給資格（雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第十三条第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。）に係る離職の日が施行日前である者に係る旧雇保則附則第十八条の規

定の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二九年三月三一日厚生労働省令第五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年五月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下この条において「新雇保則」という。）第三十一条第三項の規定は、雇用

保険法第二十条第一項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日がこの省令の施行の日（以下この条において「施行

日」という。）以後にある者からの申出について適用し、同号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日が施行日前にある

者からの申出については、なお従前の例による。

２　新雇保則第八十八条第一項第二号の規定は、施行日以後に移転を開始した者について適用し、移転を開始した日が施行日前である者に

係る第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下この条において「旧雇保則」という。）第八十八条第一項第二号の規定の適

用については、なお従前の例による。

３　新雇保則第百一条の二の五の規定は、一般被保険者（被保険者のうち、雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者

（以下この項及び次項において同じ。）、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び次項において同

じ。）又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険

者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

４　旧雇保則第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年

齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一

項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践

教育訓練を開始する日の一箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。

５　施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書（以下この条において

「再就職援助計画等」という。）を提出した事業主に対する当該再就職援助計画等に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の

例による。

６　施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する

当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する

当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。

８　新雇保則第百二条の五第八項及び第十項の規定は、当該事業主が再就職援助計画等を提出した日が施行日以後である場合について適用

する。

９　施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画又は同号ロの無期雇用転換計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成

金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百四条の二第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給につい

ては、なお従前の例による。

１１　旧雇保則第百四条第一号イ（２）（ｖ）又は第百四条の二第一号イの規定による支給を受けた事業主については、新雇保則第百四条

第一号イの規定による支給を受けた事業主とみなす。

１２　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対

する当該男性被保険者に係る出生時両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援助成

金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

１４　施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号イ（１）の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じた中小企業事業主に

対する当該被保険者に係る中小企業両立支援助成金（旧雇保則第百十六条第六項及び第七項を含む。）の支給については、なお従前の例

による。

１５　施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号ロ（１）に規定する育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主に対する中

小企業両立支援助成金（旧雇保則第百十六条第八項を含む。）の支給については、当該育休復帰支援計画に係る支給に限り、なお従前の

例による。

１６　施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ（２）の雇用管理制度整備計画、同号ハ（２）の導入・運用計画、同号ニ（２）の賃

金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給につい

ては、なお従前の例による。

１７　施行日前に旧雇保則第百十八条の二及び附則第十七条の三の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、

なお従前の例による。

１８　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号ロの配置、委嘱又は委託を行った事業主に対する当該配置、委嘱又は委託に係る障

害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
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１９　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第八項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設

置等助成金の支給については、なお従前の例による。

２０　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第十一項第一号ロの措置を講じた事業主に対する当該措置に係る障害者職場復帰支援助成金の支

給については、なお従前の例による。

２１　施行日前に旧雇保則第百十九条第一項第一号ロ（１）の雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給につ

いては、なお従前の例による。

２２　施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ（１）に規定する年間職業能力開発計画、同号ヌ（３）に規定する制度導入・適用

計画、同号ルに規定する訓練実施計画又は同号ワに規定する検定実施計画を提出した事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進

助成金の支給については、なお従前の例による。

２３　施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ（１）に規定する一般職業訓練実施計画又は（４）に規定する有期実習型訓練実施

計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

２４　施行日前に旧雇保則第百三十八条の三第一項第一号イの認定を受けた事業主等に対する当該認定に係る障害者職業能力開発助成金の

支給については、なお従前の例による。

２５　施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項又は第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例に

よる。

２６　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている

書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

２７　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

２８　第二条の規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四条第一号イの措置を実施し支給申請を行った事

業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

２９　第二条の規定の施行の日前の雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の三年以内既卒者

等採用定着奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二九年四月二八日厚生労働省令第六一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年五月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第七十四条第一項の規定によりされた日雇労働被保険者資格継続

の認可申請については、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第七十四条第一項の規定によりされたものとみなす。

附　則　（平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第

三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規

定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中

職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等）

第二条　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第八十六条の規定は、職業に就いた日又は公共職

業安定所長の指示した雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受け始めた日がこの省令

の施行の日（以下「施行日」という。）以後である者について適用する。

２　新雇保則第九十六条の規定は、求職活動に伴い施行日以後に同条に規定する広域求職活動をした者について適用する。

３　新雇保則第百一条の二の五の規定は、一般被保険者（被保険者のうち、雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者

（以下この項及び第五項において同じ。）、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び第五項におい

て同じ。）又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般

被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例

による。

４　前項の規定に基づき新雇保則第百一条の二の五の申出をしようとする者は、施行日前においても、当該申出をすることができる。

５　この省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省

令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日

以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令第

百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践教育訓練を開始する日の十四日前」とあるのは、「専門実践教育訓

練を開始する日の前日」とする。

６　新雇保則第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定は、施行日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練（以下こ

の項及び次項において「教育訓練」という。）を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第百一

条の二の七及び第百一条の二の八の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した教育訓練について雇用保

険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金（雇用保険法施行規則第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限

る。以下この項において「教育訓練給付金」という。）の支給を受けたことがある者であって、施行日以後に教育訓練を開始した者につ

いては、当該教育訓練給付金に係る教育訓練を開始した日を新雇保則第百一条の二の八第二項の基準日とみなして同条の規定を適用す

る。

７　新雇保則第百一条の二の十の規定は、施行日以後に教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する

旧雇保則第百一条の二の十の規定の適用については、なお従前の例による。

８　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書

類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

９　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

（検討）

第七条　厚生労働大臣は、この省令の施行後、新雇保則第百一条の二の七で定める率及び第百一条の二の八で定める額の水準について、旧

雇保則で定める水準とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後五年以内に必要な措置を講ずるものとす

る。

附　則　（平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令（平成二十九年政令第百八十五号）の施行の日（平成二十九年七月十一

日）から施行する。

附　則　（平成二九年七月一八日厚生労働省令第七四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年七月三一日厚生労働省令第八七号）

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附　則　（平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式（次項において「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二九年一〇月一三日厚生労働省令第一一二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第一条の二の次に一条を加える改正規定（附則第一条の三第一項に係る部分を

除く。）は平成三十年五月一日から、様式第十号の二の二、様式第三十三号の三、様式第三十三号の三の二、様式第三十三号の四、様式

第三十三号の五、様式第三十三号の五の二及び様式第三十三号の六の改正規定は同年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式（次項において「旧様

式」という。）により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成三〇年三月三一日厚生労働省令第五八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という

。）第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援

助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百二条の五第九項から第十一項までの規定は、施行

日前に旧雇保則第百二条の五第七項第一号の規定による雇入れを行った事業主が、施行日後に新雇保則第百二条の五第九項第一号イの職

業訓練計画を提出した場合についても適用する。

３　施行日前に旧雇保則第百二条の五第九項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る人材育成支援コー

ス奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百二条の五第十二項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る移籍人材育成支

援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百二条の五第十六項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る中途採用拡大コ

ース奨励金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主又は同号ロの雇用環境整備計画を提出した事業主に対す

る六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百十条の三第三項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用助成金の支給について

は、なお従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対す

る当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イ又はロの介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助

成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ（２）の雇用管理制度整備計画、同号ハ（２）の導入・運用計画、同号ニ（２）の賃

金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給につい

ては、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハ、第九項第一号ハ、第十項第一号ハ及び第十一項第一号ハの措置を講じた事業主

に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

１２　前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対し、施行日後に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハの措置を講じた事

業主（施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ（１）の一般職業訓練実施計画又は同号ハ（４）の有期実習型訓練実施計画を提

出したものに限る。）に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

一　当該一般職業訓練実施計画に基づく一般職業訓練を受けた者

二　当該有期実習型訓練実施計画に基づく有期実習型訓練を受けた者

１３　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第二号又は第三号の計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は

承認した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

１４　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第四号イの計画を提出した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該

計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

１５　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第七項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設

置等助成金の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に旧雇保則第百十九条の二第一項第一号ハの人事評価制度等の整備に関する計画を提出した事業主に対する人事評価改善等

支援助成金の支給については、なお従前の例による。
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１７　施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号ニ（４）の制度導入・適用計画を提出した事業主又は同号ホ（１）の検定実施計画を

提出した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

１８　施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ（１）の一般職業訓練実施計画又は同号ハ（４）の有期実習型訓練実施計画を提出

した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

１９　施行日前に旧雇保則第百三十八条の三第一号イの計画を提出した事業主等に対する障害者職業能力開発助成金の支給については、な

お従前の例による。

２０　施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給に

ついては、なお従前の例による。

２１　特定被災区域内に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ（１）の年間職業能力開発計

画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の

支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成三〇年四月二七日厚生労働省令第六三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　施行日前に行った雇入れに係る雇用保険法施行規則第百十条の規定による特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前

の例による。

附　則　（平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号）

（施行期日）

１　この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成三十年法律第七十一号）附則第一条第一号に掲げる規定

の施行の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成三〇年七月九日厚生労働省令第八四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第二十六号。次項において「改正法」という。）の施行の日

（平成三十年七月九日）から施行する。

附　則　（平成三〇年七月二五日厚生労働省令第九一号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成三十年七月五日以降に開始した同令第

百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年一二月二五日厚生労働省令第一四七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三一年三月八日厚生労働省令第一九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第百一条の二の八の改正規定（同条第一項第一号の次に一号を加える部分を除く。）、附則第二十五条の改正規定及び様式第三十三号

の二の五の改正規定並びに次条及び附則第三条　平成三十一年四月一日

二　第十四条を削り、第十四条の二を第十四条とし、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とする改正規定、

様式第四号の改正規定、様式第九号の二の改正規定、様式第十号の改正規定、様式第十号の二の改正規定、様式第三十三号の三の改正

規定、様式第三十三号の三の二の改正規定、様式第三十三号の五の改正規定、様式第三十三号の五の二の改正規定、様式第三十三号の

六の改正規定及び様式第三十七号の改正規定　平成三十二年一月一日

三　第六条の改正規定、第七条の改正規定、第十三条の改正規定、第百一条の五の改正規定及び第百一条の十三の改正規定（同条第六項

に係る部分を除く。）　平成三十二年四月一日

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新令」という。）第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定は、この省令

の施行の日以後に雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第六十条の二第一項の規定による教育訓練（以下「教育訓練」という。）

を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧令」と

いう。）第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定の適用については、なお従前の例による。

２　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧令の様式（次項において「旧様式」という。）により提出されている書類は、

新令の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第三条　厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、この省令の施行の日前においても、新令第百一条の二の七第一号の二

に規定する特定一般教育訓練及び同条第二号に規定する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給のために必要な準備行為を行うこ

とができる。

附　則　（平成三一年三月二九日厚生労働省令第五七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
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（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という

。）第百二条の五第十二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロに規定する雇用環境整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給につい

ては、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百十条第九項第一号イ（１）及び（２）に該当する者を雇い入れた事業主に対する生活保護受給者等雇用開発コ

ース助成金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百十条第十一項第一号イに規定する求職者を雇い入れた事業主に対する長期不安定雇用者雇用開発コース助成金

の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコー

ス助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第二号ロの計画を提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従

前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース

助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前

の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第九項第一号イの障害・治療と仕事との両立支援計画を提出した事業主又は同項第二号イの両立支

援計画を作成した事業主に対する当該計画に係る障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

１０　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第十項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設

置等コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百十九条第一項第一号のロ（１）に規定する雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金

の支給については、なお従前の例による。

１２　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百二十条の二第一項（新雇保則附則第十五条の五

第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。）

の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給

を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体（以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体」という。）に適用し、

施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体については、なお従前の例による。

１３　新雇保則第百二十条の二第二項（新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五

項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成

金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合

団体の役員等（偽りその他不正の行為に関与した者に限る。）が、事業主又は事業主団体の役員等である場合に適用する。

１４　新雇保則第百二十条の二第三項（新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五

項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、

証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の

支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。

１５　岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ（１）（ｉ）の年

間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材

開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項及び第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例に

よる。

１７　新雇保則第百三十九条の四第一項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章

の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体（以下この項において

「不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」という。）に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体若

しくはその連合団体については、なお従前の例による。

１８　新雇保則第百三十九条の四第二項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章

の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等（偽りその他不

正の行為に関与した者に限る。）が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合に適用する。

１９　新雇保則第百三十九条の四第三項の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業

主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようと

したことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。

２０　旧雇保則第百四十条の二第二項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトに係る事業の実施については、平成三十六年九月三十日ま

での間は、なお従前の例による。

２１　施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給に

ついては、なお従前の例による。

２２　施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、

なお従前の例による。

２３　施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第十五項第一号ハの措置を講じた事

業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成三一年三月三一日厚生労働省令第六二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間（以下この条及び次条において「変更対象期間」という。）に係るもの

としてその額を算定された失業等給付を受給した者に係る当該失業等給付の額（変更対象期間に二以上の失業等給付を受給した場合にあ
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っては、当該二以上の失業等給付ごとの額）は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額（その額が零を下回る場合に

は、零とする。）に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

一　平成三十一年三月十八日以後に変更された雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第十八条第一項の年度の平均給与額の上昇

し、又は低下した比率に応じて変更された同条第四項に規定する自動変更対象額、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び同

法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額（以下「新自動変更対象額等」という。）を適用し算定した変更対象期間に係る失業

等給付の額

二　変更対象期間に係るものとして算定された失業等給付の額

第三条　雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。）第百二条の三に規定する雇用調整助成金（雇用保険

法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十五年厚生労働省令第五十五号）附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によるものと

された中小企業緊急雇用安定助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則附則第十五条の規定による中小企業緊急雇用安

定助成金を含む。以下この条において同じ。）については、対象期間（雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等に係るもの

にあっては同号イ（５）に規定する判定基礎期間をいい、同号ロに規定する出向に係るものにあっては同条第二項第二号に規定する支給

対象期間をいう。第二号において同じ。）の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までにその額が算定された雇用調整助

成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額（その額が零を下回る場合には、零とする。）に厚生労働大臣が

定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

一　新自動変更対象額等を適用し算定した変更対象期間における雇用調整助成金の額

二　対象期間の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までに算定された雇用調整助成金の額

第四条　雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成十八年厚生労働省令第七十一号。以下この条及び次条において「平成十八年改

正省令」という。）附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る平成十

八年改正省令第一条の規定による改正前の雇保則第百十八条第二項第一号イ（２）に規定する職業相談者配置事業（以下この項において

「職業相談者配置事業」という。）に係る中小企業雇用管理改善助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額

（その額が零を下回る場合には、零とする。）に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

一　新自動変更対象額等を適用し算定した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額

二　事業主が受給した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額

第五条　平成十八年改正省令附則第二条第二十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設業新規・成長分野進出教育訓練助成

金の支給に係る平成十八年改正省令第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関す

る省令（平成十六年厚生労働省令第二十二号）附則第二条第四項に規定する教育訓練受講給付金であって、対象期間（同項第二号に規定

する期間をいう。以下この条において同じ。）の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属するものの額は、

第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額（その額が零を下回る場合には、零とする。）に厚生労働大臣が定める率を乗

じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

一　新自動変更対象額等を適用し算定した対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する教育訓

練受講給付金の額

二　対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する建設事業主が受給した教育訓練受講給付金

の額

第六条　雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十二年厚生労働省令第五十三号）附則第二条第二十一項の規定によりなお従

前の例によるものとされた建設雇用改善助成金の支給に係る同令第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運

営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第五項に規定する第四種建設教育訓練助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げ

る額を控除して得た額（その額が零を下回る場合には、零とする。）に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加

算した額とする。

一　新自動変更対象額等を適用し算定した第四種建設教育訓練助成金の額

二　第四種建設事業主が受給した建設教育訓練助成金の額

第七条　雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十三年厚生労働省令第四十八号）附則第二条第十六項の規定によりなお従前

の例によるものとされた育児休業取得促進等助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則（以下「平成二十三年改正前雇

保則」という。）附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される平成二十三年改正前雇保則第百十七条第二項に規定する育

児休業取得促進等助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額（その額が零を下回る場合には、零とする。）

に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

一　新自動変更対象額等を適用し算定した育児休業取得促進等助成金の額

二　事業主が受給した育児休業取得促進等助成金の額

第八条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の規定に係る支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長

が定める。

附　則　（令和元年五月七日厚生労働省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

２　旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年六月一八日厚生労働省令第一六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和元年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式（次項において「旧様

式」という。）により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年七月一二日厚生労働省令第二六号）

この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月十六

日）から施行する。
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附　則　（令和元年七月三一日厚生労働省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法

律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年九月三〇日厚生労働省令第五六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、様式第十号の二の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式（次項において「旧様

式」という。）により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年一〇月三〇日厚生労働省令第六六号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和元年十月十二日以降に開始した同令第

百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（令和元年一二月四日厚生労働省令第七八号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和元年十月十二日以降に開始した同令第

百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第十六号）の施行の日（令和元年十二月

十六日）から施行する。

附　則　（令和二年二月一四日厚生労働省令第一七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（次項において「施行日」という。）前になされた改正前の雇用保険法施行規則（次項において「旧雇保則」

という。）第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イの労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給に

ついては、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百二十五条第七項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援

助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（令和二年三月一〇日厚生労働省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した同令

第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（令和二年三月一三日厚生労働省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の規定は、令和二年二月二十七

日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。

附　則　（令和二年三月三一日厚生労働省令第七一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第百三十九条第二項第三号の改正規定は、同年六月一日から施行

する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という

。）第百四条第一号ロに規定する雇用管理整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の

例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお

従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対す

る当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に介護休業を取得さ

せた事業主及び同号ロの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に就業と介護との両立に資する制度を利用させ

た事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号ハ（１）の措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者又はその雇用する当該被保険者の配

偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）に小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のた

めの有給休暇を取得させた中小企業事業主に対する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号、附則第十七条の二の五第二項第一号及び附則第十七条の三の規定による読替え後の

第百十八条の二第十五項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項から第四項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例

による。

８　施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給につ

いては、なお従前の例による。

附　則　（令和二年三月三一日厚生労働省令第七八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式（次項において「旧様

式」という。）により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和二年四月一〇日厚生労働省令第八三号）

１　この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下この項において「新雇保則」という。）の規定

は、令和二年四月一日以降に開始した新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等（以下この項において「休業等」という。）

について適用する。ただし、新雇保則附則第十五条の四の三第六項の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した休業等について適用

する。

２　令和二年三月三十一日以前に行ったこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第四項の厚生労働大臣が指定す

る地域の区域内に所在する事業所における同項の厚生労働大臣が定める期間中の休業についての同項の規定の適用については、なお従前

の例による。

附　則　（令和二年四月一五日厚生労働省令第八四号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の規定は、令和二年四月一日以

降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。

（経過措置）

２　令和二年二月二十七日から同年三月三十一日までの間に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三第二項第一号イ又はロの規

定によりその雇用する被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金

の支給については、なお従前の例による。

附　則　（令和二年五月一日厚生労働省令第九六号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年四月八日以降に開始した同令第百

二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（令和二年六月八日厚生労働省令第一一六号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第一条の四の規定は、令和二年五月一日以降に離

職した者について適用する。

附　則　（令和二年六月一二日厚生労働省令第一二三号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）附則第十七条の二の二

の規定は令和二年四月一日以降に取得した同条第一項第一号の有給休暇について、新雇保則第十七条の二の五の規定は同年五月七日以降

に取得した同条第二項第一号の休暇について、それぞれ適用する。

附　則　（令和二年六月一二日厚生労働省令第一二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年六月一二日厚生労働省令第一二七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下この項において

「新雇保則」という。）の規定は、当該各号に定める新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等（第二号及び第八号において

「休業等」という。）、同項第二号ロに規定する出向（以下この項において「出向」という。）、新雇保則附則第十七条の二の二第一項第一

号若しくは新雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ若しくはロの有給休暇又は新雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の休暇

について、それぞれ適用する。

一　新雇保則附則第十五条の四の三第三項の規定　令和二年一月二十四日以降に開始した出向

二　新雇保則附則第十五条の四の三第四項及び第五項の規定　令和二年四月一日以降に開始した休業等

三　新雇保則附則第十五条の四の三第八項の規定　令和二年四月一日以降に開始した出向

四　新雇保則附則第十七条の二の二第三項の規定　令和二年四月一日以降に取得した同条第一項第一号の有給休暇

五　新雇保則附則第十七条の二の四第三項の規定　令和二年四月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇

六　新雇保則附則第十七条の二の四第五項の規定　令和二年二月二十七日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇

七　新雇保則附則第十七条の二の五第四項の規定　令和二年五月七日以降に取得した同条第二項第一号の休暇

八　新雇保則附則第十七条の五の二及び第十七条の六の四の規定　令和二年四月一日以降に開始した休業等及び出向

附　則　（令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年九月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　

４　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後の様式によるものとみなす。

５　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和二年七月三一日厚生労働省令第一四五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年八月二五日厚生労働省令第一五二号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年七月四日以降に開始した同令第百

二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（令和二年九月二四日厚生労働省令第一五九号）

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律（令和二

年法律第五十八号）の施行の日（令和二年十月一日）から施行する。

附　則　（令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一〇月一九日厚生労働省令第一七五号）

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律（平成三十年法律第九十五号）の施行の日（令和二年十二月一日）から施行する。
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附　則　（令和二年一〇月三〇日厚生労働省令第一八一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年十一月二日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式（次項において「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和二年一二月二一日厚生労働省令第二〇二号）

この省令は、令和三年三月一日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一月二一日厚生労働省令第四号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和三年一月八日以降に開始した同令第百

二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（令和三年二月五日厚生労働省令第二七号）

この省令は公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は、令和三年一月一日

以降の出向について適用する。

附　則　（令和三年二月八日厚生労働省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第六項から第九項までの規定

は、令和三年一月八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（令和三年二月二二日厚生労働省令第三七号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」とい

う。）の規定は、当該各号に定める新雇保則附則第十五条の四の三第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主（第一号にお

いて「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。）又は新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等（以下この項にお

いて「休業等」という。）について、それぞれ適用する。

一　新雇保則附則第十五条の四の三第四項の規定　令和二年一月二十四日以降に休業等を行った新型コロナウイルス感染症関係事業主

二　新雇保則附則第十五条の四の三第七項の規定　令和三年一月八日以降に開始した休業等

三　新雇保則附則第十五条の四の三第十一項の規定　令和三年二月十三日以降に開始した休業等

附　則　（令和三年三月三一日厚生労働省令第八一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和三年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という

。）第百四条第一号イ（１）（ｉ）から（ｉｖ）までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金

の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金（以下「旧助成金」という。）の支給を受けた

事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百四条第一号イに該当するものとして

支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額（その額

が零を下回る場合には、零とする。）とする。

３　施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対

する一般トライアルコースの助成金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第三項第一号の紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対す

る障害者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

５　施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨

励金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十六条第十項及び第十一項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

７　施行期日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ（２）の導入・運用計画、同号ニ（２）の賃金制度整備計画、同号ホ（３）の計画、

同号ヘ（４）の雇用管理改善計画若しくは同号チ（２）の雇用管理改善計画（働き方改革支援コース）又は旧雇保則附則第十七条の二の

六第一項第二号の賃金制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお

従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第九項第一号及び第十二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助

成金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第一号イに規定する職場定着支援計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する障害者

職場定着支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１０　施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項第一号又は第二号イの計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又

は承認した事業主に対する障害者職場適応援助コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ（１）（ｉ）の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定中高年雇

用型訓練を実施する事業主又は特定分野訓練を実施する事業主若しくは事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給について

は、なお従前の例による。
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１２　青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十八号）第十五条の認定を受けた事業主であって、施行日前に旧雇保則

第百二十五条第二項第一号イ（１）（ｉ）の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助

成金の支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ（２）（ｉｉｉ）の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対

する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１４　新雇保則附則第十五条の四の六の規定は、この省令の施行の日以降に公共職業安定所長に提出された再就職援助計画の計画対象被保

険者（新雇保則第百二条の五第二項第一号イ（２）に規定する計画対象被保険者をいう。）又は都道府県労働局長に提出された求職活動

基本計画書の対象となる支援書対象被保険者（同項第二号イ（２）に規定する支援書対象被保険者をいう。）を雇い入れた事業主につい

て適用する。

１５　施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第六項第一号イからハまでのいずれかに該当する求職者を雇い入れた事業主に対する障害者初

回雇用コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に旧雇保則附則第十七の二の二第一項第一号に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例

による。

１７　令和二年二月二十七日から令和三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得

させた事業主に対する同項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

１８　前項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三

十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第十七条の二の四第一項に規定する」とあるのは、「雇

用保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和三年厚生労働省令第八十一号）附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例により支

給する」とする。

１９　施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に該当する事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理

措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。ただし、新雇保則附則第十七条の二の五第

二項第二号の規定による支給を受けようとする場合であって、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の対象被保険者に

対して同号の休暇を五日以上取得させた事業主が、同項第二号の規定による支給を受けるための申請を行わなかったときにおいて、新雇

保則附則第十七条の二の五第二項の規定の適用については、同項第一号中、「当該休暇」とあるのは、「、令和三年四月一日から令和四年

一月三十一日までの間に当該休暇」とする。

２０　旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給を受けた事業主は、当該支給の算定の対象となった同項第一号に規

定する対象被保険者（以下この項において「対象被保険者」という。）を、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定による支給の算

定の対象とすることはできない。ただし、対象被保険者が、旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給の対象とな

った妊娠と別の妊娠をした場合であって、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該妊娠のために新雇保則附則第十七

条の二の五第二項第一号に規定する休暇を合計して二十日以上取得させた場合は、この限りでない。

２１　福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ（１）（ｉ）の年間職業能力開発計画

を都道府県労働局長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材

開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

２２　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式（次項において「旧様式」という。）により提出されている

書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

２３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年四月三〇日厚生労働省令第九二号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第十三項の規定は、令和三年四

月五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（令和三年五月二一日厚生労働省令第九九号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第十五項の規定は、令和三年四

月二十五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附　則　（令和三年六月二三日厚生労働省令第一一〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年四月一日から施行する。

（国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置）

第六条　この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金

番号を明らかにすることができる書類とみなす。

附　則　（令和三年七月二一日厚生労働省令第一二四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則

第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和三年九月一日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使

用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年七月二一日厚生労働省令第一二五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使

用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年七月二一日厚生労働省令第一二六号）
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（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十六及び第百一条の二十二の規定は、令和四年四月一日以降に開始した雇

用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業又は同法第六十一条の七第一項に規定する休業について適用する。

附　則　（令和三年七月二八日厚生労働省令第一二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年七月二八日厚生労働省令第一二九号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和三年八月一日から施行する。

（経過措置）

２　改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は令和三年八月一日以降に開始する出向に係る産業雇用安定助成金の支給に

ついて適用し、令和三年八月一日前に開始した出向に係る産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（令和三年九月一五日厚生労働省令第一五五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年九月二七日厚生労働省令第一六〇号）

（施行期日）

１　この省令は、令和三年九月二十八日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用さ

れている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律（令

和三年法律第五十八号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（令和四年十月一日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）様式第十号の

四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による

育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書は、

それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下この項及び第三項において「新雇保則」という。）様式第十号の四による

未支給失業等給付請求書、新雇保則第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の三十第一項に規定

する育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書とみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給

付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様

式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

３　この省令の施行の日前に旧雇保則第百一条の三十第三項の規定による通知を受けた被保険者が、この省令の施行の日以後に当該通知に

係る支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該通知は新雇保則第百一条の三十第二項の規定による通知

とみなして、同条第四項の規定を適用する。

附　則　（令和三年九月三〇日厚生労働省令第一七〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の雇用保険法施行規則（次項及び第三項において「新雇保則」という。）附則第十七条の二の五の規定は、

令和三年八月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。

２　令和三年八月一日からこの省令の施行の日までの間における有給休暇について、雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規

定する育児休業等支援コース助成金の支給を受けた事業主に対しては、新雇保則附則第十七条の二の五第一項に規定する新型コロナウイ

ルス感染症小学校休業等対応コース助成金は支給しないものとする。

３　新雇保則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和三年十月一日から同年十二月三十一日までの間

における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附　則　（令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一一月二四日厚生労働省令第一八二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第

百十八条の二の規定（賃金規定等改定コース助成金に関するものに限る。）は令和三年八月十九日（以下「適用日」という。）から適用す

る。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　適用日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第百十八条の二第五項第一号ハの措置

を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

２　適用日からこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じ

た事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
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３　施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援

助成金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染

症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（令和三年一二月二二日厚生労働省令第一九六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年三月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　令和三年八月一日から同年十二月三十一日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第

二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

助成金の支給については、なお従前の例による。

２　令和四年一月一日から同年二月二十八日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一

号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の

支給については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。

３　雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年一月一日から同年三月三十一日

までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附　則　（令和四年一月一二日厚生労働省令第二号）

（施行期日）

１　この省令は、令和四年三月七日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用さ

れている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和四年一月二五日厚生労働省令第一六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年三月二二日厚生労働省令第三七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中雇用保険法施行規則第十九条、第三十一条、第三十一条の三から第三十一条の六まで、第百四十四条の二第一項及び附則第

二十七条の改正規定並びに様式第十二号、様式第十六号及び様式第十七号の改正規定並びに第五条及び第八条の規定　令和四年七月

一日

二　第一条中雇用保険法施行規則第百十六条第三項第一号の改正規定（「（育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児

休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置）」とする部分に限る。）　令和四年十月一日

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　令和三年七月二十五日から同年十月三十一日までの間に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」とい

う。）第百四条第一号イ（１）（ｉ）から（ｖｉｉ）までのいずれかの措置を講じた事業主であって、当該措置の実施日の翌日から起算し

て二箇月を経過する日までの間に当該措置の実施に要した費用（人件費を除く。）の全部を負担した事業主に対する六十五歳超雇用推進

助成金の支給については、当該事業主を第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）第百四条第一号

イ（１）に該当する事業主とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同号イ（３）の規定は適用しない。

２　令和三年四月一日前に雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和三年厚生労働省令第八十一号）第一条の規定による改正前の

雇用保険法施行規則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金（以下この項において「旧助成金」という。）の

支給を受けた事業主に対する新雇保則第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イ

に定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額（その額が零を下回る場合には、零とする。）とする。

３　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧雇保則第百十条の四第六項第一号ロに規定する雇用創出のための募集及び採用

並びに教育訓練に関する計画を都道府県労働局長に提出し、その認定を受けた事業主に対する生涯現役起業支援コース奨励金の支給につ

いては、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

４　令和四年六月一日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ（１）に規定する育児休業及び同号ロ（１）に規定する育児に関する目的の

ために利用することができる休暇を取得した被保険者が生じた事業主であって、同項に該当するものに対する両立支援等助成金の支給に

ついては、なお従前の例によることができる。

５　施行日又は前条第二号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第百十六条第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給につ

いては、なお従前の例によることとし、施行日前に同条第四項及び第九項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給について

は、なお従前の例による。

６　新雇保則第百十六条第十項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業

事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに

掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

７　施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ（２）の雇用管理制度整備計画又は同号ニ（３）の人事評価制度等の整備に関する計画

を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

８　施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第五項第一号、第八項第一号、第十項第一号、第十三項第一号及び附則第十七条の

三の規定による読替え後の旧雇保則第百十八条の二第十三項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給について

は、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ（１）（ｉ）の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練又は特

定雇用型訓練若しくは特定分野訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前

の例による。

156



１０　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ（１）（ｉｉｉ）及び同号ニ（２）（ｉｉｉ）の制度導入・適用計画を都道府県労働

局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練を実施す

る事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

１２　施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号に該当する中小企業事業主に対する女性活躍加速化コース助成金の支給については、

なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感

染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

１４　雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年四月一日から同年六月三十日

までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

（様式に関する経過措置）

第四条　施行日又は附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（次項において「第一号施行日」という。）において現に提出され、又は交

付されているこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の

様式によるものとみなす。

２　施行日又は第一号施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和四年四月一日厚生労働省令第七四号）

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附　則　（令和四年五月三〇日厚生労働省令第九〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号）

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附　則　（令和四年六月二八日厚生労働省令第九九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年六月三〇日厚生労働省令第一〇一号）

（施行期日）

１　この省令は、令和四年七月一日から施行する。

（経過措置）

２　雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年七月一日から同年九月三十日ま

での間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附　則　（令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年十月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日（次項において「施行日」という。）において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様

式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和四年九月一五日厚生労働省令第一三〇号）

この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年九月三〇日厚生労働省令第一三八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　令和四年三月一日から同年九月三十日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項

第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成

金の支給については、なお従前の例による。

２　雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年十月一日から同年十一月三十日

までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附　則　（令和四年九月三〇日厚生労働省令第一四三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和四年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新規則」という。）附則第十五条の四の五の規定は、令和四年十月一日以後

の日について行われる出向又は新規則附則第十五条の四の五第二項第三号に規定する復帰後訓練（以下「訓練」という。）に適用し、次

条の規定により支給する場合を除き、同年九月三十日以前の日について行われた出向又は訓練については、なお従前の例による。

第三条　産業雇用安定助成金は、令和四年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に定める出向期間であって、雇用保

険法施行規則附則第十五条の四の五第二項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向（以下単に「出向」という。）をした日から起

算して一年が経過した日の翌日から同年九月三十日までの出向期間について、五百人を上限として、新規則附則第十五条の四の五の規定

の例により支給する。ただし、同年九月三十日以前に出向が終了した場合は、この限りでない。

第四条　新規則附則第十五条の四の五第十項の規定は、令和四年十月一日以後に都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向を

した者を雇い入れる事業主について適用し、同年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇

い入れた事業主（当該雇入れの際に当該出向をした者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について第百二条の三第一項第二号

イに規定する休業等を行つていた事業主に限る。）については、なお従前の例による。

附　則　（令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一六〇号）

（施行期日）

１　この省令は、令和四年十二月一日から施行する。

（経過措置）
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２　令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第

一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金

の支給については、なお従前の例による。

３　雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年十二月一日から令和五年三月三

十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附　則　（令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一六一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年一二月二日厚生労働省令第一六四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第五項及び第六項の規

定は令和四年九月一日（以下「適用日」という。）から適用する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に再就職援助計画についてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下

「旧雇保則」という。）第百二条の五第二項第一号イ（１）の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書について同項

第二号イ（２）の提出を行い、同条第七項第一号の雇入れを行った事業主に対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお

従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給について

は、なお従前の例による。

３　適用日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前

の例による。

４　適用日から令和五年三月三十一日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ

助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

５　施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給（旧雇保則附則第十七条

の二の八第一項の規定によるものに限る。）については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号に規定する定額制訓練又は自発的職業能力開発訓練を実施した事業主に対する人材開

発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（令和五年三月三〇日厚生労働省令第四一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和五年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ（２）の規定は、令和五年四月一日以後に判定基礎期間

（雇用保険法施行規則（以下「雇保則」という。）百二条の三第一項第二号イ（５）に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。）の初日

がある休業等（同号イに規定する休業等をいう。以下同じ。）について適用し、同年三月三十一日以前に判定基礎期間の初日がある休業

等については、なお従前の例による。

第三条　この省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）附則第十五条の四の二第一項に規定する令和元年台風

第十九号等被災関係事業主が同項に規定する令和元年台風第十九号等特例対象期間中に行った休業等及び同条第六項に規定する別の対象

期間中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

第四条　新型コロナウイルス感染症関係事業主（旧雇保則附則第十五条の四の三第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主を

いう。）が行う対象被保険者（雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者をいう。以下同じ。）の令和二年四月一日から

令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある教育訓練（同号イに規定する教育訓練をいう。）に係る旧雇保則附則第

十五条の四の三第二十五項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例

による。

第五条　旧雇保則附則第十五条の四の三の二第一項の事業主が行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期

間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る同条第二項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二条の三第一項第二号の規定の

適用については、なお従前の例による。

第六条　旧雇保則附則第十五条の四の四第一項に規定する令和二年七月豪雨被災関係事業主が同項に規定する令和二年七月豪雨特例対象期

間中に行った休業等及び同条第六項に規定する別の対象期間中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例

による。

附　則　（令和五年三月三一日厚生労働省令第六二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和五年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第

百二条の五第七項第一号の雇入れを行った事業主であって、旧雇保則附則第十五条の四の六の規定の適用を受けるものに対する早期雇入

れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

２　施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロ（１）に規定する雇用管理整備計画を提出した事業主及び同号ハ（１）に規定する無期雇用転換

計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの紹介により求職者を一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する

生涯現役コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則第百十条第七項の生涯現役コース奨励金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則第百

四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

５　施行日前になされた旧雇保則第百十条第十一項第一号イの紹介により求職者を通常の労働者として雇い入れた事業主に対する就職氷河

期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イ（４）に該当する者の雇入れを行う事業主に対する一般

トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に旧雇保則第百十六条第三項、第五項から第九項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従

前の例による。
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８　旧雇保則第百十八条第二項第一号ロからヘまでのいずれかに該当する事業主（施行日前に同号ロ（２）に規定する雇用管理制度整備計

画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ハ（２）に規定する導入・運用計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ニ（３）

の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ホ（３）に規定する就労環境整備計画を都道府県労働

局長に提出した事業主又は同号ヘ（２）に規定する実施計画を都道府県労働局長に提出した事業主に限る。）に対する人材確保等支援助

成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号並びに附則第十七条の三の規定によ

る読替え後の旧雇保則第百十八条の二第九項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の

例による。

１０　旧雇保則第百二十五条第二項第一号ロ（３）の職業訓練等のうち厚生労働省雇用環境・均等局長が定めるもの（令和三年十二月二十

一日から施行日の前日までの間に同号イ（１）（ｉ）に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ（２）（ｉ）に規定する訓練実施計画を

都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。）、同条第五項第一号イ（１）

に規定する一般職業訓練（令和三年十二月二十一日から施行日の前日までの間に同号イ（１）に規定する一般職業訓練実施計画を都道府

県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。）又は同号イ（４）に規定する有期実習型訓練（令和三

年十二月二十一日から施行日の前日までの間に同号イ（４）に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期

実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。）を修了した者について、施行日から令和九年三月三十一日までの間に旧雇保則第百

十八条の二第二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給（旧雇保則附則第十七条の二の八第一項の規定によ

るものに限る。）については、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）附則第十七条の二の八第一項の

規定を適用する。

１１　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ（１）（ｉ）の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練、一

般訓練又は特定雇用型訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

１２　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ（１）（ｉｉｉ）、（２）（ｉｉｉ）又は（３）（ｉｉｉ）の制度導入・適用計画を都

道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則第百二十五条第五項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支

援助成金の支給については、なお従前の例による。

１４　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ（１）（ｉ）の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した定額制訓練、

自発的職業能力開発訓練、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練又は情報技術分野認定実習併用職業訓練を実施する事業主に対す

る人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１５　施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ（１）（ｉ）の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業展開等に

伴う訓練を実施する事業主に対する事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１６　施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の七第二項第一号イの認定を受けた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給に

ついては、なお従前の例による。

１７　施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イの紹介により求職者を継続して雇用する労働者（一年以上雇用されることが見

込まれる者に限る。）として雇い入れた事業主に対する被災者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１８　施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第二項の被災者雇用開発コース助成金の支給を受けた事業主に対

する同条第五項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

１９　施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第六項の三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給を受けた

事業主に対する同条第九項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

２０　施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第十項の安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対す

る同条第十二項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

２１　施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イ及びロの雇入れを行った事業主及び旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イの雇入れ

を行った事業主に対する成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

２２　施行日前になされた旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業

主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

２３　施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の六第二項の新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金

の支給を受けた事業主に対する同条第四項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例

による。

２４　令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業

主に対する同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

２５　令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得さ

せた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例

による。

２６　施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ヘ（１）（ｉｉｉ）の休暇制度導入・適用計画又は（２）（ｉｉｉ）の短時間勤務等

制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

２７　雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（令和三年厚生労働省令第百九十六号）附則第二条第一項及び第二項、雇用保険法施行規

則の一部を改正する省令（令和四年厚生労働省令第百三十八号）附則第二条第一項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（令和四

年厚生労働省令第百六十号）附則第二項並びに第二十五項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休

業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第十七

条の二の五第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（令和三年厚生労働省令第百九十六号）附則第

二条第一項及び第二項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（令和四年厚生労働省令第百三十八号）附則第二条第一項、雇用保険

法施行規則の一部を改正する省令（令和四年厚生労働省令第百六十号）附則第二項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

（令和五年厚生労働省令第六十二号）附則第二条第二十五項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。

２８　新雇保則第百十六条第十四項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小

企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号

イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例

による。
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２９　新雇保則附則第十七条の二の六第二項の規定は、対象被保険者のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十二条及び第十三条第一項に基づく措置（新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。）

として休業が必要な妊娠中の女性労働者について、施行日以後に同項第一号ロに規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事

業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給について適用し、当該女性労

働者について、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の六第二項第一号に規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に

対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（令和五年四月七日厚生労働省令第六八号）　抄

１　この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（以下「法」という。）の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。

３　法による改正前の売春防止法第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関

し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものについては、第十一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十二条に

規定する就職が困難な者とみなす。

附　則　（令和五年九月二九日厚生労働省令第一二四号）

（施行期日）

１　この省令は、令和五年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用さ

れている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和五年一〇月二〇日厚生労働省令第一三〇号）

（施行期日等）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（次条において「新雇保則」という。）

第百十八条の二第九項第一号ハ、附則第十七条の二の七及び附則第十七条の三の表の規定並びに次条第二項の規定は令和五年十月一日か

ら適用する。

（経過措置）

第二条　令和四年九月三十日までに講じた措置によりこの省令による改正前の雇用保険法施行規則（次項において「旧雇保則」という。）

附則第十七条の二の七第二項第一号に該当した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

２　令和五年十月一日からこの省令の公布の日の前日までの間は、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保

則第百十八条の二第九項第一号又は旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第九項第一号に

該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等（新雇保則第百十八条の二第二項第一号に規定する有期契約労働者等をい

う。次項において同じ。）一人につき、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項

に規定する社会保険適用時処遇改善コース助成金（次項において単に「社会保険適用時処遇改善コース助成金」という。）又は旧雇保則

附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第九項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金の

いずれか一方のみを支給するものとする。

３　この省令の公布の日から令和六年三月三十一日までの間は、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則

第百十八条の二第九項第一号又は新雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号に該

当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等一人につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は新雇保則附則第十七条

の三の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方

のみを支給するものとする。

附　則　（令和五年一〇月三一日厚生労働省令第一三五号）

（施行期日）

１　この省令は、令和五年十一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に都道府県労働局長に届け出られたこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五第二項第

一号ホに規定する出向計画に基づき行われた出向又は同項第三号イに規定する職業訓練計画に基づき行われた復帰後訓練に係る事業主に

対する雇用維持支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（令和五年一一月二八日厚生労働省令第一四五号）

この省令は、令和五年十二月一日から施行する。

附　則　（令和五年一一月二九日厚生労働省令第一四六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十六条の改正規定、第百二十条の改正規定中「第六項、第九項」を「第五項、

第八項、第十一項」に改める部分及び附則第十七条の二の二から第十七条の二の四までの改正規定は、令和六年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第十一項の規定は、令和六年一月一日以後に対象となる被保険者に同条第

三項第一号ロ（３）に規定する育児休業及び同条第十一項第一号ホ（１）に規定する所定労働時間短縮措置の利用を開始させた事業主に

対する育休中等業務代替支援コース助成金の支給について適用し、同日前に対象となる被保険者にこの省令による改正前の雇用保険法施

行規則（以下「旧雇保則」という。）第百十六条第三項第一号ロ（３）に規定する育児休業を開始させた事業主に対する同項に規定する

出生時両立支援コース助成金及び同条第九項に規定する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

２　この省令の施行の日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号（同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

に該当する事業主及び附則第十七条の二の八第一項各号に掲げる事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例

による。

３　この省令の施行の日前に旧雇保則附則第十五条の四の五第二項第一号イの事業主（職業安定局長が定める要件に該当するものに限る。）

が、同号ロの新たな事業への進出等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、一

週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、令和七年三月三十一日ま

でに雇い入れた場合にあっては、当該事業主に対する同項に規定する事業再構築支援コース奨励金の支給については、なお従前の例によ

る。

附　則　（令和六年一月二三日厚生労働省令第一四号）
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和六年一月一日以降に開始した同令第百

二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は同号ロに規定する出向について適用する。

附　則　（令和六年二月一日厚生労働省令第二三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、様式第三十三号の二（第二面）、様式第三十三号の二の二（第二面）、様式第三

十三号の二の四（第二面）及び様式第三十三号の二の五（第二面）の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則　（令和六年二月二六日厚生労働省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和六年三月二七日厚生労働省令第五七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使

用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和六年三月二九日厚生労働省令第六六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。

（雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に対象期間（雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ（１）に規定する対象期間をいう。以下この項において同じ。）の初

日がある休業等（同号イに規定する休業等をいう。以下この項において同じ。）又は出向（同号ロに規定する出向をいう。以下この項に

おいて同じ。）について適用し、施行日前に対象期間の初日がある休業等又は出向については、なお従前の例による。

２　施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則（以下「旧雇保則」という。）第百二条の五第二項第一号イに規定する再

就職援助計画（次項において単に「再就職援助計画」という。）を公共職業安定所長に提出した事業主又は同項第二号イに規定する求職

活動支援基本計画書（次項において単に「求職活動支援基本計画書」という。）を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該再就

職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る同項の規定による再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

３　施行日前に再就職援助計画について旧雇保則第百二条の五第二項第一号イ（１）の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援

基本計画書について同項第二号イ（２）の提出を行い、同条第七項第一号の雇入れを行った事業主に対する同項の規定による早期雇入れ

支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

４　施行日前に旧雇保則第百四条第一号ハ（１）に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提

出した事業主に対する当該無期雇用転換計画に係る同条の規定による六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例によ

る。

５　施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イに規定する中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該中途採用

計画に係る同項の規定による中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

６　施行日前に旧雇保則第百十条の四第三項第一号イに規定する移住者採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該移住者

採用計画に係る同項の規定によるＵＩＪターンコース奨励金の支給については、なお従前の例による。

７　施行日前に対象となる男性被保険者に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ（２）に規定する育児休業を開始させた事業主に対する同項

の規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した当該育児休業について

同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給を受けた中小企業事業主であって、施行日後に対象となる男性被保険者に第一条の

規定による改正後の雇用保険法施行規則（以下この項において「新雇保則」という。）第百十六条第三項第一号イ（２）に規定する育児

休業を開始させたものに対する同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、施行日前に旧雇保則第百十六条第三項

第一号イ（２）に規定する育児休業を開始した男性被保険者を新雇保則第百十六条第三項第二号イ（１）の規定により出生時両立支援コ

ース助成金の支給の対象となる男性被保険者とみなして、同号イ（２）及び（３）の規定を適用する。

８　施行日前に旧雇保則第百十六条第八項第一号ロ（１）又はハ（１）に規定する育児休業から復帰した被保険者を雇用する事業主に対す

る同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ（２）に規定する導入・運用計画、同号ニ（３）の人事評価制度等の整備に関する計画

又は同号ヘ（２）に規定する実施計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該導入・運用計画、当該人事評価制度等の整備に

関する計画又は当該実施計画に係る同項及び同条第三項の規定による人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例

による。

１０　施行日前に旧雇保則第百二十五条第五項第一号イの計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主等に対する当該計画に係る同項

の規定による障害者職業能力開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１１　施行日前にその雇用する被保険者に旧雇保則附則第十七条の二の二第一項第一号に規定する有給休暇を合計して五日（同項第二号ロ

に定める額を支給する場合にあっては、十日）以上取得させた事業主に対する同項の規定による介護離職防止支援コース助成金の支給に

ついては、なお従前の例による。

１２　施行日前に対象となる被保険者に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ又はロに規定する有給休暇を取得させた事業主に対

する同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１３　施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ロ（１）に規定する自発的職業能力開発訓練を実施した事業主に対する同項の規定

による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

１４　施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ヘ（１）（ｉ）に規定する措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主に

対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（令和六年五月一七日厚生労働省令第八三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和六年六月二五日厚生労働省令第九九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和六年七月一日から施行する。

（経過措置）
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３　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（旧令様式第八号を除く。次項において同じ。）により使用されている書類

は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

４　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。

附　則　（令和六年六月二八日厚生労働省令第一〇一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和六年六月二八日厚生労働省令第一〇二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和六年七月一日厚生労働省令第一〇三号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則（以下「新雇保則」という。）附則第十五条の七の規

定は、同条第一項第三号イの事業主が指定する日が令和六年一月一日以降である事業主について適用し、新雇保則附則第十五条の八の規

定は、同条において読み替えて準用する新雇保則第百十二条第二項第三号イ（４）の大規模雇用開発計画に定められた期間の初日が令和

六年一月一日以降である事業主について適用する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に対象事業所（雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号及び第二号に規定する対象事業所をいう。）の設置

又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画に係る当該対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労

働局長に提出した事業主に対する、当該計画に係る同条第二項の規定による地域雇用開発コース奨励金の支給については、新雇保則附則

第十五条の七の規定を適用しない。

162



様式第１号（第５条関係）

様式第1号(第5条関係) 

雇用保険適用除外申請書 

  1．公 署 の 名 称   

  2．所 在 地   

  3．雇用保険法を適用しない者

の種類別人数 

職 種 人 数 

    

  4．雇用保険法を適用しないこ

とについての申請をしな

い者の種類別人数 

職 種 人 数 

    

 雇用保険法施行規則第5条第1項の規定により上記のとおり雇用保険の適用除外について

の承認を申請します。 

 

  令和  年  月  日 

申請者の職氏名           

 

  厚 生 労 働 大 臣 

  都道府県労働局長 
殿 

注 意 

 1 この申請書は、本庁、各支庁、各地方事務所、各附属機関等の別に提出し、1欄には、

その名称を記載すること。 

 2 3欄には、都道府県においては、知事、副知事、会計管理者等、市町村においては、

市町村長、副市町村長、会計管理者等の理事者を除き、局部課長、主事、技師、嘱託、

主事補、技手等の別に雇用保険法を適用しないこととする者についてそれぞれ人数を記

載すること。 

 3 この申請書には、雇用保険法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える

給与を支給することを規定した法令、条例、規則等を添えること。 

 4 本手続は電子申請による申請も可能であること。 
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様式第２号（第６条関係）

様式第2号(第6条関係) 

雇用保険被保険者資格取得届        
標準
字体 

 

(必ず第2面の注意事項を読んでから記載してください。) 

帳票種別 

 

1．個人番号 

 

  

 
(

こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。)

 

 

2．被保険者番号 

 

3．取得区分 
 

 
 

1 新規 

2 再取得 

4．被保険者氏名 

 

フリガナ(カタカナ) 

 

 
 

5．変更後の氏名 

 

フリガナ(カタカナ) 

 

 

6．性別 7．生年月日  

2 大正 

3 昭和 

4 平成 

5 令和 

8．事業所番号 

 
  

1 男 

2 女 

 

 

9．被保険者となったこと

の原因

 

10．賃金(支払の態様―賃金月額：単位千円) 11．資格取得年月日 

 

4 平成 

5 令和 
 

 

1 月給 2 週給 3 日給 

4 時間給 5 その他 

1 新規

雇用 

新規

学卒 

 

12．雇用形態 

 

13．職種 

 

14．就職経路 

 

15．1週間の所定労働時間 

2 新規

雇用 

(その他) 

 

1 日雇 2 派遣 

 

(01～11) 

第2面

参照 
 

1 安定所紹介 

2 自己就職 

3 民間紹介 

4 把握していない 
 

 
3 パートタイム 

4 
有期契約

労働者 3 日雇からの切替 

4 その他 

8 出向元への復帰等 

  (65歳以上) 

5 季節的雇用 

6 船員 7 その他 

16．契約期間の

定め  
 1 有 契約期間 

 

から 

 

まで  

  契約更新条項の有無 
 

1 有         (4 平成 5 令和) 

2 無 
 

 2 無 

 事業所名 備考 

  
17欄から23欄までは、被保険者が外国人の場合のみ記入してください。 

  

 

    

 17．被保険者氏名(ローマ字)(アルファベット大文字で記入してください。) 

  
  被保険者氏名〔続き(ローマ字)〕 

  

18．在留カードの番号(在留カードの右上に記載されている12桁の英数字) 

 
 

 19．在留

期間 

 

まで 
20．資格外活動

の許可の有無  

1 有 

2 無 

21．派遣・請負

就労区分  

1 派遣・請負労働者として

主として当該事業所以

外で就労する場合 

2 1に該当しない場合 

 

 22.国籍・地域 23.在留資格   

  

記

載

欄 

安

定

所 

公

共

職

業 

※ 

24．取得時被保険者種類 25．番号複数取得チェック不要 26．国籍・地域コード 27．在留資格コード 

 

 

1 一般 

2 短期常態 

3 季節 

11 高年齢被保険者(65歳以上) 

 

チェック・リストが

出力されたが、調査の

結果、同一人でなかった

場合に「1」を記入。 

 

22欄に対応

するコードを

記入 
 

23欄に対応

するコードを

記入 

雇用保険法施行規則第6条第1項の規定により上記のとおり届けます。 

    住 所 
 

事業主 氏 名 

令和    年   月   日   

 

  公共職業安定所長 殿 

    電話番号 ※ 

備

考 

 
 

 
 

  
社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行者・
事 務 代 理 者 の 表 示 

氏 名 電 話 番 号 

      

  
※ 所

長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  
係 

  操
作
者 

    

  確認通知 令和  年  月  日 
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 注 意  

1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読取を行うので、この用紙は汚したり、必

要以上に折り曲げたりしないこと。 

2 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番号を記入し、※印のついた欄又は記入枠には記載しないこ

と。 

3 記入枠の部分は、枠からはみださないように大きめのカタカナ及びアラビア数字の標準字体により明瞭に記載すること。 

  この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取り扱い(例：ガ→ 、パ→ )、また、「ヰ」及び「ヱ」は使用せず、それぞれ「イ」

及び「エ」を使用すること。 

4 1欄には、必ず番号確認と身元確認の本人確認を行った上で、個人番号(マイナンバー)を記載すること。 

5 2欄には、3欄で「2 再取得」を選択した場合にのみその被保険者証に記載されている被保険者番号を記載すること。 

  なお、被保険者番号が16桁(上下2段で表示されている。)で構成されている場合は、下段の10桁のみを記載すること。この場合、最初の4桁を最初

の4つの枠内に、残りの6桁を「 」に続く6つの枠内に記載し、最後の枠は空枠とすること。 

             (例： →  ) 

6 3欄には、次の区分に従い、該当するものの番号を記載すること。 

 (1) 次のイ及びロのいずれかに該当する者…………………………………………………………………………1 (新規) 

  イ 過去に被保険者になったことのないこと。 

  ロ 最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過していること。 

 (2) 上記(1)に該当する者以外の者 …………………………………………………………………………………2 (再取得) 

7 4のフリガナ欄には、被保険者証の交付を受けている者については、その被保険者証に記載されているとおり、カタカナで記載し、姓と名の間は1

枠空けること。なお、5欄に記載した場合であっても必ず記載すること。 

8 5欄には、3欄で「2 再取得」を選択した場合で、被保険者証の氏名と現在の氏名が異なっているときに記載すること。 

9 6欄には、該当するものの番号を記載すること。 

10 7欄の元号は、該当するものの番号を記載し、年月日の年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載すること。 

  (例：昭和51年5月6日→  ) 

11 8欄は、事業所番号が連続した10桁の構成である場合は、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「 」に続く6つの枠内にそれぞれ記載し、

最後の枠は空枠とすること。(例：1301000001→  ) 

12 9欄には、次の区分に従い、該当するものの番号を記載すること。 

 (1) 新規学校卒業者のうち、11欄が卒業年の3月1日から6月30日までの間である場合 ……………………………………………………………………1 

 (2) 中途採用者を雇入れた場合、取締役等委任関係であるとして被保険者から除外されていた者が、新たに明確な雇用関係に基づいて就労したよ

うな場合 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 

 (3) 日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上又は継続して31日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合(資格継続の認可を受けた

場合を除く。) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 

 (4) 次に該当する場合等 …………………………………………………………………………………………………………………………………………4 

  イ その被保険者の雇用される事業が新たに適用事業となった場合 

  ロ 適用事業に雇用されていた被保険者が、在籍出向し、出向先で新たに被保険者資格を取得していた場合であって、出向元に復帰し、出向元

で再度被保険者資格を取得することとなったとき(在籍専従の場合も同様) 

  ハ 同一の事業主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間の異動があった場合 

 (5) 被保険者資格を取得した原因が2以上に該当する場合 ……………………………………………………………………………1、2又は3のいずれか 

 (6) 65歳以上の者が出向元に復帰した場合等 …………………………………………………………………………………………………………………8 

13 10欄には、11欄に記載した年月日現在における支払の態様及び賃金月額(臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金及び超過勤務手当

を除く。)(単位千円……千円未満四捨五入)を記載すること。なお、支払の態様は、該当するものの番号を記載すること(日給月給は月給に含める。)。 

14 11欄は、試用期間、研修期間を含む雇入れの初日を記載すること。 

  また、年、月又は日が1桁の場合は、7欄の場合と同様に記載すること。 

15 12欄には、該当するものの番号を記載すること。届出に係る者が派遣労働者(いわゆる登録型の派遣労働者であり船員を除く。)に該当する場合に

は、「2」(派遣労働者)、短時間労働者(週所定労働時間が30時間未満の者(派遣労働者、船員に該当する者を除く。))に該当する場合には、「3」(パー

トタイム)、有期契約労働者(派遣労働者、パートタイム、船員に該当する者を除く。)に該当する場合には、「4」(有期契約労働者)と記載すること。 

16 13欄には、次の区分に従い、該当するものの番号を記載すること。 

  

 A 管理的職業………………………01 
 B 専門的・技術的職業……………02 
 C 事務的職業………………………03 
 D 販売の職業………………………04 

E サービスの職業…………………05 
F 保安の職業………………………06 
G 農林漁業の職業…………………07 
H 生産工程の職業…………………08 

I 輸送・機械運転の職業…………09 
J 建設・採掘の職業………………10 
K 運搬・清掃・包装等の職業……11 
 

17 14欄には該当するものの番号を記載すること。 

18 15欄には、4欄の者の11欄に記載した年月日現在における1週間の所定労働時間を記載すること。 

19 16欄は、契約期間の定めについて該当するものの番号を記載し、1を記載した場合には、その契約期間とともに、契約更新の条項の有無を記載す

ること。 

20 事業所名欄右の備考欄には、9欄の「4 その他」に該当する者についての具体的説明その他を記載すること。 

21 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、その主たる事務所の所在地及び法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を付記する

こと。 

22 外国人労働者(「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く。)の場合は、以上に加え17欄から23欄に、ローマ字氏名、在留カード

の番号(英字2桁―数字8桁―英字2桁)、在留期間、国籍・地域、在留資格等を記載し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律第28条の外国人雇用状況の届出とすることができる。 

  なお、「家族滞在」の在留資格の者等、資格外活動の許可を得て就労する者については、当該許可の有無について20欄に記載のこと。また、派遣・

請負労働者として主として8欄以外の事業所で就労する者については21欄に1を記載し、該当しない場合は2を記載のこと。 

お願い 
1．雇用保険の資格取得年月日の属する月の翌月10日までに提出してください。 
2．賃金台帳、労働者名簿、出勤簿その他記載内容を確認できる書類を持参していただく場合があります。 
3．4欄の者が法人の取締役又は事業主と同居の親族の場合は、事業所名欄右の備考欄にその旨記載してください。 

 ※本手続は電子申請による届出も可能です。詳しくは管轄の公共職業安定所までお問い合わせください。 

  なお、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当

該事業主の提出代行者であることを証明することができるものを本届書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えること

ができます。 
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様式第２号の２（第６条関係）

様式第2号の2(第6条関係) 

□雇用保険被保険者資格取得届 

  安定所控   
帳票種別     

 

 
(

こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。)

 

 

1．個人番号 

 

2．被保険者生年月日 3．性別 

 

 

35 昭和 

47 平成 

59 令和 
 

1 男 

2 女 

4．被保険者氏名 

 

フリガナ(カタカナ) 

 

 

5．変更後の氏名 

 

フリガナ(カタカナ) 

 

 

6．雇用保険被保険者番号 

 

7．雇用保険適用事業所番号 

 
 

8．雇用保険資格取得年月日 9．雇用保険資格取得区分 10．雇用保険被保険者となったことの原因 

 

 
 

1 新規 

2 再取得  

1 新規雇用(新規学卒) 4 その他 

2 新規雇用(その他)  8 出向元への復帰等 

3 日雇からの切替     (65歳以上) 

11．雇用形態 12．賃金(支払の態様―賃金月額：単位千円) 13．就職経路 

 
 

1 日雇 

2 派遣 

3 パートタイム 

4 有期契約労働者 

5 季節的雇用 

6 船員 

7 その他 
 

1 月給 2 週給 3 日給 

4 時間給 5 その他  

1 安定所紹介 

2 自己就職 

3 民間紹介 

4 把握していない 

14．契約期間の定め 

 
1 有 契約期間 

 

から 

 

まで  

  契約更新条項の有無 
 

1 有 

2 無 

 15．職種     16．1週間の所定労働時間 

 

 

(01～11) 

注意書き

参照    
2 無 

  

  被保険者が外国人の場合のみ記入してください。   

 

    
 28．被保険者氏名(ローマ字)(アルファベット大文字で記入してください。) 

  
   被保険者氏名(ローマ字)〔続き〕 

  

29．在留カードの番号(在留カードの右上に記載されている12桁の英数字) 

 
 

 30．在留

期間 

 

まで 
31．資格外活動

の許可の有無  

1 有 

2 無 

32．派遣・請負

就労区分  

1 派遣・請負労働者として

主として当該事業所以

外で就労する場合 

2 1に該当しない場合 

 

 

 33．国籍・地域 34．在留資格 
  

  

記

載

欄 

安

定

所 

公

共

職

業 

※ 39．取得時被保険者種類 40．番号複数取得チェック不要 41．国籍・地域コード 42．在留資格コード 

 
 

1 一般 

2 短期常態 

3 季節 

11 高年齢被保険者(65歳以上) 

 

チェック・リストが

出力されたが、調査の

結果、同一人でなかった

場合に「1」を記入。 

 

33欄に対応

するコード

を記入 
 

34欄に対応

するコード

を記入 

                                                           

 43．事業所名称     

備考 

 雇用保険法施行規則第6条第1項の規定により、上記のとおり届けます。 令和  年  月  日  

     住 所 〒 公共職業安定所長 殿 

 事 業 主 氏 名 
  

     電話番号     
窓口受付機関印 

 
  

社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行
者・事務代理者の表示 

氏 名 電 話 番 号   

      
  

※
備

考 

  

  
※ 所

長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  
係 

  操
作
者 

    

確認通知 令和  年  月  日 
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様式第３号　削除
様式第４号（第７条関係）（第１面）
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様式第４号（第７条関係）（第２面）
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様式第４号の２（第７条関係）

様式第4号の2(第7条関係) 

□雇用保険被保険者資格喪失届 

  安定所控   

※帳票種別 

 

1．個人番号 

 

  (

こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、

汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。)

 

 

2．雇用保険被保険者番号 

 

3．雇用保険適用事業所番号 

 
 

4．雇用保険資格取得年月日  5．雇用保険離職等年月日 6．雇用保険喪失原因 

 

 

35 昭和 

47 平成 

59 令和  
 

1 離職以外の理由 

2 3以外の離職 

3 事業主の都合による離職 

7．離職票交付希望 8．1週間の所定労働時間 9．補充採用予定の有無 

 
 

1 有 

2 無 

 

 

空白 無 

1   有 

10．被保険者氏名 

 

フリガナ(カタカナ) 

 

 

11．性 別 12． 生 年 月 日   

男 ・ 女 
大正 昭和 

平成 令和 
   年   月   日 

13． 

被 保 険 者 の

住 所 又 は 居 所 

  

  

14． 

被 保 険 者 で

な く な っ た

こ と の 原 因 

  

15．(フリガナ)   16． 

氏名変更

年月日 

令和 

 

年    月    日  
変 更 前 氏 名 

  

 

 

  被保険者が外国人の場合のみ記入してください。   

 

    
 26．被保険者氏名(ローマ字)(アルファベット大文字で記入してください。) 

  
   被保険者氏名(ローマ字)〔続き〕 

  

27．在留カードの番号(在留カードの右上に記載されている12桁の英数字) 

 
 

 28．在留期間 

  

まで

 

29．派遣・請負就労区分 

 
 

1 派遣・請負労働者として主として

当該事業所以外で就労していた場合 

2 1に該当しない場合 

  

 30．国籍・地域 31．在留資格 

  

  
記

載

欄 

公
共
職
業
安
定
所 

※ 32．喪失時被保険者種類 33．国籍・地域コード 34．在留資格コード   

 
 

(3季節) 
 

30欄に対応

するコードを

記入 
 

31欄に対応

するコードを

記入 

 

                                                           

 35．事業所名称     

 雇用保険法施行規則第7条第1項の規定により、上記のとおり届けます。 令和   年   月   日  

     住 所 〒 公共職業安定所長 殿 

 事 業 主 氏 名 
  

     電話番号     
窓口受付機関印 

 

  
社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行
者・事務代理者の表示 

氏 名 電 話 番 号   

      
  ※

備

考 

  

  
※ 所

長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  

係 

  操
作
者 

    

確認通知 令和  年  月  日 
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様式第５号（第７条関係）

様式第5号(第7条関係) 
    ▲ 

                      雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用) 

  

① 
被 保 険 者 番 号         ―             ―   

③ 
フリガナ   ④ 

離 職

年月日 

令和 

年 月 日 

  

⑦離職理由欄…事業主の方は、離職者の主たる離職理由が該当する理由を1つ選択し、左の事業主記入欄の□の中に○印を記入の上、下
の具体的事情記載欄に具体的事情を記載してください。 

 
 【離職理由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり、適正に記載してください。】 ② 

事 業 所 番 号         ―             ―   離職者氏名   

⑤ 
名 称 

事業所 所在地 

電話番号 

  

⑥ 
離 職 者 の

住所又は居所 

〒 
 
 
 電話番号(    )   ― 

事業主記入欄 離 職 理 由 ※離職区分 
 
 □ 
 □ 
 
 □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 □ 

 
 

 

 

 
 
 □ 

 1 事業所の倒産等によるもの 
 (1) 倒産手続開始、手形取引停止による離職 
 (2) 事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職 
 2 定年によるもの 
 定年による離職(定年  歳) 

1A 
 
1B 
 
2A 
 
2B 
 
2C 
 
2D 
 
2E 
 
3A 
 
3B 
 
3C 
 
3D 
 
4D 
 
5E 

 この証明書の記載は、事実に相違ないことを証明します。 

    住所 

事業主 

    氏名 

※離職票交付 令和  年  月  日 

       (交付番号      番) 
   定年後の継続雇用 を希望していた(以下のaからcまでのいずれかを1つ選択してください) 

を希望していなかった 

   a 就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当したため(解雇事由
又は退職事由と同一の事由として就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に
該当して離職した場合も含む。) 

   b 平成25年3月31日以前に労使協定により定めた継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当し
なかったため 

   c その他(具体的理由：                                  ) 
 3 労働契約期間満了等によるもの 
 (1) 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職 
   (1回の契約期間   箇月、通算契約期間   箇月、契約更新回数   回) 
   (当初の契約締結後に契約期間や更新回数の上限を短縮し、その上限到来による離職に該当 する・しない) 
   (当初の契約締結後に契約期間や更新回数の上限を設け、その上限到来による離職に該当 する・しない) 
   (定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職で ある・ない) 
   (4年6箇月以上5年以下の通算契約期間の上限が定められ、この上限到来による離職で ある・ない) 
   →ある場合(同一事業所の有期雇用労働者に一様に4年6箇月以上5年以下の通算契約期間の上限が平成24年8

月10日前から定められて いた・いなかった) 
 (2) 労働契約期間満了による離職 
  ① 下記②以外の労働者 
   (1回の契約期間   箇月、通算契約期間   箇月、契約更新回数   回) 
   (契約を更新又は延長することの確約・合意の 有・無(更新又は延長しない旨の明示の 有・無)) 
   (直前の契約更新時に雇止め通知の 有 ・ 無 ) 
   (当初の契約締結後に不更新条項の追加が ある・ない) 

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等 

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨ 
⑧の期間
における
賃金支払
基礎日数 

⑩ 
 
賃 金 支 払 対 象 期 間 

⑪  
 
⑩の
基礎
日数 

⑫ 
賃 金 額 

⑬ 
 

備 考  A 一 般 被 保 険 者 等  B 短期

雇用特例

被保険者 離職日の翌日  月 日   A B 計 

月 日～ 離 職 日 離職月 日 月 日～ 離 職 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

 
月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         
   労働者から契約の更新又は延長 

を希望する旨の申出があった 
を希望しない旨の申出があった 
の希望に関する申出はなかった 

  

 

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         
  ② 労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 
   (1回の契約期間  箇月、通算契約期間  箇月、契約更新回数  回) 
   (契約を更新又は延長することの確約・合意の 有・無(更新又は延長しない旨の明示の 有・無)) 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日          

 

 

 

 

 □ 
 □ 
 
 □ 
 □ 
 
 □ 
 □ 

 
 
 □ 
 □ 
 
 □ 
 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 
 
 □ 

   労働者から契約の更新又は延長 
を希望する旨の申出があった 
を希望しない旨の申出があった 
の希望に関する申出はなかった 

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日            a 労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否したことによる場合 
   b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取り

やめになったことによる場合を含む。) 
   (aに該当する場合は、更に下記の5のうち、該当する主たる離職理由を更に1つ選択し、○印を記入してください

。該当するものがない場合は下記の6に○印を記入した上、具体的な理由を記載してください。) 

 (3) 早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職 
 (4) 移籍出向 
 4 事業主からの働きかけによるもの 
 (1) 解雇(重責解雇を除く。) 
 (2) 重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇) 
 (3) 希望退職の募集又は退職勧奨 
  ① 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの 
  ② その他(理由を具体的に                          ) 
 5 労働者の判断によるもの 
 (1) 職場における事情による離職 
  ① 労働条件に係る問題(賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため 
  ② 事業主又は他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動(故意の排斥、嫌がらせ等)を受けたと労

働者が判断したため 
  ③ 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に係る問題(休業等の申出拒否、妊娠、出産、休業等を理由とする不

利益取扱い)があったと労働者が判断したため 
  ④ 事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職 
  ⑤ 職種転換等に適応することが困難であったため(教育訓練の有・無) 
  ⑥ 事業所移転により通勤困難となった(なる)ため(旧(新)所在地：        ) 
  ⑦ その他(理由を具体的に                          ) 
 (2) 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等) 
 
 
 6 その他(1―5のいずれにも該当しない場合) 
  (理由を具体的に                               ) 

 

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

  

⑭ 
 
賃 金 に
関 す る
特記事項 

  

⑮この証明書の記載内容(⑦欄を除く)は相違

ないと認めます。 
 

  
離職者
氏 名   

※
公
共
職
業
安
定
所
記
載
欄 

 ⑮欄の記載   有・無 

 ⑯欄の記載   有・無 

  資・聴 

  

  

  本手続きは電子申請による申請も可能です。本手続きについて、電子申請により行う場合には、被保険者が離職証明書の内容について確
認したことを証明することができるものを本離職証明書の提出と併せて送信することをもって、当該被保険者の電子署名に代えることがで
きます。 

  また、本手続きについて、社会保険労務士が電子申請による本届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険
労務士が当該事業主の提出代行者であることを証明することができるものを本届書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の
電子署名に代えることができます。 

  

  

    
具体的事情記載欄(事業主用) 

  

※ 
※ 

所 長 次 長 課 長 係 長 係       

▼ 

  
社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号 

            
⑯離職者本人の判断(○で囲むこと) 
 事業主が○を付けた離職理由に異議  有り・無し 

(離職者氏名) 
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様式第６号（第７条関係）（１）（第１面）

様式第6号(第7条関係)(1)(第1面) 

 

    交付番号  (   ) 

  交付年月日  雇用保険被保険者 
離 職 票 ― 1   

 
 

 
 

(

こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。)

 

  

(

な
る
べ
く
折
り
曲
げ
な
い
よ
う
に
し
、
や
む
を
え
な
い
場
合
に
は
折
り
曲
げ
マ
ー
ク(

)

の
所
で
折
り
曲
げ
て
く
だ
さ
い
。) 

 
 

資格喪失確認通知書(被保険者通知用) 

 帳票種別 

  

1．被保険者番号 

 

2．資格取得年月日 

 

3．離職年月日 

 

4．被保険者種類 5．再交付表示 

 1又は9 一 般 

4又は5 高年齢 

2又は3 短 期 

11 高年齢(65歳以上) 

 (1 再交付)  

 離職者氏名 性別 生年月日(元号―年月日) 喪失原因 離職票交付希望   

   
1 男 

2 女 
 

2 大正 3 昭和 

4 平成 5 令和 
 

1 離職以外の理由 

2 3以外の離職 

3 事業主の都合による離職 

 
1 有 

2 無 

 事業所番号 

  

管轄区分 

 

事業所名略称 

 

産業分類 

 

 

 6．個人番号 

  

 7．番号複数取得チェック不要      8．住居所管轄安定所 

      

 

 
  

チェック・リストが出力されたが、

調査の結果、同一人でなかった

場合に「1」を記入。 

※9．求職申込年月日            受給資格等決定年月日 

  

10．認定日(一般) 

 

11．認定予定月日(高年齢・短期) 

 
 

 12．賃金日額(区分―日額又は総額) 区分(1 日額 2 総額) 15．求職番号 16．特殊表示区分又は激甚指定期限年月日  

 

  
    

特殊表示区分の場合は左から3桁目に記入。 

激甚指定期限年月日の場合は、元号―年月日の形式で記入。 

 13．所定給付日数の 14．離職理由 17．金融機関・店舗コード     口座番号 

   
決定に係る

対象者区分

(1～6) 

 
 

 18．支払区分 19．区分―氏名(カナ)  区分(空欄 分かち書き 1 氏名変更) 

 
  

0 抹消 
1 安定所現金払 
2 安定所送金払 
3 労働局送金払 

 

    

  
  

備

考 

    

  

  

   公共職業安定所長 

  

  
基本手当日額(            )円 

所定給付日数(            )日 

支給番号(              ) 

  
※ 

所
属
長 

  
次

長 
  

課

長 

  
係

長 

  

係 

  
操
作
者 
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様式第６号（第７条関係）（１）（第２面）

様式第6号(第7条関係)(1)(第2面) 

 注 意  

1 基本手当は受給資格者が、高年齢求職者給付金は高年齢受給資格者が、特例一時金は特

例受給資格者が、それぞれ労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことが

できないときに支給されるものであること。 

2 基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、原則と

して住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局に出頭し、求職の申込みをし

た上、この離職票―1及び離職票―2(別紙)を提出すること。 

3 基本手当の支給を受けることのできる期間は、原則として離職の日の翌日から1年間

(注)(これを受給期間といいます。)であること。その1年間に妊娠、出産、育児、疾病、

負傷、親族の看護等の理由で、引き続き30日以上職業に就くことができない者については、

所定の期限までに上記2の公共職業安定所又は地方運輸局に届け出ることにより、これら

の理由により職業に就くことができない日数を1年に加えた期間(最大限4年)となること。 

 (注) 所定給付日数が330日の場合「1年と30日」、360日の場合「1年と60日」となること。 

4 基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けないときでも、後日必要な

場合があるから、少なくとも4年間は大切に保管すること。 

5 この離職票―1を滅失し、又は損傷したときは、交付を受けた公共職業安定所に申し出

ること。 
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様式第６号（２）（第７条関係）

様式第6号(2)(第7条関係) 
▲  

                雇 用 保 険 被 保 険 者 離 職 票 ― 2 

  

① 
被 保 険 者 番 号 

        ―             ―   
③ 

フリガナ   
④ 

離 職

年月日

 令和 

年 月 日 

  

⑦離職理由欄…離職者の方は、主たる離職理由が該当する理由を1つ選択し、左の離職者記入欄の□の中に○印を記入の上、下の具体的事情記載欄に具体的

事情を記載してください。 

 

 【離職理由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり、適正に記載してください。】 

② 
事 業 所 番 号 

        ―             ―   離職者氏名   

⑤ 

名 称 

事業所 所在地 

電話番号 

  

⑥ 

離 職 者 の

住所又は居所 

〒 

 

 

 

 電話番号(     )     ― 

事業主
記入欄 

離職者
記入欄 

離 職 理 由 ※離職区分 

 
□ 
□ 
 
□ 
 
 
 
 
 
 
 

 
□ 
 
 
 
 
 
 
 
□ 

 
□ 
□ 
 
□ 
 
 
 
 
 
 
 

 
□ 
 
 
 
 
 
 
 
□ 

 1 事業所の倒産等によるもの 
 (1) 倒産手続開始、手形取引停止による離職 
 (2) 事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職 
 2 定年によるもの 
 定年による離職(定年  歳) 

1A 

 

1B 

 

2A 

 

2B 

 

2C 

 

2D 

 

2E 

 

3A 

 

3B 

 

3C 

 

3D 

 

4D 

 

5E 

    住所 
事業主 
    氏名 

 ※   令和  年  月  日付で交付した離職票―1 
      (交付番号       番)に係る賃金支払状況である。 
 

公共職業安定所長 印     

   定年後の継続雇用 
を希望していた(以下のaからcまでのいずれかを1つ選択してください) 
を希望していなかった 

   a 就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当したため 
    (解雇事由又は退職事由と同一の事由として就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当し

て離職した場合も含む。) 
   b 平成25年3月31日以前に労使協定により定めた継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため 
   c その他(具体的理由：                                           ) 
 3 労働契約期間満了等によるもの 
 (1) 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職 
   (1回の契約期間  箇月、通算契約期間  箇月、契約更新回数  回) 
   (当初の契約締結後に契約期間や更新回数の上限を短縮し、その上限到来による離職に該当 する・しない) 
   (当初の契約締結後に契約期間や更新回数の上限を設け、その上限到来による離職に該当 する・しない) 
   (定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職で ある・ない) 
   (4年6箇月以上5年以下の通算契約期間の上限が定められ、この上限到来による離職で ある・ない) 
   →ある場合(同一事業所の有期雇用労働者に一様に4年6箇月以上5年以下の通算契約期間の上限が平成24年8月10日前から定

められて いた・いなかった) 
 (2) 労働契約期間満了による離職 
  ① 下記②以外の労働者 
   (1回の契約期間  箇月、通算契約期間  箇月、契約更新回数  回) 
   (契約を更新又は延長することの確約・合意の 有・無(更新又は延長しない旨の明示の 有・無)) 
   (直前の契約更新時に雇止め通知の 有 ・ 無 ) 
   (当初の契約締結後に不更新条項の追加が ある・ない) 

離 職 の 日 以 前 の 賃 金 支 払 状 況 等 

⑧ 被保険者期間算定対象期間 ⑨    
⑧の期間
における
賃金支払
基礎日数 

⑩ 

 

賃金支払対象期間 

⑪  
 
⑩の
基礎

日数 

⑫ 

賃 金 額 

⑬ 

 

備 考 
 A 一 般 被 保 険 者 等 B 短期

雇用特例
被保険者 離職日の翌日 月 日   A B 計 

月 日～ 離 職 日 離職月 日 月 日～ 離 職 日 日         

 

 

 

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日            労働者から契約の更新又は延長 
を希望する旨の申出があった 
を希望しない旨の申出があった 
の希望に関する申出はなかった 

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         【契約の更新又は延長の希望の 有 ・ 無】  
  ② 労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 
   (1回の契約期間  箇月、通算契約期間  箇月、契約更新回数  回) 
   (契約を更新又は延長することの確約・合意の 有・無(更新又は延長しない旨の明示の 有・無 )) 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

 
1A 

 

1B 

 

2A 

 

2B 

 

2C 

 

2D 

 

2E 

 

3A 

 

3B 

 

3C 

 

3D 

 

4D 

 

5E 

   労働者から契約の更新又は延長 
を希望する旨の申出があった 
を希望しない旨の申出があった 
の希望に関する申出はなかった 

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         
   a 労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否したことによる場合 
   b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったこと

による場合を含む。) 
   (aに該当する場合は、更に下記の5のうち、該当する主たる離職理由を更に1つ選択し、○印を記入してください。該当する

ものがない場合は下記の6に○印を記入した上、具体的な理由を記載してください。) 
【契約の更新又は延長の希望の 有 ・ 無】  

 (3) 早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職 
 (4) 移籍出向 
 4 事業主からの働きかけによるもの 
 (1) 解雇(重責解雇を除く。) 
 (2) 重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇) 
 (3) 希望退職の募集又は退職勧奨 
  ① 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの 
  ② その他(理由を具体的に                          ) 
 5 労働者の判断によるもの 
 (1) 職場における事情による離職 
  ① 労働条件に係る問題(賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため 
  ② 事業主又は他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動(故意の排斥、嫌がらせ等)を受けたと労働者が判断したため 
  ③ 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に係る問題(休業等の申出拒否、妊娠、出産、休業等を理由とする不利益取扱い)があっ

たと労働者が判断したため 
  ④ 事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職 
  ⑤ 職種転換等に適応することが困難であったため(教育訓練の有・無) 
  ⑥ 事業所移転により通勤困難となった(なる)ため(旧(新)所在地：        ) 
  ⑦ その他(理由を具体的に                          ) 
 (2) 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等) 
  ① 職務に耐えられない体調不良、けが等があったため 
  ② 妊娠、出産、育児等のため 
  ③ 家庭の事情と急変(父母の扶養、親族の介護等)があったため 
  ④ 配偶者等との別居生活が継続困難となったため 
  ⑤ 転居等により通勤困難となったため(新住所：                ) 
  ⑥ その他(理由を具体的に                          ) 
 6 その他(1―5のいずれにも該当しない場合) 
  (理由を具体的に                               ) 

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         □ 
□ 
 
□ 
□ 
 
□ 
□ 
 
 
□ 
□ 
□ 
 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
 
 
 
 
 
□ 

□ 
□ 
 
□ 
□ 
 
□ 
□ 
 
 
□ 
□ 
□ 
 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 日         

  

⑭    

賃 金 に

関 す る

特記事項 

  

  

  

□運転免許証   □個人番号カード 

□旅券      □住民票記載事項証明書 

□国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証) 

□その他(                ) 

  

※
公
共
職
業
安
定
所
記
載
欄 

 ⑮欄の記載   有・無 

 ⑯欄の記載   有・無 

  資・聴 

  
    

  写真欄 

 

 

 
3×2.4 

  

    
  

  

具体的事情記載欄(事業主用) 

  

  

 注 意 
 1．基本手当は受給資格者が、高年齢求職者給付金は高年齢受給資格者が、特例一時金は特例受給資格者が、それぞれ労働の意思及び能力を有する

にもかかわらず職業に就くことができないときに支給されるものであること。 
 2．基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局に出頭

し、求職の申込みをした上、この離職票―2及び離職票―1(別紙)を提出すること。 
 3．基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けないときでも、後日必要な場合があるから、少なくとも4年間は大切に保存すること。 
 4．この離職票―2を滅失し、又は損傷したときは、交付を受けた公共職業安定所に申し出ること。 
 ※基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の受給手続を取られる方は、裏面のⅡ「支給を受けるための手続等」をご覧ください。 

具体的事情記載欄(離職者用)事業主が記載した内容に異議がない場合は「同上」と記載してください。 

  
  

▼ 

⑯離職者本人の判断(○で囲むこと) 
 事業主が○を付けた離職理由に異議  有り・無し 

⑰ ⑦欄の自ら記載した事項に間違いがないことを認めます。 

  (離職者氏名)                 
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様式第６号の２（第９条関係）（１）（第１面）

様式第6号の2(第9条関係)(1)(第1面) 

 

雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用) 

確認(受理)通知年月日 

雇用保険被保険者資格取得届に基づき、下記のとおり確認(通知)します。 公共職業安定所長       

被保険者番号 事業所番号 管轄区分 資格取得年月日 
  

              

被保険者氏名 性別 生年月日(元号―年月日) 取得時被保険者種類 転勤の年月日 

       1 男 

 2 女 

       2 大正 3 昭和 

 4 平成 5 令和 

   1又は9  一 般 
 4又は5  高年齢 
 2又は3  短 期 
 11 高齢者(65歳以上) 

  

   

事業所名略称   
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様式第６号の２（第９条関係）（１）（第２面）

様式第6号の2(第9条関係)(1)(第2面) 

 注 意  

1 労働保険事務組合は、この通知書の交付を受けたときは、第1面の事業主に提示しなけ

ればならない。 

2 被保険者となったことの確認に係る処分に不服のあるときは、処分のあったことを知っ

た日の翌日から起算して3箇月以内に処分を行った公共職業安定所の所在地を管轄する都

道府県労働局雇用保険審査官(以下「審査官」という。)に対して審査請求をすることがで

きる。 

3 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の

翌日から起算して2箇月以内に労働保険審査会(以下「審査会」という。)に対して再審査

請求をすることができる。ただし、審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がない

ときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 

4 この処分に対する取消訴訟は、この処分についての審査請求に対する決定を経た後に、

国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、審査官の決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(決定があった

日から1年を経過した場合を除く。)。また、審査会に対して再審査請求をした場合には、

この処分に対する取消訴訟は、この処分についての審査会の裁決を経る前又は審査会の裁

決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(裁決

があった日から1年を経過した場合を除く。)。ただし、(1)審査請求をした日から3箇月を

経過しても決定がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由が

あるとき、のいずれかに該当するときは、決定を経ないで取消訴訟を提起することができ

る。 

5 この通知書は、その被保険者を雇用している期間中及びその者が被保険者資格を喪失し

てから少なくとも4年間は、事業主において大切に保管すること。 

6 この通知書とともに交付された雇用保険被保険者証は速やかに本人に対し交付し、必ず

本人に保管させること。 
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様式第６号の２（第９条関係）（２）（第１面）

様式第6号の2(第9条関係)(2)(第1面) 

 

 

  
雇用保険被保険者資格取得確認通知書

(被保険者通知用) 

 

公共職業安定所長      

 

 

 

被保険者番号 
  

 

資格取得年月日 

取得時

被保険者種類 

               1又は9 一 般 

 4又は5 高年齢 

 2又は3 短 期 

 11 高年齢(65歳以上)               

 

 

被保険者氏名 

生年月日 

(元号―年月日) 

  

          
 2 大正 3 昭和 

 4 平成 5 令和 

 

事業所名略称 
転勤の年月日 
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様式第６号の２（第９条関係）（２）（第２面）

様式第6号の2(第9条関係)(2)(第2面) 

 

 

 注 意  

1 この被保険者資格取得等確認通知書は、資格取得年月日等を通知するものである。 

2 被保険者となったことの確認に係る処分に不服のあるときは、この処分のあったことを

知った日の翌日から起算して3箇月以内にこの処分を行った公共職業安定所の所在地を管

轄する都道府県労働局雇用保険審査官(以下「審査官」という。)に対して審査請求をする

ことができる。 

3 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の

翌日から起算して2箇月以内に労働保険審査会(以下「審査会」という。)に対して再審査

請求をすることができる。ただし、審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がない

ときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 

4 この処分に対する取消訴訟は、この処分についての審査請求に対する決定を経た後に、

国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)審査官の決定があった

ことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(決定があった日

から1年を経過した場合を除く。)。また、審査会に対して再審査請求をした場合には、こ

の処分に対する取消訴訟は、この処分についての審査会の裁決を経る前又は審査会の裁決

があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(裁決が

あった日から1年を経過した場合を除く。)。 

 ただし、(1)審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないとき、(2)処分、処分の

執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)そ

の他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、決定

を経ないで取消訴訟を提起することができる。 
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様式第６号の３（第９条関係）（１）（第１面）

様式第6号の3(第9条関係)(1)(第1面) 

 

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用) 

 

確認通知年月日 雇用保険被保険者資格喪失届に基づき、下記のとおり確認します。 公共職業安定所長 
  

 

被保険者番号 資格取得年月日 離職等年月日 被保険者種類 離職票交付希望 

               1又は9 一 般 
 4又は5 高年齢 
 2又は3 短 期 

 11 高年齢(65歳以上) 

   1 有 

 2 無 

                
 

被保険者氏名 性別 生年月日(元号―年月日) 喪失原因 

       1 男 

 2 女 

       2 大正 3 昭和 

 4 平成 5 令和 

   1 離職以外の理由 2 3以外の離職 

 3 事業主の都合による離職 
 

事業所番号 管轄区分 事業所名略称 産業分類 
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様式第６号の３（第９条関係）（１）（第２面）

様式第6号の3(第9条関係)(1)(第2面) 

 注 意  

1 労働保険事務組合は、この通知書の交付を受けたときは、第1面の事業主に提示しなけ

ればならない。 

2 この処分に不服のあるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3

箇月以内にこの処分を行った公共職業安定所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用保

険審査官(以下「審査官」という。)に対して審査請求をすることができる。 

3 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の

翌日から起算して2箇月以内に労働保険審査会(以下「審査会」という。)に対して再審査

請求をすることができる。ただし、審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がない

ときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 

4 この処分に対する取消訴訟は、この処分についての審査請求に対する決定を経た後に、

国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、審査官の決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(決定があった

日から1年を経過した場合を除く。)。また、審査会に対して再審査請求をした場合には、

この処分に対する取消訴訟は、この処分についての審査会の裁決を経る前又は審査会の裁

決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(裁決

があった日から1年を経過した場合を除く。)。ただし、(1)審査請求をした日から3箇月を

経過しても決定がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由が

あるとき、のいずれかに該当するときは、決定を経ないで取消訴訟を提起することができ

る。 

5 この通知書とともに交付された離職票(―1及び―2)は速やかに本人に交付すること。 

6 この通知書は、少なくとも4年間は大切に保管すること。なお、離職証明書(事業主控)

について、公共職業安定所から返付を受けた場合は、併せてわかるように保管すること。 
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様式第６号の３（第９条関係）（２）（第１面）

様式第6号の3(第9条関係)(2)(第1面) 

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用) 

 

交付年月日   

 

被保険者番号 資格取得年月日 離職年月日 被保険者種類 

              1又は9 一 般 
4又は5 高年齢 
2又は3 短 期 
11 高年齢(65歳以上) 

  

 

被保険者氏名 性別 生年月日(元号―年月日) 喪失原因 離職票交付希望 

      1 男 

2 女 
      2 大正 3 昭和 

4 平成 5 令和 
  1 離職以外の理由 

2 3以外の離職 

3 事業主の都合による離職 

  1 有 

2 無 
          

 

事業所番号 管轄区分 事業所名略称 

          

 

産業分類 

  公共職業安定所長         

 

備

考 
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様式第６号の３（第９条関係）（２）（第２面）

様式第6号の3(第9条関係)(2)(第2面) 

 注 意  

1 この処分に不服のあるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3

箇月以内にこの処分を行った公共職業安定所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用保

険審査官(以下「審査官」という。)に対して審査請求をすることができる。 

2 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の

翌日から起算して2箇月以内に労働保険審査会(以下「審査会」という。)に対して再審査

請求をすることができる。ただし、審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がない

ときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 

3 この処分に対する取消訴訟は、この処分についての審査請求に対する決定を経た後に、

国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、審査官の決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(決定があった

日から1年を経過した場合を除く。)。また、審査会に対して再審査請求をした場合には、

この処分に対する取消訴訟は、この処分についての審査会の裁決を経る前又は審査会の裁

決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(裁決

があった日から1年を経過した場合を除く。)。ただし、(1)審査請求をした日から3箇月を

経過しても決定がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由が

あるとき、のいずれかに該当するときは、決定を経ないで取消訴訟を提起することができ

る。 
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様式第７号（第１０条関係）（第１面）

様式第7号(第10条関係)(第1面) 

雇用保険被保険者証 

 

公共職業安定所長       

 

 

       被保険者番号 

    

 

 

      被保険者氏名 

生年月日 

(元号―年月日) 
             2 大正 3 昭和 

 4 平成 5 令和 
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様式第７号（第１０条関係）（第２面）

様式第7号(第10条関係)(第2面) 

 注 意  

1 この被保険者証は、新たに他の事業主に雇用され雇用保険の被保険者となったときは、

必ず新たに勤務することとなった事業所に提示しなければならないものであるから、大切

に保管すること。 

2 この被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、公共職業安定所に申請して再交付を受

けること。 

3 被保険者証は、二重に交付を受けると、不利な扱いとなることもあるので、二重に交付

を受けることのないように注意すること。 

4 この被保険者証は、氏名を変更したときには、事業主(失業等給付を受けている期間中の

場合は公共職業安定所又は地方運輸局の長)に提出すること。 

5 失業して失業等給付を受けようとする場合(離職時においては妊娠、出産、育児、疾病、

負傷、親族の看護等の理由により一定期間職業に就くことができない場合及び60歳以上の

定年等による離職後一定期間求職申込みをしないことを希望する場合であって、その後に

失業等給付を受けようとするときを含む。)は、離職後速やかに事業主を通じて公共職業安

定所より離職票の交付を受けること。 

  失業等給付を受ける場合の具体的手続については、離職票の第2面を参照すること。 
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様式第８号（第１０条関係）

様式第8号(第10条関係) 

※ 

 

 

雇用保険被保険者証再交付申請書 

所長 次長 課長 係長 係 

          

 

申 請 者 

1． フリガナ                       2． 
1 男 

 

2 女 

3． 大 

昭 

平 

令 

年  月  日 
生
年
月
日 

氏 名 
  性

別 

4．住 所 又

は 居 所  

  郵 便 番 号 

― 

現に被保

険者とし

て雇用さ

れている

事業所 

5．名 称  

  電 話 番 号 

  

6．所 在 地  

  郵 便 番 号 

― 

最後に被

保険者と

して雇用

されてい

た事業所 

7．名 称  

  電 話 番 号 

  

8．所 在 地  

  郵 便 番 号 

― 

9．取 得 年 月 日        年   月   日 

10．被 保 険 者 番 号  
        

― 
            

― 
  ※ 

安定所
確認印 

  

11．被保険者証の滅失

又 は 損 傷 の 理 由  

  

雇用保険法施行規則第10条第3項の規定により上記のとおり雇用保険被保険者証の再交付を申請します。 

    令和  年  月  日 

        公共職業安定所長 殿 

 

申 請 者 氏 名                 

※ 再 交 付

年 月 日 
令和  年  月  日 ※備考 

  

注意 

1 被保険者証を損傷したことにより再交付の申請をする者は、この申請書に損傷した被保険者証を添えること。 

2 1欄には、滅失又は損傷した被保険者証に記載されていたものと同一のものを明確に記載すること。 

3 5欄及び6欄には、申請者が現に被保険者として雇用されている者である場合に、その雇用されている事業所の名

称及び所在地をそれぞれ記載すること。 

4 7欄及び8欄には、申請者が現に被保険者として雇用されている者でない場合に、最後に被保険者として雇用され

ていた事業所の名称及び所在地をそれぞれ記載すること。 

5 9欄には、最後に被保険者となったことの原因となる事実のあった年月日を記載すること。 

6 ※印欄には、記載しないこと。 

7 なお、本手続は電子申請による届出も可能です。詳しくは公共職業安定所までお問い合わせください。 
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様式第９号　削除
様式第９号の２（第１２条の２関係）（第１面）

様式第9号の2(第12条の2関係)(第1面) 

 

雇用継続交流採用終了届 

(必ず第2面の注意事項を読んでから記載してください。)  

  
帳票種別 

 

 
 
 
(

こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。) 

 

1．事業所番号 

 
 

2．被保険者番号 

 
 

3．姓(漢字)            4．名(漢字) 

 

 

5．フリガナ(カタカナ) 

 
 

6．生年月日 7．資格取得年月日 

 

 

 2 大正 3 昭和 

 4 平成 5 令和 
 

 3 昭和 4 平成 

 5 令和 

8．雇用継続交流採用開始年月日 

 

(4 平成 5 令和) 

9．雇用継続交流採用終了年月日 

 

(4 平成 5 令和)  

10．出向先官署コード 

 

※ 11．交流採用記録取消 

   

  

 

 01…内閣官房  02…内閣法制局 

 03…人事院   04…内閣府(宮内庁及び国家公安委員会を除く) 

 05…宮内庁   06…国家公安委員会 

 07…防衛省   08…総務省 

 09…法務省   10…外務省 

 11…財務省   12…文部科学省 

 13…厚生労働省 14…農林水産省 

 15…経済産業省 16…国土交通省 

 17…環境省   18…会計検査院 

 99…その他 

  

 

  12．(フリガナ)   13．  令和 

変 更 前 氏 名 

  

氏名変更年月日 年     月     日 

 

  雇用保険法施行規則第12条の2の規定により、上記のとおり届けます。 

       令和   年   月   日 

 

        公共職業安定所長 殿 

 

事業所名(所在地) 

 

電話番号 

 

事業主氏名                     

 

  

備

考 

  

 

  
社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号 

      

 
※ 

所

長 

  
次

長 

  
課

長 

  
係

長 

  

係 

  
操
作
者 
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様式第９号の２（第１２条の２関係）（第２面）

様式第9号の2(第12条の2関係)(第2面) 

 注 意  

1 この届は、被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条第1項に規定する雇用継続交流採

用職員でなくなったときに、これを雇用する事業主が、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出してください。 

2 この届の提出にあたっては、当該被保険者が雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続

交流採用職員であった期間を証明することができる書類を添えてください。 

3 届の記載について 

 (1) □□□□ で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)

で直接読取を行うので、この用紙を汚したり、必要以上に折り曲げたりしないでください。 

 (2) 記載すべき事項のない欄は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番号を記入し、※印の付い

た欄又は記入枠には記載しないでください。 

 (3) 枠からはみださないように大きめのカタカナ、漢字(3欄、4欄及び12欄に限る。)又はアラビア数字の

標準字体により明瞭に記載してください。 

   この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取り扱い(例： 、 )、また、

「ヰ」及び「ヱ」は使用せず、それぞれ「イ」及び「エ」を使用してください。 

 (4) 1欄は、事業所番号が連続した10桁の構成である場合は、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁

を「 」に続く6つの枠内にそれぞれ記載し、最後の枠は空枠としてください。 

   2欄には、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者証に記載されている被保険者

番号を記載してください。 

   なお、被保険者番号が16桁(上下段で表示されている。)で構成されている場合は、下段の10桁のみを記

載してください。 

 (5) 3～5欄について、被保険者に氏名変更があった場合は、新氏名を記載するとともに、12欄及び13欄を

記載してください。 

   5欄は、被保険者の氏名をカタカナで記載し、姓と名の間は1枠空けてください。 

 (6) 6欄の元号は、該当するものの番号を記載し、年月日の年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位

の部分に「0」を付加して2桁で記載してください。(例：昭和51年2月2日→ ) 

 (7) 7欄には、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者証に記載されている資格取得

年月日を、6欄の場合と同様に記載してください。 

 (8) 8欄には、被保険者が雇用継続交流採用を開始した日を、6欄の場合と同様に記載してください。 

 (9) 9欄には、被保険者が雇用継続交流採用を終了した日を、6欄の場合と同様に記載してください。 

 (10) 10欄の官署コードは、該当する官署の番号を記載してください。 

 (11) 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、その主たる事務所の所在地及び法人の名称を

記載するとともに、代表者の氏名を付記してください。 

 

※ 公 共 職 業 安 定 所 記 載 欄 

  

確認通知  令和   年   月   日  
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様式第１０号（第１３条関係）（第１面）

様式第10号(第13条関係)(第1面) 

 

雇用保険被保険者転勤届 

(必ず第2面の注意事項を読んでから記載してください。) 

  帳票種別 

 

(

こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。) 

 
 

  

1．被保険者番号 2．生年月日   

 
 

2 大正 3 昭和 

4 平成 5 令和 
 

 

3．被保険者氏名 

 

フリガナ(カタカナ) 

 
 

 4欄は、被保険者が外国人の場合のみ記入してください。 

4．被保険者氏名(ローマ字)(アルファベット大文字で記入してください。) 

 
  被保険者氏名〔続き(ローマ字)〕 

 

 

 

 

5．資格取得年月日 

 

3 昭和 4 平成 

5 令和  

6．事業所番号 

 

7．転勤前の事業所番号 

 
 

8．転勤年月日 

 (4 平成 5 令和)  

9．転 勤 前 事 業 所

名 称 ・ 所 在 地 

  

  

 
  10．(フリガナ)   11．  令和 

変更前氏名 
  

氏名変更年月日 年     月     日 

 

12． 

備

考 

    

 

  雇用保険法施行規則第13条第1項の規定により上記のとおり届けます。 

令和   年   月   日         

 

事業主 

住 所 

 

氏 名 

 

電話番号 

 

 

 

公共職業安定所長 殿 

  

 

 
 

  
社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行
者・事務代理者の表示 

氏 名 電 話 番 号 ※ 

備

考 

    

      

  

※ 
所

長 

  
次

長 

  
課

長 

  
係

長 

  

係 

  
操
作
者 

    

確認通知 令和  年  月  日  
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様式第１０号（第１３条関係）（第２面）

様式第10号(第13条関係)(第2面) 
 

 注 意  

1 帳票の提出に際しては、第1面に記載する届出に係る被保険者の既交付の雇用保険被保険者証及び雇用保険被保

険者資格喪失届を添付すること。 

2 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読取を

行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。 

3 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番号を記入し、※印のつい

た欄又は記入枠には記載しないこと。 

4 記入枠の部分は、枠からはみ出さないように大きめのカタカナ及びアラビア数字の標準字体により明瞭に記載す

ること。 

  この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取り扱い、また、「ヰ」及び「ヱ」は使用せず、それぞ

れ「イ」及び「エ」を使用すること。 

5 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び法人の名称を記載するととも

に、代表者の氏名を付記すること。 

6 1欄には被保険者証に記載されている被保険者番号を記載すること。 

  なお、被保険者番号が16桁(上下2段で表示されている。)で構成されている場合は、下段の10桁のみを記載する

こと。この場合、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「 」に続く6つの枠内に記載し、最後の枠は空

枠とすること。 

  (例： 
 
→  ) 

7 2欄の元号は、該当するものの番号を記載し、年月日の年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」

を付加して2桁で記載すること。 

  (例：昭和51年5月6日→  ) 

8 3欄のフリガナ欄には、その者の氏名をカタカナで記載し、姓と名の間は1枠空けること。 

  被保険者に氏名変更があった場合は、新氏名を記載するとともに、10欄及び11欄を記載すること。 

9 4欄には在留カードに記載されている順にローマ字氏名を記載すること。 

10 5欄には資格取得年月日を記載すること。なお、年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を

付加して2桁で記載すること。 

  (例：平成10年3月1日→  ) 

11 6欄については、当該被保険者が8欄の日に所属する、当該届出を行う事業所の事業所番号を記載すること。事

業所番号が10桁の構成である場合は、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「 」に続く6つの枠内にそれ

ぞれ記載し、最後の枠は空枠とすること。 

12 7欄は転勤前の事業所の事業所番号を記載すること。なお、事業所番号が10桁の構成である場合の記載について

は上記11と同様とすること。 

13 8欄は転勤の年月日を記載すること。なお、年、月又は日が1桁の場合は、上記10のなお書きと同様に記載する

こと。 

14 9欄には7欄に記載した事業所の事業所名称及び所在地を記載すること。 

15 本手続は電子申請による届出も可能であること。 

  なお、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う

場合には、当該社会保険労務士が当該事業主の提出代行者であることを証明することができるものを本届書の提

出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることができます。 

188



様式第１０号の２（第１４条、第６５条の６、第６５条の１１、附則第１条の３関係）（第１面）

様式第10号の2(第14条、第65条の6、第65条の11、附則第1条の3関係)(第1面) 

■ ■ 

                個人番号登録・変更届 
標準
字体  

(必ず第2面の注意事項を読んでから記載してください。) 
 

  帳票種別 

 

1．届出区分 

 
 
 
(

こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。) 

 
 

1 新規 
2 変更 

2．個人番号 

 

3．変更前個人番号 

 
 

4．被保険者番号 

 

日雇労働被保険者番号 

 
 

5．氏名(カタカナ) 6．性別 

 
  

1 男 
2 女 

 7欄は、被保険者が外国人の場合のみ記入してください。 

7．被保険者氏名(ローマ字)(アルファベット大文字で記入してください。) 

 
 

 被保険者氏名〔続き(ローマ字)〕 

 

 

8．生年月日 

 
 

2 大正 3 昭和 
4 平成 5 令和 

9．事業所名 

 

  

10．(フリガナ)   11． 

氏名変更年月日 

令和 

変 更 前 氏 名 
  

   年   月   日 

メモ欄 

    

 雇用保険法施行規則第14条・第65条の6・第65条の11・附則第1条の3の規定により上記のとおり雇用保険被保険者の個人番号について届けます。 

  

 事業主

又は 

本人 

住 所 
   

 令和   年   月   日 

 

  公共職業安定所長 殿 

氏 名 

電 話 番 号 
※ 

備

考 

    

社会保険
労 務 士
記 載 欄 

作成年月日・提出代行者
・事務代理者の表示 

氏 名 電 話 番 号   

      

  

※ 
所

長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  

係 

  操
作
者 

  

■ 
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様式第１０号の２（第１４条、第６５条の６、第６５条の１１、附則第１条の３関係）（第２面）

様式第10号の2(第14条、第65条の6、第65条の11、附則第1条の3関係)(第2面) 

 注 意  

1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取

装置(OCR)で直接読取を行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしない

こと。 

2 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番

号を記載し、※印のついた欄又は記入枠には記載しないこと。 

3 記入枠の部分は、枠からはみださないように大きめのカタカナ及びアラビア数字の標準

字体により明瞭に記載すること。 

 この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取り扱い(例：ガ→ 、パ→ )、

また「ヰ」及び「ヱ」は使用せず、それぞれ「イ」及び「エ」を使用すること。 

4 1欄には、新規に個人番号を登録する場合は「1」を、登録した個人番号を変更する場合

は「2」を記載すること。 

5 2欄には、必ず番号確認と身元確認の本人確認を行った上で、個人番号(マイナンバー)

を記載すること。 

6 個人番号(マイナンバー)の変更を届け出る場合は、2欄には、必ず番号確認と身元確認

の本人確認を行った上で、変更後の個人番号(マイナンバー)を記載し、3欄には変更前の

個人番号(マイナンバー)を記載すること。 

7 4欄には、雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号を記載すること。なお、

被保険者番号が16桁(2段／上6桁・下10桁)で記載されている場合は、下段の10桁について

左詰めで記載し、最後の枠を空枠とすること。 

8 5欄には、氏名をカタカナで記載し、姓と名の間は1枠空けること。 

  被保険者に氏名変更があった場合は、新氏名を記載するとともに、10欄及び11欄にも

記載すること。 

9 6欄には、該当するものの番号を記載すること。 

10 7欄には、在留カードに記載されている順にローマ字氏名を記載すること。 

11 8欄には、元号の該当するものの番号を記載し、年月日の年、月又は日が1桁の場合は、

それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載すること。 

 (例：平成28年1月1日→ ) 

12 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、その主たる事業所の所在地及

び法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を付記すること。 

 

 

事業主の方へのお願い 

  被保険者の方から個人番号(マイナンバー)を取得する際は、①正しい番号であるこ

との確認(番号確認)と②正しい番号の持ち主であることの確認(身元確認)の本人確

認を必ず行ってください。 
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様式第１０号の２の２（第１４条の２、第１４条の３、第６５条の１２関係）

様式第10号の2の2(第14条の2、第14条の3、第65条の12関係) 

雇用保険被保険者 
休 業 開 始 時 賃 金 月 額 証 明 書 

(安定所提出用) (介護・育児) 
所定労働時間短縮開始時賃金証明書 

 

① 

被保険者番号 
        ―             ―   ③ フ リ ガ ナ   ④休 業 等 を

開始した日の

年 月 日 

年 

令和 

月 日 

② 

事業所番号 
        ―             ―   休業等を開始した者の氏名 

  

⑤ 名 称 

事業所所在地 

電話番号 

  

⑥休 業 等 を

開始した者の

住所又は居所 

〒 

電話番号(    )     ― 

この証明書の記載は、事実に相違ないことを証明します。 

    住所 

事業主 

    氏名 

休業等を開始した日前の賃金支払状況等 

⑦休業等を開始した日の前日に

離職したとみなした場合の被保

険者期間算定対象期間 

⑧ 

⑦の期

間にお

ける賃

金支払

基礎日

数 

⑨ 

賃 金 支 払 対 象 期 間 

⑩ 

⑨ の

基 礎

日 数 

⑪ 

賃 金 額 

⑫ 

備 考 

A B 計 
休業等を開始した日 月 日   

月  日～ 
休業等を開始した
日の前日 

日 月  日～ 
休業等を開始した
日の前日 

日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

⑬賃金に

関 す る

特記事項 

  

  
休 業 開 始 時 賃 金 月 額 証 明 書 

受理 
所定労働時間短縮開始時賃金証明書 

令和   年   月   日 

(受理番号        号) 

⑭(休業開始時における)雇用期間  イ 定めなし   ロ 定めあり → 令和   年   月   日まで(休業開始日を含めて   年   カ月) 

※
公
共
職
業
安
定
所
記
載
欄 

  

 雇用保険法施行規則第14条の3第1項の規定により被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮開始時の賃金の届出を行う場合は、当該賃金の支払の状

況を明らかにする書類を添えてください。 

 本手続は電子申請による申請が可能です。 

 なお、本手続について、社会保険労務士が事業主の委託を受け、電子申請により本届書の提出に関する手続を行う場合には、当該社会保険労務士が当該事業主から委

託を受けた者であることを証明するものを本届書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることができます。 

社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号   ※ 所長 次長 課長 係長 係 
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様式第１０号の３

様式第10号の3 

雇用保険被保険者 
休 業 開 始 時 賃 金 月 額 証 明 票 

(本人手続用) (介護・育児) 
所定労働時間短縮開始時賃金証明票 

 

① 

被保険者番号 
        ―             ―   ③ フ リ ガ ナ   ④休 業 等 を

開始した日の

年 月 日 

年 

令和 

月 日     

② 

事業所番号 
        ―             ―   休業等を開始した者の氏名 

  

⑤ 名 称 

事業所所在地 

電話番号 

  

⑥休 業 等 を

開始した者の

住所又は居所 

〒 

電話番号(   )    ― 

 

    住所 

事業主 

    氏名 

この雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票又は雇用保

険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明票は、休業等を

開始した日前の賃金支払状況等を記したものである。 

 

公共職業安定所長 印  

休業等を開始した日前の賃金支払状況等 

⑦休業等を開始した日の前日に

離職したとみなした場合の被保

険者期間算定対象期間 

⑧ 

⑦の期

間にお

ける賃

金支払

基礎日

数 

⑨ 

賃 金 支 払 対 象 期 間 

⑩ 

⑨ の

基 礎

日 数 

⑪ 

賃 金 額 

⑫ 

備 考 

A B 計 

休業等を開始した日 月 日   

月  日～ 
休業等を開始した

日の前日 
日 月  日～ 

休業等を開始した

日の前日 
日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

必
ず
裏
面
を
よ
く
読
ん
で
下
さ
い 

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

月  日～  月  日 日 月  日～  月  日 日         

⑬賃金に

関 す る

特記事項 

  

  
休 業 開 始 時 賃 金 月 額 証 明 票 

受理 
所定労働時間短縮開始時賃金証明票 

令和   年   月   日 

(受理番号        号) 

⑭(休業開始時における)雇用期間  イ 定めなし   ロ 定めあり → 令和   年   月   日まで(休業開始日を含めて   年   カ月) 

※
公
共
職
業
安
定
所
記
載
欄 

  

  

 注意 
 1 被保険者本人が介護休業給付の支給申請手続又は育児休業給付の受給資格の確認手続を行う場合は、事業主はこの休業開始時賃金月額証明票(本人手続用)を速

やかに本人に交付すること。 
 2 その場合、介護休業を開始した被保険者は、介護休業給付金支給申請書にこの休業開始時賃金月額証明票(本人手続用)を添えて、事業所管轄安定所に支給申請

手続を行うこと。また、育児休業を開始した被保険者は、この休業開始時賃金月額証明票(本人手続用)に育児休業給付受給資格確認票を添えて、雇用されている
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「事業所管轄安定所」という。)に速やかに提出すること。 

 3 被保険者が賃金日額特例措置対象予定者である場合は、事業主は離職票とともに、この所定労働時間短縮開始時賃金証明票を速やかに本人に交付すること。 
 4 その場合、賃金日額特例措置対象予定者は、事業主から交付された離職票とともに、この所定労働時間短縮開始時賃金証明票を本人の住所又は居所を管轄する

公共職業安定所に提出すること。 
 5 この休業開始時賃金月額証明票又は所定労働時間短縮開始時賃金証明票(本人手続用)を滅失し、又は損傷したときは、交付を受けた事業所管轄安定所に申し出

ること。 
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様式第１０号の４（第１７条の２関係）

様式第10号の4(第17条の2関係) 

未 支 給 失 業 等 給 付 請 求 書 

1．死 亡 し た 者 

氏 名   
支 給 番 号   

被保険者番号   

死 亡 の 当 時

の 住 所 又 は 居 所 
  

死 亡 年 月 日  令和    年    月    日 

2．請 求 者 

氏 名 ( カ ナ )   

氏 名   

個 人 番 号   

生 年 月 日 
昭和 平成 

令和 
    年     月     日 性 別   

住 所 又 は 居 所   

死 亡 し た 者 と の 関 係   

3．請求する失業等

給 付 等 の 種 類 

基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当・高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金・就業手当・

再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当・移転費・求職活動支援費・教育訓練給付金・教育訓練支援給付金・

高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金・介護休業給付金・育児休業給付金・出生時育児休業給付金 

 上記により未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を請求します。 

  令和   年   月   日 

公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 請求者氏名 

※公 共 職 業 安 定 所 又 は

地 方 運 輸 局 記 載 欄 
  

  
所
属
長 

  
次

長 

  
課

長 

  
係

長 

  係   

注意 

 1 この請求書は、受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者、教育訓練給付

金若しくは教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者又は育児休業給付の支

給を受けることができる者(以下「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、原則として死亡した受給資格者

等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長(ただし、教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用

継続基本給付金、高年齢再就職給付金、介護休業給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金は公共職業安定所の長に限る。)に提出す

ること。 

 2 2の個人番号欄には請求者の個人番号を記載してください。 

 3 2の生年月日欄については、該当する年号を○で囲むこと。 

 4 3欄については、請求しようとする失業等給付等を○で囲むこと。 

 5 この請求書には、受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳のほか次の書類を添えること。ただし、(4)か

ら(19)までの書類については、死亡した受給資格者等が既に提出している場合は、添える必要がないこと。 

  (1) 死亡の事実及び死亡の年月日を証明できる書類……死亡診断書等 

  (2) 請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類……戸籍謄本等 

  (3) 請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類……住民票の謄本等 

  (4) 基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金を請求するとき……失業認定申告書 

  (5) 技能習得手当又は寄宿手当を請求するとき……公共職業訓練等受講証明書 

  (6) 傷病手当を請求するとき……傷病手当支給申請書 

  (7) 就業手当を請求するとき……就業手当支給申請書 

  (8) 再就職手当を請求するとき……再就職手当支給申請書 

  (9) 就業促進定着手当を請求するとき……就業促進定着手当支給申請書 

  (10) 常用就職支度手当を請求するとき……常用就職支度手当支給申請書 

  (11) 移転費を請求するとき……移転費支給申請書 

  (12) 求職活動支援費を請求するとき……求職活動支援費支給申請書 

  (13) 教育訓練給付金を請求するとき……教育訓練給付金支給申請書、教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係) 

     支給申請書又は、教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書 

  (14) 教育訓練支援給付金を請求するとき……教育訓練支援給付金受講証明書 

  (15) 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金を請求するとき……高年齢雇用継続基本給付支給申請書 

  (16) 介護休業給付金を請求するとき……介護休業給付金支給申請書 

  (17) 育児休業給付金を請求するとき……育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書 

  (18) 出生時育児休業給付金を請求するとき……育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書 

  (19) その他必要な書類 

 6 請求者氏名を記載すること。 

 7 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第１１号（第１７条の２関係）（第１面、第２面）

様式第11号(第17条の2関係)(第1面、第2面) 

(第1面) 
雇用保険受給資格者証 

1．支 給 番 号 2．氏 名 

    

3．被 保 険 者 番 号 4．性 別 5．離職時年齢 6．生 年 月 日 7．求 職 番 号 

          

8．住 所 又 は 居 所 

  

9．支払方法(記号(口座)番号―金融機関名―支店名) 

  

 
10．資 格 取 得 年 月 日 11．離 職 年 月 日 12．離 職 理 由 

      

13．60 歳 到 達 時 賃 金 日 額 14．離 職 時 賃 金 日 額 15．給 付 制 限 

      
 

16．求 職 申 込 年 月 日 17．認 定 日 18．受 給 期 間 満 了 年 月 日 

      

19．基 本 手 当 日 額 20．所 定 給 付 日 数 21．通 算 被 保 険 者 期 間 

      

22．離 職 前 事 業 所 名 

  

23．再 就 職 手 当 支 給 歴 24．特 殊 表 示 (災 害 時、 一 括、 巡 相、 市 町 村) 

    

安定所連絡メッセージ1 

安定所連絡メッセージ2 

管轄公共職業安定所又は
管轄地方運輸局所在地 

 
公共職業安定所長   

電話番号                        交付   年  月  日 
 

折 り 曲 げ 線 

注 意 事 項 
1 この証は、第1面の受給期間満了年月日までは大切に保管してくださ
い。もし、この証を滅失したり、損傷したときは、速やかに申し出て再
交付を受けてください。なお、この証は、折り曲げ線以外では折り曲げ
ないでください。 

2 失業の認定、又は失業等給付を受けようとするときは、この証を失業
認定申告書その他関係書類に添えて原則として管轄公共職業安定所又
は管轄地方運輸局の長に提出してください。 

3 あなたが口座振込受給資格者である場合、支給金額欄の金額を、あら
かじめ指定された金融機関の預貯金口座に振込む手続を、失業認定日に
行いますので、その金融機関から支払を受けてください。この場合、そ
の金融機関から支払を受けることができる日が、基本手当の支給日とな
ります。 

4 定められた失業の認定日に来所しないときは、基本手当の支給を受け
ることができなくなることがあります。 

5 失業の認定を受けようとする期間中に就職した日があったとき、又は
自己の労働によって収入を得たときは、その旨を必ず届け出てくださ
い。 

6 偽りその他不正の行為によって失業等給付を受けたり、又は受けよう
としたときは、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでな
く、不正受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命
ぜられ、また、処罰される場合があります。 

7 氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、その後最初に来所した
失業の認定日に届書を提出してください。 

8 第1面に書かれている所定給付日数は、受給期間満了年月日までの間
に基本手当(傷病手当)の支給を受けることができる最大限の日数です。 

9 失業等給付に関する処分又は上記6の返還若しくは納付を命ずる処分
について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して3箇月以内に      雇用保険審査官に対して審査請求
をすることができます。 

10 雇用保険について分からないことがあった場合には、公共職業安定
所又は地方運輸局の窓口で御相談ください。 

 雇用保険説明会    年  月  日 出席済 

 
 
 
   被保険者番号 

(バーコード貼付欄) 

 

 

   求職番号 

  

(バーコード貼付欄) 

 

 

   支給番号 

(第2面) 

2021．9  
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様式第１１号（第１７条の２関係）（第３面、第４面）

様式第11号(第17条の2関係)(第3面、第4面) 

  写真欄 

 

 

3×2.4  

(第3面)  

  支給番号           氏名 

 

                                    

 
 

処理状況 

行数 処 理 月 日 認 定 ( 支 給 ) 期 間 日数 種 類 支 給 金 額 残日数 備 考 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

折 り 曲 げ 線 

行数 処 理 月 日 認 定 ( 支 給 ) 期 間 日数 種 類 支 給 金 額 残日数 備 考 

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

34               

35               

36               

37               

38               

39               

40               

41               

42               

43               

44               
 
  

種
類 

特定職種受講手当 特定受講手当 

 種
類 

早期再就職支援金 早期再就職  

常用就職支度金 常用支度金 常用就職支度手当 常用就職手当   
未支給 

各種類の頭に(未)を

付す。 

(第4面)  

早期再就職者支援金 早期支援 求職活動支援費 求職支援費 

追給 
各種類又は(未)の頭

に(追)を付す。 早期就業支援金 早期就業 就業促進定着手当 就業定着手当 
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様式第１１号の２（第１７条の２関係）（第１面、第２面）

様式第11号の2(第17条の2関係)(第1面、第2面) 

雇用保険高年齢受給資格者証       (第1面) 

 
1．支 給 番 号 2．氏 名 

    

3．被 保 険 者 番 号 4．性 別 5．離職時年齢 6．生 年 月 日 7．求 職 番 号 

          

8．住 所 又 は 居 所 

  

9．支払方法(記号(口座)番号―金融機関名―支店名) 

  

 
10．資 格 取 得 年 月 日 11．離 職 年 月 日 12．離 職 理 由 

      

13．離 職 時 賃 金 日 額 14．給 付 制 限 

    
 

15．求 職 申 込 年 月 日 16．認 定 予 定 月 日 17．受 給 期 限 年 月 日 

      

18．基 本 手 当 日 額 19．所 定 給 付 日 数 20．通 算 被 保 険 者 期 間 

      

21．離 職 前 事 業 所 名 

  

22．特 殊 表 示 (災 害 時、 一 括、 巡 相、 市 町 村) 

  

安定所連絡メッセージ1 

安定所連絡メッセージ2 

管轄公共職業安定所又は

管轄地方運輸局所在地 

 

公共職業安定所長   

電話番号                          交付   年  月  日 

 

折 り 曲 げ 線 

注 意 事 項 
1 この証は、第1面に書かれている受給期限年月日までは大切に保管し
てください。もし、この証を滅失したり、損傷したときは、速やかに申
し出て再交付を受けてください。なお、この証は、折り曲げ線以外では
折り曲げないでください。 

2 失業の認定、又は失業等給付を受けようとするときは、この証を高年
齢受給資格者失業認定申告書その他関係書類に添えて原則として管轄
公共職業安定所又は管轄地方運輸局の長に提出してください。 

3 あなたが口座振込高年齢受給資格者である場合、支給金額合計欄の金
額を、あらかじめ指定された金融機関の預貯金口座に振込む手続を、失
業認定日に行いますので、その金融機関から支払を受けてください。こ
の場合、その金融機関から支払を受けることができる日が、高年齢求職
者給付金の支給日となります。 

4 定められた失業の認定日に来所しないときは、高年齢求職者給付金の
支給を受けることができなくなることがあります。 

5 偽りその他不正の行為によって失業等給付を受けたり、又は受けよう
としたときは、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでな
く、不正受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命
ぜられ、また、処罰される場合があります。 

6 氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、失業の認定日に届書を
提出してください。 

7 失業等給付に関する処分又は上記5の返還若しくは納付を命ずる処分
について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して3箇月以内に      雇用保険審査官に対して審査請求
をすることができます。 

8 以上のほか、雇用保険について分からないことがあった場合には、公
共職業安定所又は地方運輸局の窓口で御相談ください。 

 

 

 

 

 

 雇用保険説明会    年  月  日 出席済 

 

 

 

   被保険者番号 

(バーコード貼付欄) 

 

 

   求職番号 

  

(バーコード貼付欄) 

 

 

   支給番号 

(第2面) 

2021．9   
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様式第１１号の２（第１７条の２関係）（第３面、第４面）

様式第11号の2(第17条の2関係)(第3面、第4面) 

  写真欄 

 

 

3×2.4  

(第3面)  

  支給番号           氏名 

 

                                     

 
 

処理状況 

行数 処 理 月 日 認 定 ( 支 給 ) 期 間 日数 種 類 支 給 金 額 残日数 備 考 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

折 り 曲 げ 線 

行数 処 理 月 日 認 定 ( 支 給 ) 期 間 日数 種 類 支 給 金 額 残日数 備 考 

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

34               

35               

36               

37               

38               

39               

40               

41               

42               

43               

44               
 
  

種
類 

高年齢求職者給付金 高年齢給付金 

 

 

常用就職支度手当 常用就職手当 未支給 各種類の頭に(未)を付す。 

(第4面)  求職活動支援費 求職支援費 追給 各種類又は(未)の頭に(追)を付す。 
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様式第１１号の３（第１７条の２関係）（第１面、第２面）

様式第11号の3(第17条の2関係)(第1面、第2面) 

雇用保険特例受給資格者証       (第1面) 

 
1．支 給 番 号 2．氏 名 

    

3．被 保 険 者 番 号 4．性 別 5．離職時年齢 6．生 年 月 日 7．求 職 番 号 

          

8．住 所 又 は 居 所 

  

9．支払方法(記号(口座)番号―金融機関名―支店名) 

  

 
10．資 格 取 得 年 月 日 11．離 職 年 月 日 12．離 職 理 由 

      

13．60 歳 到 達 時 賃 金 日 額 14．離 職 時 賃 金 日 額 15．給 付 制 限 

      
 

16．求 職 申 込 年 月 日 17．認 定 予 定 月 日 18．受 給 期 限 年 月 日 

      

19．基 本 手 当 日 額 20．所 定 給 付 日 数 21．通 算 被 保 険 者 期 間 

      

22．離 職 前 事 業 所 名 

  

23．特 殊 表 示 (災 害 時、 一 括、 巡 相、 市 町 村) 

  

安定所連絡メッセージ1 

安定所連絡メッセージ2 

管轄公共職業安定所又は

管轄地方運輸局所在地 

 

公共職業安定所長   

電話番号                          交付   年  月  日 

 

折 り 曲 げ 線 

注 意 事 項 
1 この証は、第1面に書かれている受給期限年月日までは大切に保管し
てください。もし、この証を滅失したり、損傷したときは、速やかに申
し出て再交付を受けてください。なお、この証は、折り曲げ線以外では
折り曲げないでください。 

2 失業の認定、又は失業等給付を受けようとするときは、この証を特例
受給資格者失業認定申告書その他関係書類に添えて原則として管轄公
共職業安定所又は管轄地方運輸局の長に提出してください。 

3 あなたが口座振込特例受給資格者である場合、支給金額合計欄の金額
を、あらかじめ指定された金融機関の預貯金口座に振込む手続を、失業
認定日に行いますので、その金融機関から支払を受けてください。この
場合、その金融機関から支払を受けることができる日が、特例一時金の
支給日となります。 

4 定められた失業の認定日に来所しないときは、特例一時金の支給を受
けることができなくなることがあります。 

5 偽りその他不正の行為によって失業等給付を受けたり、又は受けよう
としたときは、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでな
く、不正受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命
ぜられ、また、処罰される場合があります。 

6 氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、失業の認定日に届書を
提出してください。 

7 失業等給付に関する処分又は上記5の返還若しくは納付を命ずる処分
について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して3箇月以内に      雇用保険審査官に対して審査請求
をすることができます。 

8 以上のほか、雇用保険について分からないことがあった場合には、公
共職業安定所又は地方運輸局の窓口で御相談ください。 

 

 

 

 

 

 雇用保険説明会    年  月  日 出席済 

 

 

 

   被保険者番号 

(バーコード貼付欄) 

 

 

   求職番号 

  

(バーコード貼付欄) 

 

 

   支給番号 

(第2面) 

2021．9  
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様式第１１号の３（第１７条の２関係）（第３面、第４面）

様式第11号の3(第17条の2関係)(第3面、第4面) 

  写真欄 

 

 

3×2.4  

(第3面)  

  支給番号           氏名 

 

                                    

 
 

処理状況 

行数 処 理 月 日 認 定 ( 支 給 ) 期 間 日数 種 類 支 給 金 額 残日数 備 考 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

折 り 曲 げ 線 

行数 処 理 月 日 認 定 ( 支 給 ) 期 間 日数 種 類 支 給 金 額 残日数 備 考 

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

34               

35               

36               

37               

38               

39               

40               

41               

42               

43               

44               
 
  

種
類 

常用就職支度金 常用支度金   未支給 各種類の頭に(未)を付す。 

(第4面)  
常用就職支度手当 常用就職手当 

追給 各種類又は(未)の頭に(追)を付す。 求職活動支援費 求職支援費 
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様式第１１号の４（第１７条の２関係）

様式第11号の4(第17条の2関係) 

(表 紙) 

 

(日本工業規格A列6) 

  

  

写 真 

      

  

  登

録

印 

          

雇 用 保 険 被 保 険 者 手 帳 

  被保険者番号   手帳交付番号     

手帳登録番号   

氏

名 

  

性 別 生 年 月 日 年 齢 有効

期間 

初日 ．  ． 

  ．  ．   末日 ．  ． 

住

所 
  

  

令和   年   月   日 交付 

公共職業安定所長 印     

 

所在地 
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(第1頁(表紙の裏)) 

 

  

  

資 格 継 続 認 可 状 況 
  

  

登 録 安 定 所 名 手 帳 登 録 番 号 登 録 印 

          

          

          

          

備 考 
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(第2頁から第4頁まで) 

 

  

  

手帳シ－ル貼付欄 
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(第5頁から第27頁までの奇数の頁) 

 

    (  月分)            印 紙 貼 付 (納付印押なつ) 

  1 日 2 日 3 日 4 日 5 日   

     

8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 

     

15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 

     

22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 

     

29 日 30 日 31 日 ※貼付印紙数 

(押なつ納付

印数) 

  

   

  

1級 枚(回) 

2級 枚(回) 

3級 枚(回) 

計  枚(回) 

取扱者 印 
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(第6頁から第28頁までの偶数の頁) 

 

    台 帳                支 給 台 帳 

  6 日 7 日   
普 通 給 付 特 例 給 付 

  

  
不
就
労
確
認 

1 4 

2 5 

3 6 
13 日 14 日 

  
認 定 給 付 の 記 録 

1 10 

2 11 

20 日 21 日 
3 12 

  
4 13 

5 14 

6 15 
27 日 28 日 

  
7 16 

8 17 

9   

  
  

普
通
給
付
関
係 

  1級 2級 3級 給付金日額 

特
例
給
付
関
係 

前月までの

支 給 日 数 
日分 

  

前 月 
      

円 

今 月 の

支 給 日 数 
日分 

前々月 
      

支 給 日 数 

計 日分 計 
      

日分まで 
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(第29頁) 

 

    この手帳を交付する月前9月間における 

  貼付印紙数(押なつ納付印数)等の状況 取扱

者印 

    

年

月 

貼 付 印 紙 数 

(押なつ納付印数) 

支給した求職者

給付金の日数 

1級 2級 3級 計 普 通 特 例 

・ 枚(回) 枚(回) 枚(回) 枚(回) (日分) (日分) 

・             

・             

・             

・             

・             

・             

・             

・             

備

考 
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(第30頁) 

 

特 例 給 付 に 関 す る 記 録 

  特例給付申出年月日 ・  ・ ・  ・   

基 礎 期 間 ・ ～ ・ ・ ～ ・ 

基礎期間内にお

ける貼付印紙数 

(押なつ納付印

数) 

1級 枚(回) 枚(回) 

2級 枚(回) 枚(回) 

3級 枚(回) 枚(回) 

計 枚(回) 枚(回) 

求職者給付金の日額 円 円 

受 給 期 間 
自    ・ 

至    ・ 

自    ・ 

至    ・ 

失業の認定日・支給日     

管轄公共職業安定所名 

印 印 

備 考 
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(裏 面) 

 

  

  
被 保 険 者 の 注 意 

 1 この手帳により求職者給付金の支給を受けようとするときは、公

共職業安定所(厚生労働省組織規則第793条の規定により当該事務を

取り扱わない公共職業安定所を除く。)(特例給付の支給を受けよう

とするときは、住所又は居所を管轄する公共職業安定所)又は船員職

業安定法施行規則第2条に規定する地方運輸局に出頭し、この手帳

を提出すること。 

 2 就業するときは、就業前にこの手帳を事業主に提出すること。 

 3 賃金の支払を受けるときは、この手帳に事業主から雇用保険印紙

の貼付(印紙保険料納付計器により印紙保険料を納付する事業主か

らは、納付印の押なつ)を受けること。なお、必要があるときは、い

つでも事業主にこの手帳の返付を請求することができること。 

 4 この手帳は、求職者給付金の支給を受けるために必要なものであ

るから、大切に保管すること。 

 5 偽りその他不正の行為により求職者給付金の支給を受けたり、又

は受けようとした場合には、一定期間求職者給付金を受けることが

できなくなるほか、その返還及びその2倍の額以下の金額の納付を

命ぜられ、又は詐欺罪等で処罰されることがあること。 

 6 この手帳による求職者給付金の支給に関する処分又は偽りその他

不正の行為により支給を受けた求職者給付金の返還若しくはその額

に相当する額以下の金額の納付を命ずる処分について不服があると

きは、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月

以内に当該処分を行った公共職業安定所又は地方運輸局の所在地の

都道府県労働局に置かれている雇用保険審査官に対して審査請求を

することができること。 

事 業 主 の 注 意 

 1 事業主は、この手帳の交付を受けた被保険者を雇用した場合は、

その者に支払う賃金が11,300円以上のときは第1級雇用保険印紙

(176円)を、8,200円以上11,300円未満のときは第2級雇用保険印紙(1

46円)を、8,200円未満のときは第3級雇用保険印紙(96円)を賃金支払

時にこの手帳の当該日欄に貼付し、消印すること。 

 2 消印は、あらかじめ事業所の所在地の公共職業安定所に届け出た

印を印紙貼付(納付印押なつ)台帳の日欄のU印の箇所に割印するよ

うに押すこと。 

 3 印紙保険料納付計器により印紙保険料を納付する事業主は、この

手帳の交付を受けた被保険者を雇用した場合は、その者に支払う賃

金が11,300円以上のときは第1級雇用保険納付印を、8,200円以上1

1,300円未満のときは第2級雇用保険納付印を、8,200円未満のときは

第3級雇用保険納付印を賃金支払時にこの手帳の当該日欄に押なつ

すること。 

 4 表紙、1頁から4頁まで、5頁から28頁までの支給台帳及び※印欄、

29頁並びに30頁には記載しないこと。 
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様式第１１号の５（第１７条の７関係）（表面）

様式第11号の5(第17条の7関係)(表面) 

(日本工業規格B列8) 

様式第11号の5 

第     号    

  
雇 用 保 険 返 納 金 等

滞納者財産差押証明書 
  

都道府県

労働局印 

  

  

  

写 真 

 官 職 

 

 氏 名 

 

 生年月日 

 

    令和  年  月  日交付   
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様式第１１号の５（裏面）

様式第11号の5(裏面) 

 この証明書を所持する者は、雇用保険法第10条の4第3項(同法第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、同法の規定に

よる返納金等を滞納している者の財産の差押えをする権限を有する。 
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様式第１２号（第２１条関係）（第１面）
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様式第１２号（第２１条関係）（第２面）
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様式第１３号　削除
様式第１４号（第２２条関係）（第１面）

様式第14号(第22条関係)(第1面) 

失業認定申告書 

(必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。)   

※ 帳票種別 11203 

1 失 業 の 認 定 を 受

けようとする期間

中に、就職、就労又

は内職・手伝いをし

ましたか。 

ア した 

 就職又は就労をした日

は○印、内職又は手伝い

をした日は×印を右の

カレンダーに記入して

ください。 

イ しない 

月 

1 2 3 4 5 6 7 

月 

1 2 3 4 5 6 7 

 
(

あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
を
つ
け
、
必
要
な
こ
と
が
ら
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。)

 

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31   29 30 31   

2 

内職又は手伝いをして収入を得た人は、収入のあっ

た日、その額(何日分か)などを記入してください。 

収入のあった日     月     日 収入額               円 何日分の収入か         日分 

収入のあった日     月     日 収入額               円 何日分の収入か         日分 

収入のあった日     月     日 収入額               円 何日分の収入か         日分 

3 失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか。 

  

ア 求職活動をし

た 

(1)求職活動をどのような方法で行いましたか。 

求 職 活 動 の 方 法 活動日 利用した機関の名称 求 職 活 動 の 内 容 

 

(ア) 公共職業安定所又は地方運

輸局による職業相談、職業紹

介等 

 

(イ) 職業紹介事業者による職業

相談、職業紹介等 

 

(ウ) 派遣元事業主による派遣就

業相談等 

 

(エ) 公的機関等による職業相

談、職業紹介等 

      

(2)(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。 

事 業 所 名 、 部 署 応 募 日 応募方法 職種 応募したきっかけ 応 募 の 結 果 

(電話番号                ) 

      (ア) 知 人 の 紹 介 

(イ) 新 聞 広 告 

(ウ) 就 職 情 報 誌 

(エ) インターネット 

(オ) そ の 他 

  

(電話番号                ) 

      (ア) 知 人 の 紹 介 

(イ) 新 聞 広 告 

(ウ) 就 職 情 報 誌 

(エ) インターネット 

(オ) そ の 他 

  

イ 求職活動をし

なかった 

(その理由を具体的に記載してください。) 

4 今、公共職業安定所

又は地方運輸局から

自分に適した仕事が

紹介されれば、すぐ

に応じられますか。 

ア 応じられる 
   イに○印をした人は、すぐに応じられない理由を第2面の注意の8の中から選んで、

その記号を○で囲んでください。 

 

      (ア)       (イ)       (ウ)       (エ)       (オ) イ 応じられない 

5 就職もしくは自営し

た人又はその予定の

ある人が記入してく

ださい。 

ア 就 職 

(1) 公共職業安定所又は地方運輸局紹介 

(2) 地方公共団体又は職業紹介事業者紹介 

(3) 自己就職 

(就職先事業所) 

 事業所名 (                            ) 

 所 在 地 (〒                           ) 

 

 電話番号 (                            ) 

   月   日より就職(予定) 

イ 自 営    月   日より自営業開始(予定) 

 雇用保険法施行規則第22条第1項の規定により上記のとおり申告します。 

  令和  年  月  日                                  受給資格者氏名                            

 

  (この申告書を提出する日) 

公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 支給番号 (                             ) 

 

※公共

職業安

定所又

は地方

運輸局

記載欄 

1．支給番号     ―             ―   2．未支給区分 
 空欄 未支給以外 

 1  未支給 
  3．待期満了年月日   

年 
  

月 
  

日 

4．支給期間 
(初日) 年 

  
月 

  
日 

～ 
(末日) 月 

  
日 

5． 
内職又は手伝

いによる収入 

(労働日数) 

日 

(収入額) 
        

円 
6．基本手当支給日数     

日 

        

7．就業手当支給日数     
日 

8．就業手当に相当する特別給付支給日数     
日 

9．就職年月日―経路   
年   月   日 

―   

    
認 定 対 象 期 間 月  日～  月  日  ※連絡事項   次 回 認 定 日 ・ 時 間 

  

   月  日       時から 

 

時まで  

 

 

備

考 

  

取
扱
者
印 

  

操

作

者

印 
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様式第１４号（第２２条関係）（第２面）

様式第14号(第22条関係)(第2面) 

 注 意  

1 この申告書は、失業の認定を受けるときに、必ず本人が提出すること。 

2 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかったり、偽りの記載をして提出した場

合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれ

に加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。 

3 1欄及び3欄の「失業の認定を受けようとする期間」とは、前回の失業の認定日から今回の認定日(この申告

書を提出する日)の前日までの期間をいうものであること。ただし、今回の認定日が求職申込み後初めての認

定日である場合は、求職申込みの日から今回の認定日の前日までの期間をいうものであること。 

4 1欄の「就職又は就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱託になった場合などおよ

そ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開始するための準備やボランティア活動をした

場合などであって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても、雇用保険の被保険

者となる場合や、自営業を営む等のため公共職業安定所又は地方運輸局が職業を紹介してもすぐには応じら

れない場合は就職又は就労となります。)、又は会社の役員になった場合等をいうものであること。なお、賃

金などの報酬がなくても就職又は就労したことになるものであること(無償のボランティア活動など下記5に

該当するものを除く。)。 

5 1欄及び2欄の「内職又は手伝い」とは、雇用保険法第19条の「自己の労働によって収入を得た場合」のこ

とをいい、どんな仕事であってもそれによって収入を得た場合、すなわち事業主に雇用された場合、自営業

を営んだ場合、他人の仕事の手助けをして収入を得た場合などあなたが働いた場合又はボランティア活動を

した場合などで、原則として1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除きます。)であ

って、「就職」又は「就労」とはいえない程度のもの(1日の労働時間が4時間以上であっても、1日当たりの収

入額が賃金日額の最低額未満の場合はこれに含まれることがあります。)をいうものであること。 

  なお、「内職又は手伝い」による収入を得ていない場合も1欄に記載すること。 

6 3の(1)欄には、(ア)～(エ)により求職活動を行った場合にそれぞれについて「活動日」、「利用した機関の

名称」及び「求職活動の内容」を具体的に記載すること。なお、(イ)～(エ)の職業紹介事業者、派遣元事業

主、公的機関等を利用した場合には、「利用した機関の名称」欄に、機関の名称のほか、その機関の電話番号

をあわせて記載すること。 

7 3の(2)欄には、3の(1)欄の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合に、応募した事業所

名等を記載すること。なお、「事業所名、部署」欄には、事業所名及び部署名のほか、その部署の電話番号を

あわせて記載すること。 

 また、「応募方法」欄には、書類の郵送、直接の訪問など求人に応募した方法を具体的に記載すること。 

8 4欄の「イ 応じられない」に○印をつけた人は、その理由を次に掲げる(ア)～(オ)の中から選んで、4欄

に記載してある記号のうち該当するものを○で囲むこと。 

 (ア) 病気やけがなど健康上の理由 

 (イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため) 

 (ウ) 就職したため又は就職予定があるため 

 (エ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため 

 (オ) その他 

  なお、(オ)を○で囲んだ人は、公共職業安定所又は地方運輸局が職業を紹介してもすぐには応じられない

理由を下記の( )内に具体的に記載すること。 

 

 

 

9 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第１５号（第２７条関係）（第１面）

様式第15号(第27条関係)(第1面) 

■ ■ 

公共職業訓練等受講証明書 

(必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。)    

 ※ 帳票種別 

  

1．支給番号 

 

2．未支給区分 

  
空欄 未支給以外 

 1  未支給 

 3．待期満了年月日 

  

 4 平成 

 5 令和  

 4．支給期間その1(初日)     (末日) 

  

4 平成 

5 令和 

5．認定日数    受講日数  通所日数その1 

 

6．特定職種受講日数 

その1  
 

 7．寄宿日数その1 

  

8．内職その1(労働日数－収入額) 

 

9．就業手当支給日数その1 

 

10．早期就業支援金支給日数その1 

  

 11．支給期間その2(初日)     (末日) 

  

4 平成 

5 令和 

12．認定日数  受講日数  通所日数その2 

 

13．特定職種受講日数 

その2  
 

 14．寄宿日数その2 

  

15．内職その2(労働日数－収入額) 

 

16．就業手当支給日数その2 

 

17．早期就業支援金支給日数その2 

 
 

 

1 受 講 者 氏 名   2 証 明 対 象 期 間 令和      年   月 

3 訓 練 受 講 職 種   

4 右のカレンダーに該当する印をつけてください。 

    (1)公共職業訓練等が行われなかった日(日・祝日等)     ＝印 

    (2)公共職業訓練等を受けなかった日のうち 

        イ 疾病又は負傷による場合           ○印 

        ロ イ以外でやむを得ない理由がある場合     △印 

        ハ やむを得ない理由がない場合         ×印 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31   

5 特 記 事 項 
  

    上記の記載事実に誤りのないことを証明する。 

        令和   年   月   日 

(公共職業訓練等の施設の長の職名) 

6 2の期間中に就職、就労、内職又は手伝いをしましたか。 イ した ロ しない 

7 2の期間中に内職又は手伝いをして収入を得ましたか。 イ 得た ロ 得ない 

8 寄 宿 の 有 無  有 (                                             ) ・無 

   上記のとおり申告します。 
   また、この証明書の提出を上記公共職業訓練等の施設の長に委任します。 

公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 

受講者氏名                               

支 給 番 号  (                           ) 

※連 絡 事 項 
  

備

考 

  

 
※ 

所
属
長 

  
次

長 

  
課

長 

  
係

長 

  

係 

  
操
作
者 

  

■ 
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様式第１５号（第２７条関係）（第２面）

様式第15号(第27条関係)(第2面) 

 注 意  

1 公共職業訓練等を受けなかった日がある場合は、具体的事情その他必要な事項を5欄に

記載すること。 

2 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかったり、偽りの記載

をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不

正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪

として刑罰に処せられることがあること。 

3 6欄及び7欄は、該当する記号を○で囲むこと。なお、6欄又は7欄においてイを○で囲ん

だ者は、その内容を失業認定申告書により申告すること。 

4 6欄及び7欄の「2の期間」は、公共職業訓練等受講開始前及び受講修了後の期間を除く

ものであること。 

5 6欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱

託になった場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開

始するための準備やボランティア活動をした場合などであって、1日の労働時間が4時間以

上のもの(4時間未満であっても雇用保険の被保険者となる場合は就職又は就労となりま

す。)、又は日雇労働者として臨時に労働したり会社の役員になったりした場合等をいう

ものであること。なお、賃金などの報酬がなくても就職又は就労したことになるものであ

ること。 

6 6欄及び7欄の「内職」又は「手伝い」とは、雇用保険法第19条の「自己の労働によって

収入を得た場合」のことをいい、どんな仕事であってもそれによって収入を得た場合又は

ボランティア活動をした場合などであって、他人の仕事の手助けをした場合などあなたが

働いた場合で、「就職」又は「就労」とはいえない程度のものをいうものであること。な

お、「内職」又は「手伝い」による収入を得ていない場合も含むものであること。 

7 8欄には、該当するものを○で囲むこと。なお、「有」を○で囲んだ者であって「別居し

て寄宿していない日」があるときは、その日及び理由を( )内に記載すること。 

8 この証明書の提出を自ら行う場合又は公共職業訓練等の施設の長以外の者に委任する

場合は、8欄の下の「また、この証明書の提出を上記公共職業訓練等の施設の長に委任し

ます。」を抹消すること。 

9 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第１６号（第３１条、第３１条の３、第３１条の６、第１０１条の２の５関係）（第１面）
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様式第１６号（第３１条、第３１条の３、第３１条の６、第１０１条の２の５関係）（第２面）
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様式第１７号（第３１条、第３１条の３、第３１条の６、第１０１条の２の５関係）
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様式第１８号（第４４条関係）（第１面）
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様式第１８号（第４４条関係）（第２面）
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様式第２０号（第４９条関係）（第１面）

様式第20号(第49条関係)(第1面) 

 

受給資格者 
氏名 

住所 
変更届 

 

※帳票種別 

 
 

1．支給番号 

 
 

2．新氏名 

 
 

 

1 氏 名 

フリ
ガナ 

                                                

新 
  

旧 
  

2 住 所 

新 
  

旧 
  

3 生 年 月 日 

大正 
昭和 
平成 
令和 

年  月  日  4 変更年月日 令和   年   月   日 

  雇用保険法施行規則第49条第1項の規定により上記のとおり届けます。 

 

       令和   年   月   日 

(高年齢・特例)受給資格者氏名                

公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 支 給 番 号(          )   

電 話 番 号(          )   

  

備

考 

  ※口座名義変更確認欄 

  

  

 
※ 所

属
長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  
係 

  操
作
者 

  

 

222



様式第２０号（第４９条関係）（第２面）

様式第20号(第49条関係)(第2面) 

 注 意  

1 氏名を変更したときは、標題中「住所」の文字を抹消すること。この場合には、2欄に

は記載しないこと。 

2 住所を変更したときは、標題中「氏名」の文字を抹消すること。この場合には、1欄に

は記載しないこと。 

3 この届書には、変更の事実を証明することができる官公署が発行した書類(例えば住民

票)を添えること。 

4 ※印欄には、記載しないこと。 

223



様式第２２号（第６３条関係）（第１面）

様式第22号(第63条関係)(第1面) 

 

傷病手当支給申請書 

  ※ 帳票種別 

  

1．支給番号 2．未支給区分 

 
  

空欄 未支給以外 

 1  未支給 

3．支給期間(初日)          (末日) 

 
4 平成 

5 令和 

4．傷病日数 

 

5．特例日額不支給日数 

 
 

6．内職(労働日数－収入額) 

 

7．公害補償手当減額分      傷病手当不支給日数 

 

 

 

  

申請者 

1 

 氏 名 

  2 

 性 別 男 ・ 女 

3 

 生年月日 

大正 
昭和 
平成 
令和 

   年  月  日 

診

療

担

当

者

の

証

明 

4 
 傷病の名称
及びその程度 

  

5 
 初 診 年月 日 令和  年  月  日 

6 
 傷 病 の 経 過  令和   年   月   日 

治ゆ・転 医 
中止・継続中 

7 傷病のため職業に就くことが

できなかったと認められる期間 
令和    年    月    日から  令和    年    月    日まで   日間 

8 

  上記のとおり証明する。    令和    年    月    日    (電話番号                    ) 

診療機関の所在地及び名称 

診 療 担 当 者 氏 名 
  

支

給

申

請

期

間 

9
同一の傷病により受けることのできる給付 

第2面の注意の3の中から選んで
その番号を○で囲んでください。 

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

10 

 
9 の給付を受ける

ことのできる期間 

令和    年    月    日   から   令和    年    月    日 まで    日間 

令和    年    月    日   から   令和    年    月    日 まで    日間 

11 

 傷病手当の支給を受けようとする期間 令和   年   月   日  から  令和   年   月   日 まで   日間 

12 

 内職若しくは手伝いをした日、

又は収入のあった日、その額

等を記入してください。 

内職又は手伝いをした日 収入のあった日  月  日 収入額     円 何日分の収入か   日分 

収入のあった日  月  日 収入額     円 何日分の収入か   日分 

収入のあった日  月  日 収入額     円 何日分の収入か   日分    

 雇用保険法施行規則第63条第2項の規定により上記のとおり傷病手当の支給を申請します。 

         令和    年    月    日 

申請者氏名                        

公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 支 給 番 号(                    )   

※ 処理欄  支給期間  令和    年    月    日 から  令和    年    月    日 まで    日間 

備

考 

  

 
※ 

所
属
長 

  
次

長 

  
課

長 

  
係

長 

  

係 

  
操
作
者 
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様式第２２号（第６３条関係）（第２面）

様式第22号(第63条関係)(第2面) 

 注 意  

1 この申請書は、原則として申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運

輸局の長に提出すること。 

2 この申請書には、受給資格者証を添えること。 

3 9欄は、7欄の期間のうち、同一の傷病により受けることができる給付について、次の区

分に従って該当するものの番号(2以上の給付を受けることができる場合には、その受ける

ことができる全ての給付の番号)を○で囲むこと。 

 (1) 健康保険法による傷病手当金 

 (2) 労働基準法による休業補償又は労働者災害補償保険法による休業補償給付、複数事

業労働者休業給付若しくは休業給付 

 (3) 船員法による傷病手当又は船員保険法による傷病手当金 

 (4) 国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法による休業補償その他法令によ

り国家公務員等に対して支給されるこれに相当する給付 

 (5) 国家公務員共済組合法その他各種の共済組合法による傷病手当金 

 (6) 国民健康保険法による傷病手当金 

 (7) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律による休業給付その他法

令により公務の遂行に協力した者に対して支給されるこれに相当する給付 

 (8) 公害健康被害の補償等に関する法律による障害補償費 

4 10欄には、7欄の期間のうち、9欄の給付を受けることができる期間を記載すること。な

お、9欄で2以上の番号を○で囲んだ場合には、その給付を受けることができる期間を、そ

れぞれの番号の順に記載すること。 

5 12欄には、7欄の期間中において、内職若しくは手伝いをした場合又は内職若しくは手

伝いによる収入を得た場合に記載すること。「内職若しくは手伝い」とは、雇用保険法第

19条の「自己の労働によって収入を得た場合」のことをいい、どんな仕事であってもそれ

によって収入を得た場合、すなわち他人の仕事の手助けをして収入を得た場合などあなた

が働いたりした場合であって、「就職又は就労」とはいえない程度のものをいうものであ

ること。 

6 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第２２号の３（第６５条の５関係）（第１面）

様式第22号の3(第65条の5関係)(第1面) 

高年齢受給資格者失業認定申告書 

(必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。)   

   ※帳票種別 

   

 1．支給番号 

  

2．未支給区分 

 
 

 空欄 未支給以外 

 1 未支給 

 3．待期満了年月日 

  (4 平成 5 令和)  

 4．高年齢求職者給付金失業認定年月日 

   (4 平成 5 令和) 

 

1 

失業の認定を受けようとす

る期間中に、就職又は就労

をしましたか。 

ア し た 
就職又は就労した人は、した月日を記載してください。  

 
 
(

あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
を
つ
け
、
必
要
な
こ
と
が
ら
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。) 

イ し な い 

2 失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか。 

ア 求職活動を

した 

(1)求職活動をどのような方法で行いましたか。 

求 職 活 動 の 方 法 活動日 利用した機関の名称 求職活動の内容 

(ア) 公共職業安定所又は地
方運輸局による職業相
談、職業紹介等 

(イ) 職業紹介事業者による
職業相談、職業紹介等 

(ウ) 派遣元事業主による
派遣就業相談等 

(エ) 公的機関等による職業
相談、職業紹介等 

      

(2)(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。 

事 業 所 名 、 部 署 応 募 日 応募方法 職種 応募したきっかけ 応 募 の 結 果 

(電話番号          ) 

      (ア) 知 人 の 紹 介 
(イ) 新 聞 広 告 
(ウ) 就 職 情 報 誌 
(エ) インターネット 
(オ) そ の 他 

  

(電話番号          ) 

      (ア) 知 人 の 紹 介 
(イ) 新 聞 広 告 
(ウ) 就 職 情 報 誌 
(エ) インターネット 
(オ) そ の 他 

  

イ 求職活動を

しなかった 

 (その理由を具体的に記載してください。) 

3今、公共職業安定所又は地
方運輸局から自分に適した
仕事が紹介されれば、すぐ
に応じられますか。 

ア 応じられる 
 すぐに応じられない理由を第2面の注意の6の中から選んで、その記号を○で囲ん
でください。 

(ア)    (イ)    (ウ)    (エ)    (オ) イ 応じられない 

4 

就 職 も し く は 自 営 し

た 人 又 は そ の 予 定 の

あ る 人 が 記 入 し て く

ださい。 

ア 就 職 

(1)公共職業安定所又は地方運輸局紹介 

(2)地方公共団体又は職業紹介事業者紹介 

(3)自己就職 

(就職先事業所) 

 事業所名(            ) 

 所 在 地(〒           ) 

 電話番号(            ) 

  月  日より就職(予定) 

イ 自 営   月  日より自営業開始(予定) 

 雇用保険法施行規則第65条の5第1項において準用する第22条第1項の規定により上記のとおり申告します。 

 令和   年   月   日 

(この申告書を提出する日) 
公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 

高年齢受給資格者氏名                

支 給 番 号(              ) 
 
  

※ 
公共職業安定所又は

地方運輸局記載欄 
連 絡 事 項   

取
扱
者
印 

  

操
作
者
印 

  
 認 定 日 ・ 時 間 

  
時から   

  月  日 

時まで  

備

考 
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様式第２２号の３（第６５条の５関係）（第２面）

様式第22号の3(第65条の5関係)(第2面) 

注 意 

1 この申告書は、失業の認定を受けるときに、必ず本人が提出すること。 

2 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかったり、偽りの記載をして

提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した

金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せら

れることがあること。 

3 1欄及び2欄の「失業の認定を受けようとする期間」とは、前回安定所に来所した日から認定日

(この申告書を提出する日)までの期間をいうものであること。 

4 1欄の「就職又は就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱託になった

場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開始するための準備

やボランティア活動をした場合などであって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4

時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を営む等のため公共職業安定所

又は地方運輸局が職業を紹介してもすぐには応じられない場合は就職又は就労となります。)、

又は会社の役員になった場合等をいうものであること。なお、賃金などの報酬がなくても就職又

は就労したことになるものであること。 

5 2欄の「ア 求職活動をした」に○印を付けた人は、(1)の(ア)～(エ)により求職活動を行った

場合にそれぞれについて「活動日」、「利用した機関の名称」及び「求職活動の内容」を具体的

に記載すること。なお、(イ)～(エ)の職業紹介事業者、派遣元事業主、公的機関等を利用した場

合には、「利用した機関の名称」欄に、機関の名称のほか、その機関の電話番号を併せて記載す

ること。 

  また、(2)には、(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合に、応募した

事業所名等を記載すること。なお、「事業所名、部署」欄には、事業所名及び部署名のほか、そ

の部署の電話番号を併せて記載し、「応募方法」欄には、書類の郵送、直接の訪問など求人に応

募した方法を具体的に記載すること。 

6 3欄の「イ 応じられない」に○印を付けた人は、下記の(ア)～(オ)の中からその理由を選ん

で3欄に記載してある記号のうち該当するものを○で囲むこと。 

 (ア) 病気やけがなど健康上の理由 

 (イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、家事の都合のため) 

 (ウ) 就職したため又は就職予定があるため 

 (エ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため 

 (オ) その他 

  なお、(オ)を○で囲んだ人は、公共職業安定所又は地方運輸局が職業を紹介してもすぐには応

じられない理由を下記の( )内に具体的に記載すること。 

 

 

 

 

7 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第２４号（第６９条関係）（第１面）

様式第24号(第69条関係)(第1面) 

■ ■ 

特例受給資格者失業認定申告書 

(必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。)   

   ※ 帳票種別 

  
 

 1．支給番号 

  

2．未支給区分 

 

 

 空欄 未支給以外 

 1 未支給 

 3．待期満了年月日 

  

(4 平成 5 令和)  

 4．特例一時金失業認定年月日 

  

(4 平成 5 令和)  

 

1 

失業の認定を受けよう

とする期間中に、就職

又は就労をしましたか。 

ア し た 
就職又は就労した人は、した月日を記載してください。 

 
 

 
(

あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
を
つ
け
、
必
要
な
こ
と
が
ら
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。) 

イ し な い 

2 

 

 

失業 の 認 定を受け よ

う と する 期間 中に 、

就職 先 を さがしまし

たか。 

ア さ が し た 

どのような方法でさがしましたか。 

(ア) 公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等 

(イ) 職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等 

(ウ) 派遣元事業主による派遣就業相談等 

(エ) 公的機関等による職業相談、職業紹介等 

(オ) 知人の紹介による求人への応募 

(カ) 新聞広告による求人への応募 

(キ) 就職情報誌による求人への応募 

(ク) インターネットによる求人への応募 

(ケ) その他(                             ) 

イ さがさなかった 
(その理由を具体的に記載してください。) 

3 

今、公共職業安定所又は地

方運輸局から自分に適した

仕事が紹介されれば、すぐ

に応じられますか。 

ア 応じられる 
  すぐに応じられない理由を第2面の注意の5の中から選んで、その記号を○で囲んで

ください。 

 

     (ア)    (イ)    (ウ)    (エ)    (オ) 

 
イ 応じられない 

4 

就職 若 し くは自営し

た人 又 は その予定 の

ある 人 が 記入して く

ださい。 

ア 就 職 

(1) 公共職業安定所又は地方運輸局紹介 

(2) 地方公共団体又は職業紹介事業者紹介 

(3) 自己就職 

(就職先事業所) 

 事業所名(           ) 

 

 所 在 地(〒          ) 

 

 電話番号(           ) 

  月  日より就職(予定) 

イ 自 営   月  日より自営業開始(予定) 

 雇用保険法施行規則第69条において準用する第22条第1項の規定により上記のとおり申告します。 

   令和   年   月   日 

   (この申告書を提出する日) 
特例受給資格者氏名                    

支 給 番 号 (                )  
公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 

 

  
※ 

公共職業安定所又は

地方運輸局記載欄 
連 絡 事 項   

取
扱
者
印 

  

操
作
者
印 

  
 認 定 日 ・ 時 間 

  
時から   

  月  日 

時まで  

備

考 

  
  

■ 
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様式第２４号（第６９条関係）（第２面）

様式第24号(第69条関係)(第2面) 

 注 意  

1 この申告書は、失業の認定を受けるときに、必ず本人が提出すること。 

2 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかったり、偽りの記載

をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不

正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪

として刑罰に処せられることがあること。 

3 1欄及び2欄の「失業の認定を受けようとする期間」とは、前回安定所に来所した日から

認定日(この申告書を提出する日)までの期間をいうものであること。 

4 1欄の「就職又は就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱託に

なった場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開始す

るための準備やボランティア活動をした場合などであって、原則として1日の労働時間が4

時間以上のもの(4時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を営む

等のため公共職業安定所又は地方運輸局が職業を紹介してもすぐには応じられない場合

は就職又は就労となります。)、又は会社の役員になった場合等をいうものであること。

なお、賃金などの報酬がなくても就職又は就労したことになるものであること。 

5 3欄の「イ 応じられない」に○印を付けた人は、下記の(ア)～(オ)の中からその理由

を選んで3欄に記載してある記号のうち該当するものを○で囲むこと。 

 (ア) 病気やけがなど健康上の理由 

 (イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため) 

 (ウ) 就職したため又は就職予定があるため 

 (エ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため 

 (オ) その他 

 なお、(オ)を○で囲んだ人は、公共職業安定所又は地方運輸局が職業を紹介してもすぐ

には応じられない理由を下記の( )内に具体的に記載すること。 

 

 

 

 

6 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第２５号（第７１条関係）

様式第25号(第71条関係) 

 

 

※ 

 雇用保険日雇労働被保険者資格取得届 
所長 次長 課長 係長 係 

          

※被保険者番号 

    

1．氏 名 

  2．
性

別 

 

男

・

女 

3.
生
年
月
日 

大 

昭 

平 

令 

年  月  日 

4．住所又は居所 
  

5．個 人 番 号 
  

6．職 種 

  7．雇用保険法第

43条第1項第1号

から第3号まで

のいずれかに該

当するに至った

年月日 

令和  年  月  日 

 

  雇用保険法施行規則第71条の規定により上記のとおり届けます。 

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

 

 

被保険者氏名              

 

 

 

        公共職業安定所長 殿 

 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第２６号（第７２条関係）

様式第26号(第72条関係) 

雇 用 保 険 

日雇労働被保険者任意加入申請書 

 

※ 所長 次長 課長 係長 係 

          

※被保険者番号 

    

1．氏 名 

  2．
性

別 

 

男

・

女 

3.
生
年
月
日 

大 

昭 

平 

令 

年  月  日 

4．住所又は居所 

  5．
職

種 

  

 

  雇用保険法施行規則第72条の規定により上記のとおり日雇労働被保険者任意加入に

ついての認可を申請します。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

 

 

申請者氏名               

 

 

 

        公共職業安定所長 殿 

※認可の可否 
  ※ 

認 可 年 月 日 年  月  日 

※理 由 
  

 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第２８号（第７４条関係）

様式第28号(第74条関係) 

 

※ 

雇 用 保 険

日雇労働被保険者資格継続認可申請書 

所長 次長 課長 係長 係 

          

 

1．氏 名 

  2．
性

別 

男
・
女 

3．生年月日 

大 

昭 

平 

令 

年  月  日   

4．住 所 又 は

居 所 

  5．被保険者

番 号 
  

6．継 続 雇 用

さ れ た 月

又 は 期 間 

  

継続雇用された

事 業 主 

7．氏 名 
  

8．住 所 
  

継続雇用された

事 業 所 

9．名 称 
  

10．所在地 
  

 

 雇用保険法施行規則第74条第1項の規定により上記のとおり日雇労働被保険者の資格の継続につい

ての認可を申請します。 

  令和  年  月  日 

 

被保険者氏名                      

      公共職業安定所長 殿 

※認可の

可 否 

  
※理 由 

  

 注 意 

  1 6欄から10欄までには、2月の各月において18日以上又は継続して31日以上同一の事業主の適用

事業に雇用された場合のその月又は期間、事業主及び事業所を記載すること。 

  2 継続雇用された事業主が法人の場合は、7欄には法人の名称及び代表者の氏名を、8欄には法人

の主たる事務所の所在地を記載すること。 

  3 9欄及び10欄には、継続雇用された事業所の名称及び所在地が7欄及び8欄の記載と異なる場合に

のみ記載すること。 

  4 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第２９号（第８２条の５関係）（第１面）

様式第29号(第82条の5関係)(第1面) 

■ ■ 

就業手当支給申請書 

 ※帳票種別 

  
 

 1．支給番号 2．未支給区分 

 
  

 

 空欄 未支給以外 

  1  未支給 

 3．支給対象期間(初日)        (末日)   4．就業手当支給日数 5．特別給付支給日数

数 

6．不支給理由 1 待期未経過 

2 残日数不足 

5 紹介要件不該当 

7 離職前事業主 

8 雇用予約 

 
  

4 平成 

5 令和 
  

 

7．姓(漢字) 

 

8．名 (漢字) 

 
 

9．郵便番号 

 

10．電話番号(項目ごとにそれぞれ左詰めで記入してください。) 

 

 

11．申請者の住所(漢字) 市・区・郡及び町村名 

 
 

  申請者の住所(漢字) 丁目・番地 

 
 

  申請者の住所(漢字) アパート、マンション名等 

 
 

 

12． 

就 職 先 の 事 業 所 

〔下記13の(1)の場

合のみ記載〕 

名 称   
(雇用保険) 

事業所番号 
        ―             ―   

(

記

載

も

れ

の

な

い

よ

う

御

注

意

く

だ

さ

い
。) 

所 在 地 
〒 

(電話番号            ) 

13． 

  職業に就いた日等

について記載して

ください 

 

 

  記載に当たっては

第2面の注意書き

をよくお読みくだ

さい 

(1) 一の雇用契約の期間が7日以上である場合 

  イ 一週間の所定労働時間     時間    分 ロ 雇用年月日    令和   年   月   日 

ハ 雇用期間 

 

(イ) 定めなし        令和   年   月   日まで 

(ロ) 定めあり        (    年    ヵ月) 

ニ 支給対象期間中の就業日数        合計      日 

(2) (1)以外の就業 

  

イ 就 業 先 の 事 業 所 等 ロ 就 業 期 間 ハ 就業日数 ニ 就 業 内 容 

(電話番号       )   日   

(電話番号       )   日   

(電話番号       )   日   

(電話番号       )   日   

    合 計    日   

   上記12及び13の(1)の記載事実に誤りのないことを証明する。 

         令 和    年    月    日 

事業主氏名                             

(法人のときは名称及び代表者氏名)                 

  

14． 上記12及び13の事業所の事業主は、受給資格に係る離職前の事業主(関連事業主を含む。)であるか否か 
イ 離職前事業主である 

ロ 離職前事業主ではない 

15． 申請に係る就業について、公共職業安定所又は地方運輸局への求職の申込みの日前に雇用の予約があったか否か 
イ 雇用の予約があった 

ロ 雇用の予約はな い 

 

16． 

申請に係る就業について、離職理由による給付制限期間中の最初の1ヶ月である場合に、公共職業安定所、

地方運輸局、地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介を受けましたか イ 紹 介 を 受 け た 

ロ 紹介を受けてな い  地 方 公 共 団 体 又 は

職業紹介事業者の名称 
(電話番号     ) 

   雇用保険法施行規則第82条の5第1項の規定により、上記のとおり就業手当の支給を申請します。 

            令 和    年    月    日 

申請者氏名                      

公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 

  
次 回 申 請 月 日 

  

※
処
理
欄 

支 給 金 額 円 
  

備

考 

  

月  日まで 支給決定年月日 令和   年   月   日 

 
※ 

所
属
長 

  
次

長 

  
課

長 

  
係

長 

  係   
操
作
者 

  

■ 
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様式第２９号（第８２条の５関係）（第２面）

様式第29号(第82条の5関係)(第2面) 

 注 意  

1 この申請書は、原則として、失業の認定を受けようとする期間(前回の失業の認定日から今回の認定日の前日までの期

間。認定対象期間＝支給対象期間(就業手当))中に職業に就いた(就業した)場合(注)、その失業の認定を受ける日(認定

日＝確認日(就業手当))に失業認定申告書と一緒に受給資格者証を添えて提出してください。 

 ただし、就職して被保険者資格を取得した場合など、その就職以後失業の認定を受ける必要のない方については、そ

の後の支給申請を支給対象期間ごとに行うこととした場合の確認日からの次の確認日の前日までの間に代理人又は郵送

によって申請しても差し支えありません(この場合、「次回申請月日」欄を確認の上、その日までに支給申請を行ってく

ださい。)。ただし、代理人による提出の場合「委任状」が必要となります。 

 (注) 就業手当の支給対象となる職業に就いた(就業した)場合とは、失業認定申告書第2面注意書き4に記載した「就職

又は就労」に該当し、かつ、安定した職業に就いたこと(※)以外の就業をしたものであること。 

    (※ここでいう「安定した職業に就いたこと」とは、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認め

られる職業に就き、又は事業(その事業により受給資格者が自立することができると公共職業安定所又は地方

運輸局の長が認めたものに限る。)を開始したこと」をいいます。) 

    この就業手当の支給対象となる「就業」にあたるか否かについて疑問がある場合には、公共職業安定所又は地方

運輸局の窓口にお問い合わせください。 

2 申請は正しくしてください。偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばか

りでなく、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に

処せられることがあります。 

3 7～11欄の記載について 

 (1) □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読取を行

うので、大きめのアラビア数字の標準字体、カタカナ及び漢字(7欄、8欄及び11欄に限る。)によって枠からはみ出さ

ないように明瞭に記載するとともに、この用紙を汚したり必要以上に折り曲げたりしないこと。 

 (2) 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印のついた欄には記載しないこと。 

 (3) 10欄には申請者の電話番号を記載すること。この場合、項目ごとにそれぞれ左詰めで、市内局番及び

番号は「 」に続く 5つの枠内にそれぞれ左詰めで記載すること。 (例： 0 3― 3 4 5 6―××××→

) 

 (4) 11欄1行目には、都道府県名は記載せず、特別区名、市名又は郡名とそれに続く町村名を左詰めで記載することと

し、11欄2行目には、丁目及び番地のみを左詰めで記載すること。また、所在地にアパート名又はマンション名等が

入る場合は11欄3行目に左詰めで記載すること。 

4 12の「就職先の事業所」欄には、13の(1)の「一の雇用契約の期間が7日以上である場合」(注)に該当する場合に記入

してください。また、記載内容を証明する書類(雇用契約書、雇入通知書等)の写しを添付してください。 

  (注) 「一の雇用契約の期間が7日以上である場合」とは、上記1の注意書きに掲げた就業であって、7日以上の期間

について雇用契約を締結して就業する全ての場合をいいます。 

5 事業主は、「就職して被保険者資格を取得した場合などその就職以後失業の認定の必要のない方」であって、郵送又

は代理人による申請が認められる場合について、12欄及び13の(1)欄の記載内容の証明を行ってください。この場合、事

業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて一

定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。 

6 13の(2)欄には、13の(1)欄に該当する就業以外の全ての就業について以下の要領で記入してください。 

 「イ 就業先の事業所等」欄には、就業先の事業所等の名称(自宅であれば「自宅」と記載。自営準備活動を行った場

合など特定できないものは記載不要)とその電話番号(自宅の場合は記載不要)を記入してください。 

 「ロ 就業期間」欄には、その就業した日について「イ 就業先の事業所等」ごとに全て記入してください。(記入例：

「5月12日から5月15日まで」を雇用契約期間として就業した場合は、「5／12～5／15」と記入。「5月1日、5月4日、5

月10日」の日ごとに就業した場合は、「5／1、5／4、5／10」と記入。) 

 「ハ 就業日数」欄には、「イ 就業先の事業所等」ごとに就業した日数の合計を記入し、「合計」欄には支給対象

期間中の就業日数の合計を記入してください。 

 「ニ 就業の内容」欄には、その就業の具体的な内容を簡潔に記入してください。 

7 この申請書には、原則として、就業したことを証明する給与明細書などの資料の写しを添付してください。 

8 14欄及び15欄は、雇用契約を締結して就業する場合に該当するものを○で囲んでください。 

 この場合、14欄の「関連事業主」とは、あなたが就業した事業所が一定の資本の状況から見て離職前の事業主と密接

な関係にあるもの(出資等の割合が50％を超えるもの)である他の事業主のことをいいます。この「関連事業主」にあた

るか否かについて疑問がある場合には、公共職業安定所又は地方運輸局の窓口にお問い合わせください。 

9 16欄は、離職理由による給付制限を受けている場合には、その期間中の最初の1ヵ月間について該当するものを○で囲

んでください。この場合、申請に係る就業について、地方公共団体又は職業紹介事業者から紹介を受けて就業したもの

であるときには、その地方公共団体又は職業紹介事業者の名称と電話番号を記入してください。 

 なお、「地方公共団体」とは、職業安定法の規定に基づき職業紹介事業を行う地方公共団体のことをいい、「職業紹

介事業者」とは、厚生労働大臣若しくは国土交通大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣若しくは国土交通大臣に届出を

して職業紹介事業を行う者のことをいいます。 
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様式第２９号の２（第８２条の７関係）（第１面）
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様式第２９号の２（第８２条の７関係）（第２面）

様式第29号の2(第82条の7関係)(第2面) 

 注 意  

1 この申請書は、12欄に記載した雇入年月日又は事業開始年月日の翌日から起算して1箇月以内に、原則とし

て申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長に提出すること。 

2 この申請書は、受給資格者証を添えること。 

3 雇用された受給資格者にあっては6欄から19欄まで、事業を開始した受給資格者にあっては6欄から12欄ま

で及び19欄にそれぞれ記載すること。 

4 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくな

るばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺

罪として刑罰に処せられることがあること。 

5 申請書の記載について 

 (1) □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)

で直接読取を行うので、大きめのアラビア数字の標準字体、カタカナ及び漢字(6欄，7欄及び10欄に限る。)

によって枠からはみ出さないように明瞭に記載するとともに、この用紙を汚したり必要以上に折り曲げた

りしないこと。 

 (2) 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印のついた欄には記載しないこと。 

 (3) 9欄には申請者の電話番号を記載すること。この場合、項目ごとにそれぞれ左詰めで、市内局番及び番

号は「 」に続く5つの枠内にそれぞれ左詰めで記載すること。 

   (例：03―3456―××××→ ) 

 (4) 10欄1行目には、都道府県名は記載せず、特別区名、市名又は郡名とそれに続く町村名を左詰めで記載

すること。 

   10欄2行目には、丁目及び番地のみを左詰めで記載すること。 

   また、所在地にアパート名又はマンション名等が入る場合は10欄3行目に左詰めで記載すること。 

 (5) 17欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、「ロ 定めあり」を○で囲んだ場合にはその雇用期間

を記載するとともに、契約更新条項の有無及び1年を超えて雇用する見込みの有無について該当するもの

の記号をそれぞれ○で囲むこと。 

 (6) 19欄は、該当する記号を○で囲むこと。 

6 事業主は、18欄の証明を行うとともに、速やかに雇用保険被保険者資格取得届の提出を行うこと。 

7 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそ

れに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。 

 

※          公 共 職 業 安 定 所 又 は 地 方 運 輸 局 記 載 欄 
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様式第２９号の２の２（第８３条の４関係）（第１面）
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様式第２９号の２の２（第８３条の４関係）（第２面）

様式第29号の2の2(第83条の4関係)(第2面) 

 注 意  

1 この申請書は、再就職手当の受給に係る就職日から起算して6ヵ月に至った日の翌日から起算して2ヵ月以内に、原則

として、申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長に提出すること。 

2 この申請書は、受給資格者証を添えること。 

3 申請者にあっては6欄から10欄まで及び16欄、当該申請者を雇用した事業主にあっては11欄から15欄までをそれぞれ記

載すること。ただし、6欄から10欄までは、再就職手当の支給申請時から変更がない場合は記載を省略することができる

こと。 

4 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりで

なく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せら

れることがあること。 

5 申請書の記載について 

 (1)申請者の記載事項 

  ア □□□□で表示された枠(以下「記載枠」という。)に記載する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読取

を行うので、大きめのアラビア数字の標準字体、カタカナ及び漢字(6欄、7欄及び10欄に限る。)によって枠からは

み出さないように明瞭に記載するとともに、この用紙を汚したり必要以上に折り曲げたりしないこと。 

  イ 記載すべき事項のない欄又は記載枠は空欄のままとし、※印のついた欄には記載しないこと。 

  ウ 9欄には申請者の電話番号を記載すること。この場合、項目ごとにそれぞれ左詰め、市内局番及び番号は「 」

に続く5つの枠内にそれぞれ左詰めで記載すること。 

  (例：03―3456―××××→  

  エ 10欄1行目には、都道府県名は記載せず、特別区名、市名又は郡名とそれに続く町村名を左詰めで記載すること。 

   10欄2行目には、丁目及び番地のみを左詰めで記載すること。 

   また、所在地にアパート名又はマンション名等が入る場合は10欄3行目に左詰めで記載すること。 

 (2)事業主の記載事項 

  ア 12欄は、再就職手当の受給に係る就職日から6ヵ月に至った時点における一週間の所定労働時間を記載すること。 

  イ 13欄は、事業主が求人の申込み、募集等を行う際、申請者に対して明示した賃金額(月額)を記載すること。 

  ウ 14欄は、再就職手当の受給に係る就職日から最初に到達する賃金締切日(賃金締切日が1暦月中に2回以上ある者

については各暦月の末日に最も近い賃金締切日を、日々賃金が支払われる者等定められた賃金締切日のない者につ

いては暦月の末日をいう。以下同じ。)まで、及び各賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間ごとにそれ

ぞれ記載すること。 

  エ 15欄において、11欄から14欄までの記載事項の証明を行うこと。 

6 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて

一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。 

 

※          公 共 職 業 安 定 所 又 は 地 方 運 輸 局 記 載 欄 
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様式第２９号の３（第８４条関係）（第１面）
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様式第２９号の３（第８４条関係）（第２面）

様式第29号の3(第84条関係)(第2面) 

 注 意  

1 この申請書は、13欄に記載した雇入年月日の翌日から起算して1箇月以内に、原則として申請者の住

所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局(日雇受給資格者にあっては、就職先事業所の所

在地を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局)の長に提出すること。 

2 この申請書には、受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は日雇労働被保険者手

帳を添えること。 

3 申請書の記載について 

 (1)□□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OC

R)で直接読取を行うので、大きめのアラビア数字の標準字体、カタカナ及び漢字(7欄、8欄及び11

欄に限る。)によって枠からはみ出さないように明瞭に記載するとともに、この用紙を汚したり必

要以上に折り曲げたりしないこと。 

 (2)記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印のついた欄には記載しないこと。 

 (3)10欄には申請者の電話番号を記載すること。この場合、項目ごとにそれぞれ左詰めで、市内局番

及び番号は「 」に続く5つの枠内にそれぞれ左詰めで記載すること。 

  (例：03―3456―××××→ ) 

 (4)11欄1行目には、都道府県名は記載せず、特別区名、市名又は郡名とそれに続く町村名を左詰めで

記載すること。 

  11欄2行目には、丁目及び番地のみを左詰めで記載すること。 

  また、所在地にアパート名又はマンション名等が入る場合は11欄3行目に左詰めで記載すること。 

 (5)18欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、「ロ 定めあり」を○で囲んだ場合にはその雇用

期間を記載するとともに、契約更新条項の有無及び1年以上雇用する見込みの有無について、該当

するものの記号をそれぞれ○で囲むこと。 

 (6)20欄は、該当する記号を○で囲むこと。 

 

※         公 共 職 業 安 定 所 又 は 地 方 運 輸 局 記 載 欄 
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様式第３０号（第９２条関係）（第１面）

様式第30号(第92条関係)(第1面) 

■ ■ 

移転費支給申請書 

  
※ 帳票種別 

 

 

1．支給番号 2．未支給区分 

   
空欄 未支給以外 

 1 未支給 

3．移転区分 支給金額 移転区分 4．紹介区分 5．就職時期又は訓練開始時期   

 

1 就職移転 

2 訓練移転  

1 公共職業安定所 
2 特定地方公共団体(都道府県) 
3 特定地方公共団体(市町村) 
4 職業紹介事業者 

 

1 給付制限期間中 
2 受給中 
3 受給終了後 
4 未定 

 

 

１ 

申

請

者 

氏 名   

移 転 前 の 住 所 又 は 居 所   

移 転 後 の 住 所 又 は 居 所   

2 就職先の事業所
又は受講する公共
職業訓練等の施設

 

名 称   

所在地   

3 特定地方公共団体又は
職業紹介事業者の紹介
による就職の場合、
その名称及び所在地 

名 称   

所在地   

4 就職決定年月日又は
受講指示年月日 

令和  年  月  日 5  訓 練 受 講 期 間  令和  年  月  日から 令和  年  月  日まで 

6 移転開始予定年月日 令和  年  月  日 
7 乗車(船)の場所

(出発空港) 
  

8 下車(船)の場所
(到着空港) 

  

9  移転する者の氏名
(生 年 月 日) 

10 
続柄 

※ 鉄 道 賃 ※ 船 賃 ※ 航 空 賃 ※ 車 賃 
※ 計 

距 離 運 賃 急行料金 計 距 離 運 賃 距 離 運 賃 距 離 運 賃 

本 人 
(  年 月 日生) 

  
キロメー

トル 
円 円 円 キロメー

トル 
円 キロメー

トル 
円 キロメー

トル 
円 円 

家

族 

( 年 月 日生) 
                        

( 年 月 日生) 
                        

( 年 月 日生) 
                        

( 年 月 日生) 
                        

( 年 月 日生) 
                        

※ 合 計 
円 円 円 円 円 円 円 

 雇用保険法施行規則第92条第1項の規定により上記のとおり移転費の支給を申請します。 

         令和   年   月   日 
公共職業安定所長 
地 方 運 輸 局 長 

殿 
申請者氏名                              

 

※

処

理

欄 

支 給 番 号 等   運 賃 等 の 合 計 
円 

雇 用 期 間   移 転 料 距 離 
キロメートル 

支 給 額 
円 

支 給 決 定 年 月 日 令和  年  月  日 着 後 手 当 
円 

  就職先の事業主等が所有する自動車
等を利用して負担した実費相当額 円 

備

考 

    

就職先の事業主等から支給される
就職支度費の額 円 

差 引 支 給 額 
円 
  

所

長 

  
次

長 

  
課

長 

  
係

長 

  係   
操
作
者 

  

■ 
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様式第３０号（第９２条関係）（第２面）

様式第30号(第92条関係)(第2面) 

 注 意  

1 この申請書は、移転の日の翌日から起算して1箇月以内に、原則として申請者の住所又

は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長に提出すること。 

2 この申請書には、受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は日雇労働

被保険者手帳を添えること。 

3 公共職業安定所の紹介による就職及び公共職業訓練等の受講のために移転する場合に

は、3欄には記載しないこと。 

4 就職するために移転する場合には、5欄は記載しないこと。 

5 6欄には、移転のために出発する予定年月日を記載すること。 

6 9の家族欄には、随伴する同居の親族のうち申請者の収入によって生計を維持している

者について記載すること。この場合には、その事実を証明することができる書類を添える

こと。 

7 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第３１号（第９３条関係）

様式第31号(第93条関係) 

移 転 費 支 給 決 定 書 

申 請 者 

氏 名 
  

支給番号等 
  

移 転 前 の 住 所

又 は 居 所 

  

移 転 後 の 住 所

又 は 居 所 

  

就職先の事業所 

名 称 
  

所 在 地 
  

就職決定年月日 令和 年 月 日 雇用期間 
  

受講する公共職

業訓練等の施設 

名 称 
  

所 在 地 
  

受講指示年月日 
令和 

年 月 日 

受 講 開 始 

年 月 日 

令和 

年 月 日 

受 講 終 了 

年 月 日 

令和 

年 月 日 

移 転 費 の 額 

鉄道賃 船賃 航空賃 車賃 移転料 着後手当 合 計 

円 円 円 円 円 円 円 

  就職先の事業主等が所有する自動車等

を利用して負担した実費相当額 
円 

就職先の事業主等から支給される就職

支度費の額 
円 

差 引 支 給 額 円 

 

 雇用保険法第58条第1項の規定により上記のとおり移転費を支給する。 

   令和   年   月   日 

  公共職業安定所又は

地方運輸局の所在地 
  

公共職業安定所又は

地方運輸局の長名 
             印 

注 意 

  1 移転費の支給を受けた者は、就職先の事業所に出頭したときは、速やかにこの決定書をそ

の事業所の事業主に提出すること。 

  2 移転費の支給を受けた者は、紹介された職業に就かなかったとき、又は指示された公共職

業訓練等の受講を開始しなかったときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以

内に、移転費を支給した公共職業安定所又は地方運輸局の長にその旨を届け出るとともに、

その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならないこと。 

  3 この移転費の支給に関する処分について不服があるときは、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して3箇月以内に雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。 
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様式第３２号（第９４条関係）

様式第32号(第94条関係) 

 

移 転 証 明 書 

 

1．移 転 し た 者 

氏 名 

  ※ 

支給番号等 

  

移 転 後 の 住 所

又 は 居 所 

  

2．就職した事業所 

名 称 

  

所 在 地 

  

3．雇 入 年 月 日 令和 年 月 日 4．雇用形態 常用・臨時・日雇 5．雇用期間 

  

6．支 給 し た 就 職 支 度 費 の 額 円 

7．備 考 

  

  

 

 

  雇用保険法施行規則第94条第2項の規定により上記のとおり移転し、就職したことを証明する。 

 

 

 

  令和  年   月   日 

公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 

事業主氏名                    

 

注 意 

 1 この証明書は、移転した者から移転費支給決定書の提出を受けたときに作成し、速やかに移転費を支給

した公共職業安定所又は地方運輸局の長に送付すること。 

 2 3欄には、実際に就労した最初の日を記載すること。 

 3 4欄には、該当する事項を○で囲むこと。 

 4 5欄には、日雇、臨時工等雇用契約の期間が短いものにあっては、その者の実際の就業期間を記載するこ

と。 

 5 6欄には、移転した者に事業主が支給した移転に要する費用の全てを記載すること。 

 6 この証明書の記載事項と移転費支給決定書の記載事項とが異なる場合には、その理由をできるだけ詳細

に7欄に記載すること。 

 7 事業主の氏名欄には、事業主が法人である場合には、その名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 8 ※印欄には、記載しないこと。 

244



様式第３２号の２（第９９条関係）（第１面）

様式第32号の2(第99条関係)(第1面) 

■ ■ 

求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書 

  

※ 帳票種別 

 
  
 

1．支給番号 2．未支給区分 3．支給金額(広域求職活動費) 4.広域求職活動開始時期 

  
  

空欄 未支給以外 

 1  未支給 
 

 

1 給付制限期間中 

2 受給中 

3 受給終了後 

 

1 申 請 者 氏 名   住所又は居所   

２ 

訪

問

事

業

所 

名 称 所 在 地 

    

    

    

    

    

 雇用保険法施行規則第99条第1項の規定により上記のとおり求職活動支援費(広域求職活動費)の支給を申請します。 

          令和    年    月    日 
 

申請者氏名                                  公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 

  

※

処

理

欄 

支 給 番 号 等   支給決定年月日 令和     年    月    日 

宿泊地 
公共職業安定所 

地方運輸局関係 

公共職業安定所 

地方運輸局関係 

公共職業安定所 

地方運輸局関係 

公共職業安定所 

地方運輸局関係 

泊 数 泊 泊 泊 泊 

区 間 

鉄

道

賃 
距離(キロメートル) 船

賃 

距離(キロメートル) 航

空

賃 

距離(キロメートル) 車

賃 

距離(キロメートル) 
宿 泊 料 

 
(円) 

計 
 

(円) 

鉄 道 距 離

換 算 キ ロ 数 

(キロメートル) 

運 賃 (円) 

運 賃 (円) 運 賃 (円) 運 賃 (円) 急行料金 (円) 

  

キロメートル 
キロメートル キロメートル キロメートル 

円 円 キロメートル 

円 

円 円 円 円 

  

キロメートル 
キロメートル キロメートル キロメートル 

円 円 キロメートル 

円 

円 円 円 円 

  

キロメートル 
キロメートル キロメートル キロメートル 

円 円 キロメートル 

円 

円 円 円 円 

  

キロメートル 
キロメートル キロメートル キロメートル 

円 円 キロメートル 

円 

円 円 円 円 

合 計   円 キロメートル 

      求人者から支給される広域求職活動に

要する費用の額 
円 

備

考 

    
    差 引 支 給 額 円 

所
属
長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  

係 

  操
作
者 

  

 ■ 
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様式第３２号の２（第９９条関係）（第２面）

様式第32号の2(第99条関係)(第2面) 

 注 意  

1 この申請書は、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算

して10日以内に本人の住居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長に提出して

ください。 

2 ※印欄には、記載しないでください。 
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様式第３２号の３（第１００条の４関係）（第１面）

様式第32号の3(第100条の4関係)(第1面) 

■ ■ 

求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書 

  

※ 帳票種別 

 
 

 

1．支給番号 2．未支給区分 3．支給金額(短期訓練受講費) 

 
  

空欄 未支給以外 

 1  未支給 
 

 

１ 

講

座 

教育訓練施設の名称 講座名 
受講開始

年月日 

受講修了

年月日 
当該講座に関連する公的資格 

受講費 

(入学料含む) 

(円) 

 

 

 

         

 資格名 

円  

4．分類 
 

(1～9) 

第2面 

参照 

5．種別 
 

(1～3) 

第2面 

参照 

 雇用保険法施行規則第100条の4第1項の規定により上記のとおり求職活動支援費(短期訓練受講費)の支給を申請します。 

         令和   年   月   日  

申請者氏名                     
公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 
殿 

 

※ 
 

処

理

欄 

支 給 番 号 等 
  

支 給 決 定 年 月 日 令和   年   月   日 

計 算 欄 支 給 額 (円 ) 

  

円 

 

備

考 

  

 

  所
属
長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  

係 

  操
作
者 

  

 ■ 
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様式第３２号の３（第１００条の４関係）（第２面）

様式第32号の3(第100条の4関係)(第2面) 

注 意 

1 この申請書は、教育訓練を行う者(以下「教育訓練実施者」という。)の発行する短期訓練受講費の

支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(以下「教育訓練修了証明書」とい

う。)に記載された受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、受給資格者証等に下記の確認書類を

添付して、申請者本人が、原則として、本人の住居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長

に提出してください。 

2 申請書に添付すべき確認書類は次のとおりですが、これらの確認書類と申請書の内容が異なる場合

は、支給決定を行うことができませんので、教育訓練実施者より(1)、(2)及び(3)の交付があった際に

は、その内容をよく確認し、事実と異なる場合は、教育訓練実施者に対して修正を依頼してください。 

 (1)教育訓練実施者の発行する「教育訓練修了証明書」 

 (2)教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る「領収書」 

   教育訓練経費の支払いをクレジット会社を介したクレジット契約により行う場合は、教育訓練実

施者の発行する「クレジット契約証明書」(必要事項を教育訓練実施者が付記したクレジット伝票

でもよい)、教育訓練実施者に対する分割払等のために「領収書」等が複数枚にわたるときはその

全てを提出してください。 

 (3)教育訓練実施者の発行する「返還金明細書」(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された

後で、受講料の値引き等により、教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から本人に対して還付され

た(される)場合に必要です。) 

3 申請書の記載について 

 (1) で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置

(OCR)で直接読取を行いますので、枠からはみ出さないように大きめの文字により明瞭に記載する

とともに、この用紙を汚したり必要以上に折り曲げたりしないでください。 

 (2)1欄の当該講座に関連する公的資格の分類については、以下の区分に該当するものを記載してくだ

さい。 

  
 1 輸送・機械運転関係 

 2 医療・社会福祉・保健衛生関係 

 3 専門的サービス関係 

4 情報関係 

5 事務関係 

6 営業・販売・サービス関係 

7 技術関係 

8 製造関係 

9 その他 

 (3)1欄の当該講座に関連する公的資格の種別については、以下の区分に該当するものを記載してく

ださい。 

  
 1 労働安全衛生法に規定する講習(フォークリフト、クレーン等) 

 2 運転免許取得講習(大型特殊免許等) 

 3 その他(介護職員初任者研修等) 

 (4)※印欄には記載しないでください。 

 (5)受講費の額は、「教育訓練修了証明書」及び教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る「領

収書」(又はクレジット契約証明書)の両方に記載された額と同一額となっていることを確認してく

ださい。なお、教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合は、

受講費の額は「返還金明細書」に記載された額を差し引いた額と同一額となっていることを確認し

てください。 
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様式第３２号の４（第１００条の８関係）（第１面）

様式第32号の4(第100条の8関係)(第1面) 

■ ■ 

求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書 

  

※ 帳票種別 

 

  
 

1．支給番号 2．未支給区分 3．支給金額(求職活動関係役務利用費) 

  
  

空欄 未支給以外 

 1  未支給 
 

 

１ 

保

育

等

サ

ー

ビ

ス 

項

番 

保育等サービス

利用理由 

保育等サービス

事業者名 

保育等サー

ビス利用日 

保育等

サービ

ス利用

日数 

保育等サービス名 

保育等サービス利

用期間内の 

求職活動実施日 

保育等サービス

利用期間内の求

職活動実施日数 

費用(自己負担分) 

(円) 
  

(1) 

4．その1     

日 

5．その1   6．その1 

円 

 

   
(1・2) 
第2面 
参照  

(01～14) 
第2面 
参照 

 
日 

(2) 

7．その2     

日 

8．その2   9．その2 

円 

 

 

   
(1・2) 
第2面 
参照  

(01～14) 
第2面 
参照  日 

(3) 

10．その3     

日 

11．その3   12．その3 

円 

 

 

   
(1・2) 
第2面 
参照  

(01～14) 
第2面 
参照  日 

(4) 

13．その4     

日 

14．その4   15．その4 

円 

 

 

   
(1・2) 
第2面 
参照  

(01～14) 
第2面 
参照  日 

 雇用保険法施行規則第100条の8第1項の規定により上記のとおり求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)の支給を申請します。   

          令和   年   月   日  

申請者氏名                             
公共職業安定所長 

地 方 運 輸 局 長 殿 

 

 

※

処

理

欄 

支 給 番 号 等 
  

支 給 決 定 年 月 日 令和    年    月    日 

項番 計 算 欄 支 給 額 (円 ) 

(1) 
  

円 

(2) 
  

円 

(3) 
  

円 

(4) 
  

円 

合計 
  

円 

 

備

考 

  

 

  所
属
長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  

係 

  操
作
者 

  

■ 
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様式第３２号の４（第１００条の８関係）（第２面）

様式第32号の4(第100条の8関係)(第2面) 

注 意 

1 この申請書は、失業の認定を受けようとする期間(前回の失業の認定日から今回の認定日の前日までの期間。認

定対象期間＝支給対象期間(求職活動関係役務利用費))中に、求人者との面接等をするため、又は求職活動関係役

務利用費対象訓練を受講するために保育等サービスを利用した場合、その失業の認定を受ける日(認定日＝確認日

(求職活動関係役務利用費))に、受給資格者証等に下記の確認書類を添付して、申請者本人が、原則として、本人

の住居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長に提出してください。 

  ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者の方が求職活動支援費(求職活動関係役務利用

費)支給申請書を提出する場合にあっては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をし

た日の翌日から起算して四ヶ月以内に行ってください。 

2 申請書に添付すべき確認書類は次のとおりですが、これらの確認書類と申請書の内容が異なる場合は、支給決定

を行うことができませんので、保育等サービス事業者より(1)、(2)及び(3)の交付があった際には、その内容をよ

く確認し、事実と異なる場合は、保育等サービス事業者に対して修正を依頼してください。 

 (1)保育等サービス事業者の発行する保育等サービス費用に係る「領収書」又は「契約書」 

   保育等サービス費用の支払いをクレジット会社を介してクレジット契約により行う場合は、保育等サービス事

業者の発行する「クレジット契約証明書」(必要事項を保育等サービス事業者が付記したクレジット伝票でもよ

い)、保育等サービス事業者に対する分割払等のために「領収書」等が複数枚にわたるときはその全てを提出し

てください。 

 (2)事業主の証明を受けた「面接証明書」又は求職活動関係役務利用費対象訓練を実施する者の発行する求職活動

関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類(「教育訓練修了証明書」など) 

 (3)保育等サービス費用について、求人者、地方公共団体その他の者から補助を受けた場合はその額を証明する書

類 

3 申請書の記載について 

 (1) で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接

読取を行いますので、枠からはみ出さないように大きめの文字により明瞭に記載するとともに、この用紙を汚

したり必要以上に折り曲げたりしないでください。 

 (2)1欄の保育等サービス利用理由については、以下の区分に該当する番号を記載してください。 

   1 面接等のため     2 訓練のため 

 (3)1欄の保育等サービス利用日及び保育等サービス利用日数については、利用する保育等サービスの全ての利用

日及び利用日数を記載してください。ただし、保育等サービスであって、求職活動のために利用するものでは

ないものは、記載しないでください。 

 (4)1欄の保育等サービス利用期間内の求職活動実施日及び保育等サービス利用期間内の求職活動実施日数につい

ては、保育等サービス利用日及び保育等サービス利用日数に記載した利用日及び利用日数のうち、支給対象期

間中に求職活動を実施した日及び日数を記載してください。 

 (5)1欄の保育等サービス名については、以下の区分に該当する番号を記載してください。 

   01 認可保育所で行う保育 
 02 認可幼稚園で行う保育 
 03 認定子ども園で行う保育 
 04 小規模保育 
 05 家庭的保育 

06 居宅訪問型保育 
07 事業所内保育 
08 一時預かり事業 
09 子育て短期事業 
10 子育て援助活動支援事業 
  (ファミリー・サポート・センター事業) 

11 延長保育事業 
12 病児保育事業 
13 放課後児童クラブ 
14 その他の保育等サービス 
  (認可外保育施設が行う保育等) 

 (6)※印欄には記載しないでください。 

 (7)費用(自己負担分)の額は、保育等サービス事業者の発行する保育等サービス費用に係る「領収書」(又はクレ

ジット契約証明書)の額と同一額となっていることを確認してください。 
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様式第３３号の２（第１０１条の２の１１、第１０１条の２の１１の２関係）（第１面）
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様式第３３号の２（第１０１条の２の１１、第１０１条の２の１１の２関係）（第２面）
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様式第３３号の２の２（第１０１条の２の７第１号の２、第１０１条の２の７第２号関係）（第１面）
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様式第３３号の２の２（第１０１条の２の７第１号の２、第１０１条の２の７第２号関係）（第２面）

 

254



様式第３３号の２の３（第１面、第２面）

様式第33号の2の3(第1面、第2面) 

教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者証            (第1面) 

1.被 保 険 者 番 号 2．氏 名 

    

3．性 別 4．受 講 開 始 時 年 齢 5．生 年 月 日 6．離 職 又 は 在 職 の 別 の 表 示 

        

7．住 所 又 は 居 所 

  

8.支払方法(記号(口座)番号―金融機関名―支店名) 

  

  

9．支 給 番 号 10．離 職 時 賃 金 日 額 11．支 給 日 額 

      

  

12．教 育 訓 練 実 施 者 名 13．教 育 訓 練 施 設 の 名 称 

    

14．教 育 訓 練 講 座 名 

  

15．指 定 番 号 16．実 施 方 法 17．訓 練 期 間 

      

18．受 給 資 格 確 認 年 月 日 19．受 講 開 始 日 20．受 講 修 了 予 定 日 

      

21．登 録 資 格 

  

22．登 録 訓 練 経 費 

  

 

管轄公共職業安定所 

電話番号                                  交付   年  月  日        公共職業安定所長 

 

折 り 曲 げ 線 

注 意 事 項 

1 この証は、受講修了日から1年間は大切に保管してください。もし、この

証を滅失したり、損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けてくだ

さい。なお、この証は、折り曲げ線以外では折り曲げないでください。 

2 教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)、又は教育訓練支援給付金を受

けようとするときは、この証を関係書類に添えて、原則として、管轄公共

職業安定所の長に提出してください。 

3 あなたが預貯金口座への振込みの方法によって支給を受ける場合、支給金

額欄の金額をあらかじめ指定された金融機関の預貯金口座に振り込む手続

きを、支給決定後に行いますので、その金融機関から支払いを受けてくだ

さい。この場合、その金融機関から支払いを受けることができる日が、給

付金の支給日となります。 

4 定められた出頭日に来所しないときは、教育訓練支援給付金の支給を受け

ることができなくなることがあります。 

5 教育訓練支援給付金を受給するために、失業の認定を受けようとする期間

中に就職した日があった場合はその旨を必ず届け出てください。 

6 偽りその他不正の行為によって教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関

係)又は教育訓練支援給付金を受けたり、又は受けようとしたときは、以後

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金を受けられなくなるばかりでな

く、不正受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜ

られ、また、処罰される場合があります。 

7 氏名、住所若しくは居所、又は電話番号を変更したときは、その後最初に

来所したときに、届書を提出してください。 

8 教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)に関する処分又は上記6の返還

若しくは納付を命ずる処分について不服があるときは、その処分があった

ことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に      雇用保険審

査官に対して審査請求をすることができます。 

9 教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)又は教育訓練支援給付金につ

いて分からないことがあった場合には、公共職業安定所の窓口で御相談く

ださい。 

 

 

     被保険者番号 

(第2面) 

2021．9  
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様式第３３号の２の３（第３面・第４面）

様式第33号の2の3(第3面・第4面) 

  

写真欄 

 

3×2.4  

(第3面) 

  被保険者番号        氏名 

 

                                           

  

処理状況 

行数 処 理 月 日 認 定 (支 給) 期 間 日数 種 類 支 給 金 額 備 考 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

折 り 曲 げ 線 

行数 処 理 月 日 認 定 (支 給) 期 間 日数 種 類 支 給 金 額 備 考 

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       
 

  
種
類 

教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係) 専門訓練給付金    

(第4面) 

教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係) 訓練追加給付金 未支給 支給金額の頭に(未)を付す。 

教育訓練支援給付金 訓練支援給付金 追給 支給金額又は(未)の頭に(追)を付す。 
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様式第３３号の２の４（第１０１条の２の７第２号関係）（第１面）
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様式第３３号の２の４（第１０１条の２の７第２号関係）（第２面）
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様式第３３号の２の５（第１０１条の２の７第３号関係）（第１面）
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様式第３３号の２の５（第１０１条の２の７第３号関係）（第２面）
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様式第３３号の２の６（第１面）

様式第33号の2の6(第1面) 

■ ■ 

教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)受給者 

氏 名 

住 所 

電話番号 

変更届 

   ※帳票種別 

  
 

 1．被保険者番号 

  

2．受講開始年月日 

 

 

(4 平成 5 令和) 
 

 
  

1 氏 名 

フ リ

ガ ナ 

                                                

新 
  

旧 
  

2 住 所 

新 
〒 

旧 
〒 

3 電 話 番 号 

新           ―    ― 

旧           ―    ― 

4 生 年 月 日 

大正 

昭和 

平成 

令和 

年  月  日 5 変更年月日 令和  年  月  日 

   雇用保険法施行規則第101条の2の15の規定により上記のとおり届けます。 

    令和   年   月   日 

         公共職業安定所長 殿 

受給者氏名                       

電 話 番 号(              ) 

備

考 

  ※口座名義変更確認欄 

  

  

 
※ 所

属
長 

  
次

長 

  
課

長 

  
係

長 

  係   
操
作
者 

  

 
■ 
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様式第３３号の２の６（第２面）

様式第33号の2の6(第2面) 

 注 意  

1 氏名を変更したときは、標題中「住所」及び「電話番号」の文字を抹消すること。この

場合には、2欄及び 3欄には記載しないこと。 

2 住所を変更したときは、標題中「氏名」及び「電話番号」の文字を抹消すること。この

場合には、1欄及び 3欄には記載しないこと。 

3 電話番号を変更したときは、標題中「氏名」及び「住所」の文字を抹消すること。この

場合には、1欄及び 2欄には記載しないこと。 

4 この届書には、電話番号を変更する場合を除き、変更の事実を証明することができる官

公署が発行した書類(例えば住民票)を添えること。 

5 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第３３号の２の７（第１面）

様式第33号の2の7(第1面) 

■ ■ 

教育訓練支援給付金受講証明書 

(必ず第 2面の注意書きをよく読んでから記入してください。) 

   帳票種別 

    

(

こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。) 

 

 

1 受 講 者 氏 名 
  

2 証 明 対 象 期 間 令 和     年     月     日 ～ 令 和     年     月     日 

3 教 育 訓 練 講 座 名   

4 右のカレンダーに該当する印をつけるとと

もに、開講日数、出席等日数、出席率を記入し

てください。 

月    月    月    

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 
(1)教育訓練が行われなかった日(日・祝日等) 
(2)教育訓練を一部のみ受けた日 
(3)教育訓練を受けなかった日 

 
＝印 
△印 
×印 

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         29 30 31         29 30 31         

開講日数           日 出席等日数        日 出席率          ％ 

5 特 記 事 項 
  

上記の記載事実に誤りのないことを証明する。      令和  年  月  日 

        公共職業安定所長殿 

            指定教育訓練実施者名 

            教育訓練施設の名称 

            所在地 

            電話番号 

            長の職名・氏名 
 
6 

 失業と受講の認

定を受けようとす

る期間中に、就職を

しましたか。 

 

ア した 

  就職をした日は

○印を右のカレ

ンダーに記入し

てください。 

イ していない 

月    月    月    

  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         29 30 31         29 30 31         

7 

 就職もしくは自

営した人又はその

予定のある人が記

入してください。 

ア 就 職 

(1)公共職業安定所又は地方運輸局紹介 

(2)地方公共団体又は職業紹介事業者紹介 

(3)自己就職 

 (就職先事業所) 

 事業所名(                      ) 

 所 在 地(〒                     ) 

 

 電話番号(                      ) 

  月  日より就職(予定) 

イ 自 営   月  日より自営業開始(予定) 

雇用保険法施行規則附則第 28条の規定により、上記のとおり申告し、教育訓練支援給付金の支給を申請します。 

 令和   年   月   日 

申請者氏名                               

             公共職業安定所長 殿 

被保険者番号  (                         )  

 

※

公

共

職

業

安

定

所

記

載

欄 

1．被保険者番号 

 

2．受講開始年月日 

 

 

(4 平成 5 令和)  

3．未支給区分 4．支払区分 

 

 

 

空欄 未支給以外 

 1  未支給 

5．支給期間その 1   (初日)        (末日) 

 

6．認定日数その 1 

 

7．不支給理由その 1 

 
 

1 就職 
2 受講不良 
3 その他 

8．支給期間その 2   (初日)        (末日) 

 

9．認定日数その 2 

 

10．不支給理由その 2 

 
 

1 就職 
2 受講不良 
3 その他 

11．就職年月日―経路 

 

 

 4 平成 

 5 令和 

12．離職年月日―離職理由 

 

 

 4 平成 

 5 令和 

 

 

備
考 

  ※ 
所

長 

  
次

長 

  
課

長 

  
係

長 

  係   
操
作
者 

    

■ 
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様式第３３号の２の７（第２面）

様式第33号の2の7(第2面) 

 注 意  

1 この証明書は、教育訓練支援給付金の支給を受けようとするときに、必ず本人が提出す
ること。 

2 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかったり、偽りの記載
をして提出した場合には、教育訓練支援給付及び教育訓練給付を受けることが出来なくな
るばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜ
られ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。 

3 証明対象期間は、原則、初めて教育訓練支援給付金の支給に関して失業の認定を受ける
場合にあっては受講開始日(受講開始日以後に教育訓練支援給付金の受給資格の決定を受
けた場合は、その日)から 2か月間、それ以外の教育訓練支援給付金の支給に関して失業
の認定を受ける場合にあっては、前回の証明対象期間の末日の翌日から 2か月間であるこ
と。なお、当該 2か月間に当該教育訓練講座の訓練期間の末日が含まれる場合は、当該末
日までであること。 

4 4欄の「開講日数」は、証明対象期間のうち講座が開講された日数を記載すること。証
明対象期間が 2か月ある場合、2か月分をまとめて記入すること。次の出席日数と出席率
も同様に、証明対象期間が 2 か月ある場合は、2 か月分をまとめて記入すること。遅刻、
早退は、訓練実施日あたり 2分の 1以上の出席があった場合、カレンダーに△を付け、出
席日数に 0.5日として算入すること。 

 「出席日数」は、講座に出席した日数と、カレンダーに△を付けた日数の合計を記載する
こと。小数点以下の端数は切り捨てること。 
 「出席率」は、「出席日数／開講日数×100」(％)を記載すること。小数点以下の端数は
切り捨てること。 

5 教育訓練講座を受講しなかった日がある場合は、具体的事情その他必要な事項を 5欄に
記載すること。 

6 6欄は、該当する記号を○で囲むこと。アを○で囲んだ者は、その内容をカレンダーに
申告すること。 

7 6欄の「就職」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱託になった場
合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開始するための
準備などをした場合であること。これは雇用保険の被保険者となっている期間、雇用保険
の被保険者とはならないが契約期間が 7 日以上の一の雇用契約における週所定労働時間
が 20 時間以上であって、かつ、1 週間の実際に就労する日が 4 日以上の場合の当該契約
期間、個人事業主を含む自営を営んだ場合又は会社の役員になった場合等をいうものであ
ること。なお、賃金などの報酬がなくても就職したことになるものであること。 

8 ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第３３号の３（第１０１条の５、第１０１条の７関係）（第１面）
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様式第３３号の３（第１０１条の５、第１０１条の７関係）（第２面）
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様式第３３号の３の２（第１０１条の５、第１０１条の７関係）（第１面）

様式第33号の3の2(第101条の5、第101条の7関係)(第1面) 

 

 
 
(

な
る
べ
く
折
り
曲
げ
な
い
よ
う
に
し
、
や
む
を
え
な
い
場
合
に
は
折
り
曲
げ
マ
ー
ク(

)

の
所
で
折
り
曲
げ
て
く
だ
さ
い
。)

 

  

高年齢雇用継続給付支給申請書 

(必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。) 

(

こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。)

 
  

帳票種別 

 

氏 名 給付金の種類 事業所番号 管轄区分 

 
  

1 基本給付金 

2 再就職給付金   

1．被保険者番号 

 

2．資格取得年月日 

 

要件該当日 

 

支給対象年月 

令和   

支給申請月 

令和  

前回処理年月日 

 

賃金月額の75％(旧85％) 

 

賃金月額の61％(旧64％) 

 
  

  3．被保険者氏名 

 

フリガナ(カタカナ) 

 
 

 ＜賃金支払状況＞ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4．支給対象年月その1 

 

5．4欄の支給対象年月に支払われた賃金額 

 

6．賃金の減額のあった日数 

 

 7．みなし賃金額 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8．支給対象年月その2 

 

9．8欄の支給対象年月に支払われた賃金額 

 

10．賃金の減額のあった日数 

 

 11．みなし賃金額 

  

 

12．支給対象年月その3 

 

13．12欄の支給対象年月に支払われた賃金額 

 

14．賃金の減額のあった日数 

 

 15．みなし賃金額 

  

 

※16．未支給区分 17．出力区分 18．次回支給申請年月日 

 
 

空欄 未支給以外 

 1  未支給  

即時出力の場合は

「1」を入力 

 

4 平成 5 令和 

 その他賃金に関する特記事項   

  19． 20． 21． 

  
 

267



様式第３３号の３の２（第１０１条の５、第１０１条の７関係）（第２面）

様式第33号の3の2(第101条の5、第101条の7関係)(第2面) 

  上記の記載事実に誤りがないことを証明します。 

   令和   年   月   日 

事業所名(所在地・電話番号)                                      

 
事業主氏名                                              

雇用保険法施行規則第101条の5・第101条の7の規定により、上記のとおり高年齢雇用継続給付の支給を申請します。 

   令和   年   月   日 

 

                     公共職業安定所長 殿 

申請者氏名                                       

 

  

社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号   

備

考 

賃 金 締 切 日 日 賃 金 支 払 日 当月・翌月      日 

  

  

  賃 金 形 態 月給・日給・時間給・ 

所 定 労 働 日 数 4欄     日 8欄     日 12欄     日 

  
通 勤 手 当 有(毎月・3か月・6か月・            )・無 ※ 

所

長 

  

次

長 

  

課

長 

  

係

長 

  

係 

  

操
作
者 

    

  

 
  ※ 支 給 決 定 年 月 日 令 和     年      月      日 

 注 意  

 1 この申請書は、指定された次回支給申請日に事業主を経由して事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出してください。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して提出するこ

とが困難である場合には、申請者本人が提出することができます。また、この支給申請については指定された次回支給申請月に行わなければ、特別の事情があると認められない限りその支給を

行うことはできません。 

   なお、初回の支給申請は、この申請書に六十歳到達時等賃金証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票を添付して最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヵ月以内

に行ってください。この場合、平成16年1月1日前に既に高年齢雇用継続給付の受給資格が確認されている場合には、六十歳到達時等賃金証明書及び受給資格確認票の添付は必要ありません。 

   また、初回の支給申請前に既に六十歳到達時等賃金証明書及び受給資格確認票を提出して受給資格等の照会を行い、受給資格確認通知書を交付されている場合には、これらの書類の添付に

代えて支給申請書にその通知書を添えて事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出してください。 

 2 申請は正しくしてください。偽りの記載をして提出した場合には、以後高年齢雇用継続給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の

金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。 

 3 4欄、8欄及び12欄には、支給を受けようとする支給対象月を記載し、月が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載してください。 

 4 支給対象月において被保険者資格を喪失した後一日の空白もなく別の事業主に雇用され被保険者資格を取得したときも、支給の対象となります。 

   この場合において、被保険者資格喪失前の事業主から支払われた賃金については、備考欄にその額を記載してもらってください。 

 5 5欄、9欄及び13欄には、各々4欄、8欄及び12欄に記載した支給対象月に支払われた賃金(臨時の賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額を記載してください。 

  (1)賃金に含まれるか否かが判断しかねるものについては、各々19欄、20欄及び21欄にその額とその名称を記載してください。 

  (2)出向中の被保険者であって、出向元及び出向先の双方から賃金が支払われている場合は、その賃金の合計額を記載してください。この場合、下記11の賃金台帳により賃金の額が確認できな

い賃金については、備考欄にその額を記載してもらってください。 

  (3)賃金締切日、賃金支払日、賃金形態、5欄、9欄及び13欄に記載した賃金の支払いに係る月ごとの所定労働日数(賃金形態が日給又は時間給の場合)並びに通勤手当に関する事項について、備

考欄に記載してください。 

 6 6欄、10欄及び14欄には、各々5欄、9欄及び13欄に記載した賃金の支払いに係る月において非行、疾病、負傷、事業所の休業、私事等により賃金の全部又は一部の支払を受けることができな

かった日の数を記載してください(該当する日がない場合は「0」と記載してください。)。この場合、5欄、9欄及び13欄に記載した賃金の支払いに係る月において賃金の減額の対象となった日

に支払いを受けることができなかった賃金の額を各々19欄、20欄及び 21欄に記載してください。 

 7 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印の付いた欄又は記入枠には記載しないでください。 

 8 事業主は、記載事実に誤りのないことの証明を行ってください。 

 9 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられること

があります。 

 10 この支給申請書の提出に際しては、賃金額等その記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿等をご持参ください。 

 11 本手続は電子申請による申請が可能です。 

   なお、本手続について、社会保険労務士が事業主の委託を受け、電子申請により本申請書の提出に関する手続を行う場合には、当該社会保険労務士が当該事業主から委託を受けた者である

ことを証明するものを本申請書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることができます。 

 12 本手続について、事業主が本申請書の提出に関する手続を行う場合には、当該事業主が被保険者から、当該被保険者本人の申請であることを証明するものを提出させ、保存しておくことを

もって、当該被保険者の(電子)署名に代えることができます。この場合の申請者氏名欄には、申請者氏名に代えて「申請について同意済み」と記載してください。 
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様式第３３号の４（第１０１条の５関係）
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様式第３３号の５　削除
様式第３４号（第１４４条関係）（表面）

様式第34号(第144条関係)(表面) 

様式第34号 

第      号   

雇用保険検査証明書   

厚生労働省、

都道府県労働

局又は都道府

県印 

  

  

  

写 真 

 官 職 

 

 氏 名 

 

 生年月日 

 

令和  年  月  日交付   
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様式第３４号（裏面）

様式第34号(裏面) 

 この検査証明書を所持する者は、雇用保険法第79条第1項の規定により、雇用保険の被

保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと

認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団

体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問し、又は帳簿書類の検査をすることができ

る。 
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様式第３５号（第１４６条関係）

様式第35号(第146条関係) 

雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票 

(必ず第2面の注意事項を読んでから記載してください。) 

 

1． 事 業 所 名 

フリガナ 

  

2． 事 業 所 番 号 
        

― 
            

― 
    

3． 届 出 年 月 日    令 和     年     月     日 

4． 
届 出 被 保 険 者 数 

届 出 被 保 険 者 氏 名 

                    人 

 

別紙のとおり 

5． 資 格 取 得 年 月 日    令 和     年     月     日 

6． 雇 用 形 態 
   1．日雇       2．派遣     3．パートタイム 

   4．有期契約労働者  5．季節的雇用  6．船員  7．その他 

7． 1 週 間 の 所 定 労 働 時 間           時間    分 

8． 契 約 期 間 の 定 め 

 

1 有 
契約期間令和  年  月  日～ 令和  年  月  日 

契約更新条項の有無  イ 有  ロ 無 

2 無 

 

  氏 名(ローマ字) 国 籍・地 域 在留資格 在留期間 資格外活動の許可の有無 在留カードの番号※1 
※2 

□ 
      西暦    年 

  月  日まで 
有 ・ 無   

9． 氏 名(ローマ字) 国 籍・地 域 在留資格 在留期間 資格外活動の許可の有無 在留カードの番号※1 
※2 

□ 

備

考

欄 

      西暦    年 

  月  日まで 
有 ・ 無   

氏 名(ローマ字) 国 籍・地 域 在留資格 在留期間 資格外活動の許可の有無 在留カードの番号※1 
※2 

□ 
      西暦    年 

  月  日まで 
有 ・ 無   

氏 名(ローマ字) 国 籍・地 域 在留資格 在留期間 資格外活動の許可の有無 在留カードの番号※1 
※2 

□ 
      西暦    年 

  月  日まで 
有 ・ 無   

氏 名(ローマ字) 国 籍・地 域 在留資格 在留期間 資格外活動の許可の有無 在留カードの番号※1 
※2 

□ 
      西暦    年 

  月  日まで 
有 ・ 無   

その他 

※1 在留カードの右上に記載されている12桁の英数字 

※2 派遣・請負労働者として主として1以外の事業所で就労する場合 

 雇用保険法施行規則第6条第1項の規定により上記のとおり届けます。 

令和    年    月    日  

事業主 

住 所 

氏 名 

電話番号 

公共職業安定所長 殿          

  社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電話番号   

備

考 

  

  

印 

  

 ※ 取得時被保険者種類 

   1 一般    2 短期常態    3 短期特例   11 高年齢被保険者(65歳以上) 

※ 所

長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  

係 

  操

作

者 

    

確認通知 令和  年  月  日 
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注 意 

  1 必ず添付する届出対象者名簿に記載のある全ての者について、次の形式により届出内容を入力した光ディスク等、記録媒体と合わせて届け出ること。 
   総括票の記載項目については、各項目について2以上の条件を併記してはならず、また、1の光ディスク等、記録媒体に2以上の雇用保険被保険者資格取得届光デ

ィスク等提出用総括票に対応するデータを記録してはならない。 
   また、光ディスク等、記録媒体内の届出内容は総括票に記載されている項目について、総括票と同一の内容のものであること。なお、再取得の場合には窓口用

フォーマットではなく電子申請用フォーマットの入力方法によること。 
  (1) 光ディスク等、記録媒体の種類等 
    ア CDで作成する場合、それぞれ、CD―ROMで作成する場合はJIS X 6281、CD―Rで作成する場合はJIS X 6282、CD―RWで作成する場合はJIS X 6283に準拠した

記録媒体を使用すること。ボリューム構造及びファイル構造については、JIS X 0606，JIS X 0608に準拠した形式で書き込むこと。なお、書き込み後、必ず
ファイナライズの処理を行うこと。 

    イ DVDで作成する場合、それぞれ、DVD―ROMで作成する場合はJIS X 6241又はJIS X 6242、DVD―Rで作成する場合はJIS X 6245又はJIS X 6249、DVD―RWで作
成する場合はJIS X 6248に準拠した記録媒体を使用すること。ボリューム構造及びファイル構造については、JIS X 0607，JIS X 0609に準拠した形式で書き
込むこと。なお、書き込み後、必ずファイナライズの処理を行うこと。 

    ウ 使用する文字は漢字で記載する部分を除き全て1バイトコード(半角)で作成すること。1バイトコードについては、JIS8単位符号、2バイトコードはシフトJ
ISコードを使用すること。 

    エ 個人データは1ファイルに連続して記録することとし、シングルファイル／シングルボリュームとすること。1の光ディスク等、記録媒体に入力するデー
タは窓口用フォーマットは8,000人分、電子申請用フォーマットは1,000人分までとすること。 

    オ データ形式はCSV形式とし、窓口用フォーマットの場合は、ファイル名は「shutoku」拡張子は「txt」又は「csv」とすること。 
     また、電子申請用フォーマットの場合は、ファイル名は「10101―shutoku」拡張子は「csv」とすること。 
    カ 光ディスク等、記録媒体のラベルに、事業所名、事業所番号、届出年月日、届出対象者数及び取得年月日を記載すること。 
  (2)光ディスク等、記録媒体入力方法(窓口用フォーマット) 
    ア 冒頭データ 
      事業所名、作成年月日(改行) 
      10101(改行) 
    イ 個人データ 
      1―個人番号，3―1，4―氏名(カタカナ)，6―性別，7―生年月日，8―事業所番号，9―資格取得年月日，10―被保険者となったことの原因，11―賃金支払

の態様―賃金額，12―雇用形態，13―職種，15―就職経路，16―1週間の所定労働時間，17―契約期間の定め，18―被保険者氏名(ローマ字)，19―国籍・
地域，20―国籍・地域コード，21―在留資格，22―在留資格コード，23―在留期間，24―資格外活動の許可の有無，25―在留カードの番号，26―派遣・請
負就労区分，31―漢字氏名(改行) 

      1―個人番号，3―1，4―氏名(カタカナ)．．．．．． 
   (ア)個人番号：必ず番号確認と身元確認の本人確認を行った上で、個人番号(マイナンバー)を入力すること。 
   (イ)性別：男1，女2 
   (ウ)生年月日：明治1，大正2，昭和3，平成4，令和5とし○○年××月△△日生まれの場合、「該当年号番号―○○××△△」と入力すること。1桁の場合は、

10の位の部分に「0」を付加して2桁で入力すること。 
   (エ)事業所番号：必ず11桁の事業所番号を入力すること。 
   (オ)資格取得年月日：試用期間及び研修期間を含む雇入れの初日を入力すること。令和○○年××月△△日の場合、「5―○○××△△」と入力すること。1桁の

場合は上記(ウ)と同様に入力すること。 
   (カ)被保険者となったことの原因：新規雇用(新規学卒)1，新規雇用(その他)2，日雇からの切替3，その他4，出向元への復帰等(65歳以上)8 
   (キ)賃金：月給1，週給2，日給3，時間給4，その他5とし、資格取得年月日現在における支払の態様及び賃金月額(臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとに支払わ

れる賃金及び超過勤務手当を除く。) 
     (単位千円…千円未満四捨五入、最大4桁まで、数字のみを入力する)との間は“―”で結んで入力すること。 
   (ク)雇用形態：日雇1，派遣2，パートタイム3，有期契約労働者4，季節的雇用5，船員6，その他7 
   (ケ)職種：(1)管理的職業 01  (2)専門的・技術的職業 02  (3)事務的職業 03  (4)販売の職業 04  (5)サービスの職業 05  (6)保安の職業 06 
        (7)農林漁業の職業 07 (8)生産工程の職業 08  (9)輸送・機械運転の職業 09 (10)建設・採掘の職業 10 (11)運搬・清掃・包装等の職業 11 
   (コ)就職経路：安定所紹介1、自己就職2、民間紹介3、把握していない4 
   (サ)1週間の所定労働時間：半角数字により○○時間××分のときは「○○××」と入力すること。1桁の場合は10の位の部分に「0」を付加して2桁で入力するこ

と。 
       例 所定労働時間が38時間0分の場合・・・16―3800 
   (シ)契約期間の定め：8欄に記載した内容どおり、数字及びイ又はロを並べること。なお、各記載内容の間は“―”で結ぶこと。 
       例 契約期間の定め有り(1)、契約期間令和○○年××月△△日～令和○○年××月△△日、契約更新条項有り(イ)の場合・・・17―1―5―○○××△

△―5―○○××△△―イ 契約期間の定め無し(2)の場合・・・17―2 
   (ス)被保険者氏名(ローマ字)：被保険者が外国人の場合に、半角のアルファベット大文字で40字以内で在留カード記載順に入力すること。例 18―ROMAJI SHIM

EI 
   (セ)国籍・地域：被保険者が外国人の場合に、全角20文字までで入力すること。 
   (ソ)在留資格：被保険者が外国人の場合に、全角20文字までで入力すること。 
   (タ)在留期間：被保険者が外国人の場合に、半角数字により○○○○年△△月××日の場合は、「○○○○△△××」と入力すること。 
       例 2019年3月4日の場合・・・23―20190304 
   (チ)資格外活動の許可の有無：被保険者が外国人の場合に、有1無2を入力すること。 
   (ツ)在留カードの番号：被保険者が外国人の場合に、半角12文字で入力すること。 
   (テ)派遣・請負就労区分：被保険者が外国人の場合に、該当1非該当2を入力すること。 
   (ト)国籍・地域コードと在留資格コードは入力しないこと。 
  (3)光ディスク等、記録媒体入力方法(電子申請用フォーマット) 
   ア 管理データ 
      (項目行)  郡市区符号，事業所記号，通番，作成年月日，代表届書コード，連記式項目バージョン(改行) 
      (データ行) 10，アアア，001，20070720，22223，06(改行) 
   イ 事業所識別符号 
            ［kanri］(改行) 
   ウ 事業所管理データ 
            社会保険労務士氏名，事業所情報数(改行) 
            ，001(改行) 
      (項目行)  郡市区符号，事業所記号，事業所番号，親番号(郵便番号)，子番号(郵便番号)，事業所所在地，事業所名称，事業主氏名，電話番号，雇用保

険適用事業所番号(安定所番号)，雇用保険適用事業所番号(一連番号)，雇用保険適用事業所番号(チェックディジット)(改行) 
      (データ行) 10，アアア，12345，160，0023，東京都新宿区西新宿9―99―9，東京株式会社，鈴木 次郎，03―1234―XXXX，1234，123456，5(改行) 
   エ データ識別符号 
            ［data］(改行) 
   オ 個人データ 
      (項目行)  帳票種別，安定所番号，個人番号，被保険者番号4桁，被保険者番号6桁，被保険者番号チェックディジット，取得区分，被保険者氏名，被保

険者氏名フリガナ(カタカナ)，変更後の氏名，変更後の氏名フリガナ(カタカナ)，性別，生年月日(元号)，生年月日(年)，生年月日(月)，生
年月日(日)，事業所番号(安定所番号)，事業所番号(一連番号)，事業所番号(チェックディジット)，資格取得年月日(元号)，資格取得年月日
(年)，資格取得年月日(月)，資格取得年月日(日)，被保険者となったことの原因，賃金(支払の態様)，賃金(賃金月額)，雇用形態，職種，就
職経路，取得時被保険者種類，番号複数取得チェック不要，1週間の所定労働時間(時間)，1週間の所定労働時間(分)，契約期間の定め，契約
期間開始(元号)，契約期間開始(年)，契約期間開始(月)，契約期間開始(日)，契約期間終了(元号)，契約期間終了(年)，契約期間終了(月)，
契約期間終了(日)，契約更新条項の有無，事業所名，被保険者氏名(ローマ字)，国籍・地域，国籍地域コード，在留資格，在留資格コード，
在留期間(年)，在留期間(月)，在留期間(日)，資格外活動の許可の有無，在留カードの番号，派遣・請負就労区分，備考，宛先，備考欄(備
考)，確認通知年月日(元号)，確認通知年月日(年)，確認通知年月日(月)，確認通知年月日(日)(改行) 

     (データ行1)  10101，，123456789123，1234，005678，5，1，漢字 氏名，カンジ シメイ，，，1，昭和，35，01，01，1234，123456，5，令和，02，04，
01，1，1，0300，7，1，1，，，40，00，無，，，，，，，，，，東京株式会社，KANJI SHIMEI，ブラジル，，永住者，，，，，2，AB12345
678CD，2，，飯田橋，，，，，(改行) 

     (データ行2)  10101，，123456789123，1234，005678，1．．．．．． 
   (ア)帳票種別：「10101」 
   (イ)個人番号：必ず番号確認と身元確認の本人確認を行った上で、個人番号(マイナンバー)を入力すること。 
   (ウ)被保険者番号：「雇用保険被保険者証」に記載されている雇用保険被保険者番号を4桁(一連番号)、6桁(一連番号)、1桁(チェックディジット)に分けて入力

すること。 
   (エ)取得区分：新規1，再取得2 
   (オ)性別：男1，女2 
   (カ)生年月日：元号は明治，大正，昭和，平成，令和のいずれかを漢字で入力し、○○年××月△△日生まれの場合、「○○，××，△△」と入力すること。 
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   (キ)事業所番号：「雇用保険適用事業所設置届事業主控」に記載されている雇用保険適用事業所番号を4桁(安定所番号)、6桁(一連番号)、1桁(チェックディジッ
ト)に分けて入力すること。 

   (ク)資格取得年月日：元号は令和を漢字で入力すること。年月日は(カ)と同様に入力すること。 
   (ケ)被保険者となったことの原因：新規雇用(新規学卒)1，新規雇用(その他)2，日雇からの切替3，その他4，出向元への復帰等(65歳以上)8 
   (コ)賃金(支払の態様)：月給1，週給2，日給3，時間給4，その他5 
   (サ)賃金(賃金月額)：賃金月額を0～9999の範囲で入力すること(単位：千円)。 
   (シ)雇用形態：日雇1，派遣2，パートタイム3，有期契約労働者4，季節的雇用5，船員6，その他7 
   (ス)職種：(1)管理的職業 01  (2)専門的・技術的職業 02  (3)事務的職業 03  (4)販売の職業 04  (5)サービスの職業 05  (6)保安の職業 06 
        (7)農林漁業の職業 07 (8)生産工程の職業 08  (9)輸送・機械運転の職業 09 (10)建設・採掘の職業 10 (11)運搬・清掃・包装等の職業 11 
   (セ)就職経路：安定所紹介1、自己就職2、民間紹介3、把握していない4 
   (ソ)1週間の所定労働時間：半角数字により○○時間××分のときは「○○，××」と入力すること。1桁の場合は10の位の部分に「0」を付加して2桁で入力する

こと。 
     (例)所定労働時間が38時間0分の場合、1週間の所定労働時間(時間)に「38」、1週間の所定労働時間(分)に「00」と入力する。 
   (タ)契約期間の定め、契約更新条項の有無：「有」又は「無」を入力すること。 
   (チ)契約期間：開始年月日、終了年月日をそれぞれ(カ)と同様に記載すること。 
   (ツ)事業所名：当該被保険者の事業所名を半角、全角に関わらず文字数34文字までで入力すること。 
   (テ)被保険者氏名(ローマ字)：被保険者が外国人の場合に、半角のアルファベット大文字で40字以内で在留カード記載順に入力すること。 
   (ト)国籍・地域：被保険者が外国人の場合に、全角20文字までで入力すること。 
   (ナ)在留資格：被保険者が外国人の場合に、全角20文字までで入力すること。 
   (ニ)在留期間：被保険者が外国人の場合に、半角数字により○○○○年△△月××日の場合は、「○○○○△△××」と入力すること。 
   (ヌ)資格外活動の許可の有無：被保険者が外国人の場合に、有1無2を入力すること。 
   (ネ)在留カードの番号：被保険者が外国人の場合に、半角12文字で入力すること。 
   (ノ)派遣・請負就労区分：被保険者が外国人の場合に、該当1非該当2を入力すること。 
   (ハ)備考：半角、全角に関わらず文字数80文字までで入力すること。 
   (ヒ)宛先：提出先安定所を漢字10文字までで入力すること。 (例)飯田橋公共職業安定所の場合、「飯田橋」と入力する。 
    ※安定所番号，取得時被保険者種類，番号複数取得チェック不要，備考欄(備考)，確認通知年月日は省略する。 
  2 2欄は必ず11桁の事業所番号を記載すること。事業所番号が連続した10桁の構成であって、最後の空欄に記載すべき数字が不明な場合は、事業所の所在地を管轄

する公共職業安定所に確認して記載すること。 
  3 4欄にはこの帳票に添付する光ディスク等、記録媒体に入力されている労働者数を記載し、別紙として、届け出る被保険者の名簿(漢字及び読み仮名(カタカナ)、

外国人労働者の場合は、在留カードに記載されている順のローマ字及び読み仮名(カタカナ))を添付すること。なお、名簿及び光ディスク等、記録媒体内の届出対
象者の記載順は五十音順とすること。 

  4 7欄には、届出対象者の5欄に記載した年月日現在における1週間の所定労働時間を記載すること。 
  5 8欄には、該当するものの番号を○で囲み、1を○で囲んだ場合には、その契約期間を記載するとともに、契約更新の条項の有無について、該当するものの記号

をそれぞれ○で囲むこと。 
  6 9欄内その他欄には、被保険者となったことの原因が日雇からの切替、その他新規採用以外の理由による者がいる場合には、その氏名と理由を記載すること。 
  7 ※印のついた欄は記載しないこと。 
  8 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、その主たる事務所の所在地及び法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を付記すること。 
  9 本届出に係る被保険者資格取得者に外国人労働者(「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く。)が含まれる場合には、以上に加え9欄に、在留

カードに記載されている順に氏名(ローマ字)、国籍・地域、在留資格、在留期間、在留カードの番号(英字2桁―数字8桁―英字2桁)等を記載し、労働施策の総合的
な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条の外国人雇用状況の届出とすることができる。なお、「家族滞在」の在留資格の者等、
資格外活動の許可を得て就労する者については、当該許可の有無について、該当するものを○で囲むこと。また、派遣・請負労働者として主として1欄以外の事業
所で就労する者については、□にチェックすること。 
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(別紙) 

雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票に係る対象者名簿 

  漢 字 氏 名 読み仮名(カタカナ)   漢 字 氏 名 読み仮名(カタカナ) 

1     21     

2     22     

3     23     

4     24     

5     25     

6     26     

7     27     

8     28     

9     29     

10     30     

11     31     

12     32     

13     33     

14     34     

15     35     

16     36     

17     37     

18     38     

19     39     

20     40     

(注意) 

 1 該当対象者名簿と光ディスク等の個人データの順序は同一(五十音順)であること。 

 2 対象者が40名を越え、当該様式が複数枚にわたる場合には、頁数を記載し、又は通し

番号を修正したうえ、提出すること。この場合においても、名簿全体が五十音順である

必要があること。 

 3 外国人労働者の場合は、漢字氏名の欄には、ローマ字氏名(在留カード記載順)を記載

すること。 
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様式第３６号（第１４６条関係）（第１面）

様式第36号(第146条関係)(第1面) 

雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票 

(必ず第2面の注意事項を読んでから記載してください。) 

 

1． 事 業 所 名 

フリガナ 

  

2． 事 業 所 番 号 
        

― 
            

― 
    

3． 届 出 年 月 日    令 和     年     月     日 

4． 
届 出 被 保 険 者 数 

届 出 被 保 険 者 氏 名 

                    人 

別紙のとおり 

5． 離 職 年 月 日    令 和     年     月     日 

6． 1 週 間 の 所 定 労 働 時 間           時間    分 

 

  氏 名(ローマ字) 国 籍・地 域 在留資格 在留期間 在留カードの番号※1 
※2 

□ 
      西暦    年 

  月  日まで 

  

7． 氏 名(ローマ字) 国 籍・地 域 在留資格 在留期間 在留カードの番号※1 
※2 

□ 

備

考

欄 

      西暦    年 

  月  日まで 

  

氏 名(ローマ字) 国 籍・地 域 在留資格 在留期間 在留カードの番号※1 
※2 

□ 
      西暦    年 

  月  日まで 

  

氏 名(ローマ字) 国 籍・地 域 在留資格 在留期間 在留カードの番号※1 
※2 

□ 
      西暦    年 

  月  日まで 

  

氏 名(ローマ字) 国 籍・地 域 在留資格 在留期間 在留カードの番号※1 
※2 

□ 
      西暦    年 

  月  日まで 

  

その他 

※1 在留カードの右上に記載されている12桁の英数字 

※2 派遣・請負労働者として主として1以外の事業所で就労する場合 

 

 雇用保険法施行規則第7条第1項の規定により上記のとおり届けます。 

令和    年    月    日  

 

 事業主 

住 所 

氏 名 

電話番号 

 

公共職業安定所長 殿        

 

  社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電話番号   

備

考 

  

  

  

  

  

※ 所

長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  

係 

  操

作

者 

    

確認通知 令和  年  月  日 
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様式第３６号（第１４６条関係）（第２面）

様式第36号(第146条関係)(第2面) 
注 意 
 1 必ず添付する届出対象者名簿に記載のある全ての者について、次の形式により届出内容を入力した光ディスク等、記録媒体と合わせて届け出ること。 
  総括票の記載項目については、各項目について2以上の条件を併記してはならず、また、1の光ディスク等、記録媒体に2以上の雇用保険被保険者資格喪失届光ディ

スク等提出用総括票に対応するデータを記録してはならない。 
  なお、光ディスク等、記録媒体内の届出内容は総括票に記載されている項目について、総括票と同一の内容のものであること。 
  (1) 光ディスク等、記録媒体の種類等 
   ア CDで作成する場合、それぞれ、CD―ROMで作成する場合はJIS X 6281、CD―Rで作成する場合はJIS X 6282、CD―RWで作成する場合はJIS X 6283に準拠した記

録媒体を使用すること。ボリューム構造及びファイル構造については、JIS X 0606，JIS X 0608に準拠した形式で書き込むこと。なお、書き込み後、必ずファ
イナライズの処理を行うこと。 

   イ DVDで作成する場合、それぞれ、DVD―ROMで作成する場合はJIS X 6241又はJIS X 6242、DVD―Rで作成する場合はJIS X 6245又はJIS X 6249、DVD―RWで作成
する場合はJIS X 6248に準拠した記録媒体を使用すること。ボリューム構造及びファイル構造については、JIS X 0607，JIS X 0609に準拠した形式で書き込む
こと。なお、書き込み後、必ずファイナライズの処理を行うこと。 

   ウ 使用する文字は漢字で記載する部分を除き全て1バイトコード(半角)で作成すること。1バイトコードについては、JIS8単位符号、2バイトコードはシフトJIS
コードを使用すること。 

   エ 個人データは1ファイルに連続して記録することとし、シングルファイル／シングルボリュームとすること。1の光ディスク等、記録媒体に入力するデータは
1,000人分までとすること。 

   オ データ形式はCSV形式とし、ファイル名は「10191―soshitsu」拡張子は「csv」とすること。 
   カ 光ディスク等、記録媒体のラベルに、事業所名、事業所番号、届出年月日、届出対象者数及び離職年月日を記載すること。 
  (2) 光ディスク等、記録媒体入力方法 
   ア 管理データ 
     (項目行) 郡市区符号，事業所記号，通番，作成年月日，代表届書コード，連記式項目バージョン(改行) 
     (データ行)10，アアア，001，20070720，22223，04(改行) 
   イ 事業所識別符号 
          ［kanri］(改行) 
   ウ 事業所管理データ 
          社会保険労務士氏名，事業所情報数(改行) 
          ，001(改行) 
     (項目行) 郡市区符号，事業所記号，事業所番号，親番号(郵便番号)，子番号(郵便番号)，事業所所在地，事業所名称，事業主氏名，電話番号，雇用保険適

用事業所番号(安定所番号)，雇用保険適用事業所番号(一連番号)，雇用保険適用事業所番号(チェックディジット)(改行) 
     (データ行)10，アアア，12345，160，0023，東京都新宿区西新宿9―99―9，東京株式会社，鈴木 次郎，03―1234―XXXX，1234，123456，5(改行) 
   エ データ識別符号 
          ［data］(改行) 
   オ 個人データ 
     (項目行) 帳票種別，安定所番号，個人番号，被保険者番号4桁，被保険者番号6桁，被保険者番号チェックディジット，事業所番号(安定所番号)，事業所番

号(一連番号)，事業所番号(チェックディジット)，資格取得年月日(元号)，資格取得年月日(年)，資格取得年月日(月)，資格取得年月日(日)，離
職等年月日(元号)，離職等年月日(年)，離職等年月日(月)，離職等年月日(日)，喪失原因，離職票交付希望，喪失時被保険者種類，新氏名フリガ
ナ(カタカナ)，新氏名，補充採用予定の有無，被保険者氏名フリガナ(カタカナ)，被保険者氏名，性別，生年月日(元号)，生年月日(年)，生年月
日(月)，生年月日(日)，被保険者の住所又は居所，事業所名称，氏名変更年月日(元号)，氏名変更年月日(年)，氏名変更年月日(月)，氏名変更年
月日(日)，被保険者でなくなったことの原因，1週間の所定労働時間(時間)，1週間の所定労働時間(分)，宛先，被保険者氏名(ローマ字)，国籍・
地域，国籍地域コード，在留資格，在留資格コード，在留期間(年)，在留期間(月)，在留期間(日)，在留カードの番号，派遣・請負就労区分，備
考欄(審査者)，確認通知年月日(元号)，確認通知年月日(年)，確認通知年月日(月)，確認通知年月日(日)(改行) 

    (データ行1) 10191，，123456789123，1234，005678，5，1234，123456，5，平成，14，04，01，令和，02，07，01，2，1，，シン シメイ，新 氏名，無，カン
ジ シメイ，漢字 氏名，1，昭和，35，01，01，千葉県美浜区中瀬99―9，安定株式会社，平成，21，06，30，離職のため，40，00，飯田橋，SHIN 
SHIMEI，ブラジル，，永住者，，，，，AB12345678CD，2，，，，，(改行) 

    (データ行2) 10191，，123456789123，1234，005678，1．．．．．． 
    (ア)帳票種別：「10191」 
    (イ)個人番号：必ず番号確認と身元確認の本人確認を行った上で、個人番号(マイナンバー)を入力すること。 
    (ウ)被保険者番号：「雇用保険被保険者証」に記載されている雇用保険被保険者番号を4桁(一連番号)、6桁(一連番号)、1桁(チェックディジット)に分けて入

力すること。 
    (エ)事業所番号：「雇用保険適用事業所設置届事業主控」に記載されている雇用保険適用事業所番号を4桁(安定所番号)、6桁(一連番号)、1桁(チェックディジ

ット)に分けて入力すること。 
    (オ)資格取得年月日：元号は昭和，平成，令和のいずれかを漢字で入力し、○○年××月△△日に被保険者となった場合、「○○，××，△△」と入力するこ

と。 
    (カ)離職年月日：元号は令和を漢字で入力すること。年月日は(オ)と同様に入力すること。 
    (キ)喪失原因：離職以外の理由1，3以外の離職2，事業主の都合による離職3 
    (ク)離職票交付希望：有1，無2 
    (ケ)補充採用予定の有無：「有」又は「無」を入力すること。 
    (コ)性別：男1，女2 
    (サ)生年月日：元号は明治，大正，昭和，平成，令和のいずれかを漢字で入力し、年月日は(オ)と同様に入力すること。 
    (シ)被保険者の住所又は居所：半角、全角に関わらず文字数64文字までで入力すること。 
    (ス)事業所名称：当該被保険者の事業所名称を半角、全角に関わらず文字数34文字まで入力すること。 
    (セ)氏名変更年月日：元号は平成，令和のいずれかを漢字で入力すること。年月日は(オ)と同様に入力すること。 
    (ソ)被保険者でなくなったことの原因：半角、全角に関わらず文字数78文字までで入力すること。 
    (タ)1週間の所定労働時間：半角数字により○○時間××分のときは「○○，××」と入力すること。1桁の場合は10の位の部分に「0」を付加して2桁で入力す

ること。(例)所定労働時間が38時間0分の場合、1週間の所定労働時間(時間)に「38」、1週間の所定労働時間(分)に「00」と入力する。 
    (チ)宛先：提出先安定所を漢字10文字までで入力すること。 (例)飯田橋公共職業安定所の場合、「飯田橋」と入力する。 
    (ツ)被保険者氏名(ローマ字)：被保険者が外国人の場合に、半角のアルファベット大文字で40字以内で在留カード記載順に入力すること。 
    (テ)国籍・地域：被保険者が外国人の場合に、全角20文字までで入力すること。 
    (ト)在留資格：被保険者が外国人の場合に、全角20文字までで入力すること。 
    (ナ)在留期間：被保険者が外国人の場合に、半角数字により○○○○年△△月××日の場合は、「○○○○△△××」と入力すること。 
    (ニ)在留カードの番号：被保険者が外国人の場合に、半角12文字で入力すること。 
    (ヌ)派遣・請負就労区分：被保険者が外国人の場合に、該当1非該当2を入力すること。 
   ※安定所番号，喪失時被保険者種類，備考欄(審査者)，確認通知年月日は省略する。 
 2 2欄は必ず11桁の事業所番号を記載すること。事業所番号が連続した10桁の構成であって、最後の空欄に記載すべき数字が不明な場合は、事業所の所在地を管轄す

る公共職業安定所に確認して記載すること。 
 3 4欄にはこの帳票に添付する光ディスク等、記録媒体に入力されている労働者数を記載し、別紙として、届け出る被保険者の名簿(漢字及び読み仮名(カタカナ)、

外国人労働者の場合は、在留カードに記載されている順のローマ字及び読み仮名(カタカナ))を添付すること。なお、名簿及び光ディスク等、記録媒体内の届出対象
者の記載順は五十音順とすること。 

 4 6欄には、届出対象者の5欄に記載した年月日現在における1週間の所定労働時間を記載すること。 
 5 ※印のついた欄は記載しないこと。 
 6 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、その主たる事務所の所在地及び法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を付記すること。 
 7 外国人労働者(「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く。)の場合は、7欄に、在留カードに記載されている順に氏名(ローマ字)、国籍・地域、

在留資格、在留期間、在留カードの番号(英字2桁―数字8桁―英字2桁)等を記載し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す
る法律第28条の外国人雇用状況の届出とすることができる。 

  なお、派遣・請負労働者として、主として1欄以外の事業所において就労していた者については、□にチェックすること。 

277



様式第３７号（第１４６条関係）（第１面）

様式第37号(第146条関係)(第1面) 

雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票 

(必ず第2面の注意事項を読んでから記載してください。) 

 

1． 事 業 所 名 

フリガナ 

  

2． 事 業 所 番 号 
        

― 
            

― 
    

3． 届 出 年 月 日    令 和     年     月     日 

4． 
届 出 被 保 険 者 数 

届 出 被 保 険 者 氏 名 

                  人 

別紙のとおり 

5． 転 勤 前 事 業 所 番 号 
        

― 
            

― 
    

6． 転 勤 年 月 日    令 和     年     月     日 

7． 転 勤 前 事 業 所 名 称 

フリガナ 

  

8． 転 勤 前 事 業 所 ・ 所 在 地 

フリガナ 

  

 

9.   

備

考 
 

 

 雇用保険法施行規則第13条第1項の規定により上記のとおり届けます。 

令和    年    月    日  

 事業主 

住 所 

 

氏 名 

 

電話番号 公共職業安定所長 殿  

  

備

考 

  
  社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電話番号   

  

  

  

  

 ※ 所

長 

  次

長 

  課

長 

  係

長 

  

係 

  操

作

者 

    

確認通知 令和 年 月 日 
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様式第３７号（第１４６条関係）（第２面）

様式第37号(第146条関係)(第2面) 

注 意 
 1 帳票の提出に際しては、届出に係る被保険者の既交付の雇用保険被保険者証及び雇用保険被保険者資格喪失届を添付すること。 
 2 必ず添付する届出対象者名簿に記載のある全ての者について、次の形式により届出内容を入力した光ディスク等、記録媒体と合わせて届

け出ること。 
  総括票の記載項目については、各項目について2以上の条件を併記してはならず、また、1の光ディスク等、記録媒体に2以上の雇用保険被

保険者転勤届光ディスク等提出用総括票に対応するデータを記録してはならない。 
  なお、光ディスク等、記録媒体内の届出内容は総括票に記載されている項目について、総括票と同一の内容のものであること。 
  (1)光ディスク等、記録媒体の種類等 
   ア CDで作成する場合、それぞれ、CD―ROMで作成する場合はJIS X 6281、CD―Rで作成する場合はJIS X 6282、CD―RWで作成する場合は

JIS X 6283に準拠した記録媒体を使用すること。ボリューム構造及びファイル構造については、JIS X 0606，JIS X 0608に準拠した形
式で書き込むこと。なお、書き込み後、必ずファイナライズの処理を行うこと。 

   イ DVDで作成する場合、それぞれ、DVD―ROMで作成する場合はJIS X 6241又はJIS X 6242、DVD―Rで作成する場合はJIS X 6245又はJIS
 X 6249、DVD―RWで作成する場合はJIS X 6248に準拠した記録媒体を使用すること。ボリューム構造及びファイル構造については、JI
S X 0607，JIS X 0609に準拠した形式で書き込むこと。なお、書き込み後、必ずファイナライズの処理を行うこと。 

   ウ 使用する文字は漢字で記載する部分を除きすべて1バイトコード(半角)で作成すること。1バイトコードについては、JIS8単位符号、
2バイトコードはシフトJISコードを使用すること。 

   エ 個人データは1ファイルに連続して記録することとし、シングルファイル／シングルボリュームとすること。1の光ディスク等、記録
媒体に入力するデータは1,000人分までとすること。 

   オ データ形式はCSV形式とし、ファイル名は「10106―tenkin」拡張子は「csv」とすること。 
   カ 光ディスク等、記録媒体のラベルに、事業所名、事業所番号、届出年月日、届出対象者数及び転勤年月日を記載すること。 
  (2)光ディスク等、記録媒体入力方法 
   ア 管理データ 
     (項目行)  郡市区符号，事業所記号，通番，作成年月日，代表届書コード，連記式項目バージョン(改行) 
     (データ行) 10，アアア，001，20070720，22223，04(改行) 
   イ 事業所識別符号 
           ［kanri］(改行) 
   ウ 事業所管理データ 
           社会保険労務士氏名，事業所情報数(改行) 
           ，001(改行) 
     (項目行) 郡市区符号，事業所記号，事業所番号，親番号(郵便番号)，子番号(郵便番号)，事業所所在地，事業所名称，事業主氏

名，電話番号，雇用保険適用事業所番号(安定所番号)，雇用保険適用事業所番号(一連番号)，雇用保険適用事業所番号
(チェックディジット)(改行) 

     (データ行) 10，アアア，12345，160，0023，東京都新宿区西新宿9―99―9，東京株式会社，鈴木 次郎，03―1234―XXXX，1234，
123456，5(改行) 

   エ データ識別符号 
           ［data］(改行) 
   オ 個人データ 
     (項目行) 帳票種別，安定所番号，被保険者番号4桁，被保険者番号6桁，被保険者番号チェックディジット，生年月日(元号)，生

年月日(年)，生年月日(月)，生年月日(日)，被保険者氏名，被保険者氏名フリガナ(カタカナ)，被保険者氏名(ローマ
字)，資格取得年月日(元号)，資格取得年月日(年)，資格取得年月日(月)，資格取得年月日(日)，事業所番号(安定所番
号)，事業所番号(一連番号)，事業所番号(チェックディジット)，転勤前の事業所番号(安定所番号)，転勤前の事業所
番号(一連番号)，転勤前の事業所番号(チェックディジット)，転勤年月日(元号)，転勤年月日(年)，転勤年月日(月)，
転勤年月日(日)，転勤前事業所名称・所在地，変更前氏名(フリガナ)，変更前氏名，氏名変更年月日(元号)，氏名変更
年月日(年)，氏名変更年月日(月)，氏名変更年月日(日)，備考，宛先，備考欄(備考)，確認通知年月日(元号)，確認通
知年月日(年)，確認通知年月日(月)，確認通知年月日(日)(改行) 

    (データ行1) 10106，，1234，005678，5，昭和，35，01，01，漢字 氏名，カンジ シメイ，KANJI SHIMEI，平成，14，04，01，12
34，123456，5，1234，234567，5，令和，02，04，01，東京都中央区銀座9―99―9，ヘンコウマエ シメイ，変更前 
氏名，令和，02，01，01，，飯田橋，，，，，(改行) 

    (データ行2) 10106，，1234，005678，1，．．．．．． 
    (ア)帳票種別：「10106」 
    (イ)被保険者番号：「雇用保険被保険者証」に記載されている雇用保険被保険者番号を4桁(一連番号)、6桁(一連番号)、1桁(チェッ

クディジット)に分けて入力すること。 
    (ウ)生年月日：元号は明治，大正，昭和，平成，令和のいずれかを漢字で入力し、○○年××月△△日生まれの場合、「○○，××，

△△」と入力すること。 
    (エ)被保険者氏名、フリガナ(カタカナ)：被保険者氏名を漢字、カタカナで入力すること。 
                       被保険者に氏名変更があった場合は、新氏名を入力すること。 
    (オ)被保険者氏名(ローマ字)：被保険者が外国人の場合に、在留カードに記載されている順にローマ字氏名を入力すること。 
    (カ)資格取得年月日：元号は昭和，平成，令和のいずれかを漢字で入力し、年月日は(ウ)と同様に入力すること。 
    (キ)事業所番号：「雇用保険適用事業所設置届事業主控」に記載されている雇用保険適用事業所番号を4桁(安定所番号)、6桁(一連番

号)、1桁(チェックディジット)に分けて入力すること。 
    (ク)転勤前の事業所番号：転勤前の雇用保険適用事業所番号を(カ)と同様に入力すること。 
    (ケ)転勤年月日：元号は令和を漢字で入力すること。年月日は(ウ)と同様に入力すること。 
    (コ)転勤前事業所名称・所在地：半角、全角に関わらず文字数72文字までで入力すること。 
    (サ)変更前氏名：被保険者に氏名変更があった場合は、変更前氏名を入力すること。 
    (シ)氏名変更年月日：被保険者に氏名変更があった場合は、氏名変更年月日を入力すること。 
    (ス)備考：半角、全角に関わらず文字数784文字までで入力すること。 
    (セ)宛先：提出先安定所を漢字10文字までで入力すること。 (例)飯田橋公共職業安定所の場合、「飯田橋」と入力する。 
   ※安定所番号，備考欄(備考)，確認通知年月日は省略する。 
 3 2欄については、当該被保険者が6欄の日に所属する、当該届出を行う事業所の事業所番号を記載すること。事業所番号が10桁の構成であ

る場合は、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「―」に続く6つの枠内にそれぞれ記載し、最後の枠は空枠とすること。 
 4 4欄にはこの帳票に添付する光ディスク等、記録媒体に入力されている労働者数を記載し、別紙として、届け出る被保険者の名簿(漢字及

び読み仮名(カタカナ)、外国人労働者の場合は、在留カードに記載されている順のローマ字及び読み仮名(カタカナ))を添付すること。なお、
名簿及び光ディスク等、記録媒体内の届出対象者の記載順は五十音順とすること。 

 5 5欄は転勤前の事業所の事業所番号を記載すること。なお、事業所番号が10桁の構成である場合の記載については上記3と同様とすること。 
 6 6欄は転勤の年月日を記載すること。 
 7 7及び8欄には5欄に記載した事業所の事業所名称及び所在地を記載すること。 
 8 ※印のついた欄は記載しないこと。 
 9 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、その主たる事務所の所在地及び法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を

付記すること。 
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